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第 1 章 緒 言 
 

女性に対する暴力問題は、1970 年代アメリカの草の根女性運動によって社会問題として

再発見され、1993 年国連総会で「女性に対する暴力撤廃宣言」、1995 年第 4 回世界女性会

議で採択された北京宣言と行動綱領の中で 2000 年までに各国で優先的に実施されるべき

重大関心領域の一つに「女性に対する暴力」が選ばれるなど、国際的議論がなされてきた。 
日本では、2001 年(平成 13 年 10 月)に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する法律」、通称「DV 防止法」が施行されて以来、DV に対する認識が広がり、夫から妻

への犯罪検挙数も配偶者暴力相談支援センターによせられる相談件数も増え続けている。 
しかし小西聖子(2010)の報告によると、被害者を見ることがあると答えた精神科医師の

中では、DV の被害者は性暴力、児童虐待、殺人、その他の暴力に比べて最も多く経験さ

れているにもかかわらず、日本の現状は、DV について知識のない「普通の」精神科医師

が診察し、特別な対応はできないままであるのが精神科医療機関の大勢であるとした。さ

らに小西聖子(2010)は、海外の大規模な調査や支援状況と比べて、日本の調査は小規模で

あるばかりか、原著論文や報告は数えるほどしかなく、特に欧米諸国と日本との DV 被害

者の精神健康に関する研究の落差問題を提示し、この研究領域の人手不足も指摘している。 
そのような状況の中で dating violence への認知は、内閣府(2011)が平成 23 年に行った

「男女間における暴力における調査」によると、「交際相手からの暴力（デート DV）」の

認知度「言葉もその内容も知っている」としたのは 33.7%(女 35.8%、男 31.5%)と報告さ

れ、一見増えているように思われる。しかし今日、明日にでもこの問題と遭遇する可能性

の高い世代を対象とし、「DV」「デート DV」という言葉の認知度を比較調査したさいたま

市「若年層における交際相手からの暴力（デート DV）に関する意識・実態調査」平成 22
年報告書では、「DV を知っている」とした者は全体の 95.1%であったのに対し、「デート

DV を知っている」とした者は全体の 24.2%(高校生 18.8%、大学生 37.1%)であった。 
また、内閣府(2007)は「暴力を受ける側にも悪いところがある」と答えたのは男性 13％、

女性 7％で、「暴力を振るっても謝れば許すべきだ」と考える人は女性 5％に対して男性は

13％であったことから、若者たちの暴力に対する容認する態度にも危機感が必要であると

報告した。このような若者たちによる暴力容認傾向は、大学学生相談室で学生たちと接す

る中でも感じられ、対応に苦慮している。 
結婚前の恋人間で発生する「dating violence」は、今後「ドメスティック・バイオレン

ス」に発展していく可能性が高いだけでなく、自分が被害を受けている自覚もなく、心身

への深い傷を負っていくものである。教育現場では若い男女が「女性に対する暴力」につ

いて学ぶ場を提供すること (Wallace, H., 2004) が求められており、早急な対応が必要で

ある。 
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第 2 章 dating violenceに関連する研究動向 

 
暴力によって被害者が受ける心理的、身体的外傷の大きさや、殺人にまで発展しうるリ

スクの高さから、dating violence は学校危機(School Crisis)の一つとして、学校が積極的

に予防と介入を行うべき問題である(Brock, S.E., Lazarus, P.J., & Jimerson, S.R., 2002)。 
しかし若者たちによる dating violence 調査支援活動はほとんどが NPO によるものばか

りであり、教育現場が率先して調査支援活動をしているという報告はみられない。そこで

本論では、dating violence に関連する研究動向を概観し、問題を整理することである。 
 
 
第 1 節 定 義 
 
2.1.1  ドメスティック・バイオレンスの定義 
ドメスティック・バイオレンス（DV）は親密な関係にある、あるいは親密な関係にあっ

たパートナーから受ける暴力全般を意味する言葉であり、当事者間は権力(Power)と支配

(Control)の関係にある。「欧州議会の女性に対する暴力と闘う専門家グループ」が作成し

た定義によると、「ドメスティック・バイオレンスとは、すべての女性に対して、直接的に

でも間接的にでも、身体的、性的、精神的苦痛を与えるすべての行為又は不作為あるいは

行動であり、だましたり、誘惑したり、脅したり、強制したり、又はその他すべての方法

で行われ、その女性を怖がらせたり、罰したり、侮辱したりすること、性別による固定的

なステレオタイプ的役割に押し込めること、あるいは彼女の人間としての尊厳を否定し、

その性的自己決定を認めず、身体的、精神的完全性を与えないこと、その個人的安全と自

尊心又はその人格を損なうこと、その身体的あるいは知的能力を減退させることを目的と

するかあるいはその効果をもたらすものである(Service des droits des femmes et de 
l’ègalitè, Institut dèmographique de l’universitè de Paris, 2002)。」 

DV の本質が「支配関係」にあること(日本 DV 防止・情報センター, 2007)、暴力の行使

による支配関係については、欧州議会の女性に対する暴力と闘う専門家グループが作成し

たカップル間の暴力についての定義にも明記されている。すなわち、「カップル間暴力とは

、他者を支配するメカニズムの一つである。それは力関係あるいは支配関係の上に成り立

っており、その力関係とは少なくとも二人の人間の間で、身体的、精神的暴力によって行

使されるものである。またカップル間暴力は、必要とあれば相手を侮辱したり、おとしめ

たり、相手に妥協させたり、服従させたりすることによって、相手の意思を押さえ込み、

相手を支配しようとする欲求を意味する(Service de l’accès au droit et á la justice et de 
la politique de la ville, 2005)」 

親密な関係とは、配偶者と元配偶者はもちろんのこと、子どもを共有するカップル、異

- 2 - 
 



 

性愛および同性愛のカップル、元カップルと現カップル、すべてを含んだ概念である。英

語圏では通常、「親密なパートナー間における暴力(Intimate Partner Violence : IPV)」と

呼ばれている。IPV の定義は、「個人の財産、健康と生命が、威圧や支配、復讐や懲罰目

的で、家族や親密な人間によって、脅かされたり、危険にさらされたり、損なわれること」、

そして暴力とは、「権力(Power)と支配(Control)」を得るために行われる学習された行動で

あり、World Health Organization：WHO(1997)による「暴力と健康の世界報告書(World 
report on violence and health)」における暴力の定義は、「自分や他者あるいは集団や共同

体に対する身体的な力や権力の意図的な使用（それが実際のものでなくても、脅威を与え

ると受け取られたものも含まれる）があり、その結果、外傷、死、心理学的な傷、発達の

障害、剥奪を実際に生じるか、その可能性が高い場合、これを暴力とする」とある。 
世界保健機構（WHO, 1997）では、どのような形の暴力であっても、女性の健康に深刻

な影響を及ぼすものをすべて DV と呼んでおり、「dating violence」と「ドメスティック・

バイオレンス」を区別してはいない。 
 
2.1.2  日本におけるDV防止法 

一方、日本におけるドメスティック・バイオレンス（DV）に関する法律は、「配偶者か

らの暴力防止及び被害者の保護に関する法律」、通称「DV 防止法」と呼ばれ、2001 年(平
成 13 年 10 月)に施行されている。この中でドメスティック・バイオレンスは「配偶者か

らの暴力」と表記され、対象は「内縁を含む夫婦関係（元・現）」のみに限定されている。

また、暴力の内容についても「心身に有害な影響を及ぼす言動」と表記されているものの、

保護命令の申し立てする場合などはほぼ「身体的暴力」に限定されている。「親密な関係に

あるパートナー間に発生する暴力」として、殴る蹴るなどの身体的な暴力だけでなく、脅

したり罵ったりといった精神（心理）的な暴力、そして性行為の強要だけでなく避妊に協

力しないなどの性的な暴力、経済的暴力を含むとしている多くの英語圏の国々からは遅れ

を取っているばかりか、「配偶者からの暴力防止」という言葉を使用している通り、行政や

法的な支援は配偶者間の暴力に焦点が当てられており、配偶者以外の親密な関係にあるパ

ートナー間の暴力は見過ごされている。現在、婚姻関係にない恋人間の暴力は、他人から

の暴力一般と区別する必要はなく、暴行罪や傷害罪などの刑法等の一般の法規制のほか、

ストーカー規制法などで対処すべきとされている(松村歌子, 2007)。 
DV防止法(平成19年改正)の一部を以下に示す(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する法律：平成十三年四月十三日法律第三十一号)。 
前 文 

（前略）配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわ

らず、被害者の救済が必ずしも十分に行なわれてこなかった。又、配偶者からの暴力の被

害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加

えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。(後略) 
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第１条 定義 
 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力(身体に対

する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。) またはこ

れに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受

けたあとに，その者が離婚をし、又はその離婚が取り消された場合にあっては、当該配偶

者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。 
この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。 
この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事

情にある者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情

にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。 
 
2.1.3  dating violenceの定義 
日本 DV 防止・情報センター(2007)も DV の本質について「親密なパートナーとの間に

起こる支配関係」という言葉でまとめているが、本論では、内閣府(2007)による定義を採

用することにする。 
内閣府による定義では、dating violence(恋人からの暴力)を｢恋人や交際相手などの親密

な関係にある者(配偶者等を除く)の一方から他方に対して振るわれる身体的､精神的及び

性的暴力｣である。 
そこで振るわれる暴力には、身体的暴力「殴ったり蹴ったりするなど、直接何らかの有

形力を行使するもの。刑法第 204条の傷害や第 208条の暴行に該当する違法な行為であり、

たとえそれが配偶者間で行われたとしても処罰の対象となる」、精神的暴力「心無い言動等

により、相手の心を傷つけるもの。精神的な暴力については、その結果、 PTSD（外傷後

ストレス障害）に至るなど、刑法上の傷害とみなされるほどの精神障害に至れば、刑法上

の傷害罪として処罰されることもある」、性的暴力「嫌がっているのに性的行為を強要する、

中絶を強要する、避妊に協力しないといったもの」がある。 
 
2.1.4  dating violenceとドメスティック・バイオレンスの相違 

Carlson, B.E. (1987)は、dating violence とは、①子どももなく、②経済的な結びつき

もなく、③法的な結びつきもないとして、婚姻関係にあるドメスティック・バイオレンス

とは切り離して考えるべきとしたのに対し、Laner, M.R., & Thompson, J.(1982)は、それ

は構造的な要因の相違であって根本的なドメスティック・バイオレンスと若者の dating 
violence の相違とは考え難い。両者の相違よりも、両者には葛藤と攻撃という共通性があ

り、そこに注目するべきとした。 
小西聖子(2001)もまた、親密な関係にある若者間の暴力をパートナー・アビューズと位

置付け、WHO の暴力定義と同様に虐待とも区別することなく、親密な関係にある若者間

の暴力の被害者と DV 被害者の心理状態は非常に似ていることを指摘している。 
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若者の dating violence とドメスティック・バイオレンスの違いは、婚姻関係があるかな

いかの違いであり、dating violence を考える場合、婚姻関係にある一般的なドメスティッ

ク・バイオレンスの特徴に加えて、思春期・青年期の特徴的な心理や性意識・行動を考慮(日
本 DV 防止・情報センター, 2007)するべきであることから、本論でもドメスティック・バ

イオレンスの知見とともに思春期青年期にみられる特徴を踏まえ論を進めていくこととす

る。 
 
2.1.5  日本のdating violenceにおける支配と束縛について 
 dating violence を説明する際、支配という用語を用いるのが一般的である。しかし

dating violence では「支配」よりも「束縛」という用語が好んで使用されている。実際、

2005 年に発行された「DV 被害者支援ハンドブック」では、「支配」という用語が文中使

用されたのは 35 回だったのに対し、「束縛」という用語は 0 回であった。同年、特定非営

利活動法人（NPO）「DV 防止ながさき」がデート DV 調査を行った際の報告書の中で「束

縛」という用語が確認できたのは、調査対象者による自由記述においてのみである。そし

て翌年発行された特定非営利活動法人（NPO）「アウェア」における調査報告書(2006)で
は、「支配」という用語は一度も使用されず、「束縛」だけが 11 回使用されていた。続い

て、2007 年内閣府による「若い世代における「恋人からの暴力」に関する調査報告書」の

中で使用されたのは、「支配」１回に対し、「束縛」は４回。同年(2007) 日本 DV 防止・情

報センターによって発行された「デート DV って何？」では、「支配」64 回、「束縛」10
回となっており、dating violence では「束縛」という用語を使用することが定着化してい

く様子が確認できる。このように日本の dating violence においては、調査対象者の自由記

述から確認された「束縛」という用語が、「束縛は愛ではない」というキャッチフレーズと

なり、若者たちにとってはキーワード化していったと考える。 
 
 
第 2 節 歴史的な流れ 
 
2.2.1  歴 史 
まず、男性の暴力行使は女性をコントロールする１つの手段であり、妻をコントロール

するための夫の暴力は歴史的にも認められてきたという経緯がある。イギリスの common 
law では、夫は「親指より細い鞭」でなら妻を叩いても良いとし、アメリカでは、夫の「妻

を折檻する権利」、「妻を矯正する権利」、「カーテン・ルール」（密かに暴力を行使する）な

どがその一例である。 
DV および児童虐待がアメリカの文献に登場したのは 1960 年代終わりと言われ、アメリ

カで始まった｢女性解放運動 Women's Lib」、女性運動家たちによる｢殴られた女性たちの

運動 The Batterd Women's Movement｣によって､被害者女性のための法律改正､行政の
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対応改善などを求め、1970 年代からは被害を受けている女性をかくまうためのシェルター

が設立され支援活動がはじまっている。DV（夫婦間暴力を含む家庭内暴力）に関する初め

ての大規模な研究は、Straus, M.A., & Gelles, R.J. (1986)により、1975 年から 1976 年に

かけて実施されている。2143 組の夫婦を対象とした調査により、対象夫婦の 16％が最近

１年間に夫婦間暴力を経験しており、28％がこれまでの結婚生活において夫婦間暴力を経

験したと報告している。 
1990 年代に入り国際的な議論の場において、DV の圧倒的多くは男性から女性への暴力

であるとした報告がなされ（Carriollo, R., 2002）、女性に対する重篤な人権侵害として対

応策が検討され始めた。 
1993 年の国際総会「女性に対する暴力撤廃宣言」では、女性に対する 3 つの暴力を定

義している。第１は、家族の中で起こる暴力（妻への殴打、近親姦、夫婦間レイプ、性器

切除、身体的性的心理的暴力など）、第 2 は、制度による暴力（戦場レイプ、セクハラ、

買売春、メディア暴力、儀礼など）、第 3 は、国家による暴力（従軍慰安、戦争）である

（中村正，1999）。女性に対する暴力の撤廃は男女平等を達成し、すべての人の人権を保

障するための早急に取り組むべき国際問題であることを宣言した。 
1995 年、国際婦人年の第 4 回世界女性会議で採択された北京宣言と行動綱領の中で

2000 年までに各国で優先的に実施されるべき重大関心領域の一つに「女性に対する暴力」

が選ばれた。これを受け、日本の国会でも 1996 年男女共同参画社会基本法案が提出され

た。第 3 条には「男女の人権の尊重」の項目が規定され、国が策定する「男女共同参画 2000
年プラン」の中では「女性に対するあらゆる暴力の根絶」が重大目標の一つにあげられた

（米田眞澄，1999）。 
こうした流れを受けて、日本においても夫婦間に存在する暴力は、決して家庭内だけの

出来事として安易に見過ごせるものではなく、被害者の生命に関わる深刻な問題として取

り上げられるようになっていった。その結果、夫婦間に起きる暴力に対しては女性の意識

も変化し、人権意識が高まることで、DV による 被害届が年々増加してきている。 
 
2.2.2  日本における調査 
 日本でのはじめての「夫（恋人）からの暴力」調査は 1992 年に実施された。調査手法

は、フェミニスト・アクション・リサーチ（女性固有の経験や事象を明らかにしその問題

解決のため）が用いられ、DV 被害者 613 ケースを募って調査した結果、身体的に暴力を

受けた成人女性の割合は 59％と報告された。ランダムサンプリングではなかったため偏り

が指摘されている。 
続いて 1998 年東京都生活文化局によって「女性に対する暴力」調査報告書が発行され

た。調査内容は、①アンケート調査 有効回答数 2819（回収率 62.6％）、②夫からの暴

力被害体験者面接調査、③関係機関ヒアリング調査を実施し、「身体的暴力」は 33%であ

ったとした。ちなみに世界 10 ヶ国を調査した「世界の女性 1995－その実態と統計(国連, 
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1995)」では「身体的暴力」17～38％と報告され、カナダ 25％、アメリカ 28％、オラン

ダ 21％とほぼ同様の被害水準であった。 
 1999 年総理府男女共同参画局による全国調査は、成人男女 4500 人対象とされ、無作為

抽出調査（回収率 75.7％）が行われた。その結果、「夫に命の危険を感じるくらいの暴行」

を受けた女性 4.6％、「夫に命の危険を感じるくらいの暴行」を何度も受けた女性 1.0％、

「暴力を受けたことがある」と回答した女性の４割に「子どもがその暴力を目撃している」

と回答し、その半数は子どもも父親から暴力を受けているとし、DV と児童虐待との関連

が報告された。 
2001 年(平成 13 年 10 月)「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律」、通

称「DV 防止法」が施行され、2004 年に同法改正、離婚した者も対象となり、同年、児童

虐待防止法も改正され、DV の目撃も児童虐待に含められることとなった。 
 
2.2.3  dating violenceの発見 
 dating violence は、ドメスティック・バイオレンスの予測に関する調査(Rosenbaum, A. 
& O’Leary, K.D., 1981)の中で発見されている。この調査は夫による暴力を経験している妻

に対して、初めて暴力を受けた時期を尋ね、女性の 69%は結婚 1 年後までにはじめて暴力

を経験するとの報告の中で、結婚前にもすでに夫(当時は恋人)による暴力を経験している

者が 15%いたと報告した。 
その後アメリカの調査では、暴力を受けている女性の 51％が、同居する前にすでに虐待

されていた(Roscoe,B. & Benaske, N., 1985)とし、イギリスの Dobash らの調査でも、暴

力を受けている女性の 20％が、初めて暴力を受けたのは、結婚や同棲する前のことだった

(Dobash, R.E., Dobash, R.P., Cavanagh, K., & Wilson, M., 1978)と報告している。 
Rosenbaum, A. & O’Leary, K.D.(1981)は結婚生活の初期に夫による暴力があるかどう

かで、その後の暴力の有無をある程度予測ができると報告したが、その後の調査結果から

も、結婚以前の dating violence が、結婚後のドメスティック・バイオレンスに発展してい

く可能性も示唆されたといえる。 
日本における dating violence 調査は、内閣府が行った「男女間の暴力」の調査(2006)

の中でも実施されていたが、「恋人間における暴力」を表題として dating violence 調査を

実施したのは、2007 年 11 月のことである(内閣府, 2007)。 
 
2.2.4  ドメスティック・バイオレンスにおける男女の差 
 暴力は間接的なもの(相手の心を傷つけるようなもの)から直接的なもの(身体を傷つけ

る、性的なものを含む)へと深刻化する可能性も示唆されている(O'Leary, K.D., Malone, J., 
& Tyree, A., 1994)。 
 1996 年の報告では、DV 加害者は必ずしも男性ではない。公的な介入が必要なほど大き

な被害が生じている場合、その加害者の大半は男性である。しかし、過去１年間に１度だ
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け相手に暴力をふるったケースなど、さほど深刻なものとなっていない DV を含めて、夫

婦やカップルに実態調査を行うと、女性が相手の男性に身体的な暴力をふるっている数と、

男性が女性に暴力をふるっている数とに有意な差が認められていない(Sorenson, S.B., 
Upchurch, D.M., & Shen, H., 1996)。 

深刻な暴力は、夫からのものの方が、妻からのものより 42％も高い頻度で発生している

(Straus, M.A., 1993)との報告はあるが、現在の関係については、お互いに暴力を振るって

いて性差はないと回答した者が 21％(Browne, K.D., 1989)である。加害報告率は男女とも

同じであるのに、被害報告率は、男性の方が女性よりも高い(Arias, I., Samios, M., & 
O'Leary, K., 1987)という。 

この認知の違いについて Murphy, J.E.(1988)は、女性が暴力を防ごうとする行為も、男

女双方にとって「暴力」だとみなされているのではないかと説明、Deal, J.E., & Wampler, 
J.E.(1986)もまた、ステレオタイプとして女性は男性より攻撃的ではないものと想定され

ているため、女性を「暴力的」だと指摘するのは簡単なのではないか、と説明している。 
 
2.2.5  被害者による暴力（女性の加害者） 
戦後の混乱期の犯罪を論じた広瀬(1981)は、女性の殺人者の中に「被害者としての殺人

者」と表現できる一群が存在することを指摘し、Grant, C.A.(1995)もまた、アメリカでの

女性による殺人の大多数は、女性自身を虐待する暴力的なパートナーの殺人であると報告

している。松本・春日(2008)は、男性が被害者になる場合の多くで、被害者の暴力、すな

わち 男性による暴力が背景にあることが認められていると報告している。 
Walker, L.E.(1979)はバタードウーマンについて、自己評価が低い、虐待者の行為の責

任を自分が負う、怒りを否認する一方で罪悪感に悩む、自分以外には苦境を解決できる者

はいないと信じる、という性格特徴が共通して見られると述べている。 
孤立化し、加害者からの暴力に耐え切れなくなったバタードウーマンは、ついに加害者に

変ずることになる。司法の現場を概観した中谷・伊藤(2010)は、バタードウーマンの攻撃

行動は緊迫した危険のもとでの身を守るための暴力行使とみなされることが多いが、「バタ

ードウーマンであること」がただちに刑事責任を軽減する理由にはならないとしている。

男性が女性を殴るときにこそ、女性も男性を殴るのであり、真の被害者は、ほとんどの場

合女性側であるのは間違いない(Gelles, R.J., 1981)。 
 
2.2.6  発生メカニズム 

Walker, L.E.(1979)によれば､加害者男性には｢自己評価の低さ｣､｢激しい独占欲と嫉妬｣､

｢極端な侵入的性格｣を、Dewhurst, A.M., Moore. R.J., & Alfano, D.P.(1992)は｢自尊心の

低さ｣､｢支配欲求｣､｢抑うつ｣､｢女性への敵意｣､｢情動的欲求充足における他者依存傾向｣の

共通な性質を持っていると報告した。 
Dutton, D.G.(1995)もまた､｢妻が母親のように自分を世話し､すべてを受け入れてくれ
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る存在であることを期待している｣､｢妻の自律性を否定する傾向がある｣､｢自己肯定的な側

面をもてない｣等を記述している。加害者男性の自尊心、自己評価の低さが､妻をコントロ

ールすることでそれを一時的に高めることができるが､それを維持するために､妻への支配

はどんどんと過度になっていき､妻の自律や自由を制限するようになる｡少しでも自分の欲

求を妻が満たさないことは､自分の評価を下げられたことと感じ､それが妻への暴力と変換

し､力で屈服させるようになることが､DV 発生のメカニズムだと考えられている(小畑, 
2007)｡ 
 
2.2.7  ドメスティック・バイオレンスのリスク 
男性が生育過程において親同士の暴力を目撃した経験をもつほど、また親から暴力を受け

た経験をもつほど、妻に対して暴力をふるいやすい(Rosenbaum, A., & O’Leary, K.D., 
1987)。 

Dutton, D.G. (1999)は、両親の身体的虐待の目撃、恥辱経験、不安定なアタッチメント

によって構成されるトラウマから形成される虐待的パーソナリティがパートナー暴力を引

き起こしていると述べている。男性のうち母親からたたかれた経験が多い人は、そうでな

い人に比べて暴力に対する許容度が高く、現実にパートナー暴力の頻度が高くなる(鈴木・

後藤, 1999)。Dutton, D.G. (1999)は、Kalmuss, D.S.(1984)による暴力の目撃と児童虐待

被害経験とをわけた分析を引用して、児童虐待の経験ではなく、両親の暴力を目撃するこ

とが後の家庭内暴力のリスク要因となると述べている。 
 
2.2.8  ドメスティック・バイオレンスの影響 

DV が被害女性に身体的な傷を与えるのみならず、長期にわたって精神的な問題を残し

続けること、また被害当事者だけでなく、被害者家族、特に子どもにも影響を与えること

は、この問題に関心を持つ人たちにとっては周知のことである(小西聖子, 2010)。 
精神健康の問題としては早くからうつ病や自己評価の低下、心理的苦痛 PTSD などが取

り上げられている(Breslau, N., Davis, G.C., Peterson, E.L., & Schultz, L., 1997; Kessler, 
R.C., Sonnega, A., Bromet, E., Hughes, M., & Nelson, C.B., 1995)。 
 National Violence Against Women Survey を用いた研究では、パートナーからの暴力

を受けた女性は、そうでない女性に比べ、抑うつ症状や身体的・精神的慢性疾患の悪化等、

健康状態の悪さを、より多く示すことを明らかにしている(Coker, A., Davis, K., Arias, I., 
Desai, S., Sanderson, M., Brandt, H., & Smith, P., 2002)。 

WHO(2001)が日本で行なった調査によれば、夫から身体的あるいは性的暴力を受けた女

性は、受けていない女性に比べ、頭痛や消化器官の不調等の身体的症状、不安になる、物

事に興味がなくなる等の心理的症状を、より多く経験しており、その差は統計的に有意で

あった。また、暴力を受けたことのある女性の 31.8%が自殺を考えたことがあり、6.2%が

実際に試みたと答えている。これは、暴力を受けたことのない女性の 11.2%、0.6%に比べ
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てかなり高い割合であった。 
暴力のタイプ別の分析では、精神的暴力の方が健康状態の悪化との関連が強い(Coker, 

A., Davis, K., Arias, I., Desai, S., Sanderson, M., Brandt, H., & Smith, P., 2002)、身体的

暴力に比べ、精神的暴力による心理的ダメージはより大きい(Straight, E., Harper, F., & 
Arias, I., 2003)など、精神的暴力による影響がより顕著である。 

DV を受けている母親の多くは子どもを持っており、子どもは妊娠中から母親の態度、

行動を通して影響を受ける。生まれてからは新生児でも大人の怒りに反応しやすく、それ

以後 DV 目撃がトラウマ反応を生じさせやすいことは繰り返し確かめられている(小西聖

子, 2010)として、被害者本人だけでなく、子どもへの深刻な影響も指摘されている。 
 
2.2.9  暴力のサイクル 

Walker, L.E.(1979)は、女性が暴力に抵抗することで、暴力がさらに深刻になり、何度

も繰り返すうちに、自分には逃げ出す力がないと信じ込むようになるという。その「学習

性無力感」と暴力には一定のサイクルがあり、もう二度と暴力を振るわないと誓う相手を

信じ、二人の関係性を断ち切ろうとしない「暴力のサイクル理論」で説明している。 
この理論は、暴力関係にある者は、緊張蓄積期、暴力爆発期、ハネムーン期という周期

を繰り返すというものである。緊張蓄積期は、張り詰めた雰囲気になり、暴言などの比較

的軽い虐待を起こすと言われている。この時期に加害者の緊張が徐々に高まる。次の暴力

爆発期は、緊張が最高潮に達し、ちょっとした刺激をきっかけに暴力の爆発が始まる時期

である。加害者はこの爆発で高まった緊張を解く。最後のハネムーン期は、加害者が暴力

をふるったことに対して謝罪し、優しい言葉をかけたりする。これによって被害者は別れ

ることができないといわれている。 
 
2.2.10  パワーとコントロールの車輪 
「パワーとコントロールの車輪」は、ミネソタ州のドウルース市のグループが作った

(Pence, E., & Paymar, M., 2004)。この車輪(図 2-1)は、身体的暴力と非身体的暴力がどの

ように関連しているか、そしてそれらがたがいに強めあいながら、女性の生活を支配して

いることを象徴的に表している。車輪の中央にあって、車輪全体を支え、動かしている軸

が「パワーとコントロール｣である。それが男性の持つ「力（社会的な影響力，経済力，体

力など)」と「支配（男性による女性支配)」であり、ドメスティック・バイオレンスが個

人的な問題ではないことを表している。 
外輪に当たる部分が身体的暴力である。「親密な」関係において夫や恋人が女性にふる

う暴力のうち、だれの目にも一番見えやすいのが身体的暴力であることをうまく表してい

る。この見えやすい身体的暴力の裏に，心理的暴力，経済的な暴力，性的暴力，子どもを

手段とした暴力，脅し，男性の特権をふりかざす行為，社会的隔離など，実にさまざまな

かたちの非身体的暴力が隠れひそんでいる。 
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第 3 節 dating violenceの現状 
 
2.3.1 被害状況 
アメリカの大学の実態調査では、大学生の女性で、デート中に強制セックスをさせられ

たことのある者が、14～5%、デートレイプ 7～9%。結婚していない学生カップルを調べ

たアメリカの調査では、加害者、被害者の別を問わず、デート中に、身体的暴力が少なく

とも一度は起こったというカップルは 21～52%にのぼった(Sugarman, D.B., & Hotaling, 
G.T., 1991; Browne, K.D., 1989)。Archer, J., & Ray, N. (1989)によれば、小突くとか平手

で叩くという形の暴力は、イギリス全学生の 87%もの間で発生。交際期間中の深刻な「虐

待的」暴力の発生率は 1～27%と指摘している(Arias, I., Samios, M., & O'Leary, K., 1987)。 
日本では、2007 年に実施された内閣府による日本初の若い世代における「恋人からの暴

力」に関する調査では、若い世代自身の問題意識を調査分析に直接反映させるために、現

役大学生、大学院生から企画委員(11 名)を募集し、インターネット上で調査回収を行って

いる。10～20 代の未婚男女 358 人(男性 192 人、女性 166 人)が回答した結果、暴力をふ

るうことは犯罪と認識しているにもかかわらず、身体的暴力が発生しており、女性は男性

に比べて被害に多面性がみられると報告した。最初に行為をされた時期はほぼ半数(48.8%)
の者が 20～24 歳、34.8%の者が中学卒業～19 歳で経験しており、恋人にされた行為の相

談先は、友人が半数以上(55.5%)を占めていた。 
身体を掴んだり、叩かれたり、殴ったりされるなどという激しい暴力の経験者は 1 割前

後というのは、海外でも日本でも同じである(松野・秋山, 2009; Straus, M.A., 2008)。 
 

恋人からされた行為 男性 女性 
殴る、蹴るなどされて怪我を負わされる 1.6% 0.8% 
突き飛ばしたり、壁に叩きつけられる 0.8% 1.5% 
物を破壊したり、叩きつけたり、壁を蹴ったり、 
ナイフを持ち出したりして怖い思いをさせられる 

3.1% 6.9% 

嫌がっているのに性的行為を強要される 0.8% 9.2% 
避妊に協力してくれない 0.0% 12.3% 
貸したお金を返してもらえない 2.3% 10.0% 
１日に何度も定期的に電話やメールで行動を報告す

るよう命じられた 
3.9% 10.8% 

携帯電話を故意に壊されたり、わざとデータを破壊

されたりした 
0.0% 2.3% 

 
2006 年～2011 年の内閣府男女共同参画室「男女間における暴力に関する調査」による
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と、10 代から 20 代の頃に、交際相手から身体的、心理的攻撃、性的強要のいずれかの被

害を経験している者は、女性 13.6%、男性 5.1％程度で安定している。 
 

交際相手からの暴力あった者 男性 女性 
平成 23 年(2011) 5.8% 13.7% 
平成 20 年(2008) 4.3% 13.6% 
平成 17 年(2005) 5.3% 13.5% 

 
特定非営利活動法人(NPO)「DV 防止ながさき」による、長崎市内の大学や専門学校の

男女学生を対象に行った「デート DV」に関する調査(2005)では、回答した 414 人(回答率

役 20%)中で、異性と付き合ったことがあると回答したのが全体の約 7 割で、そのうちの

74.22%(男 73.68%、女 74.41%)が恋人間で暴力を振るう「デート DV」を「された」また

は「した」と応えた。内容は「大声で怒鳴(る)られた」「無理に性行為を要求(した)された」

「携帯電話のメール履歴を無断で(見た)見られた」などを経験していた。「冗談のつもりで

軽くこづいたり、蹴ったりする」という行為は、約半数(52.96%)の学生がしたことがある

と答えており、女性の 39.81%、男性の 32.89%は「された」と答えている。「デート DV」

でも、夫婦間 DV のような身体暴力や性的暴力、友人関係への過度な干渉による精神的暴

力など、深刻なケースが見受けられる一方で、被害者本人に被害の自覚がないことも多か

った。 
岡山県(2009)の調査では、成人女性の 45.0％、男性の 37.1％が暴力の被害にあっている

と報告しており、横浜市による高校生および大学生を対象としたデート DV に関する調査

(横浜市市民活力推進局, 2008)では、デート DV の被害経験率は、大学生では女性の 34.8%、

男性の 22.7%であった。なお横浜市による調査の被害には「デートの費用やお金を無理や

り出させる」「メールのチェックや友達付き合いの制限」なども含まれている。 
 

 デート DV 被害あり(%) 
全体 男 女 

東京都生活文化局(2013) 37.4 31.3 42.4 
ちば市(2011) 19.2 19.2 19.2 
さいたま市(2010)高校大学 32.2 27.6 35.5 

           大学のみ 43.0   
横浜市(2008)   高校大学 21.8 14.9 26.7 

           大学のみ 31.6 22.7 34.8 
DV 防止情報センター(2008) 61.1   
DV 防止ながさき(2006) 74.2 73.7 74.4 
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このように調査方法や調査対象者によって、そのデータには開きはあるものの、日本

DV 防止・情報センター(2007)は、女性の場合には、それらの暴力を用いられることで容

易に支配される関係に陥ることを考えると、わが国でも 10 歳代、20 歳代の女性の 5 人に

1 人が恋人からの暴力にさらされ、DV 被害を受けたことがあることは明らかであるとま

とめている。 
 
2.3.2 2013 年「若年層における交際相手からの暴力に関する調査」 
東京都生活文化局(2013)は、インターネット調査会社に依頼し、18～29 歳の男女 2000

人を対象にインターネット調査を行っている。 
その結果、交際相手がいる(いた)人のうち、デート DV 被害経験があったのは 37.4％(男

31.3%、女 42.4%)、加害経験は 29.0%であった。年齢性別でみると、女性は年齢が高くな

るほどその割合が高く、25～29 歳女性では 47.4%が被害を受けていると報告している。暴

力の種類別では、被害経験、加害経験ともに精神的暴力が多く、被害 33.4%、加害 25.4%
であった。身体的暴力被害は 16.9%、性的暴力被害では 12.1%である。被害の男女差は、

精神的暴力で 12.1 ポイント差、性的暴力では 11.7 ポイントの差で、男性よりも女性で被

害が多く報告されていた。 
被害の際、別れたのは 29.7%(男 21.6%、女 34.6%)、別れたいと思ったが別れなかった

のは 36.3%(男 27.8%、女 41.4%)であり、別れなかった理由として最も多かった回答は、「暴

力は嫌だけど、いいところもあると思ったから」というもので、女性 45.1%、男性 25.9%
であった。 

被害後の対処行動として、「どこ(誰)にも相談しなかった」と回答したのは、被害を受け

た人の 55.0%(男 76.3%、女 42.1%)、加害を行った人の 74.7%であった。また、相談した

人では、ほとんどの者が「友人・知人」に相談しており、全体の 45.0%(男 23.7%、女 57.9%)、
相談しなかった理由で最も多かったのは「相談するほどのことではないと思ったから」と

いうもので、女性 57.8%、男性 69.6%であった。 
初めて被害を受けた時期、初めて加害を行った時期とも「大学生のとき」(被害 35.7%、

加害 34.8%)、「就職した後」(被害 30.9%、加害 29.1%)の順で多かった。 
また、交際相手からの行為における暴力としての認識で、7 割以上の者が「どんな場合

でも暴力に当たる」と回答した暴力は、「殴ったり、蹴ったりする」、「物をなげつける」「殴

るふりをして脅す」「嫌がっているのに性的な行為を強要する」「大声でどなったり、ばか

にしたり、傷つく言葉を言う」であった。 
 
2.3.3 dating violenceへの対処行動 
横浜市市民活力推進局(2008) の調査で、被害後の対処について複数回答可能な選択肢で

その内容をたずねている。その結果、大学生においては、相手に嫌だと言った(51.0%)が最

も多く、何もしていない(27.6%)、別れた(25.5%)、相談した(21.4%)であった。何もしてい
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ないと回答したものが全体の 4 分の１を占めていた。内閣府(2009)は、交際相手から被害

を受けたときの行動として、恋人間で 51%、夫婦で 77%以上の人が別れないと報告してい

る。 
 

「相手と別れた」 女性 47.7％ 男性 44.1％ 
「別れたいと思ったが別れなかった」 女性 35.9％ 男性 26.5％ 
「別れたいと思わなかった」 女性 15.6% 男性 29.4％ 

 
相談先を尋ねたところ、「友人知人に相談した」女性 53.1%、男性 38.2%、「どこにも相

談しなかった」女性 34.4%、男性 50.0%であり、相談しなかった理由、女性は「自分さえ

我慢すれば、なんとかこのままやっていけると思ったから」、男性は「相談するほどのこと

でもないと思ったから」。2006 年の内閣府の調査でも、被害者は、自分さえ我慢すればよ

い、自分にも悪いところがあるなどの理由で相談しないと報告している。 
国外の研究では、1112 名の大学生を対象に調査を行った結果、暴力の解決には他者が必

要と考える人ほど、暴力に対して積極的な対処をとることが明らかとなっている(Bapat, 
M., & Tracey, T.J., 2012)。自分で解決できると考えれば、積極的に別れたりする必要もな

く、誰かに相談したりする必要もないということになる。虐待者の行為の責任を自分が負

い、自分以外には苦境を解決できる者はいないと信じるというバタードウーマンの特徴

(Walker, L.E., 1979)は、積極的な対処行動をとらないことを示していることになる。 
 
2.3.4 別れにくさ 
内閣府調査(2009)によると一般のドメスティック・バイオレンスにおける「別れにくさ」

の主な理由は、女性では「経済的な不安」、男性では「世間体」であった。dating violence
には子どもの存在も経済的な問題も存在していないが、恋人間でも内閣府調査(2009)で
51%、横浜市市民活力推進局調査(2008)では 75%近い者が別れていないと報告しており、

一般のドメスティック・バイオレンスと同様に被害者は加害者と別れられていない。 
McKibbin, W.F., Goetz, A.T., Shackelford, T.K., Schipper, L., Starratt, V.G., & 

Williams, S.S.(2007) は、カップル間の暴力について、精神的な暴力により、自分を好き

になる人はほかにいないと思わされることで、相手から離れにくくなると指摘しており、

小西聖子(2001)も、どんなに対処をしても、うまく逃げられる道がないという状況にずっ

と置かれていると、人は絶望して、学習性無力感が形成されると説明している。 
 
2.3.5 原因帰属 

Andrews, B., & Brewin, C.R.(1990)は、深刻な暴力を繰り返しうけるほど、DV 被害を

受けながらもその関係にとどまっている者は、相手が暴力をふるう理由を被害者自身の行

動や特性に帰属しがちであったと報告。Ieda, R.(1986)も相手が暴力をふるったのは、自分
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が相手の要求に適切に応えることができなかったためとして、相手の暴力を正当化するこ

とがあるとした。加害者が飲酒している場合、被害者は暴力をふるわれても関係離脱の意

志を持たない(Winkel, F.W., & Denkers, A., 1995)などの報告がなされているように、飲酒

などの別の要因に原因帰属できる場合、恋人との関係にとどまる様子がうかがえる。また、

サポート資源の乏しい被害者ほど、被害の原因が相手にあると考えられない(Andrews, B., 
& Brewin, C.R., 1990)などの報告もある。 

被害者自身の自分が悪いとするような内的な帰属によって、関係解消への行動や意図が

低下する(Pape, K.T., & Arias, I., 1995)などの、被害者の誤った原因帰属は、加害者によ

る一方的な説得や釈明が原因である(Gondolf, E.W., & Hanneken, J., 1987)。 
DV 加害者側の判断についての研究で、加害者は、ふるった暴力について都合よくとら

え、暴力の原因を被害者側に帰属したり、自分以外の外的で一時的な原因に帰属する。ま

た、妻に暴力をふるったきっかけが自身の嫉妬心や妻からの拒絶にあったと考える加害者

は、被害者である妻の側の責任をより強調する(Holtzworth-Munroe, A., & Hutchinson, 
G., 1993)としている。 

嫉妬に関する一般的な研究では、嫉妬を感じた後、恋人に対して行う対処行動を調査し

た結果、「恋人に暴力をふるう」という項目は最も低く、嫉妬して暴力をふるうことは一般

的ではないという。三浦・奥山(2003)は、最も多いのは「恋人からの連絡に応じない」な

ど接触を拒否する項目であったと報告している。 
また Geen, R.G.(1968)は、実験研究によって他者の行為によってだけ欲求不満が生起す

るわけではなく、その人自身の無能力や失敗の繰り返しによっても欲求不満になることを

明らかにしている。Walker, L.E.(1979)による DV 加害者男性の｢自己評価の低さ｣｢自尊心

の低さ｣は、Geen, R.G.(1968)の実験を支持していると思われる。 
 
2.3.6 男性の被害者 
近年の傾向として、男性が被害者で女性が加害者である場合の DV についての関心も高

まってきている(Krahe, B., Bieneck, S., & Moller, I., 2005)｡ 
松並・青野・赤澤・井ノ崎・上野(2012)によれば、535 名を対象に大学の授業で実施し

た結果、デート DV 被害経験が一度でもある男性は 82.4%、女性は 66.2%、一度でも加害

経験がある男性は 67.6%、女性は 64.3%であったという。 
携帯や交友関係のチェックなどの交友監視については､有意に女性の加害径験が多いと

いう報告(小泉・吉武, 2008)もあるが、性的暴力の加害経験は男性が有意に女性よりも多い

(土肥, 2005; 小泉・吉武, 2008)との報告もある。 
しかしデート DV 被害者を対象に半構造化面接を行なった武内・小坂(2011)によると、

身体的暴力を受けたときの心境をデート DV 被害者は「ほんとに死ぬかもって思った」、「手

とか足とかには、アザとかいろいろ、一番ひどい時期は結構常にありました」と報告して

おり、李･塚本(2005)も｢命の危険を感じたことがある｣と答えたのは全員女性であったとし
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ている。 
 565 人の大学生および大学院生を対象に行なった調査(森永・青野・葛西・Irene,H.F., 
Man,yu,Li., 2010)によれば、女子は自分の方が相手より言語的攻撃が多いと回答していた

が、男子は相手の方が自分より言語的攻撃が多いと回答していたとし、加害頻度と被害頻

度の相関はいずれも高く、自分から暴力をふるう場合には、相手からも暴力を受けている

と回答する傾向が確認されている。 
 
2.3.7 暴力の容認的態度 
怒り(dating aggression)の表出を肯定的にとらえる態度というのは暴力の正当化につな

がる危険もあり､そうした態度は暴力を誘発(Foo, L., & Margolin, G.,1995)してしまうと

の報告がある。 
Klein, R.(2004)は、DV 加害者自身にとっての都合の良い判断は、周囲に加害者の立場

を支持する者が多いほど顕著になると報告しており、Williamson, G.M., & Silverman, 
J.G. (2001)は、共同的関係志向性を学習できないことが、親密な相手への暴力加害を生じ

やすくすると報告している。Clark, M., & Mills, J. (1979）によれば、共同的関係志向性

（communal orientation）とは、人間関係においてはお互いに相手の安寧に対する責任が

あるのだというルールを支持する程度であるといい、Williamson, G.M., & Silverman, 
J.G. (2001)は、周囲の友人が、その友人自身の恋人に暴力をふるうことに対して批判的な

態度を示すならば、共同的関係志向性をもたなくても、恋人に対して暴力をふるわないと

した。 
吉岡(2007)は、異性との交際経験のある女子学生に調査を行っている。その結果、dating 

violence 被害者は「別れたいと言ったら、彼氏は怒ってひどいことをするかもしれない」

と考えている人が多く、ひどい目にあうと認識しているために、別れを切り出せず関係を

続けていると報告している。反対に、dating violence をまったく受けていない女子学生た

ちは、ひどいことをするような人を否定する内容を自由記述しており、交際会相手の選択

においてもこの考えが生かされているとして、被害のまったくない者の恋愛関係に埋没し

ない主体的な関わり方に対して、被害になっている者たちの受動的な態度を明らかにして

いる。また、内閣府による初の恋人間の暴力調査(2007)でも、「暴力を受ける側にも悪いと

ころがある」と答えたのは男性 13％、女性 7％で、「暴力を振るっても謝れば許すべきだ」

と考える人は女性 5％に対して男性は 13％であったことから、「暴力を容認している面が

ある」と報告している。 
最初は軽いレベルの暴力が相互作用により､より激しいレベルへとエスカレートしてい

き､最終的には死に至るような場合もありうる(Bookwala, J., Frieze, I.H., Smith, C., & 
Ryan, K., 1992)ことから、どんなレベルの暴力であっても、容認するべきではないといえ

る。 
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2.3.8 恋人への魅力 
恋人選択における情報検索戦略の研究では、より完全な評価を手に入れるためにリスク

情報と危険を評価してパートナーの情報を検索するのではなく、パートナーに対する魅力

情報を重視して情報を検索(Hannessy, M., Fishbein, M., Curtis, B., & Barrett, D., 2009)
している。また、親密な関係では当事者がその相手や関係に魅力を感じていればいるほど

相手を責めない。責めるとしても、一時的な原因（偶然に、など）として処理(Fincham, F.D., 
Paleari, F.G., & Regalia, C., 2002)しようとし、2 人の間にトラブルが発生しても、その関

係に魅力を感じている当事者はそのトラブルの原因や責任が相手にあるとは判断しない

(Fincham, F.D., Paleari, F.G., & Regalia, C., 2002)などの報告もみられている。 
 
2.3.9 恋人との関係維持 
対人認知における二者関係の Positive な認知傾向やバイアスの研究では、蘭(1990)が対

人認知において、他者を好意的にそして肯定的に認知する Positivity 傾向の存在を示して

いる。特に夫婦や恋人といった親密な関係の当事者は、相手に対して、あるいは、相手と

の関係そのものをかなり肯定的に評価する傾向がある(Martz, J., M., Verette, J., Arriaga, 
X.B., Slovik, L., Cox, C., & Rusbult, C.E., 1998)として、dating violence 被害の過小評価

に影響する概念としてポジティブ・イリュージョンをあげている。 
幻想(illusion)とは、過度に相手を肯定的にみようとする傾向であり、ポジティブ・イリ

ュージョンとは、自己高揚的動機に基づく様々な認知バイアスのことで、Taylor, S.E., & 
Brown, J.D.(1988）によれば、「実際に存在するもの(こと)を、自分に都合よく解釈したり

想像したりする精神的イメージや概念」である。Taylor, S.E., & Brown, J.D.(1988）はさ

らにポジティブ・イリュージョンを、①自分自身をポジティブに捉える

(self-aggrandizement)、②自分の将来を楽観的に考える(unrealistic optimism)、③外界に

対する自己の統制力を高く判断する(exaggerated perception of control)、の 3 つの領域か

ら捉え、この 3 のポジティブ・イリュージョンが精神的健康に結びついていると報告して

いる。Harvey, J.H., & Omarzu, J.(1997)も、閉鎖的関係(the close relationship)において

は、後の関係を維持するために、実態よりも過剰に認知的に脚色する必要を示している。 
 
2.3.10 援助 
暴力を受けた経験のある被害者の多くが、被害を受けても誰にも相談できずにいるとの

報告は多数存在している(Ashley, S.O., & Foshee, A.V., 2005; Black, M.B., & Weisz, N.A., 
2003)。内閣府(2006)も、被害者は、自分さえ我慢すればよい、自分にも悪いところがある

などの理由で相談しないと報告。三浦・荒井・吉田(2010)は、20 代一人暮らしの女性 5414
名を対象に dating violence 被害と日常生活のサポートについてインターネット調査を行

った結果、第三者からの閉鎖的関係によって交際相手からの暴力を許容してしまう可能性

と、自分を助けてくれるサポート源を排除してしまう可能性の両方に関連がみられると報
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告しており、対人関係において、自分の領分に踏み込んで欲しくないと考えているほど、

悩み事を相談しあえる人や困った時に頼みごとのできる人といった日常生活でのサポート

源が乏しいことを明らかにしている。 
また、Klein, R.(2004)が、DV 被害者はまず身近な人間関係から提供されるインフォー

マルな社会的支援を求め、それが利用できない場合には、公的機関や民間団体のフォーマ

ルな支援を求めると報告しているように、被害について相談する者はほとんどの場合、友

人知人に相談をしている(内閣府, 2006; 2009; 2011; 東京都生活文化局, 2013)。 
それについてアメリカの高校生 224 人を対象に行われた調査(Weisz, A.N., Tolman, 

R.M., Callahan, M.R., Saunders, D.G., & Black, B.M., 2007)では、dating violence 被害

を友人に打ち明けた場合の対応は主に回避と軽視であり、激しい暴力被害にあったと話し

た者は、そうでない者よりも回避するような対応を受け、男性では、それほど激しくない

暴力では問題を軽視する対応を受けたという。 
被害女性は、自分が被害を受けていることを周囲の人にあまり知られたくないと考える

傾向(武内・小坂, 2011)があり、今後どのように援助につなげるかも課題である。 
 
2.3.11 関係解消の要因 
吉岡(2007)は、デート DV 被害女性の異性との関係性のあり方について調査し、被害女

性は恋愛関係においては、受動的・自己犠牲的な態度が前面に出ると報告している。 
武内・小坂(2011)は半構造化面接を行ない、デート DV 被害経験とその時の心境を時系

列で整理する手法にて分析した結果、デート DV の深刻化を防ぎ、早期解決に繋げるため

の重要な要因は、「恋人への依存性の低さ」と「緊急時の援助要請力」であったと報告して

いる。また、デート DV の深刻化に影響する要因に共通するのは、「自己犠牲性」と「恋人

への依存性の高さ」という個人特性であり、新しい恋人という依存対象を得ることによっ

て、デート DV 加害男性との関係をやっと断ち切ることができている。 
また、加害男性に対して「嫌だ」と言うことができたり、加害男性からの連絡を無視す

ることができる自己主張力の高い人は、一度加害男性と別れることができても、再び交際

をして、交際期間(3 年)が長くなる傾向を示し、自分がされている行為がデート DV である

との認識がなかったことが要因であると考察している。 
 
2.3.12 dating violenceへの認知 
高校生大学生を対象としたさいたま市「若年層における交際相手からの暴力（デート

DV）に関する意識・実態調査」平成 22 年報告書(2010)では、「DV を知っている」とした

者は全体の 95.1%であったのに対し、「デート DV を知っている」とした者は全体の

24.2%(高校生 18.8%、大学生 37.1%)。 
内閣府(2011)が平成 23 年に行った「男女間における暴力における調査」では、「交際相

手からの暴力（デート DV）」の認知度「言葉もその内容も知っている」としたのは 33.7%(女
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35.8%、男 31.5%)。 
東京都生活文化局(2013)による、18～29 歳の男女 2000 人を対象としたインターネット

調査では、「配偶者暴力(DV)」について、言葉も内容も知っているとしたのは 88.2%(女
92.0%、男 84.6%)、「交際相手からの暴力(デート DV)」では、65.2％(女 72.4%、男 58.2%)。 
 

DV 知ってる(%) 
 全体(%) 男(%) 女(%) 

東京都(2013) 88.2 84.6 92 
さいたま市(2010) 95.1 93.2 97.4 

名古屋学院大学(2010) 85.1 83.6 88 
横浜市(2008) 76.8 72.9 79.8 

 
デート DV 知ってる(%) 

 全体(%) 男(%) 女(%) 
東京都(2013) 65.2 58.2 72.4 

さいたま市(2010) 24.2 23.8 24.6 
名古屋学院大学(2010) 22.3 17.5 30.6 

横浜市(2008) 20.4 18.9 21.5 
 

また、暴力の認識についてさいたま市による調査(2010)結果は、身体的暴力は 80%以上、

性的暴力は 75%以上、経済的暴力は 65%以上の回答者が「暴力だと思う」と報告(さいた

ま市報告書, 2010)しているが、精神的暴力については項目によって大きく認識が異なる結

果となっている。横浜市市民活力推進局による高校生および大学生を対象としたデート

DV に関する調査(2008)や、名古屋市が実施したデート DV に関する調査(2009)などでも、

「叩く蹴る」や「セックスの強要」などの項目では暴力と認知する割合は高いが、「メール

のチェックや友達付き合いの制限」「大声でどなる」や「バカにした呼び方をする」「無視」

などの項目では暴力と認知する割合が 20%代を推移しており、他の暴力とは異なり、精神

的暴力を暴力とみなしていない傾向がうかがえた。同様に、山形県(2011)でも、精神的・

社会的暴力は暴力としての認識が低い傾向にある。 
Miller, L.M.(2011)は、1530 名の大学生対象の調査で、そのうちの 4 分の l がこれまで

恋愛関係で少なくとも 2 回以上、何らかの身体的暴力を受けた、もしくは振るった経験が

あるにもかかわらず、そのうちの約 85%は自分が身体的暴力の被害者もしくは加害者であ

るという認識がなかった報告しており、高校における dating violence の調査によれば、青

年カップルの 12～35％が攻撃的であり、被害者の 4 分の１、加害者の 3 分の１が、暴力

は愛の証だと考えていた(Henton, J.M., Cate, R., Koval., Lloyd, S., & Christopher, S., 
1983)。 
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2.3.13  精神的（心理的）暴力における問題 
この精神的暴力の認識が異なるという問題は一般の人々だけに限られたことではなく、

虐待を含んだ暴力問題をあつかっている専門家であっても、各 「々心理的暴力」「情緒的暴

力」「言語的暴力」などと記述しており統一されていないことからも明らかである。2004
年に改正された「DV 防止法」にいたっては、リーフレット等には「精神的暴力」とはっ

きり明記されているものの、その内容は「身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害

な影響を及ぼす言動(1 条)」とあり、客観的に確認できる暴力だけを扱うという姿勢があら

われており、DV の本質を十分に捉えきれているとはいいがたい。 
DV の本質について、日本 DV 防止・情報センター(2007)は「親密なパートナーとの間

に起こる支配関係」という言葉でまとめている。そして支配関係について尾崎礼子(2005)
は、権力(Power)と支配(Control)の関係にあるバタラー（加害者）がパートナー（被害者

）に対して身体的、性的暴力を使うのは「最後の手段」であり、「パートナーの身体に触れ

なくても」十分に支配できることを説明している。また、身体的暴力に比べ、精神的暴力

による心理的ダメージはより大きい(Straight, E., Harper, F., & Arias, I., 2003)、精神的暴

力の方が健康状態の悪化との関連が強い(Coker, A., Davis, K., Arias, I., Desai, S., 
Sanderson, M., Brandt, H., & Smith, P., 2002)、非身体的暴力は身体的暴力と同様に満期

産における児の低体重に対する危険因子となる(Campbell, J., Torres, S., Ryan, J., King, 
C., Campbell, D.W., Stallings, R.Y., & Fuchs, S.C., 1999)、など身体的暴力よりも精神的

暴力をより重要視する報告もなされている。 
1983 年に「子どもの心理的虐待に関する国際会議」が開かれた虐待分野（「女性に対す

る暴力撤廃宣言」は虐待と暴力を区別していない）でも、心理的虐待は他のタイプの虐待

よりもより深刻な影響を子どもに与える(McGee, R., & Wolfe, D.A., 1991)と考え、心理的

虐待こそがコアであると考える研究者(Garrison, E.G., 1987, Hart, S.N., Binggeli, N., & 
Brassard, M., 1998)も多い。そして心理的虐待の定義に専門家たちが混乱し、介入されて

こなかった(Creighton, S.J., 1992; Glaser, D., 2002)としている。 
DV の本質が身体的・性的暴力などの客観的に確認しやすい暴力でない以上、専門家自

身が「DV の支配関係」あるいは「精神的暴力」の定義で混乱しないことが大切となるだ

ろう。また、「デート DV 経験（加害あるいは被害）があるのにもかかわらず『自身とは関

係ない』と考えている(名古屋学院大学デート DV 研究会, 2010)」という当事者である若者

たちが、dating violence を自分たちの問題であると認識し、「支配(Control)」という本質

について自ら考えていけるようになるためには、もっと身近な指標が必要なのではないだ

ろうか。 
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第 4 節 調査の現場 
 
2.4.1  スクリーニング尺度 

dating violence の実態調査のほとんどは、暴力の具体的な項目を提示してその有無を問

う方法で行われているが、Cornelius, T.L., & Resseguie, N. (2007) によれば，妥当性が確

認された青年対象の加害行動を測定する尺度はこれまでにないという。 
現状で使用されている DV 調査におけるゴールドスタンダードと言われているスクリー

ニングは、Barling, J., O'Leary, K., Joumiles, E., Vivian, D., & McEwen, K.(1987)による

と、DV の程度（女性が知覚した暴力の種類と頻度）を測定する標準化された「葛藤対処

尺度 Conflict Tactics Scale」（Straus, M.A., 1979）が用いられている。それ以外では、個

人の攻撃性衝動などの個人差を測る指標(Capara, G., Cinanni, V., D'lmperio, G., 
Passerini, S., RenZi, P., & Travaglia, G., 1985)や認知療法の査定(Novaco, R.W., 1975)な
どがあるが、医療や精神保健の現場では、「配偶者虐待指標：Index of Spouse Abuse」
(Hudson, W., & Mclntosh, S., 1981),「女性の虐待アセスメント尺度：Abuse Assessment 
Screen」（McFarlane, J., Parker, B., Soeken, K., & Bullock, L., 1992），「パートナーの暴

力判定尺度：Partner Violence Screen」（Feldhaus, K.M., Koziol-McLain, J., Amsbury, 
H.L., Norton, l.M., Lowenstein, S.R., & Abbott, J.T., 1997）、「女性に対する暴力スクリー

ニング尺度：Violence Against Women Screen」（Kataoka, Y., 2004）などがある。 
「女性の虐待アセスメント尺度(Abuse Assessment Screen; AAS)」は、妊娠中の女性の

身体的ならびに性的な虐待をアセスメントする、米国で広く使用されているスクリーニン

グテストである。「はい」「いいえ」の２件法、3 項目から構成され、周産期を含む多くの

患者たちにも適用が試みられている。また、スクリーニング後に DV の程度をアセスメン

トできるようにフォーマット化されている。「パートナーの暴力判定尺度（Partner 
Violence Screen; PVS）」は、救急外来での使用を目的として開発されており、身体的暴力

と女性の安全の認識を判断する 3 つの質問項目で構成される。「女性に対する暴力スクリ

ーニング尺度（Violence Against Women Screen; VAWS）」は、日本で開発された DV ス

クリーニング用具であり、7 項目からなる 3 段階リカート尺度である。因子分析による構

成概念妥当性，General Health Questionnaire(GHQ)および自尊感情尺度との併存妥当性

が検討されている（Kataoka, Y., 2004）。 
 
2.4.2  葛藤対処尺度(Conflict Tactice Scale：CTS) 
「葛藤対処尺度(Conflict Tactice Scale：CTS)」(Straus, M.A., 1979)は、パートナーと議

論や口論に及ぶときに示す行動（例えば動機、敵意、脅し、暴力など）20 項目を自己査定

するものである。最後の 10 項目（物を投げることからナイフや銃を使うことに及ぶ）は

暴力指数となっている。CTS を使った研究によると、２人の関係が暴力的であるかどうか

を見分けるのに CTS が妥当であることがわかっている。しかしたいていの場合、男性も
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女性も自分がふるう暴力よりも相手の暴力の方が多いと報告している。CTS は、暴力の結

果および背景を考慮していないし、男性と女性の攻撃的行動を同等とみなしていることで

批判されていた(Browne, K., & Herbert, M., 1997)。 
そういった CTS の欠点を補ったものが「配偶者虐待指標(Index of Spouse Abuse：ISA)」

(Hudson, W., & Mclntosh, S., 1981)であり、女性がパートナーから受けた虐待の深刻さを

測る 30 項目（ISA-P：11 項目、ISA-NP：19 項目）で構成され、「1 (never)」から「5 (very 
frequently)」の 5 件法で回答する。cut-off point は、身体的(ISA-P)が 10、身体的でない

もの(ISA-NP)が 25 となっている(MacMillan, H.L., for the McMaster Violence Against 
Women Research Group., 2006) 

また CTS2 は、Straus, M.A. (1979)によって配偶者虐待(Spouse abuse)の程度を測定す

るために作成された CTS の改訂版である。いずれも特定した過去（最近１年間）の配偶

者(パートナー)もしくは、本人が取った葛藤戦略（静かな話し合いからナイフや拳銃を使

用するまで）の回数を尋ねている。CTS2 では新たに、性的強要、傷害の下位尺度が加え

られ、交渉による解決、心理的攻撃、身体的暴行の 5 つ下位尺度計 78 質問項目から構成

されており、虐待回数を 8件法で回答する。欧米では dating violence調査においても CTS2
が広く使用されており、日本でも石井・飛鳥井・木村・永末・黒崎.(2002)によって日本語

版改訂葛藤戦術尺度(The Revised Conflict Tactice Scales：CTS2)の信頼性妥当性が検討

されている。 
DV 簡易スクリーニング尺度（Domestic Violence Screening Inventory：短縮日本語版

DVSI）は、改訂葛藤戦術尺度(CTS2)の日本語版 CTS2 を石井・飛鳥井・木村・永末・黒

崎.(2002)を土台として開発されたより簡便な DV 簡易スクリーニング尺度である。「身体

的暴行、傷害」8 項目、「性的強要」4 項目、「心理的攻撃」3 項目で構成されており、石井・

飛鳥井・木村・永末・黒崎・岸本.(2003)により DV 評価尺度として高い信頼性と妥当性が

確認されている。 
 
2.4.3  学校現場での暴力調査 
暴力によって被害者が受ける心理的、身体的外傷の大きさや、殺人にまで発展しうるリ

スクの高さから、dating violence は学校危機(School Crisis)の一つとして、学校が積極的

に予防と介入を行うべき問題(Brock, S.E., Lazarus, P.J., & Jimerson, S.R., 2002)であり、

デート DV の予防や対応においては、暴力の現状や性質を理解し、被害生徒への包括的な

支援と加害生徒の行動変容を促すための治療教育が欠かせない(野坂, 2010)。 
沖縄県内で 18 歳～25 歳の学生 1106 人を対象に性被害調査を行なった小西吉呂(2001)

は、男性 24％、女性 71％でなんらかの性的被害(言葉による性的いやがらせ含む)を受けて

いたと報告すると同時に、自由記述の内容を整理し、調査を行なうことによるカタルシス

体験や自分を冷静かつ客観的に評価する機会を得たという心理的効果と、性被害経験者に

対する救済の途が閉ざされているといった不信感や無力感とともに、性被害経験が興味本
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位に扱われることへの不快感などが、非常に厳しい口調で語られていたと報告し、より一

層のプライバシー保護とともに調査の侵襲性を最小限にとどめるための努力が必要になる

とまとめている。 
 また、学校現場で暴力に関する調査（暴力の実態、被害者の発見など）をすることの難

しさは、「いじめ・登校拒否の問題」において、中央教育審議会(1996)が学校および教育委

員会に、子どものサインを敏感にとらえ発見し親身に相談にのるように求めたのにもかか

わらず、調査も対策も進まなかったことからも明らかになっている。教師による調査へ抵

抗などの状況をふまえ河村・田上(1997)は、この問題を解決することを目的として、教師

を対象に尺度に対する要望を調査し、教師の要望を以下のようにまとめている。①児童生

徒に心理的抵抗を与えないこと。②実施・集計が教師ひとりでできて、かつ簡便であるこ

と（恒常的な多忙感）。③教師の力量を評価させる内容ではないこと（外部からの批判に対

する警戒心）。 
医療現場でも、安心できる環境の提供、相談できる機会の提供、および医療者への DV

症状や兆候への敏感な対応が求められているはいるが、スクリーニング実施の要件、①ス

クリーニングツールが社会に受け入れられること、②スクリーニングをすることが医療専

門家に受け入れられること、③問題に対する有効な治療または介入があること、の中で③

に関するエビデンスの不足が指摘されており、DV スクリーニングの実施の是非について

は今もなお慎重な態度を示している(Canadian Task Force on Preventive Health Care., 
2001)のが現状である。 
 
2.4.4  学校現場での支援 
学校現場での DV および dating violence 支援体制について Wallace, H.(2004)は、2004

年 5 月常盤大学国際被害者学研究所の講演会において、被害者に対して質の高いサービス

を提供するには、各関係機関の連携はもとより、それぞれの役割を果たさなければならな

いとした上で、短大・大学などの教育現場での役割は、若い男女が「女性に対する暴力」

について学ぶ場の提供することだとして、①キャンパスを「安全な場所」にする、②性暴

力や dating violence について学生や教職員に情報を提供する、③新入生など特定のグルー

プを対象にして特別研修を実施する、④関係団体と連携しながら地域資源のとりまとめ役

となる、⑤暴力を受けた場合には報告するよう働きかける、⑥大学所在の地域に支援を提

供する、⑦学内の性暴力事案に対する体制を整える、の７項目にまとめている。しかし、

スクリーニングについては、暴力を受けた場合には報告するよう働きかけるとしただけで、

スクリーニングの必要性については言及していない。 
DV および dating violence を調査する場合、直接尋ねることは非常に重要である（日本

DV 防止・情報センター, 2007）のは言うまでもない。けれど、Wallace, H.(2004)も指摘

している通り、最優先するべきはキャンパス（学校）内の安全であり、dating violence 被

害者の安全である。Miller, E.(2008)もまた、講演「早期発見・予防へ助言」の中で「暴力
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を受けた経験はある？」と直接的に聞くのではなく、「友だちと連絡できてる？」など、や

わらかく恋人に行動を支配されているのかどうかチェックする必要があり、被害を受けて

いることも知られたがらないのだとも指摘している。そして友田尋子(2006)は、その著書

「暴力被害者と出会うあなたへ」の中で、暴力被害者によっては口頭で話せないことも紙

には書ける場合があり、とくに思春期の子どもたちにはその傾向が強い。そしてスクリー

ニングから介入に移るためには、当事者と直接関わっていることが大原則であり、医療機

関での介入はもとより、日常的に接する機会のある学校現場は、スクリーニングを行うに

しても、暴力防止教育を行うにしても、これ以上にふさわしい場所はないだろうとしてい

る。 
 
 
第 5 節 大学生(青年期)の特徴 
 
2.5.1  大学生における恋愛 

Erikson, E.H.(1959)は、人生のそれぞれの段階において獲得すべき発達課題があるとし、

青年期はアイデンティティを確立することが主な課題であるとしている。そして青年期の

恋愛は、その大部分が、自己の拡散した自我像を恋人に投射することにより、それが反射

され、徐々に明確化されるのを見て、自己のアイデンティティを定義づけようとする努力

であり、アイデンティティを確立した後にはじめて異性との親密な関係が構築できるとし

ている。アイデンティティとは Erikson, E.H.(1959)の発達理論の中心的概念であり、アイ

デンティティの感覚を「内的な不変性(sameness)と連続性(continuity)を維持する各個人

の能力(自我)が、他者に対する自己という意味の不変性と連続性とに合致する経験から生

まれる自信」である。 
つまり青年期にとってのアイデンティティ確立とは、自分自身についてわかっていない

若者が、「自分とはこういう人間である」ということをある程度明確に言うことができるよ

うになることといえる。 
青年期は、まだまだ愛が他人に向けられるよりも、自分自身に向けられており、いわゆ

るナルシシズム(自己陶酔)が恋愛感情の中核をなしている(西平, 1981)が、アイデンティテ

ィを確立することで、青年は恋人や配偶者により関心を向けることができるようになる(大
野, 1999)。成熟した愛とは他者や世界に開かれているものである(返田, 1986)。 

しかし恋人との投射と反射によってその定義を明らかにしていくのであれば、恋愛関係

で遭遇する dating violence における支配関係は、関わった若者たちの、それ以降の人生に

多大な影響を与えることは容易に想像できる。 
特に女性の場合は、アイデンティティの確立と親密性の確立が並行して進行すると言わ

れており(Josselson, R.L., 1973)、その様子を多川(2003)は、恋人の他者との接し方を観察

し、恋人と話をする中で、恋人の考え方や価値観を知り、人との接し方を自己の中に取り
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込んでいると報告している。 
また、多川(2003)は、「恋人からの指摘や反応などの直接的は働きかけを受けること」で、

どのような行動をすれば人は不快を感じるのか、どのような場面でどういう行動をとるの

が適切なのかということを、恋人とのやり取りから学んでおり、「恋人に対する信頼感や安

心感に基づく影響」は、恋人関係が逃げ場になったり、味方がいるという安心感から、周

囲の人に余裕をもって接することができたり、自分の意見が言えるようになると報告して

いる。詫摩(1973)も指摘しているように、恋愛は青年が成長する大事な契機であり、恋愛

を通して人間的に成長するための重要な経験なのである。 
 
2.5.2  恋愛の特徴 
大学生における恋愛経験は、約 40%には実際に恋人がおり(日本性教育協会, 2007)、恋

愛経験をもった経験がある大学生は 80%に達して(大野, 1999)おり、恋愛は青年にとって

重要な関心事のひとつである。 
詫摩(1973)は青年が恋愛することによって生じる心の変化として、①相手を美化する「

結晶作用」、②相手と同じ行動を取るようになる「同調傾向」、③いつも相手のことを考え

ている「憑執状態」、④相手と二人だけの世界を作ろうとする内閉、⑤恋愛中に生じる不安

や懸念を克服しようとする気持ち、⑥恋愛を通した人間的成長、の６つを指摘している。 
高坂康雅.(2009a)は、恋愛関係が青年におよぼす影響として、自己拡大、充足的気分、

他者評価の上昇、時間的制約、経済的負担、他者交流の制限、関係不安という 7 因子を抽

出している。 
大野(1999)は大学生にみられる“アイデンティティのための恋愛”の特徴として、①相手

からの賛美、賞賛を求めたい、②相手からの評価が気になる、③しばらくすると、呑み込

まれる不安を感じる、④相手の挙動に目が離せなくなる、⑤結果として、交際が長続きし

ないことが多い、という５つがあげられている。 
また、恋愛関係には二人だけの世界を作るために第三者との関わりを制限する“閉鎖性”(

西平, 2000)や、自分や相手の行動を制限する“恋の所有性”(返田, 1986)も指摘されている。 
 

2.5.3  恋愛による影響 
Dietch, J.(1978) は過去 3 年間恋愛関係をもったことがない人よりも、恋愛関係をもっ

た人の方が自己実現の程度が高いことを示し、Long, B.(1983) は恋愛関係にある者がない

者より自尊心が高いことを明らかにしている。Aron, A., Paris, M., & Aron, E. N.(1995) 
は、恋愛開始前よりも開始後の方が、自己概念が多様化し、自己効力感や自尊心も増加す

ると示した一方で、Williams, S., Connolly, J., & Segal, Z.V.(2001) は、恋人との関係をあ

まり親密でないと認知している群は親密であると認知している群よりも、否定的な信念が

強くなることを示しており、恋人と深い関係をもつことが、精神的不健康を引き起こす可

能性 (Joyner, K., & Udry, J.R., 2000)も示されている。 
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神薗・黒川・坂田(1996) は、恋愛関係にある者の方が恋愛経験にない者に比べて自尊心

や充実感が高く、抑うつの程度が低いことを明らかにする一方で、恋愛関係において自分

の関与は高いが相手の関与は低いと認知している場合、精神的健康が悪化することを明ら

かにした。多川(2003) は大学生を対象とした面接調査から、恋愛関係は大学生の精神的安

定や意欲の向上、対人関係観の変化をもたらすとしたが、清水・大坊(2004) は、恋人との

関係を「不安定な」、「心配な」などと認知していることが精神的不健康と関連すると報告

した。そして異性の友人に対してよりも恋人に対して攻撃・拒否感情が強く感じられてい

るとした立脇(2007) の研究は、dating violence との関連を想像させるものである。 
対人葛藤における関係維持行動を比較した研究では、「恋人以上」の関係は「友人以上

恋人未満」の関係に比べて対話行動が多く、退去行動が少ないこと(中村, 1991)、女性は葛

藤時に友人関係と比べて恋人関係で、服従、承諾、歩み寄り、待機などの交渉方略を取る

ことがよい選択であると認知している(Graziano, W.G., Jensen-Cambell, L.A., & Hair, 
E.C., 1996)など、恋人関係と親友関係では葛藤が生じたときの対処方略が異なるという知

見もみられている。 
 
2.5.4  恋愛研究における暴力 
日本の恋人間における行動に関する研究には、首都圏の３大学の学生を対象にして恋愛

行動の実態を分析した松井(1990)、親密な異性関係へのコミットメント規定因を調査した

神薗・黒川(1995)、大学生の親密な関係性や関係性の維持にポジティブ・イリュージョン

が影響していることを調査した外山(2002)、恋愛意識や性別役割、関係性の進展度が恋愛

行動にどう影響するかを調査した赤澤(2006)などさまざまなものが存在する。 
それらの論文を精査すると、dating violence といえそうな暴力として捉えられる行動は、

「ケンカ」(松井,1990; 神薗・黒川, 1995)、「否定的行動」(赤澤, 2006)として扱われてい

ることがわかる。 
松井(1990)は大学生 359 名に調査を行い統計処理した結果、恋愛進展は、第 1 段階から

５段階へと進展することを明らかとし「恋愛行動の進展に関する模式図」を作成した。そ

の中で松井は、ケンカの中の暴力行動を「殴った、殴られた」として、「ペッティング」「性

交」と同じ恋愛の最終段階の第五段階に位置づけを行っている。ドメスティック・バイオ

レンス研究でも性犯罪との関連性や共通性を指摘している文献 (小西聖子 ,1997; 妹
尾,2010)は多く、松井研究との共通性がうかがえる。 

また赤澤(2006)は、大学生 282 名に対して調査を行い、恋愛行動を尺度化する中で、暴

力行動を「否定的行動」因子と名づけ、「相手を殴る」「相手をばかにする」「約束を破る」

としており、女性性の低い男性では否定的行動の遂行度が高まり、男性の否定的行動「殴

る」「バカにする」が、女性の女性役割行動、つまり、「食事や弁当を作る」「相手の部屋の

掃除をする」などの献身的な行動を高めていることを示した。 
ドメスティック・バイオレンスにおいて性役割(ジェンダー)は、中核的な問題として扱
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われており、男性の否定的行動(暴力行動)が女性の女性役割行動を高め、男女関係の支配―
服従関係になる危険性を指摘した赤澤研究は、暴力行動(dating violence)と女性役割(ジェ

ンダー)との関係を明確に示しているといえる。 
そして男女の親密な関係性の維持にポジティブ・イリュージョンが影響していると指摘

している外山研究(2002)は、dating violence 被害を過小評価する心理として、夫婦や恋人

といった親密な関係の当事者は相手に対して、あるいは、相手との関係そのものをかなり

肯定的に評価する傾向があるとした Martz, J.M., Verette, J., Arriaga, X.B., Slovik, L., 
Cox, C., & Rusbult, C.E.(1998)のものと合致している。ドメスティック・バイオレンスに

おいて逃げられない心理を説明する場合、学習性無気力や社会的な背景をあげる文献が多

く散見されているが、親密な関係では当事者がその相手や関係に魅力を感じていればいる

ほど相手を責めない、責めるとしても一時的な原因（偶然に、など）として処理しようと

する(Fincham, F.D., Paleari, F.G., & Regalia, C., 2002)傾向があることも見逃せない。 
 
 
第 6 節 青年期における課題 
 

青年期は個人が自らを見つめ直し、社会的に自立した存在へと移行していく時期であり、

数々の課題に遭遇し、それを乗り越えられない場合には、精神的苦痛や心理的葛藤にとも

なう不快な情動を経験する(生越, 1976)ことになる。そしてその様々な感情を主体的に取り

組むことも青年期の重要な課題（吉田, 1991）のひとつであるが、そのような不快情動と

直面することができずに、あらかじめそれを回避しようとする傾向の強い青年も存在して

いる(福森・小川, 2005)。実際、不快で苦痛を与えるような感情への気づきを避けるために、

非行・衝動的行為に走るといった現象を”emotional acting out”として Weinberger, D.A., 
& Gomes, M.E.(1995)は説明しており、Burks, H.L., & Harrison, S.I.(1962)もまた、攻撃

行動は抑うつ感情や抑うつ状況の回避としての機能を担っていると指摘している。また不

快な情動に気付かないこと(回避)と、自傷行為(安岡, 1996)や自殺(Baumeister, R.F., 1990)
との関連についても報告されている。国内でも、気晴らしは混沌とした状態から一時的に

離れられるという点においては有効である(村山・及川, 2005)や、出来事に対して回避的に

対処するほど特性怒りが高い(湯川・日比野, 2003)などの報告がみられる。 
 

2.6.1  愛着と感情との関連 
また、愛着と情動に関する情報処理との関連を調べた Pietromonaco, P.R., & Barrett, 

L.F.(1997)は、大学生を対象に、対人的やりとりにおける実際の情動経験とそれらの経験

に関する回顧記録とを比較した結果、回避スタイルの人は、実際のやりとりでは不快情動

を多く経験するにもかかわらず、回顧報告では再生が困難になる。Magai, C., Distel, N., & 
Liker, R.(1995)も、成人を対象に愛着に関連した情動経験の偏りや情動に関する認知の歪
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みを調べた結果、回避性が高い人ほど、怒りや悲しみを多く経験すると報告し、快情動の

解読が不正確だった。 
愛着における回避スタイルの人は過剰に抑圧を働かせるのが特徴(Mikulincer, M., & 
Orbach, I., 1995)であり、情動制御の難しさを想像させるものである。感情は、個人がど

のような状況に置かれているかについての信号機能を有する(Malatesta, C.Z., & Wilson, 
A., 1988)ため、感情が機能することは重要であるとされており、また Tomkins, S.S.(1962)
は、よく発達した人格においては全ての情動レパートリーが利用可能であり、各情動が個々

の適応的目的のために発達していると報告している。 
 
2.6.2  不快な体験 
湯川・日比野(2003)によれば、怒り経験の典型的な場面として「自分勝手」「侮辱」「不

当な強制」「迷惑行為」を抽出し、怒りとともに驚愕や抑うつといった感情も喚起されると

いう。また、相手の悪意を感じることが被害感を高め、感じた被害が（物理的でなく）心

理的なときほど怒りや抑うつの感情が強く喚起されるし、生じた感情のうち怒りが顕著な

ときは攻撃行動を、抑うつが顕著なときは気分転換や忘却といった思考を回避するような

行動を行ないやすい(湯川・日比野, 2003)という。怒り経験時に、相手に悪意を感じたり、

相手に原因を帰属した場合には、怒り感情が促進される(阿部, 2004; 大渕・小倉, 1985)と
いう報告は、暴力の原因を被害者側に帰属する DV 加害者の思考と結びつく。 
 
2.6.3  感情表出 
自分の感情をよく表現できることが心身の健康を促進する(King, L.A., & Emmons, 

R.A., 1990)という報告がある一方で、富永・清水・森・佐藤(2000)は、怒りを感じたとき

に、怒っていても外に表さない怒り内向型得点と現在のストレス状態との間に正の相関が

あったとしながら、怒りを感じたときに、怒りを表出する怒り外向型得点と精神的不安定

との間で高い正の相関を報告している。また武内(1982)は自己開示の研究で、女子大学生

は友人に対して自己開放性が高すぎる者も低すぎる者も神経症的傾向が高かったと報告し

ている。 
怒り経験は、男女とも共通している(大渕, 1987)といわれているが、怒りの表出方法とし

ては、男性は女性よりも攻撃行動を示しやすい (Eagly, A.H., & Steffen, V.J., 1986; Hyde, 
J.S., 1984) 、身体的攻撃や言語的攻撃では男性の方が女性よりも高い(安藤・曽我・山崎・

島井・嶋田・宇津木・大芦・坂井, 1999)などの報告がみられる。 
また、大野(2000)は「遠まわし」や「いつもどおり」といった抑制的な表出方法は、女

子間においてよく用いられ、「感情的攻撃」のようなストレートな表現方法は男性間の方が

よく用いられ、怒り感情表出の制御には性差も確認されている。 
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2.6.4  健康との関連 
このように、怒りの表出は攻撃行動と結びつきやすく、怒り表出の抑制は、反すうによ

って精神的健康度を低めてしまうリスクを伴っている(Gilbert, P., Cheung, M., Irons, C., 
& McEwan, K., 2005; Phillips, L.H., Henry, J.D., Hosie, J., & Milne, A.B., 2006; 
Sukhodolsky, D.G., Golub, A., & Cromwell, E.N., 2001)や、怒り感情低減については、抑

うつとの間に負の関連がある(Sperberg, E.D., & Stabb, S.D., 1998)など、健康との関連も

報告されている。その一方で、不快な経験によって否定的感情が生起し、さらにこの否定

的感情によって攻撃が生ずると考えている Berkowitz, L.(1989)は、否定的感情が必ずしも

攻撃行動を導くものではないとも報告している。しかし、恋人間で生じた葛藤がうまく処

理できなければ、dating violence との関連性も十分に考えられることである。 
 
2.6.5  関係性との関連 
大渕(1986)は、怒りを喚起した理由が社会的に認められないとき、怒りを感じた対象が

目上の人間であるとき、怒りを直接表現することが報復の危険を招くときに、怒りの表出

を抑制すると報告した。 
 Barrett, L.F., Robin, L., Pietromonaco, P.R., & Eyssell, K.M.(1998)は、感情の内容が

弁別されていないものの、親密な相手ほど感情表出を行う傾向を示したと報告している。

また、怒りの対象になりやすいのは家族・友人などの知人(大渕・小倉, 1984)であり、友人

関係よりも恋人関係のほうがより怒りを経験し(Eaton, J., & Struthers, W.C., 2006)、怒り

の表出も友人よりも恋人に対して行われやすい (Richardson, S.R., & Green, L.R., 2006)
なども報告もみられる。 

また、“からかい”も日常的に親しい関係性の間でかわされるものである(Kowalski, R.M., 
2000; Endo, Y., 2007)が、からかいはその対象者に向けられた言語的攻撃行動であるとの

指摘もあり、有害な帰結をもたらすものである(Roberts, Jr. W., & Coursol, D.H., 1996)。
これについても、受け手と送り手の間には大きな隔たりがあると指摘(Kowalski, R.M., 
2000)されている。 
 
2.6.6  対処行動 
葛藤が生じた際の対処行動として、Giebels, E., & Janssen, O.(2005)は、第三者に対し

て介入を求めることの効果を検討している。その結果、葛藤対処後の情緒的消耗感に対し

て、第三者への介入希求による緩衝効果が見出されている。第三者に表出する社会的共有

に効果が確認された一方で、怒り体験に関する自由記述の結果から、怒りが増幅した、あ

るいは増幅しそうな行動として社会的共有をあげた回答者も一定数見られている(湯川・日

比野, 2003)という。社会的共有とは、他者に自らの経験を話すことであり、不快な感情を

共有することで、その状態から回復できる(Pennebaker, J.W., 1997)とされている。怒りが

鎮静化する過程においては、比較的初期の段階で社会的に共有される(Yogo, M., & Onoue, 

- 29 - 
 



 

K., 1998)という。森脇・坂本・丹野(2002)は、自己開示における聞き手の反応が、開示者

の抑うつに影響を及ぼすことを報告し、Newell, P.B.(1994)は、対人葛藤において不快情動

を感じた際に多くの人がプライバシー状況を求めることを確認し、プライバシー状況の確

保によって気分の改善を認めることができたと報告している。これらのことにより、周囲

の環境や反応も dating violence に重要な影響が及ぼすといえるだろう。 
 
2.6.7  情動制御 
情動制御とは「情動表現や内面の気持ちをコントロール、管理、調整できる能力」と定

義されている(Matsumoto, D., Yoo, S., Hirayama, S., & Petrova, G., 2005)。自分の考えて

いることや、状況に対する捉え方を変えることによって自分が望むように情動を調整でき

るほど、抑うつが低く生活満足度や楽観性、自尊感情が高いという報告(Gross, J.J., & 
John, O.P., 2003; Gross, J.J., & Levenson, R.W., 1997)や、非適応的な思考をうまくコン

トロールできるほど抑うつ気分が生起しにくい(杉浦・馬岡, 2003)などの報告もあり、情動

制御は精神的健康の維持・向上に非常に重要であると指摘されている(Cole, P.M., Michel, 
M.K., & Teti, L.O., 1994)。 

また情動制御と同様の概念である「感情表出の制御」とは「社会的場面において経験し

た感情をそのまま表さず、強めたり、弱めたり、他の感情に置き換えたりして、本来とは

異なる形にして表すこと」と定義されている(崔・新井, 1999)。表出される感情にはポジテ

ィブ感情とネガティブ感情とがあり、表出の制御の対象とする感情は、怒りや失望、悲し

みといったネガティブ感情が圧倒的に多い(崔・新井., 1998)、井上(2000)は様々な感情の

なかでも「怒り」の感情が最も抑制されると報告している。新井(1997)は、感情表出の制

御は対人関係において人間関係の悪化を防ぐというプラスの働きをする反面、自分の感情

をいつも隠したり、抑えたりして、他人にばかり合わせていることは、フラストレーショ

ンやストレスの蓄積、アイデンティティの喪失など、精神的健康とのマイナスの関係が予

測される」と述べ、崔・新井(1999)はネガティブ感情表出の制御を多く行なうことは低い

自尊感情、高い抑うつ傾向、低い友人関係の満足感をもつ可能性を報告している。 
 
2.6.8  感情・認知 
怒りは経験をどのように認知的に評価するかに左右される(Lazarus, R. S., & Folkman, 

S., 1984)という認知論の立場を元に日比野・湯川(2004)は感情・認知・行動の時系列的な

変化とその関連について検討をしている。その結果、感情は怒り・抑うつに、認知は肥大

化・客体化・自責化・終息化に分析できるとし、感情は直後に強く喚起され、仕返しをす

るなどの直接的な攻撃行動を促進するが、2～3 日後には怒りの感情ではなく、肥大化、客

体化といった認知からのみ攻撃行動は影響を受けること、1 週間後には攻撃行動は減少し、

感情や認知からの影響も受けなくなることを報告しいている。日比野・湯川(2004)による

肥大化の内容とは「ひどいことをされたとますます強く思った」「自分が軽く見られている
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ような気がした」などであり、客体化とは「冷静に出来事を振り返ることができた」「自分

を客観的に見つめることができた」などである。また、自責化は「責任はこちらにもある

と思えた」であり、終息化は「たいしたことではないように思えた」「まるで他人事のよう

に思えた」などである。 
怒りの感情は経験を他者に話すこと(社会的共有)を促進し、抑うつは物への転嫁(八つ当

たり)を促進、一貫して抑うつは怒り経験に伴いやすく、怒りと抑うつは結びつきやすいと

する報告(鈴木, 1997)もある。 
中学生を対象として調査した小玉・吉田・湯川・日比野(2001)は、衝動的な怒りに関す

るもっとも重要な抑制要因として友人関係に対する配慮をあげている。日比野・湯川・中

村(2001)では、抑制要因の分類では、周囲との関係性や相手との関係・共感が抽出され、

相手への配慮や共感性は、怒りの感情が攻撃的な表出につながることを防いでいたという。 
いまだ発達段階にある青年期において、他者への配慮や共感性といった認知的処理過程

を身につけさせることが重要であろう。 
 
 
 
 
 
  



 

第 3 章 本研究の目的・用語の整理 
 
 
第 1 節 目 的 
 
 dating violence に関連する研究を概観した結果、dating violence 調査支援のほとんどは

NPO によるものか自治体主導によるものであり、大学や学校が主体となって行なった報

告、および学校が積極的に予防介入を行うべき内容を示したものは皆無であった。それに

は学校現場における暴力調査の難しさ(河村・田上, 1997; 小西吉呂, 2001)との関連が考え

られる。そのような状況の中、ごく一部の研究者が高校・大学などで調査を行ない報告し

ているが、その調査内容はすべて内閣府調査(2006; 2007)の焼き直しや、小泉・吉武(2008)
が作成した質問紙の転用に過ぎず、信頼性も妥当性も確認されてはいなかった。 

 信頼性、妥当性が確認されているスクリーニング尺度が利用されない背景には、学校

現場による抵抗感(河村・田上, 1997)の他、スクリーニングのほとんどが医療現場で作成さ

れたもの（McFarlane, J., Parker, B., Soeken, K., & Bullock, L., 1992）であることから、

学校における集団調査には不向きな表現が使用されていることがあげられる。例えば、欧

米の dating violence 調査に広く使用されている CTS2(Straus, M.A., 1979)では、「相手は

私にナイフや凶器を向けたことがある」、「相手は私の首をしめた」、「相手は私をさんざん

殴りつけた」、「相手は私に口内性交や肛門性交を（殴ったり、押えたり、凶器で脅して）

強制した」などがある。このような項目を教育現場で使用することは、加害者を刺激し、

刺激された加害者は、同じ校内にいる被害者に対して容易にプレッシャーをかけられる状

況にある。学校現場での dating violence 被害者への支援体制の必要性については Wallace, 
H.(2004)も内閣府(2007)も述べており、最優先するべきはキャンパス（学校）内の安全で

あり、dating violence 被害者の安全である。しかし現状は、学校現場で安心して使用でき

る質問紙すら開発されていない。暴力によって被害者が受ける心理的、身体的外傷の大き

さや、殺人にまで発展しうるリスクの高さから、dating violence は学校危機(School Crisis)
の一つとして、学校現場が積極的に予防と介入を行うべき問題(Brock, S.E., Lazarus, P.J., 
& Jimerson, S.R., 2002)であり、急務である。 

また、「相手は私にナイフや凶器を向けたことがある」などの項目に該当する生徒・学

生はごく少数であり、一般の生徒・学生たちの経験からかけ離れた質問調査を行なうこと

は、ますます dating violence を自分たちの問題として考えることを難しくさせることにな

る。信田(2002)は被害者性という言葉を使わず、「当事者性」として取り上げ、「当事者性

をもたなければ外部に援助を求めることは困難である。援助者の側も、求められなければ

従来は動けなかった。しかしそのような姿勢が被害者に対して重大な人権と生命危機をも

たらすことは、すでに多くの事件で明らかになっている」と述べており、生徒・学生たち

自身が dating violence を自分たちの問題として考えられるようになることが、暴力防止教
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育および被害者支援には重要となる。 
そこで、本研究の目的は、 
① 大学生における dating violence 被害の実態を把握する。 
② 暴力への認知を調査するとともに、暴力認知と暴力被害との関連を調べ、知識教育

による可能性を検討する。 
③ 暴力認知と暴力への不快感には関連が考えられることから、暴力への不快感につい

ても調査し、暴力被害・暴力への不快感・暴力認知との関連を明らかにする。 
④ 精神的健康度との関連を調べ、暴力被害による影響を検討する。 
⑤ 信頼性・妥当性が検討された学校現場でも使用できる質問紙が存在しないことから、

恋愛経験の有無に関係なく、生徒・学生自身が自分たちの問題として考えることが

でき、集団に対して安全に実施することが可能なチェックリストを開発するもので

ある。 
 
 
第 2 節 用語の整理 
 
3.2.1  dating violence 
本論では、内閣府(2007)による定義を採用することにし、dating violence を｢恋人や交

際相手などの親密な関係にある者(配偶者等を除く)の一方から他方に対して振るわれる身

体的､精神的及び性的暴力である。」と定義する。 
なお、日本では山口(2003)が親密な関係にある若者間の暴力を「デート DV」として取

り上げたことで認知されるようになってきているが、「デート DV」の認知度は「ドメステ

ィック・バイオレンス(DV)」には及ばず、未だに「夫婦間暴力」であると考えられてしま

ったり、法的な根拠のある DV という用語を使うことで、デート DV の被害者にも DV 防

止法による保護命令等が受けられると誤解され易くなっている。そこで本論ではより正し

い表記をめざすため、欧米諸国の多くが使用している「dating violence」を用いることと

した。 
 
3.2.2  ドメスティック・バイオレンス 
ドメスティック・バイオレンスは、親密なパートナーとの間に起こる支配関係」である

(日本 DV 防止・情報センター, 2007)。 
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年四月十三日法律第

三十一号)による定義では、「この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの

身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものを

いう。以下同じ。) またはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいい、配偶者か

らの身体に対する暴力等を受けたあとに，その者が離婚をし、又はその離婚が取り消され
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た場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む

ものとする。この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。こ

の法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ

った者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。」 
 

3.2.3  暴力 
暴力とは、「権力(Power)と支配(Control)」を得るために行われる学習された行動であり、

「自分や他者あるいは集団や共同体に対する身体的な力や権力の意図的な使用（それが実

際のものでなくても、脅威を与えると受け取られたものも含まれる）があり、その結果、

外傷、死、心理学的な傷、発達の障害、剥奪を実際に生じるか、その可能性が高い場合、

これを暴力とする(WHO, 1997)」 
また、WHO(1997)では、どのような形の暴力であっても、女性の健康に深刻な影響を及

ぼすものをすべて DV と呼んでおり、「dating violence」と「ドメスティック・バイオレン

ス」を区別してはいないことから、本論でも、「dating violence」と「ドメスティック・バ

イオレンス(配偶者間暴力・配偶者虐待)」を区別せず、その関係内で行使される暴力

(violence)、虐待(abuse)は、相手の安全や尊厳を脅かす力の行使として、同様の意味で用

いることとする。 
 

3.2.4  dating violenceとドメスティック・バイオレンスの相違 
若者の dating violence とドメスティック・バイオレンスの違いは、婚姻関係があるかな

いかの違いであり、dating violence を考える場合、婚姻関係にある一般的なドメスティッ

ク・バイオレンスの特徴に加えて、思春期・青年期の特徴的な心理や性意識・行動を考慮(日
本 DV 防止・情報センター, 2007)するべきであることから、本論でもドメスティック・バ

イオレンスの知見とともに思春期青年期にみられる特徴を踏まえ論を進めていくこととす

る。 
 
3.2.5  身体的暴力 
「殴ったり蹴ったりするなど、直接何らかの有形力を行使するもの。刑法第 204 条の傷

害や第 208 条の暴行に該当する違法な行為であり、たとえそれが配偶者間で行われたとし

ても処罰の対象となる(内閣府, 2013, http://www.gender.go.jp/e-vaw/dv/02.html)」 
 
3.2.6  精神的暴力(言語的暴力) 
精神的暴力「心無い言動等により、相手の心を傷つけるもの。精神的な暴力については、

その結果、 PTSD（外傷後ストレス障害）に至るなど、刑法上の傷害とみなされるほどの

精神障害に至れば、刑法上の傷害罪として処罰されることもある (内閣府 , 2013, 
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http://www.gender.go.jp/e-vaw/dv/02.html)」 
なお、精神的暴力、心理的暴力、言語的暴力は、見えにくい暴力として本論では同様の

意味として使用する。 
 
3.2.7  性的暴力 
「嫌がっているのに性的行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しないといった

もの(内閣府, 2013, http://www.gender.go.jp/e-vaw/dv/02.html)」 
 
3.2.8  経済的暴力 
お金を取り上げる、貯金を勝手に下ろす、借金を繰り返す、など(「夫(恋人)からの暴力」

調査研究会, 1998)。 
 
3.2.9  携帯電話を利用した暴力 
 内閣府による報告書(2007)によると、携帯電話等は、いまや重要なコミュニケーション

ツールであり、若い世代では相手の行動を制約する道具として用いられている可能性が高

いとして携帯電話に関する項目が導入された。メールによる報告やメモリの破壊など、恋

人を苦しめたり、支配的な言動や攻撃につながる行為のこと。 
 本論では携帯電話を利用した暴力を、恋人による支配的な暴力の表れとして取り上げ、

メールチェックなどの比較的軽めの携帯暴力と、携帯電話やメモリなどの破壊といった暴

力度の強いものにわけて調査を行った。 
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第 4 章 調査の方法 

 
 
第 1 節 調査設計 
調査時期  ： 調査 A：2009 年 1 月末～4 月 

調査 B：2010 年 6 月 
母集団   ： 関東近県の大学に在籍する大学生 
標本数   ： 調査 A：421 名 

調査 B：1 回目 257 名、2 回目 238 名 
調査地点数 ： 調査 A：関東 3 県 4 大学 

調査 B：関東 1 県 1 大学 
 
 
第 2 節 対象の選定 
 
対象者： dating violence は恋人との支配的関係であり、孤立化することでその関係は強

化されると言われている。大学生は教師や保護者からの目が届きにくくなる時期で

あり、生活の大部分を自分の意思で決定することができ、恋人と外泊や同棲をする

機会も増え、孤立化する要因が増えると考える。また、暴力との関連が指摘されて

いる飲酒などの機会も増え、被害の危険度は増すと考えられる。そして、大学は多

くの若者たちに暴力防止教育を実施する上では最後のチャンスでもあることから、

本調査では大学生を対象とした。 
 
地 域： dating violence およびドメスティック・バイオレンスは世界的にみられる暴力

であり、特に地域差があるという報告はみられていない。また、日本においては都

道府県自治体主導の元実施されている dating violence 調査でも地域差は認められ

ていない。これらのことから関東近県を代表に調査することとした。 
 
対象校： 今回の調査には、被害体験や他者による暴力行為の目撃を想起する必要があり、

心身への負担が十分に予想できる。そこで、調査者自身が関わることができ、フォ

ローできる大学を対象とし、縁故法を用いることとした。 
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第 3 節 方法 

調査対象の大学の授業において、「dating violence」および「DV」に関する知識教育を

十分な配慮のもとに行い、その調査の重要性を理解してもらった上で、以下のような倫理

に関する説明を行った。その後、調査用紙をその場で配布し、質問項目に回答、回収した。

同意については、調査用紙の提出をもって、同意したこととみなした。 
  
 
第 4 節 倫理的配慮 
 
倫理的な配慮と個人情報の保護 

この研究における結果は、すべて統計的に扱われ、個人が特定されることはありません。

同時に調査票は、研究実施者の職業上の秘密であり、外部に漏れることはありません。な

お，データはすべて匿名化して、個人名が外に出ないように配慮します。また、データに

ついては、筑波大学総合研究棟D743にて厳重に保管します。データの処理、及び管理は、

外部に接続されていないパソコンによって行われます。 
 
研究による危険性 
 今回の調査は、「dating violence」に関する被害の内容についての自由記述や質問への

回答を求めるものである。そのため、回答には自分の被害体験や、他者による暴力行為の

目撃を想起する必要があり、心身への負担が十分に予想できる。調査中に、気分が悪くな

った者への中止を促す配慮はもちろんのこと、調査後に起こりうる各種のストレス反応へ

の注意を喚起した上で、各大学に設置してある保健管理センターや学生相談室、心理相談

室への案内を呈示する。 
 
本研究への参加をやめる自由について 
 本調査研究への協力は、いつでもやめることができます。具体的には，調査用紙記入中

でも、気持ちが変わった場合には、研究実施者、または研究実施分担者にお申し出くださ

い。お申し出に基づき、調査用紙記入の中止・データの抹消等、ご希望に従って対応いた

します。これらのご要望を出されても、何らかの不利益を被ることはありません。 
 
 
第 5 節 縁故法 

関東５県(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県)に層化し、調査者が関わること

のできる大学 7 校に調査依頼をし、協力が得られた大学 4 校は以下の通り。 
依頼は無記名による実施であったため、県、および学部、実施授業を示した。 

 
調査 A 

地域・学部 授業名・内容 
埼玉県 私立大学 経済学部 心理学「PTSD」 実施：授業後 
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埼玉県 私立大学 薬学部 医療心理学「対象喪失」 実施：授業後 
埼玉県 私立大学 福祉学部 家族心理学「家庭内暴力」 実施：授業後 
千葉県 私立大学 経済・外国語学部 心理学「PTSD」 実施：授業前 
茨城県 私立大学 生活科学部 心理学「まとめ」 実施：授業後 
茨城県 私立大学 生活科学部 異常心理学「まとめ」 実施：授業後 
茨城県 私立大学 生活科学部 教育心理学「まとめ」 実施：授業後 

 
調査 B 

地域・学部 授業名、内容 
埼玉県 私立大学 薬学部 臨床心理学 「1 回：心の発達と危機、2 回：

対象喪失」 実施：授業後 

 
 
 
 
  



 

第 5 章 大学生におけるdating violence被害の実態（研究１） 
 

若者たちによる dating violence 調査支援はまだはじまったばかりであり、海外の調査支

援状況と比べて、日本の原著論文や報告も少ない(小西聖子,2010) 。 
暴力によって被害者が受ける心理的、身体的外傷の大きさや、殺人にまで発展しうるリ

スクの高さから、dating violence は学校危機(School Crisis)の一つとして、学校が積極的

に予防と介入を行うべき問題であり(Brock, S.E., Lazarus, P.J., & Jimerson, S.R., 2002)、
実態を掴むことは重要である。そこで本章では、大学生における dating violence 被害の実

態を調査し、その現状と掴むとともに、被害のリスクとなる要因について検討することで

ある。 
 
 
第 1 節 大学生におけるdating violence被害 
 
5.1.1 研究目的 
 本研究の目的は、大学生における dating violence 被害の実態を調査し現状を掴むことに

ある。そこで、2007 年の内閣府による恋人からの暴力調査を参考に携帯電話を利用した暴

力を加えた、6 種類の暴力(言語的暴力・身体的暴力・性的暴力・経済的暴力・メールチェ

ックなどの携帯暴力・携帯を破壊するなどの暴力)の被害の程度、および最初に受けた時

期・被害頻度・持続期間・相談した相手(機関)・相談しなかった理由・相談したときの対

応、被害を受けた時の恋愛の形態（年齢差、交際期間、恋人と会う頻度、恋人との関係深

度、その恋人との現在の関係）、被害を話せるかどうか、相談相手の有無や、援助ニーズに

ついて調査を行なった。 
 
5.1.2 研究方法 
5.1.2.1 研究対象者(図 5-1) 

2009 年 1 月末～4 月。関東 3 県の 4 大学に通う大学生 421 名のうち、過去から現在に

かけて恋人関係の経験があると回答した男女、かつ未婚者の学生 276 名（男 130 名、女

146 名）。年齢は、18 歳～29 歳（M=20.21, SD=1.57）。有効回答率は 65.56%。 
なお分析から除外されたデータは、恋愛経験のない学生、性別不明者、恋愛経験の不明

者、および結婚・離婚経験者である。 
 

5.1.2.2 倫理的配慮 
 今回の調査には、被害体験や他者による暴力行為の目撃を想起する必要があり、心身へ

の負担が十分に予想できる。そのため、調査中に気分が悪くなった者への中止を促す配慮

はもちろんのこと、調査後に起こりうる各種のストレス反応への注意を喚起した上で、各
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大学に設置してある保健管理センターや学生相談室、心理相談室への案内を呈示した。ま

た、調査への回答は無記名、中止したことによる不利益はない等を文書と口頭にて説明し、

実施した。同意については、調査用紙の提出をもって同意したこととみなすことを同様に

説明した。なお本調査は、筑波大学の倫理委員会において調査内容および調査実施方法に

ついて審査を受け実施された(平成 20 年 12 月 16 日付け記番号 851)。 
 
5.1.2.3 調査項目 
① 基本属性： 年齢、性別の他、現在の恋人の有無を確認した後、問題の多かった恋人

との恋愛形態や現在の関係についても尋ねている。その際、複数の恋愛経験を持つ学生に

対しては、もっとも問題の多かった恋人を思い出して回答を求めた。 
② dating violence 被害項目： 内閣府の調査(2007)を参考に、構成項目「言語的暴力」

「身体的暴力」「性的暴力」「経済的暴力」「携帯電話による暴力(メールチェックなどの携

帯暴力・携帯を破壊するなどの暴力)」に分け、過去に行われた内閣府調査(2006)、および

小西聖子の調査(1997)などを追加して 32 項目(うち中絶妊娠に関する 2 項目は女子学生の

みの回答)で構成した。その後、大学教員、研究者および専門家に内容的妥当性を検討して

もらった。回答方法は、「いつも」「ときどき」「たまに」「全くない」の被害頻度を質問す

る４件法を用いた。 
③ dating violence 被害を受けた時期、援助ニーズなど： 実際の被害の有無に関係なく、

32 項目にあるような被害を受けたときの「相談相手の有無」、「実際話せるかどうか」、「援

助ニーズ」を選択形式で用意。被害を受けたことのある学生については、「被害を最初に受

けた時期」、「総合的な被害の頻度」「被害の持続期間」を選択形式で、「実際に相談した場

所、あるいは相手」については複数回答で回答するように求め、相談しなかった理由につ

いても尋ねた。 
 
5.1.2.4 分析方法 

大学生における恋愛の形態、被害状況、および援助ニーズの男女差等を確認するため、

χ2検定、t 検定を行い、dating violence 被害項目の男女差を確認するために、

Mann-Whitney 検定を行なった。なお、統計解析ソフトは SPSS(19.0J) for Windows を用

いている。 
 
5.1.3 結果  
5.1.3.1 基本属性(表 5-1) 
 分析対象者 276 名の基本属性を表 5-1 に示した。 恋愛経験のある学生は、男子学生 130
名(47.10%)、女子学生 146 名(52.90％)。平均年齢、男子学生 20.22 歳(SD=1.80)、女子学

生 20.21 歳(SD=1.34)。年齢幅、男子学生 18 歳～29 歳、女子学生 18 歳～26 歳。現在恋

人のいる学生は、男子学生 56 名(43.08%)、女子学生 73 名(50.00%)であった。 
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はじめて恋人ができた時期は、「中学校」で 114 名(男子学生 51(39.23%)、女子学生

63(43.15%))「中卒から 19 歳まで」で 109 名(男子学生 48(36.92%)、女子学生 61(41.78%))
であり、恋愛開始時期はこの時期に集中していることがわかった。また小学校の時代にで

きたと答えた学生は、男子学生 22 名(16.92%)、女子学生 16 名(10.96%)であり、恋愛経験

のある学生はほぼ十代のうちになんらかの恋愛経験を持っていることが明らかとなった。 
 
5.1.3.2 問題の多かった恋人との恋愛形態(表 5-2) 
複数の人との恋愛経験をもつ学生については「問題の多かった恋人」について回答を求

め、それ以外の学生には唯一の恋人との恋愛形態について回答を求めており、男女別の集

計を表 5-2 に示した。なお、この質問では「dating violence」や「暴力」などの具体的な

表記は使用していない。 
 恋人との年齢差： 平均は男子学生 0.83 歳(SD=2.08)、女子学生 1.82 歳(SD=3.60)、男

子学生の最高は 19 歳上、女子学生では 20 歳上。t 検定の結果、男子学生よりも女子学生

の方が自分と年齢の離れた相手と交際する傾向(t=2.72, p<.01)が明らかとなった。 
恋愛関係の継続期間： 平均、男子学生 14.02 ヶ月(SD=11.08)、女子学生 16.26 ヶ月

(SD=18.16)、交際継続期間の幅は男子学生 0.17～46 ヶ月、女子学生 0.23～108 ヶ月と幅

広い。t 検定の結果、性差(t=1.21, n.s.)はなかったが、おおむね男子学生よりも女子学生の

方が交際期間は長くなっていた。 
問題の多かった恋人と交際していた時の暮らし方： 男子学生の 86 名(66.15%)が実家

暮らしであり、26 名(20.00%)が一人暮らし（一方、あるいは両方）、女子学生の 90 名

(61.64%)が実家暮らし、36 名(24.66%)が一人暮らしであり、男女の差はなかった。 
その恋人と会う頻度： 「ほぼ毎日」あるいは「週に数回」と回答した者が、男子学生

で全体の 99 名(76.15%)、女子学生で 96 名(65.76%)であったが、学生の中には、年に数回

程度しか会わないと回答した者も見られている。 
恋人との関係の深度： 最も多い回答は「性交渉あり」であり、男子学生 69 名(53.08%)、

女子学生 79 名(54.11%)と半数以上を占めていた。また、「妊娠した／させた」と回答した

者も男子学生 3 名、女子学生 3 名いることがわかった。 
 その恋人との現在の関係： 恋愛経験があると回答した学生の男子学生 32 名(24.62%)、
女子学生 36 名(24.66%)が「現在も交際中」であり、男子学生 4 名、女子学生 15 名が「別

れと交際を繰り返している」こと。また、男子学生 78 名(60.00%)、女子学生 80 名(54.79%)
が「別れ」ており、男子学生 1 名女子学生 5 名が「別れた後も友人」としてなんらかの接

触を持っていることが明らかとなった。 
 
5.1.3.3 dating violence被害項目ごとの回答分布(表 5-3) 
 dating violence 32 項目ごと(2 項目は女子学生のみ)の回答状況をまとめた結果を表 5-3
に示した。なお、男女差の解析は Mann-Whitney 検定を行っている。その結果、男女の差
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があった暴力項目は、「言語的暴力」の 2 項目、「経済的暴力」の 2 項目、「身体的暴力」

の 1 項目、「性的暴力」の 2 項目で、「携帯電話を利用した暴力(メールチェックなどの携帯

暴力・携帯を破壊するなどの暴力)」では統計的な男女差はなかった。 
 30 項目全てを概観してみると、「いつも」と回答した者は、男子学生で 0～5 名、女子学

生で 0～8 名。男子学生が 29 項目に対して「いつも」暴力を受けていると回答した者がい

る一方で、女子学生は 13 項目について「いつも」暴力を受けているものはいなかった。

男子学生の 5 名がいつも受けている暴力とは「恋人にメールや着信、発信履歴を見られる」

であり、女子学生がいつも受けている暴力は「恋人に、１日に何度も定期的に電話やメー

ルで行動を報告するよう言われる」8 名、「「おまえが変だ」「おかしい」などと言って、恋

人は自分の考えや感情を認めない」が 7 名、「恋人は、携帯電話がつながらない、すぐに

メール返信しないと怒りだす」6 名、「恋人にメールや着信、発信履歴を見られる」5 名、

「問題が発生すると、責任を押しつけられたり、被害者意識を持つななどと言われる」で

4 名である。また、全ての項目である程度の欠損値(6.2～11.5%)が見られ、10%を越える

欠損値が見られたのは男子学生の性的暴力に対しての 5 項目であった。女子学生について

は 6.8～9.6%であり、10%を越えるような欠損値はなかった。 
 
5.1.3.4 暴力種類ごとの被害(表 5-4) 
「言語的暴力」「身体的暴力」「性的暴力」「経済的暴力」「メールチェックなどの携帯暴力」

「携帯を破壊するなどの暴力」ごとの被害人数を男女別にまとめたものを表 5-4 に示した。 
なお集計は、回答方法（いつも、ときどき、たまに、全くない）に従い、各暴力種類の

項目中ひとつでも「ときどき」あるいは「いつも」と回答した学生、また「ときどき」「い

つも」と回答した項目はなく、ひとつでも「たまに」と回答した学生、全ての項目で「全

くない」と回答した学生でそれぞれ算出している。 
その結果、項目中ひとつでも「ときどき」あるいは「いつも」と回答した学生は、言語

的暴力被害で、男子学生 20 名(15.38%)、女子学生 26 名(17.81%)、身体的暴力被害で、男

子学生 6 名(4.62%)、女子学生 9 名(6.16%)、性的暴力被害で、男子学生 9 名(6.92%)、女

子学生 13 名(8.90%)、経済的暴力被害で、男子学生 14 名(10.77%)、女子学生 18 名(12.33%)、
メールチェックなどの携帯暴力被害で、男子学生 27 名(20.77%)、女子学生 39 名(26.71%)、
携帯を破壊するなどの暴力被害で、男子学生 4 名(3.08%)、女子学生 2 名(1.37%)であった。 
 
5.1.3.5 三種類の暴力被害の組み合わせ(表 5-5・表 5-6) 
「言語的暴力」「身体的暴力」「性的暴力」の三種類の暴力による被害の組み合わせにつ

いて表 5-5 を作成した。 
なお集計は、回答方法（いつも、ときどき、たまに、全くない）に従い、三種類の暴力

の項目中ひとつでも「一度でもある（たまに）」と回答した学生の暴力被害の組み合わせ、

三種類の暴力の項目中ひとつでも「ときどき」あるいは「いつも」と回答した学生の暴力
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被害の組み合わせ、そして言語的暴力、身体的暴力の項目中ひとつでも「ときどき」ある

いは「いつも」と回答するか、あるいは性的暴力では「一度でも（たまに）」と回答してい

る学生の暴力被害の組み合わせで、それぞれ算出している。 
その結果、三種類の暴力項目を今までに一度(たまに)でも受けたことがある学生は、男

子学生で 53 名(40.77%)、女子学生で 81 名(55.48%)。三種類の暴力の項目中ひとつでも「と

きどき」あるいは「いつも」と回答した学生は、男子学生で 24 名(18.46%)、女子学生で

33 名(22.60%)。そして言語的暴力、身体的暴力の項目中ひとつでも「ときどき」あるいは

「いつも」と回答したか、あるいは性的暴力では「一度でも（たまに）」と回答した学生は、

男子学生で 30 名(23.08%)、女子学生で 60 名(41.10%)であった。 
言語的暴力、身体的暴力の項目中ひとつでも「ときどき」あるいは「いつも」と回答し

たか、あるいは性的暴力では「一度でも（たまに）」と回答した学生で、三種類の暴力全て

の被害を受けている学生は、男子学生 6 名(4.62%)、女子学生 17 名(11.64%)。「言語的暴

力」と「性的暴力」の二種類の被害を受けている学生は男子学生 9 名(6.92%)、女子学生

21 名(14.38%)であったが、「言語的暴力」と「身体的暴力」の二種類の被害を受けている

学生は女子学生 6 名(4.11%)、「身体的暴力」と「性的暴力」の二種類の被害を受けている

学生は女子学生 3 名(2.05%)であった。 
また、「言語的暴力」の一種類の被害を受けている学生は、男子学生 10 名(7.69%)、女

子学生 3 名(2.05%)、「性的暴力」の一種類の被害を受けている学生は、男子学生 5 名(3.85%)、
女子学生 10 名(6.85%)であった。なお、「経済的暴力」「携帯を破壊するなどの暴力」「メ

ールチェックなどの携帯暴力」を加えた 6 種類の組合せについても表 5-6 を作成した。被

害率を確認したところ、6 種類の暴力(表 5-6)では男子学生 87 名(66.92%)、女子学生 93 名

(63.70%)であった。 
 
5.1.3.6 dating violence被害の時期、頻度、持続期間(表 5-7) 

dating violence 被害(32 項目)をどれかひとつでも受けた最初の時期、総合的な頻度、総

合的な持続期間を表 5-7 にまとめた。 
行為（被害）を受けた最初の時期： もっとも多かったのは、「中学卒業～19 歳」の時

期で、男子学生 58 名(44.62%)、女子学生 53 名(36.30%)、次いで「20～24 歳」の時期で

男子学生 9(6.92%)、女子学生 20(13.70%)であり、高校から大学の時期に半数以上の学生

が被害を受けはじめることがわかった。 
今まで受けた行為の頻度： 今までに受けた行為の頻度で最も多かったのは、男子学生

で「今までに１-2 回」が 17 名(13.08%)、女子学生では「月に数回」が 26 名(17.81%)であ

った。 
行為の持続期間： 32 項目に関する行為の持続期間では「１日」がもっとも多くて、男

子学生 22 名(16.92%)、女子学生 24 名(16.44%)であった。また、男子学生では「数日」続

くと回答した者が 19 名(14.62%)、女子学生では「1～3 ヶ月」続くと回答した者が 14 名
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(9.59%)も存在しており、1 ヶ月以上持続すると回答した者は男子学生で 25 名(19.23%)、
女子学生で 36 名(24.66%)にのぼった。 

なお、これら３つの質問に対しての欠損値は 39.23%～49.32%であった。 
 
5.1.3.7 dating violence被害を相談した相手、相談した機関(表 5-8) 

dating violence 被害を相談した相手（機関）を表 5-8 にまとめた。もっとも多かったの

は男女とも「友達」で、男子学生 53 名(40.77%)、女子学生 59 名(40.41%)、次に多かった

のは「誰にも相談していない」で男子学生 16 名(12.31%)、女子学生 20 名(13.70%)、次い

でアルバイト関係者、学校関係者と続いていた。 
 
5.1.3.8 dating violence被害についての相談しなかった理由、したときの対応(表 5-9) 

dating violence 被害を相談しなかった理由、相談したときの対応についての自由記述を

まとめたものを表 5-9 に示した。 
 相談しない理由について分類してみると、おおまかに「マイナス要因」「環境的問題」「問

題意識なし」「問題自体なし」の４つに分類することができた。マイナス要因としては、「話

してもムダ」、「話したくない」などがみられ、環境的問題としては、「いやがらせをされて

いた」「話しだしにくい」などがみられた。問題意識がないように見られた回答には、「１

回や２回しかなかったから」や「相談するほどのことでもない」などがあり、問題自体が

ないとするような内容には、「されていない」「全く困っていない」「問題ない」「必要ない」

などがあった。また、相談したときの対応で記述があったのは、「別れた方がいいよと言わ

れました」「逃げ場の提供。グチをきいてくれる」「共感してくれた」「話を最後まで聞いて

くれた」などがみられた。なお、欠損値は全体の 82.25%であった。 
 
5.1.3.9 dating violence被害についての相談相手の有無、援助ニーズ(表 5-10) 

dating violence 被害について話せるかどうか、相談できる相手の有無、アドバイスなど

の援助ニーズについてまとめたものを表 5-10 に示した。なお、被害者は被害について話

せないことが多いため、相談相手の有無と同時に、話せるかどうかについても質問してい

る。また、集計は欠損値を除いて算出したものである。 
 被害を受けたとき「話せるか」という問いに対して、話せると回答した学生は、男子学

生 76 名(67.86%)、女子学生 75 名(60.48%)、「話したくない」とした者は、男子学生 22 名

(19.64%)、女子学生 33 名(26.61%)であった。「話せない」、「話したくない」を合わせると、

全体で 36.02%と 4 割近い学生が被害を話すことに対して消極的であった。 
相談相手の有無を尋ねると、「確実にいる」「一応いる」とした学生は、男子学生で 80

名(84.21%)、女子学生で 89 名(84.76%)と 8 割を超えている反面、「いない」と回答した学

生が 15 名(7.50%)いた。 
そして dating violence 被害について、アドバイスや相談にのってくれる人は必要ですか
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という質問に対して「すぐに必要」「必要」とした学生は、男子学生 36 名(36.00%)、女子

学生 29 名(28.16%)。「まあ必要」とした学生まで含めると、男子学生 72 名(72.00%)、女

子学生 64 名(62.14%)で、学生の 7 割近くの者がなんらかの援助を求めていることが明ら

かとなった。 
 
5.1.4 考察 
① 大学生の恋愛事情 

はじめて恋人をもつ時期は「中学校」「中卒から 19 歳まで」に集中しており、恋愛経験

のある学生は、小学生を含めほぼ十代のうちに恋愛をはじめていることがわかる。 
恋人とは「ほぼ毎日」、「週に数回」(男子学生 76.15%、女子学生 65.75%)会い、恋人と

の年齢差は、男子学生で 0.83 歳(SD=2.08)、女子学生で 1.82 歳(SD=3.60)。最大で 20 歳

上の恋人と交際しており、半数以上(男子学生 53.08%、女子学生 54.11%)の若者は性交渉

を持っている。また、「妊娠する」「妊娠させた」体験を持つ者(男子学生 3 名、女子学生 3
名)もいた。交際期間は、おおむね男子学生(0.17～46 ヶ月)よりも女子学生(0.23～108 ヶ

月)の方が長く、半数以上の学生(男子学生 60.00%、女子学生 54.79%)がなんらかの「恋人

との別れ」を経験している。そして別れた後もなんらかのつながりを持つ学生も 1 割程度

いることが確認されている。これらの結果は、日本性教育協会(2007)の調査を支持するも

のであると考える。 
 
② dating violence 被害 

被害を受けた最初の時期として最も多かったのは、「中学卒業～19 歳まで」の時期で男

子学生 44.62%、女子学生 36.30%であり、高校から大学の時期に半数以上の学生が被害を

受けはじめることがわかった。今まで受けた行為の頻度で最も多かったのは、男子学生で

「今までに１-2 回」13.08%、女子学生では「月に数回」17.81%である。行為の持続期間

では、「１日」(男子学生 16.92%、女子学生 16.44%)がもっとも多かったが、1 ヶ月以上持

続すると回答した者が男子学生で 19.23%、女子学生で 24.66%にのぼっていた。 
6 種類の暴力を一度でも受けたことがあると回答した者は、男子学生 87 名(66.92%)、女

子学生で 93 名(63.70%)。被害無と回答した者は、男子学生 27 名(20.77%)、女子学生 34
名(23.29%)であった。しかし「言語的暴力」「身体的暴力」「性的暴力」の三種類の暴力で

一度でも被害を受けた者で見ると、男子学生 53 名(40.77%)、女子学生で 81 名(55.48%)
であり、男女の被害率が逆転する。これは、男子学生の多くがメールチェックなどの比較

的軽い被害に遭っていることを示している。この男子学生によるメールチェックなどの被

害報告は、携帯や交友関係のチェックなどの交友監視については､有意に女性の加害経験が

多いとの報告(小泉･吉武, 2008)を支持している。 
一方、言語的暴力、身体的暴力の項目中ひとつでも「ときどき」あるいは「いつも」と

回答するか、あるいは性的暴力では「一度でも（たまに）」と回答している学生の暴力被害
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の組み合わせでの被害人数は、男子学生 30 名(23.08%)、女子学生で 60 名(41.10%)であり、

圧倒的に暴力被害を受けているのは女子学生である。特に多かった被害は「言語的・性的」

暴力の組合せで女子学生 21 名(14.38%)、次いで「言語的・身体的・性的」暴力の組合せ

で女子学生 17 名(11.64%)である。この女子学生 17 名は、分析対象者の約 1 割にあたり、

重篤な暴力被害は 1 割程度である(Straus, M.A., 2008; 松野・秋山, 2009; Howard, D.E., 
Debnam, K.J., & Wang, M.Q., 2013)との先行研究を支持するものである。 

女子学生より男子学生の被害が多かったのは「言語的暴力」による単独被害(男子学生

19.23%、女子学生 12.33%)だけである。森永・青野・葛西・Irene,H.F., Man,yu,Li.(2010)
によれば、男子学生は相手の方が自分よりも言語的攻撃が多いと回答すると報告しており、

男子学生は女子からの言語的攻撃に対して敏感であると考えることができる。しかし実際

に性的暴力の加害経験は男性にあり(土肥, 2005; 小泉･吉武, 2008)、｢命の危険を感じたこ

とがある｣と答えるのは女性である(李･塚本, 2005; 内閣府, 2006)。 
そして今回の調査からも、以前として深刻な暴力被害に遭っているのは女子学生の方で

あることが明らかとなっている。 
 
③ dating violence への支援状況 
 dating violence 被害への相談状況は内閣府調査と同様に、「友達に相談する」が 4 割を

越え、「誰にも相談していない」が 1 割を超えている。相談しなかった理由としては、「話

してもムダ」「話したくない」などが確認できた一方で、「いやがらせをされていた」「話し

だしにくい」などの環境的な要因や、「１回や２回しかなかったから」「相談するほどのこ

とでもない」などの認識不足と思えるような内容があることが確認されている。東京都生

活文化局(2013)の報告でも「相談するほどのことではないと思ったから」という理由が最

も多かった。そして、相談相手がいると回答した学生が「確実にいる」「一応いる」まであ

わせると男女とも 8 割(男子学生 83.21%、女子学生 84.76%)を超えていることから、学生

たちは、相談相手がいないから「誰にも相談しない」のではなく、相談する相手はいるが

「相談しない」ことを選択していると考えることができるだろう。 
仮に学生たちが自ら相談しないことを選んでいたとしても、その背景にあるのは、暴力

を受けた経験のある被害者の多くが、自分さえ我慢すればよい、自分にも悪いところがあ

るなどの理由(内閣府, 2006)で、被害を受けても誰にも相談できずにいる(Black, M.B., & 
Weisz, N.A., 2003; Ashley, S.O., & Foshee, A.V., 2005)ことも念頭にいれてれおくべきだ

と考える。また男子学生は、被害を友人に相談する際に問題を軽視するような対応を受け

ている(Weisz A.N., Tolman R.M., Callahan M.R., Saunders D.G., & Black B.M., 2007)
との報告があるように、男子学生は友人に相談した結果、何の解決にもならなかったため、

Klein, R.(2004)が指摘しているように、別のフォーマルな支援(相談やアドバイス)を求め

るという結果に結びついているのかもしれない。 
 被害について「話せるか」という問いに対しては、「話せない」「話したくない」と回答
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した学生が全体で 36.02%と 4 割近い学生が被害を話すことに対して消極的であった。「い

やがらせをされていた」学生や、「相談相手がいない」学生、そして学生の約 7 割(67.00%)
は dating violence 被害についてなんらかの援助を求めていることから、早急に、被害につ

いて話しやすい環境作りや、身近な相談先の整備、支援体制を整える必要がある。 
 
 
第 2 節 dating violence被害項目の内的整合性の検討 
 
5.2.1 研究目的 
 dating violence 被害の程度による分析を行なうため、本研究では、dating violence の 6
種類の暴力(言語的暴力・身体的暴力・性的暴力・経済的暴力・メールチェックなどの携帯

暴力・携帯を破壊するなどの暴力)について、内的整合性を確認し、暴力被害の点数化が可

能かどうかを検証し、そして被害の程度による群分けをすることである。なお 6 種類の暴

力は、内閣府調査(2007)に準じている。 
 
5.2.2 研究方法 
5.2.2.1 研究対象者(図 5-1) 

2009 年 1 月末～4 月。関東 3 県の 4 大学に通う大学生 421 名のうち、過去から現在に

かけて恋人関係の経験があると回答した男女、かつ未婚者の学生 276 名（男 130 名、女

146 名）。年齢は、18 歳～29 歳（M=20.21, SD=1.57）。有効回答率は 65.56%。 
なお分析から除外されたデータは、恋愛経験のない学生、性別不明者、恋愛経験の不明

者、および結婚・離婚経験者である。 
 

5.2.2.2 倫理的配慮 
 今回の調査には、被害体験や他者による暴力行為の目撃を想起する必要があり、心身へ

の負担が十分に予想できる。そのため、調査中に気分が悪くなった者への中止を促す配慮

はもちろんのこと、調査後に起こりうる各種のストレス反応への注意を喚起した上で、各

大学に設置してある保健管理センターや学生相談室、心理相談室への案内を呈示した。ま

た、調査への回答は無記名、中止したことによる不利益はない等を文書と口頭にて説明し、

実施した。同意については、調査用紙の提出をもって同意したこととみなすことを同様に

説明した。なお本調査は、筑波大学の倫理委員会において調査内容および調査実施方法に

ついて審査を受け実施された(平成 20 年 12 月 16 日付け記番号 851)。 
 
5.2.2.3 調査項目 
① 基本属性： 年齢、性別。 
② dating violence 被害項目： 第 1 節で使用した dating violence 被害 30 項目(言語的
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暴力・身体的暴力・性的暴力・経済的暴力・メールチェックなどの携帯暴力・携帯を破壊

するなどの暴力)に対して、「いつも(3 点)」「ときどき(2 点)」「たまに(1 点)」「全くない(0
点)」で算出した。 
 
5.2.2.4 分析方法 
 第１節で使用した dating violence 被害 30 項目(言語的暴力・身体的暴力・性的暴力・経

済的暴力・メールチェックなどの携帯暴力・携帯を破壊するなどの暴力)の内的整合性を確

認し、暴力被害得点として点数化ができるかどうかを確認するため、Cronbach の α係数

を算出し、得点分布の正規性については度数分布にて確認した。なお、統計解析ソフトは

SPSS(19.0J) for Windows を用いた。 
 
5.2.3 結果 
5.2.3.1 暴力種類別の内部一貫性(表 5-11) 
 「言語的暴力」、「身体的暴力」、「性的暴力」、「経済的暴力」、および携帯電話を利用した

暴力については「メールチェックなどの携帯暴力」、「携帯を破壊するなどの暴力」に分け

て、それぞれ Cronbach の α係数を算出して表 5-11 に示した。 
その結果 α係数は、「言語的暴力」α=.95、「身体的暴力」α=.95、「性的暴力」α=.93、内

閣府の定義による三種類の暴力全体では α=.93 であった。また、それ以外の暴力の α係数

は、「経済的暴力」α=.84、「メールチェックなどの携帯暴力」α=.78、「携帯を破壊するな

どの暴力」α=.91 である。十分な内部一貫性が確認できたことにより、暴力の種類ごとに

点数化できると考える。 
 
5.2.3.2 三種類の暴力被害の度数分布(図 5-2) 
現在、内閣府および DV 防止法で定義されている暴力は、「言語的暴力」「身体的暴力」

「性的暴力」の三種類に限定されているため、ここでは三種類の暴力についての被害得点

分布を確認することとした。なお、ここでは「いつも(3 点)」「ときどき(2 点)」「たまに(1
点)」「全くない(0 点)」で合計点を算出し、ヒストグラムを作成した(図 5-2)。 

図の横軸は三種類の暴力被害得点を、縦軸は人数を示している。この図によると、分布

は著しく左側に偏っていることがみられたが、暴力被害が全ての恋人同士にみられる現象

ではないことを考えれば妥当な結果といえる。 
 

5.2.3.3 三種類の暴力被害による群分け(表 5-12) 
暴力被害の得点分布が正規分布でなかったことから、パーセンタイルを採用することに

し、被害無(0 点)の学生を除いた男女別、および男女込みで、中央値、25 パーセンタイル、

75 パーセンタイル、最小値、最大値を確認した。 
その結果、25 パーセンタイルは男女とも 2 点。50 パーセンタイル(中央値)は男子学生 3
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点、女子学生 7 点。75 パーセンタイルでは、男子学生 5 点、女子学生 9 点であり、被害

の分布は男子学生よりも女子学生の方が広く分布していることが明らかとなった。 
被害男女込みでの四分位は、25 パーセンタイルは 2 点、50 パーセンタイルは 3 点。75

パーセンタイルは 7 点であったことから、被害のパーセンタイル順位に基づき、対象者を

4 群に分け、0%順位≦被害得点≧25%順位を 1 群、25%順位＜被害得点≧50%順位を 2 群、

50%順位＜被害得点≧75%順位を 3 群、75%順位＜被害得点≧100%順位を 4 群とした。

なお、三種類の暴力で被害がないと回答した学生(0 群)としている。 
その結果、三種類の暴力被害無「0群」は男子学生61名(46.92%)、女子学生47名(32.19%)、

0-25％順位の「1 群」は男子学生 18 名(13.85%)、女子学生 28 名(19.18%)、26-50％順位

の「2 群」は男子学生 11 名(8.46%)、女子学生 11 名(7.53%)、51-75％順位の「3 群」は

男子学生 16 名(12.31%)、女子学生 18 名(12.33%)、76-100％順位の「4 群」は男子学生 8
名(6.15%)、女子学生 24 名(16.44%)であった。 
 
5.2.4 考察 
本研究では、2007 年内閣府による初の dating violence 調査に準じて、DV 防止法でも

取り扱われている「言語的暴力」「身体的暴力」「性的暴力」の三種類の暴力の他、「経済的

暴力」「メールチェックなどの携帯暴力」「携帯を破壊するなどの暴力」を加えて構成して

いる。各暴力に関して内部一貫性を確認するために、Cronbach の α係数を算出したとこ

ろ、十分な内部一貫性がみとめられ、用意した被害 30 項目、および 6 種類の暴力はまと

まりがあることがわかった。今後は、三種類の暴力、および暴力の種類(6 種)ごとの得点を

算出、得点化し、被害得点による実態を検討していくことにする。また、群分けに関して

は、分布が著しく左側に偏っていることから、パーセンタイルを採用し、三種類の暴力で

被害が全くないと回答した学生(0 群)とし、被害有の学生に対しては、被害のパーセンタイ

ル順位に基づき、対象者を 4 群に分けた。0%順位≦被害得点≧25%順位を 1 群、25%順

位＜被害得点≧50%順位を 2 群、50%順位＜被害得点≧75%順位を 3 群、75%順位＜被害

得点≧100%順位を 4 群として分析を行なうことにした。 
 
 
第 3 節 dating violence被害に関連する要因の検討 
 
5.3.1 研究目的 
東京都生活文化局(2013)は、初めて被害を受けた時期は「大学生のとき」、「就職した後」

の順で多かったとし、女性は特に年齢が高くなるほど被害に遭う割合が高くなると報告し

ており、ドメスティック・バイオレンス調査(Rosenbaum, A. & O’Leary, K.D., 1981)では、

結婚 1 年後までに 69%がはじめて暴力を経験するとし、暴力被害は比較的早い時期に経験

することを報告している。米国小児科学会(2007)は恋人との年齢差が広がるほど性的暴力
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被害のリスクが増すと注意喚起していることから、若者たちの恋愛形態や年齢が dating 
violence による被害との関連が予想される。また、井ノ崎・上野・松並・青野・赤澤(2012)
は、dating violence 被害と見捨てられ不安、および親密性の回避との関連を検討している。

そこで本研究では、自分の年齢や恋人との現在の関係、恋愛形態（恋人との年齢差、交際

期間）、および見捨てられ不安、および親密性の回避が暴力被害に与える影響を検証するこ

とにした。なお、内閣府および DV 防止法で定義されている暴力は、「言語的暴力」「身体

的暴力」「性的暴力」の三種類に限定されていることから、三種類の暴力を中心に検討を進

める。 
 
5.3.2 研究方法 
5.3.2.1 研究対象者(図 5-1) 

2009 年 1 月末～4 月。関東 3 県の 4 大学に通う大学生 421 名のうち、過去から現在に

かけて恋人関係の経験があると回答した男女、かつ未婚者の学生 276 名（男 130 名、女

146 名）。年齢は、18 歳～29 歳（M=20.21, SD=1.57）。有効回答率は 65.56%。 
なお分析から除外されたデータは、恋愛経験のない学生、性別不明者、恋愛経験の不明

者、および結婚・離婚経験者である。 
 
5.3.2.2 倫理的配慮 
 今回の調査には、被害体験や他者による暴力行為の目撃を想起する必要があり、心身へ

の負担が十分に予想できる。そのため、調査中に気分が悪くなった者への中止を促す配慮

はもちろんのこと、調査後に起こりうる各種のストレス反応への注意を喚起した上で、各

大学に設置してある保健管理センターや学生相談室、心理相談室への案内を呈示した。ま

た、調査への回答は無記名、中止したことによる不利益はない等を文書と口頭にて説明し、

実施した。同意については、調査用紙の提出をもって同意したこととみなすことを同様に

説明した。なお本調査は、筑波大学の倫理委員会において調査内容および調査実施方法に

ついて審査を受け実施された(平成 20 年 12 月 16 日付け記番号 851)。 
 
5.3.2.3 調査項目 
① dating violence 暴力 32 項目(うち中絶妊娠に関する 2 項目は女子学生のみ)： 第 1
節で作成した項目に対して被害頻度を質問する４件法。配点は、「いつも(4 点)」「ときどき

(3 点)」「たまに(2 点)」「全くない(1 点)」で算出した。 
② dating violence 被害を受けた時期、恋愛形態、援助ニーズなど： 実際の被害の有無

に関係なく、dating violence 被害を受けたときの「相談相手の有無」、被害について「話

せるかどうか」、「援助ニーズ」、「恋愛形態(年齢差、交際期間)」、「恋愛関係の深度」を選

択形式で用意。被害を受けたことのある学生については、さらに「被害を受けた時期」、「

総合的な被害の頻度」「被害の持続期間」を選択形式で回答するように求めた。 
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③ 愛着スタイル項目： 中尾・加藤(2004)による成人愛着スタイル尺度(日本語版 ECR)
から 6 項目。成人愛着スタイル尺度 26 項目（見捨てられ不安 9 項目、親密性の回避 17 項

目）のうち、固有値.70 以上の項目（見捨てられ不安 3 項目、親密性の回避 4 項目）を抽

出。項目内容を確認した結果、親密性の回避 4 項目のうち、2 項目の内容が同じである逆

転項目（「見捨てられるのではないかと心配だ」、「見捨てられるのではないかと心配になる

ことはほとんどない」）であったため、逆転項目 1 項目を除外し、構成した。因子分析（

主因子法、varimax 回転）、Cronbach の α 係数を算出した結果、「見捨てられ不安」因子

3 項目、「親密性の回避」因子 3 項目、「いつも(6 点)」、「たいてい(5 点)」、「ときどき(4 点)
」、「たまに(3 点)」、「ごくまれに(2 点)」、「まったくない(1 点)」の 6 件法で構成して、得点

化した。 
 
5.3.2.4 分析方法 

dating violence 被害と関連する要因を探るため、年齢、恋人との年齢差、交際期間、恋

人との関係の深度、恋人と会う頻度などに対し、χ2検定、t 検定、Wilcoxon 検定、およ

び Kruskal-Wallis 検定を行った。なお被害有無による分析では、言語的暴力、身体的暴力

の項目中ひとつでも「ときどき」あるいは「いつも」と回答しているか、あるいは性的暴

力では「一度でも（たまに）」と回答している学生を「被害有」として統計処理を行なって

いる。また、三種類の暴力被害の有無、被害頻度、恋人との現在の関係による「見捨てら

れ不安」、「親密性の回避」との関連を探るため、男女別に Wilcoxon 検定、および

Kruskal-Wallis 検定を行った。統計解析ソフトは SPSS(19.0J) for Windows を用いた。 
 
5.3.3 結果 
5.3.3.1 暴力種別ごとの男女差(表 5-13, 図 5-3) 
各暴力種別についてWilcoxon検定を行い被害における男女の差を確認した。その結果、

身体的暴力(W=14373.50, df=1, p<.05)、性的暴力(W=12574.50, df=1, p<.001)、三種類の

暴力(W=12432.00, df=1, p<.05)で、男子学生よりも女子学生の方が dating violence によ

る暴力被害を受けていることがわかった。 
 
5.3.3.2 三種類の暴力被害有無に関連する要因(表 5-14, 表 5-15, 図 5-4) 
三種類の暴力被害の有無に関連する要因を検討するために、男女別に「被害有群」「被

害無群」に分けて t 検定、χ2検定、Wilcoxon 検定を行った結果を表 5-14、表 5-15 に示

した。なお「被害有群」とは、言語的暴力、身体的暴力の項目中ひとつでも「ときどき」

あるいは「いつも」と回答しているか、あるいは性的暴力では「一度でも（たまに）」と回

答している学生のことである。 
 暴力被害の有無における有意な関連があったのは、男子学生では、「現在の暮らし方」(χ
2 (2)=13.42, p<.01)、恋愛関係中の「暮らし方」(χ2 (1)=4.57, p<.05)、恋人との「現在の
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関係」(χ2 (2)=6.01, p<.05)、「見捨てられ不安」(W=5350.00, df=1, p<.05)であった。 
女子学生では、相談相手についての項目で「行為を受けたとき話せるか」(χ2 (2)=6.74, 

p<.05)、「親密性の回避」(W=4866.00, df=1, p<.05)、「見捨てられ不安」(W=4704.00, df=1, 
p<.05)であった。 

男子学生は、家族と暮らしている者の方が dating violence 被害を受けない傾向があり、

dating violence 被害を受けたことのある者は、「見捨てられ不安」が高く、暴力をふるう

恋人と別れる者もいるが、別れと交際を繰り返す傾向もあることがわかった。 
女子学生では、dating violence 被害を受けたことのある者は「親密性の回避」「見捨て

られ不安」が高く、恋人から受けた被害（行為）について、「話したくない」とする者が多

いことがあきらかとなった。 
 
5.3.3.3 現在の年齢、恋人との年齢差、交際期間における被害状況 
 三種類の暴力における現在の年齢、恋人との年齢差、交際期間による関連を検討するた

め、暴力種類ごと、および三種類の暴力に対して、現在の年齢、恋人との年齢差、交際期

間で男女別に Wilcoxon 検定、および Kruskal-Wallis 検定を行った。 
5.3.3.3.1 現在の年齢における男女別の暴力被害得点(表 5-16, 図 5-5) 
 現在の年齢は、第１節で確認された平均年齢(20.21 歳)を基準とし、20 歳以下と 21 歳以

上に群分けして男女別に Wilcoxon 検定を行っている。その結果、男子学生では現在の年

齢で有意な関連はみとめられなかったが、女子学生では「言語的暴力」(W=4206.50, df=1, 
p<.01)、「三種類の暴力」(W=4050.00, df=1, p<.05)、「携帯を破壊するなどの暴力」

(W=4760.00, df=1, p<.05)で現在の年齢による有意な関連が明らかになった。このことか

ら、女子学生は 20 歳以下よりも 21 歳以上の方が「言語的暴力」、「三種類の暴力」、「携帯

を破壊するなどの暴力」の dating violence 被害を経験することがわかった。 
 
5.3.3.3.2 恋人との年齢差における男女別の暴力被害得点(表 5-17, 図 5-6) 
 恋人との年齢差は同じ年齢の者が圧倒的に多かったことから、0 歳、1～4 歳、5 歳以上

の 3 群にわけて分析を行った。恋人との年齢差による Kruskal-Wallis 検定の結果、男子

学生では恋人との年齢差で有意な関連はみとめられなかったが、女子学生は「身体的暴力」

(χ2 (2)= 6.54, p<.05)で恋人との年齢差による有意な関連が明らかになった。女子学生は

恋人との年齢差が開くと、身体的暴力被害が高くなることがわかった。 
 
5.3.3.3.3 恋人との交際期間における男女別の暴力被害得点(表 5-18, 図 5-7) 

恋人との交際期間については、第１節により男女差はなく平均 15.21 ヶ月(SD=15.28)
であったことから、15 ヶ月を基準とし、15 ヶ月まで、15～30 ヶ月まで、30 ヶ月以上の 3
群にわけ Kruskal-Wallis 検定を行っている。その結果、男子学生では「身体的暴力」(χ2 
(2)= 6.02, p<.05) 、「メールチェックなどの携帯暴力」(χ2 (2)= 6.93, p<.05)で恋人との交
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際期間で有意な関連がみとめられ、女子学生は「言語的暴力」(χ2 (2)= 8.06, p<.05) 、「身

体的暴力」(χ2 (2)= 6.38, p<.05)で恋人との交際期間による有意な関連が明らかになった。

これにより、交際期間 15～30 ヶ月までの大学生は他の交際期間の学生よりも、男子学生

では「身体的暴力」、「メールチェックなどの携帯暴力」、女子学生では「言語的暴力」、「身

体的暴力」による被害を受けていることがわかった。 
 
5.3.3.4 恋人との現在の関係における男女別の暴力被害得点(表 5-19, 図 5-8) 
問題のあった恋人との現在の関係では、「交際中」、「別れた」、別れと交際を繰り返して

いるとした「繰り返し」で Kruskal-Wallis 検定を行った。その結果、男子学生は「言語的

暴力」(χ2 (2)= 7.58, p<.05) 、「身体的暴力」(χ2 (2)= 15.98, p<.001) 、「性的暴力」(χ2 (2)= 
10.30, p<.01) 、「三種類の暴力」(χ2 (2)= 8.81, p<.01) で恋人との現在の関係による有意

な関連が明らかになった。女子学生では恋人との現在の関係による有意な関連はみとめら

れなかった。恋人と別れと交際を繰り返している男子学生の母数が 4 名と少ないため、ご

く一部の学生の傾向でしかないが、恋人と別れと交際を繰り返している男子学生は、交際

中の者、恋人と別れた者よりも、言語的暴力、身体的暴力、性的暴力被害を有意に多く受

けていることが明らかとなった。 
 
5.4.3.5 恋人との現在の関係における親密性の回避、見捨てられ不安(表 5-20) 
問題のあった恋人との現在の関係では、「交際中」、「別れた」、別れと交際を繰り返して

いるとした「繰り返し」で Kruskal-Wallis 検定を行った。 
その結果、男子学生では恋人との現在の関係で有意な関連はみとめられなかったが、女

子学生では「親密性の回避」(χ2 (2)= 23.91, p<.001) で恋人との現在の関係による有意な

関連が明らかになった。恋人と別れた女子学生は、交際中の女子学生よりも、別れと交際

を繰り返している女子学生よりも「親密性の回避」が高いことがわかった。 
 
5.3.3.6 妊娠した／させたと回答した学生によるリスク 
問題のあった恋人との関係の深度を尋ねた質問項目について、先の二要因分散分析では

有意な主効果が確認されなかったが、「妊娠した／させた」と回答した学生においては、

dating violence 被害加害のリスクが高いことは明らかである。そこで「妊娠した／させた」

と回答した学生をピックアップし、手作業で確認することにした。 
その結果、「妊娠した／させた」と回答した学生は 6 名(男子学生 3 名、女子学生 3 名)

であり、そのうち 4 名(男子学生 1 名、女子学生 3 名)が家族と同居し、男子学生 1 名が恋

人と、男子学生 1 名が一人暮らしであった。 
恋愛形態の持ち方としては、はじめて恋人ができた時期が、小学校、中学校、中卒～19

歳までの時期と回答した学生はそれぞれ男女１名ずつであった。恋人との年齢差では、女

子学生１名が 10 歳年上の恋人であり、その他の学生は、同じ年が 3 名、１歳差が 2 名で
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ある。交際期間は、2 年～4 年未満が男女 2 名ずつ、2～3 ヶ月が 2 名。会う頻度は、ほぼ

毎日が 3 名、週に数回が 2 名、月に数回が 1 名。現在の関係では、交際中とした者が女子

学生 2 名、男子学生 1 名、別れたとした者が男子学生 2 名、別れと交際を繰り返している

とした者が女子学生 1 名いた。 
三種類の暴力被害は、男子学生 20～25、女子学生 20～23 で、中央値(23)を超えたのは

3 名(男子学生 2 名、女子学生 1 名)。性的暴力被害については、全く被害がない(5 点)とし

ている者が 4 名(男子学生 2 名、女子学生 2 名)おり、7 点と回答した者が 2 名(男子学生 1
名、女子学生 1 名)である。また女子学生 1 名については、妊娠したと回答しながら dating 
violence 被害は全くない(30 点)と回答している。 

女子学生のみに回答を求めた「避妊への非協力」、「中絶の強要」については、いつも避

妊に協力してくれないと回答した者、たまに中絶を強要されると回答した者が 1 名ずつい

た。他の 2 名については被害ないと回答している。 
 
5.3.4 考察 
①  dating violence 被害と関連する要因の傾向 

米国小児科学会(2007)は恋人との年齢差が広がるほど性的暴力被害のリスクが増すとの

注意喚起をしているが、今回の調査では明らかになったのは、女子学生において恋人との

年齢差が広がると身体的暴力被害が増加することであり、性的暴力被害では明らかにされ

なかった。 
身体的暴力、性的暴力、三種類の暴力における dating violence 被害は、男子学生より女

子学生の方が有意に被害に遭遇しており、特に 20 歳以下の学生よりも 21 歳以上の学生の

方が、有意に dating violence 被害を経験していることが明らかとなった。東京都生活文化

局(2013)は、初めて被害を受けた時期は「大学生のとき」、「就職した後」の順で多かった

とし、女性は特に年齢が高くなるほど被害に遭遇する割合が高くなると報告している。内

閣府(2009)でも 20 歳以下の学生よりも 21 歳以上の学生の方が dating violence 被害を経

験する傾向があるとしており、現在は dating violence 被害を経験していない学生であって

も、今後経験する可能性は高く、大学生の時期であっても暴力防止教育を実施する意義は

大きい。 
 
② 関係継続要因 

恋人と別れと交際を繰り返している男子学生の母数が 4 名と少ないため、ごく一部の学

生の傾向でしかないが、恋人と別れと交際を繰り返している男子学生は、その他の者より

も、言語的暴力被害、身体的暴力被害、性的暴力被害を非常に多く受けていることが明ら

かとなった。また、統計的に有意ではなかったものの、恋人と別れと交際を繰り返してい

る女子学生は、恋人と別れた女子学生よりも、恋人からの暴力被害が少ない傾向にあるこ

とがわかった。 
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これらのことは、恋人との関係を続けるにあたって、女子学生は自分に対して暴力をふ

るわない相手を選んでおり、暴力をふるわれない関係を作っていける可能性のある相手で

あれば、別れたとしても再び交際し、関係を継続させている可能性が考えられる。その一

方で男子学生は、恋人からの暴力被害が多いことが、恋人との別れにつながってはいなか

った。むしろ恋人からの暴力被害が多いことが、別れた後でも交際を再開させるなどの関

係を続ける行為につながっていることが明らかにされた。 
森永・青野・葛西・Irene,H.F., Man,yu,Li.(2010)の調査によると、加害頻度と被害頻度

の相関はいずれも高く、自分から暴力をふるう場合には相手からも暴力を受けていると回

答する傾向が報告されている。Murray, A. S.(2008)もまた、暴力は双方向であるとしてい

ることから、恋人からの暴力被害を多く訴えている男子学生は、自身も恋人に対して暴力

をふるっている可能性が高い。そのため恋人から別れを突きつけられたとしても、暴力を

振るっているのはお互い様であり、むしろ暴力を受けているのは自分の方(森永・青野・葛

西・Irene,H.F., Man,yu,Li., 2010)なのだから、男子学生自身は関係を続けることに対して

なんら問題を感じていないのではないかと推測する。また、加害男性に対しても自己主張

力の高い女性は、別れても再び交際し、交際期間が長くなる傾向も指摘されている(武内・

小坂, 2011)。女子学生による自己主張が一種の攻撃であると相手に受け取られているなら

ば、恋人関係内における互いの認識のズレが、暴力関係の継続につながっているのかもし

れない。 
 
③ 認識要因 

今回の恋愛形態を訊ねる質問の中に「妊娠」に関するものがあった。その質問において

「妊娠した／させた」と回答した学生は男子学生 3 名、女子学生 3 名である。 
大学生に対する意識調査を行なった疋田(2008)によると、「恋愛相手をいつも結婚相手と

見ていますか」という質問に対して、「はい」と回答した女子学生は約 2 割、男子学生で

約 3 割であり、大学生が望んで妊娠しようと思ったり、妊娠させようと思ったりしたとは

考えがたい。しかし彼らは「妊娠した／させた」と回答しながらも、女子学生 3 名中 2 名

(男子学生も同様)が性的暴力被害は「全くない」と回答していた。 
女子学生のみ回答を求めた「避妊への非協力」、「中絶の強要」についても、１名は中絶

を強要されたと報告しているが、他 2 名は「被害はない」と回答しており、彼女たちの受

動的なあり方は、上野・松並・青野・赤澤・井ノ崎(2012)も、女性は性行動において受動

的であると報告している。「身体的暴力」「いやな性的行為」「無理やりセックス」「つきあ

いチェック」の被害は、「デートまで」「キスまで」「性交まで」という性的関係の深さに応

じて多くなっていた（土田, 2007）との報告もあるように、受動的なあり方や、被害につ

いての認識不足が、dating violence 被害を高めている可能性がある。 
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④  見捨てられ不安、親密性の回避による要因 

見捨てられ不安、親密性の回避に対して、恋人間の暴力被害の有無で比較したところ、

男女とも、暴力被害を受けている者は、有意に「恋人を失うのではないか」「恋人に見捨て

られるのではないか」という不安を抱えていることが明らかとなった。被害加害と愛着ス

タイルとの関連を調査した井ノ崎・上野・松並・青野・赤澤(2012)によると、女性におい

ては、見捨てられ不安の高い者は身体的加害と心理的被害の経験が多かったとしているが、

今回の調査では、女子学生同様男子学生においても、見捨てられ不安が高いことが暴力被

害の多さに関連があることが明らかとなった。親密性の回避と被害との関連については、

井ノ崎・上野・松並・青野・赤澤(2012)の報告の中でも被害との関連はなかったことから、

先行研究と一致するものであった。 
また、恋人との現在の関係で比較した結果で、女子学生は「親密性の回避」が高いこと

が恋人との別れにつながっており、それが暴力をふるう恋人との別れを決断させる要因に

なっている可能性があることがわかった。 
現在の関係と見捨てられ不安との間に関連がなかったことは、女性の中で見捨てられ不

安の高い者は、親密でないことを怖がるとの報告がなされており(安藤・遠藤, 2005)、見捨

てられ不安が高いことが「別れ」や「別れと交際と繰り返す」といった選択に結びつかな

かったと推測する。男性に比べ女性の方が恋愛の重要性が高く(Hill, C.T., Rubin, Z., & 
Peplau, L.A., 1976)、恋人を失うのではないかという不安については吉岡(2007)も指摘し

ている通りである。恋愛とアイデンティティとのかかわりでは、特に女性の場合、アイデ

ンティティの確立と親密性の確立が並行して進行(Josselson, R.L., 1973)し、女性は恋人の

他者との接し方を観察し、恋人と話をする中で恋人の考え方や価値観を知り、人との接し

方を自己の中に取り込んでいる(多川, 2003)。そのため、女子学生にとって恋人を失うこと

はアイデンティティの危機につながることから、関係を続けようとし、dating violence 被

害のリスクも上げていると思われる。しかしその中にあって親密性の回避の高い者は、結

果的に、暴力被害の回避となっているように思われる。 
 
 
第 4 節 小括 
 

最近の大学生が経験する恋愛は、中学校から 19 歳までに、同じ年齢の恋人を持ち、デ

ートは週に数回、半数の者が 20 歳までに性交渉を持ち、出会って 1 年程度の交際期間を

経て別れる、というのが平均的なようである。しかし中には小学生から恋人を持ったり、

年に数回程度しか物理的に会わなくても恋人関係と認識したり、恋人との年齢差が 20 歳

程度あっても許容範囲であるなどの例もみられた。 
 そんな中で dating violence 被害は「中学卒業～19 歳まで」にはじまる。 
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被害率は、「メールチェックなどの携帯暴力」被害を含んだ dating violence 被害を経験

している学生は、男子学生 87 名(66.92%)、女子学生で 93 名(63.70%)であったが、「身体

的暴力」「言語的暴力」「性的暴力」の三種類の被害率で見ると、男子学生 53 名(40.77%)、
女子学生で 81 名(55.48%)であり、男女の被害率が逆転し、その差は開く。 

内訳は、男子学生の 4 人に 1 人は「メールチェックなどの携帯暴力」被害のみ、5 人に

1 人は「言語的暴力」被害のみであり、それ以外の暴力被害は実質、5 人に 1 人というこ

とであった。女子学生の場合は、「メールチェックなどの携帯暴力」被害のみ、「言語的暴

力」被害のみがそれぞれ 10 人に 1 人。「性的暴力」「身体的暴力」を中心とした複合的な

暴力被害に遭っているのは 10 人に 4 人であり、暴力の内容、暴力頻度ともに女子学生の

方が、より厳しい暴力に曝されている現状が確認できた。 
援助ニーズに関しては、男女ともに相談できる友人がいるにもかかわらず、約 7 割の学

生が dating violence に対する援助は必要と回答しており、納得できる支援が得られていな

い状況がうかがえた。 
年齢では、20 歳以下の学生よりも 21 歳以上の女子学生の方が dating violence 被害を経

験しており、被害と交際の継続との関連については、女子学生は自分に対して暴力をふる

わない相手を選んでおり、暴力をふるわれない関係を作っていける可能性があれば、別れ

たとしても再び交際し、関係を継続させている可能性が示唆できた一方、男子学生では、

恋人からの暴力被害が多いことが、恋人との別れにつながってはいないこと、むしろ恋人

からの暴力被害が多いことが、別れた後でも交際を再開させるなどの関係を続ける行為に

つながっていることが明らかになっている。 
被害に遭う学生たちの特徴として、「恋人を失うのではないか」「恋人に見捨てられるの

ではないか」という不安を抱えており、女子学生ではたとえ「妊娠させられた」としても

それを暴力被害とは認識していないことも明らかとなっている。 
この認識不足という問題はそのまま dating violence 加害・被害のリスクへとつながる可

能性が高い。そこで次章では大学生がもつ dating violence への認知や感情を調査し、認知、

感情が被害への影響を探ることにする。 
 
 
 
 



 

第 6 章 dating violenceへの暴力認知と不快感（研究 2） 
 

内閣府(2007)は「暴力を受ける側にも悪いところがある」と答えたのは男性 13％、女性

7％で、「暴力を振るっても謝れば許すべきだ」と考える人は女性 5％に対して男性は 13％
であったことから、若者たちの暴力に対する容認する態度にも危機感が必要であると報告

した。また、Klein,R.(2004)は、加害者自身にとっての都合の良い判断は、周囲に加害者

の立場を支持する者が多いほど暴力が顕著になると報告している。このように、暴力を暴

力として認知しないということは、暴力容認する態度へとつながり、暴力被害を増加させ

る可能性が高い。また、暴力認知(認知)と暴力への不快感(感情)のあり方には関連がある

(Lazarus, R. S., & Folkman, S., 1984)ことから、暴力認知、暴力への不快感と暴力被害と

の関連を調べ、暴力防止教育などによる暴力への認知教育が暴力被害の低下につながる可

能性を検討していく。なお、暴力を暴力として認知できない行為についての感情を尋ねる

には、最も未分化な不快感情で質問紙を構成する必要がある。そこで本研究では、暴力に

対する大学生の感情として、「暴力への不快感」について調査を行なうこととした。 
 
 
第 1 節 dating violence被害項目への暴力認知 
 
6.1.1 研究目的 
暴力を暴力として認知しないことは、暴力容認する態度へとつながり、暴力被害を増加

させる可能性が高い。そこで本研究の目的は、大学生における暴力認知の実態を明らかに

することである。 
 
6.1.2 研究方法 
6.1.2.1 研究対象者 

2009 年 1 月末～4 月。関東 3 県の 4 大学に通う大学生 421 名のうち、過去から現在に

かけて恋人関係の経験があると回答した男女、かつ未婚者の学生 276 名（男 130 名、女

146 名）。年齢は、18 歳～29 歳（M=20.21, SD=1.57）。恋人がいることがないと回答した

学生 107名(男 36名、女 71名)、年齢 18～23歳（M=20.06, SD=1.13）。有効回答率は 90.97%。 
なお分析から除外されたデータは、性別不明者、恋愛経験の不明者、および結婚・離婚

経験者である。 
 
6.1.2.2 倫理的配慮 
 今回の調査には、被害体験や他者による暴力行為の目撃を想起する必要があり、心身へ

の負担が十分に予想できる。そのため、調査中に気分が悪くなった者への中止を促す配慮

はもちろんのこと、調査後に起こりうる各種のストレス反応への注意を喚起した上で、各
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大学に設置してある保健管理センターや学生相談室、心理相談室への案内を呈示した。ま

た、調査への回答は無記名、中止したことによる不利益はない等を文書と口頭にて説明し、

実施した。同意については、調査用紙の提出をもって同意したこととみなすことを同様に

説明した。なお本調査は、筑波大学の倫理委員会において調査内容および調査実施方法に

ついて審査を受け実施された(平成 20 年 12 月 16 日付け記番号 851)。 
 
6.1.2.3 調査項目 
① 基本属性： 年齢、性別の他、恋人との年齢差、交際期間、現在の関係。 
② dating violence 被害項目： 第 5 章で作成した「言語的暴力」「身体的暴力」「性的暴

力」「経済的暴力」「メールチェックなどの携帯暴力」「携帯を破壊するなどの暴力」の 30
項目、および女子学生のみに回答してもらった「避妊への非協力」「中絶の強要」の 2 項

目を加えた 32 項目に対して、「これを暴力と思いますか」という暴力認知に対して、「は

い(1 点)」「いいえ(2 点)」の 2 件法で作成、回答を求めている。 
 
6.1.2.4 分析方法 

「言語的暴力」「身体的暴力」「性的暴力」「経済的暴力」「メールチェックなどの携帯暴

力」「携帯を破壊するなどの暴力」の各暴力項目の Cronbach の α係数を算出し、内的整合

性を確認した後、暴力認知「はい」1 点、「いいえ」2 点で得点化を行なっているため、得

点が高いほど、暴力を認知していないことになることから、本論では、暴力を認知してい

ないことを「暴力非認知」として分析を行なうことにした。 
 大学生の暴力認知の男女差を調べるため、χ2検定、および Wilcoxon 検定を行った。ま

た、現在の年齢、恋人との年齢差、交際期間、恋人との現在の関係との関連を探るため、

男女別に Wilcoxon 検定、および Kruskal-Wallis 検定を行った。統計解析ソフトは

SPSS(19.0J) for Windows を用いた。 
 
6.1.3 結果 
6.1.3.1  基本属性(表 6-1) 
 分析対象者 383 名の基本属性を表 6-1 に示した。 恋愛経験のある学生は 276 名(男子学

生 130 名、女子学生 146 名)。平均年齢、男子学生 20.22 歳(SD=1.80)、女子学生 20.21 歳

(SD=1.34)。年齢幅、男子学生 18 歳～29 歳、女子学生 18 歳～26 歳。恋愛経験のない学

生は 107 名(男子学生 36 名、女子学生 71 名)。平均年齢、男子学生 19.91 歳(SD=1.25)、
女子学生 20.13 歳(SD=1.07)。年齢幅、男子学生 18 歳～23 歳、女子学生 18 歳～22 歳。 
 
6.1.3.2 dating violence 32 項目ごとの暴力認知における回答分布(表 6-2、表 6-3) 
 dating violence 32 項目ごとの暴力認知の回答状況をまとめた結果を表 6-2、表 6-3 に示

した。なお、解析はχ2検定、リスク分析を行っている。 
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 恋愛経験のある学生の回答(表 6-2)で、χ2検定で男女における有意な関連がみとめられ

なかった項目は、32 項目中 9 項目（携帯を利用した暴力 1 項目、言語的暴力 2 項目、経

済的暴力 1 項目、身体的暴力 3 項目、性的暴力 2 項目）であった。その内容は、「恋人に

メールや着信、発信履歴を見られる」、「自分の好きなこと、興味あることを恋人はバカに

したり、自分の意見や存在を否定したり、自信喪失するようなことを言う」「おまえが変だ」

「おかしい」などと言って、恋人は自分の考えや感情を認めない」、「恋人の経済的な問題

（ギャンブル、借金）などで、嫌な思いや困ることがある」、「恋人は、気に入らないこと

があると、壁や机を叩いたり、物に当たったりする」「痛いほど掴まれたり、突き飛ばされ

たり、壁に叩きつけられたり、髪を掴まれるなど、恋人は乱暴に自分をあつかう」「恋人が、

物を破壊したり、叩きつけたり、ナイフを持ち出したりして怖い思いをさせられる」、「嫌

がっているのにキスや触るなどの性的行為を恋人は強要する」「恋人との性交渉の後、後悔

したり、自己嫌悪に陥ったりする」であった。 
他の 23 項目については有意差(p<.05～p<.001)がみとめられており、オッズ比はそれぞ

れの暴力で、「メールチェックなどの携帯暴力」0.10-0.58、「携帯を破壊するなどの暴力」

0.23-0.55、「言語的暴力」0.29-0.71、「経済的暴力」0.30-0.83、「身体的暴力」0.38-0.76、
「性的暴力」0.35-0.63、「避妊への非協力」0.28、「中絶の強要」0.24 であり、男子学生は

女子学生よりも暴力を暴力として認知していなかった。 
また、男女ともに最も暴力として認知していなかった項目は、「メールチェックなどの

携帯暴力」の暴力の 3 項目。「メールや着信、発信履歴を見られる」、「携帯電話がつなが

らない、すぐにメール返信しないと怒りだす」、「１日に何度も定期的に電話やメールで行

動を報告するよう言われる」であった。反対に最も暴力として認知していた項目は、男女

とも「身体的暴力」の 5 項目。「お腹や脚など、身体を蹴られたり、殴られたりする」「物

を破壊したり、叩きつけたり、ナイフを持ち出したりして怖い思いをさせられる」「痛いほ

ど掴まれたり、突き飛ばされたり、壁に叩きつけられたり、髪を掴まれるなど、恋人は乱

暴に自分をあつかう」「乱暴（無謀）な運転で怖い思いをさせられたり、危険な場所や知ら

ない場所に、置き去りにされる」「自分にものを投げたり、投げつける素振り、殴る素振り

をして、脅かす」である。 
恋愛経験のない学生の回答(表 6-3)で、χ2検定で男女における有意な関連がみとめられ

なかった項目は、32 項目中 26 項目（携帯を利用した暴力 6 項目、言語的暴力 7 項目、経

済的暴力 4 項目、身体的暴力 4 項目、性的暴力 5 項目）であり、ほとんどの項目で性別と

認知との間には関連がなかった。なお、恋愛経験のある学生の欠損値は男子学生の 17.69%
～24.62％、女子学生では 11.64%～17.81%、恋愛経験のない学生の欠損値は、男子学生で

11.11%～27.78%、女子学生で 4.23%～12.68%であった。 
 
6.1.3.3 暴力種別ごとへの非認知得点の男女差(表 6-4) 
各暴力種別への暴力非認知について、男女における関連を探るため Wilcoxon 検定を行
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った。その結果、言語的暴力(W= 12116.50, df=1, p<.01)、性的暴力(W= 11863.00, df=1, 
p<.01)、三種類の暴力(W= 10756.00, df=1, p<.01)、経済的暴力(W= 12587.50, df=1, p<.01)、
メールチェックなどの携帯暴力(W= 13152.50, df=1, p<.001)、携帯を破壊するなどの暴力

(W= 12247.50, df=1, p<.001)への暴力非認知は、女子学生よりも男子学生の方が高いこと

がわかった。よって、男子学生は女子学生よりも有意に暴力を暴力として認知していない

ことが明らかとなった。 
 
6.1.3.4 現在の年齢、恋人との年齢差、交際期間による暴力非認知の傾向 
現在の年齢、恋人との年齢差、交際期間による暴力種類ごとの暴力非認知を検討するた

め、三種類の暴力を中心に、現在の年齢、恋人との年齢差、交際期間で男女別に Wilcoxon
検定、および Kruskal-Wallis 検定を行った。 
6.1.3.4.1 現在の年齢による暴力非認知(表 6-5) 
 現在の年齢は、第 5 章で確認された平均年齢(20.2 歳)を基準とし、20 歳以下と 21 歳以

上に群分けして男女別に Wilcoxon 検定を行っている。その結果、男子学生では「言語的

暴力」(W=1712.00, df=1, p<.01)、「身体的暴力」(W=1808.00, df=1, p<.05)、「三種類の暴

力」(W=1531.50, df=1, p<.05)、「携帯を破壊するなどの暴力」(W=1893.00, df=1, p<.05)
で現在の年齢による有意な関連が明らかになった。女子学生では現在の年齢で有意な関連

はみとめられなかった。このことから、男子学生は 21 歳以上よりも 20 歳以下の方が「言

語的暴力」、「身体的暴力」、「三種類の暴力」、「携帯を破壊するなどの暴力」への暴力非認

知得点が高いことが明らかになった。よって、21 歳以上の男子学生は、20 歳以下の男子

学生よりも暴力を暴力として認知していることがわかった。 
 
6.1.3.4.2 恋人との年齢差による暴力非認知(表 6-6) 
 恋人との年齢差は同じ年齢の者が圧倒的に多かったことから、0 歳、1～4 歳、5 歳以上

の 3 群にわけて分析を行った。恋人との年齢差による Kruskal-Wallis 検定の結果、男女

とも恋人との年齢差で有意な関連はみとめられなかった。 
 
6.1.3.4.3 恋人との交際期間による暴力非認知(表 6-7) 

恋人との交際期間については、第 5 章により男女差はなく平均 15.21 ヶ月(SD=15.28)
であったことから、15 ヶ月を基準とし、15 ヶ月まで、15～30 ヶ月まで、30 ヶ月以上の 3
群にわけ Kruskal-Wallis 検定を行っている。その結果、男子学生は恋人との交際期間で有

意な関連はみとめられなかったが、女子学生では、「性的暴力」(χ2(2)= 7.35, p<.05)で恋

人との交際期間による有意な関連が明らかになった。これにより交際期間 30 ヶ月以上の

女子学生は、他の交際期間の者よりも、性的暴力について、暴力と認知していないことが

わかった。 
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6.1.3.5 恋人との現在の関係における暴力非認知(表 6-8) 
問題のあった恋人との現在の関係では、「交際中」、「別れた」、別れと交際を繰り返して

いるとした「繰り返し」で分析を行った。暴力非認知得点と恋人との現在の関係との関連

を探るため Kruskal-Wallis 検定を行った結果、男女とも恋人との現在の関係で有意な関連

はみとめられなかった。 
 
6.1.4 考察 
① 暴力認知における男女差 

恋愛経験のある大学生の暴力認知は、32 項目中 23 項目において、男子学生は女子学生

よりも暴力を暴力として認知していないこと、暴力種別では「言語的暴力」「性的暴力」で

男子学生は有意に女子学生よりも暴力として認知していないことがわかった。男女ともに

最も暴力として認知していなかった項目は、「メールチェックなどの携帯暴力」の暴力の 3
項目であり、反対に最も暴力として認知していた項目は、男女とも「身体的暴力」の 5 項

目であった。恋愛経験のない学生では、32 項目中 26 項目で、男女に有意な認知差はなか

った。学生たちが最も暴力として認知していた項目は、男女ともに「身体的暴力」の 5 項

目であったことからもわかるように、身体的暴力は比較的暴力として認知しやすいが、性

的暴力については、最も愛を結びつきやすく、それゆえに暴力として認知しなくなるので

はないだろうか。 
 
② 大学生における暴力認知 

男子学生は「言語的暴力」「身体的暴力」において、21 歳以上の学生よりも 20 歳以下の

学生の方が有意に暴力を認知していなかったことから、男子学生は年齢とともに暴力を認

知するようになる可能性があることがわかった。しかし「性的暴力」「メールチェックなど

の携帯暴力」については有意な関連がみとめられなかったことから、年齢があがっても改

善されない傾向が明らかにされた。女子学生では、交際期間(30 ヶ月以上)が長くなると「性

的暴力」を暴力として認知しなくなることが明らかになっている。 
一般的な恋愛関係における暴力の存在は、松井(1990)が恋愛行動の進展の中に暴力行動

を位置づけたことからも確認できる。赤澤(2006)は、男性の否定的行動「殴る」「バカにす

る」が、女性の「食事や弁当を作る」「相手の部屋の掃除をする」などの献身的な行動を高

めていることを示しており、暴力行動は恋愛関係における役割を固定化する役割を担って

いるように思われる。そして Miller, L.M.(2011)もまた，多くの大学生が多少の暴力は恋

愛関係の中ではよくあることで，行き過ぎない限りは耐えるべきとしているのではないか

と考察している。暴力が存在する関係が当たり前であるならば、自分たちの恋愛関係を解

消しないためには、若者のカップルたちは「暴力は愛の証」であると考えたり(Henton, J.M., 
Cate, R., Koval., Lloyd, S., & Christopher, S., 1983)、一時的な原因によるものだと理解
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したり(Fincham, F.D., Paleari, F.G., & Regalia, C., 2002)、あるいは今回の調査結果のよ

うに、関係維持のために暴力を暴力と認知しない方略も必要になるのかもしれない。また、

暴力は双方向であった (Murray, A.S., 2008) との報告もあるように、暴力を認知しないこ

とは被害だけでなく加害の増大につながる可能性も考えられる。 
 
 
第 2 節 dating violence被害項目への不快感 
 
6.2.1  研究目的 
全節の結果、男子大学生は女子学生よりも暴力を暴力として認知していないことが明ら

かとなった。暴力を暴力として認知できない行為についての感情を尋ねるには、最も未分

化な不快感情で質問紙を構成する必要がある。本研究では、暴力に対する感情として、「暴

力への不快感」について調査を行ない、大学生における暴力への不快感の持ち方を明らか

にすることである。 
 
6.2.2 研究方法 
6.2.2.1 研究対象者 

2009 年 1 月末～4 月。関東 3 県の 4 大学に通う大学生 421 名のうち、過去から現在に

かけて恋人関係の経験があると回答した男女、かつ未婚者の学生 276 名（男 130 名、女

146 名）。年齢は、18 歳～29 歳（M=20.21, SD=1.57）。恋人がいることがないと回答した

学生 107名(男 36名、女 71名)、年齢 18～23歳（M=20.06, SD=1.13）。有効回答率は 90.97%。 
なお分析から除外されたデータは、性別不明者、恋愛経験の不明者、および結婚・離婚

経験者である。 
 

6.2.2.2 倫理的配慮 
 今回の調査には、被害体験や他者による暴力行為の目撃を想起する必要があり、心身へ

の負担が十分に予想できる。そのため、調査中に気分が悪くなった者への中止を促す配慮

はもちろんのこと、調査後に起こりうる各種のストレス反応への注意を喚起した上で、各

大学に設置してある保健管理センターや学生相談室、心理相談室への案内を呈示した。ま

た、調査への回答は無記名、中止したことによる不利益はない等を文書と口頭にて説明し、

実施した。同意については、調査用紙の提出をもって同意したこととみなすことを同様に

説明した。なお本調査は、筑波大学の倫理委員会において調査内容および調査実施方法に

ついて審査を受け実施された(平成 20 年 12 月 16 日付け記番号 851)。 
 

6.2.2.3 調査項目 
① 基本属性： 年齢、性別の他、恋人との年齢差、交際期間、現在の関係。 
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② dating violence 被害項目： 第 5 章で作成した「言語的暴力」「身体的暴力」「性的暴

力」「経済的暴力」「メールチェックなどの携帯暴力」「携帯を破壊するなどの暴力」の 30
項目、および女子学生のみに回答してもらった「避妊への非協力」「中絶の強要」の 2 項

目を加えた 32 項目に対して、「とても不快(4 点)」「不快(3 点)」「まあ不快(2 点)」「不快で

ない(1 点)」の４件法で不快感について回答を求めている。 
 
6.2.2.4 分析方法 

「言語的暴力」「身体的暴力」「性的暴力」「経済的暴力」「メールチェックなどの携帯暴

力」「携帯を破壊するなどの暴力」の各暴力項目の Cronbach の α係数を算出し、内的整合

性を確認した後、暴力への不快感「とても不快(4 点)」「不快(3 点)」「まあ不快(2 点)」「不

快でない(1 点)」で得点化を行なっているため、得点が高いほど、暴力への不快感が高いこ

とを示す。 
 大学生の暴力への不快感の男女差を調べるため、Mann-Whitney 検定、χ2検定、およ

び Wilcoxon 検定を行った。また、現在の年齢、恋人との年齢差、交際期間、恋人との現

在の関係との関連を探るため、男女別に Wilcoxon 検定、および Kruskal-Wallis 検定を行

った。統計解析ソフトは SPSS(19.0J) for Windows を用いた。 
 
6.2.3 結果 
6.2.3.1 dating violence 32 項目ごとの不快感における回答分布(表 6-9・表 6-10) 
 dating violence 32 項目ごとの不快感、認知の回答状況をまとめた結果を表 6-9、表 6-10
に示した。なお、解析は Mann-Whitney 検定を行っている。 

恋愛経験のある学生の回答(表 6-9)で、男女における有意な差がみとめられなかった暴力

項目は、5 項目。携帯を利用した暴力の「メールや着信履歴を見られる」「恋人に、１日に

何度も定期的に電話やメールで行動を報告するよう言われる」。恋人からの言語的暴力の

「自分勝手、自己中などと言われたり、気持ち悪い（キモイ）、臭い、死ねなど、罵声を浴

びせる」「恥ずかしいことを人前で言われたり、人前で恥をかかせられる」、経済的暴力の

「お金を貸しても返してくれない」であった。その他 27 の暴力項目については、男子学

生よりも女子学生の方が有意に不快感が高いことがわかった。 
恋愛経験のない学生の回答(表 6-10)で、男女における有意な差がみとめられなかった暴

力項目は、携帯を利用した暴力の 4 項目、言語的暴力 1 項目のみであり、男子学生よりも

女子学生で、有意に不快感が高いことがわかった。 
また、「とても不快」と回答した学生の男女の割合で特に差の大きかった項目は、「避妊

に協力しない」、「中絶を強要する」であり、恋愛経験のある学生では「避妊に協力しない」

に「とても不快」と回答したのは男子学生 26.15%、女子学生 60.96%、「中絶を強要する」

では男 33.08%、女子学生 63.70%である。恋愛経験のない学生ではその差はもっと拡大し、

「避妊に協力しない」で「とても不快」と回答したのは男子学生 36.11%、女子学生 88.73%、
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「中絶を強要する」では男子学生 38.89%、女子学生 84.51%となっていた。 
恋愛経験のある学生の欠損値は男子学生で 20.77%～30.00％、女子学生では 13.70%～

18.49%、恋愛経験のない学生の欠損値は男子学生で 11.11%～27.78%、女子学生で 4.23%
～9.86%であり、欠損値が恋愛経験の有無で大きく異なっていることから、恋愛経験有無×
回答数欠損値でクロス集計を行い、χ2値を求めた。その結果、男子学生では 1 項目を除

いた全ての項目で恋愛経験の有無で回答傾向に違いはなかったが、女子学生では 1 項目を

除いた 31 項目で恋愛経験の有無で回答傾向に有意な差(p<.05～p<.001)がみとめられた。

女子学生では、恋愛経験のある学生の方が、経験のない学生よりも有意に暴力への不快感

について回答をしていない傾向にあった。 
 
6.2.3.2 暴力種別ごとへの不快感得点の男女差(表 6-11) 
各暴力種別への不快感について、男女における関連を探るためWilcoxon検定を行った。

その結果、全ての暴力種別において男女による有意な関連がみとめられた。これにより、

女子学生は男子学生よりも有意(p<.01)に暴力への不快感が高いことが明らかとなった。 
 
6.2.3.3 現在の年齢、恋人との年齢差、交際期間による不快感の傾向 
現在の年齢、恋人との年齢差、交際期間による暴力種類ごとの不快感を検討するため、

三種類の暴力を中心に、現在の年齢、恋人との年齢差、交際期間で男女別に Wilcoxon 検

定、および Kruskal-Wallis 検定を行った。 
6.2.3.3.1 現在の年齢による暴力への不快感(表 6-12) 
 現在の年齢は、第 5 章で確認された平均年齢(20.2 歳)を基準とし、20 歳以下と 21 歳以

上に群分けして男女別に Wilcoxon 検定を行っている。その結果、男女とも現在の年齢に

よる有意な関連はみとめられなかった。 
 

6.2.3.3.2 恋人との年齢差による暴力への不快感(表 6-13) 
 恋人との年齢差は同じ年齢の者が圧倒的に多かったことから、0 歳、1～4 歳、5 歳以上

の 3 群にわけて分析を行った。Kruskal-Wallis 検定の結果、男女とも恋人との年齢差で有

意な関連はみとめられなかった。 
 
6.2.3.3.3 恋人との交際期間による暴力への不快感(表 6-14) 

恋人との交際期間については、第 5 章により男女差はなく平均 15.21 ヶ月(SD=15.28)
であったことから、15 ヶ月を基準とし、15 ヶ月まで、15～30 ヶ月まで、30 ヶ月以上の 3
群にわけ Kruskal-Wallis 検定を行っている。その結果、男女とも三種類の暴力への不快感

で交際期間による有意な関連はみとめられなかった。なお、男子学生において「携帯を破

壊するなどの暴力」(χ2(2)= 6.02, p<.05)への不快感で有意な関連はみとめられている。 
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6.2.3.4 恋人との現在の関係における暴力への不快感(表 6-15) 
問題のあった恋人との現在の関係では、「交際中」、「別れた」、別れと交際を繰り返して

いるとした「繰り返し」で Kruskal-Wallis 検定を行った。その結果、男子学生は「言語的

暴力」(χ2 (2)= 15.89, p<.001) 、「身体的暴力」(χ2 (2)= 8.13, p<.05) 、「三種類の暴力」

(χ2 (2)= 9.23, p<.05) 、「携帯を破壊するなどの暴力」(χ2 (2)= 6.30, p<.05)で恋人との現

在の関係による有意な関連がみとめられた。女子学生では恋人との現在の関係による有意

な関連はみとめられなかった。これにより恋人と別れた男子学生は、交際中の者よりも、

恋人と別れと交際を繰り返している者よりも、暴力への不快感が高いことがわかった。 
 
6.2.4 考察 
① 暴力への不快感における男女差 

全ての暴力種別において、男子学生よりも女子学生の方が暴力への不快感が高いことが

わかった。項目では 32 項目中 27 項目において、男子学生よりも女子学生で有意に暴力へ

の不快感が高く、特に差の大きかった項目は「避妊に協力しない」「中絶を強要する」であ

った。女子学生の 60％超える者が避妊・中絶の項目で「とても不快」としているのに、男

子学生は 26.15%、33.08％にとどまっており、「不快ではない」とした男子学生は 10.77％、

14.62％と 1 割を越えている。また、最も回答傾向に差のなかった項目は、「携帯電話のカ

メラで裸などの写真を撮られる」であり、同じ性被害であっても自分の身に直接置き換え

ることのできる内容では、男子学生でも 50％の者が「とても不快」と回答していた。この

ことから、妊娠に関することは男子学生にとっては他人事であり、不快感をもつほどのこ

とでもないということかもしれない。また、女子学生で不快感が最も低かった項目は、「メ

ールチェックなどの携帯暴力」の 3 項目である。 
小泉･吉武(2008)は、携帯や交友関係のチェックなどの交友監視については､有意に女性

の加害径験が多いと報告しており、性的暴力の加害経験では男性が有意に女性よりも多い

(土肥, 2005; 小泉･吉武, 2008)という報告を裏付けるものと考える。男子学生は「性的暴

力」への不快感が低いために、また女子学生は「メールチェックなどの携帯暴力」への不

快感が低いために、加害行為に結びつきやすくなる可能性が考えられる。 
 
② 大学生における暴力への不快感 

大学生における dating violence 項目に対する不快感は、現在の年齢、恋人との年齢差、

および交際期間に関係なく、男子学生よりも女子学生の方が強く不快感を持つこと。また、

恋愛経験のある学生よりも、恋愛経験のない者の方が暴力への不快感が有意に高いことが

わかった。 
恋人と別れた男子学生は、恋人と交際中の者、交際と別れを繰り返している者よりも「言

語的暴力」「身体的暴力」への不快感が高いことが明らかにされ、男子学生においては、暴

力への不快感を持つことが暴力をふるう恋人からの離脱につながっている可能性が示唆さ
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れた。しかし女子学生においては、暴力への不快感による関連はみられず、暴力への不快

感を持つことが別れる要因になっていない可能性があることがわかった。 
また、「痛いほど掴まれたり、突き飛ばされたり、壁に叩きつけられたり、髪を掴まれ

るなど、恋人は乱暴に自分をあつかう」、「恋人が物を破壊したり、叩きつけたり、ナイフ

を持ち出したりして怖い思いをさせられる」という項目は、客観的に見ても恐怖や不快感

をもつような項目であるにもかかわらず、「とても不快」と回答した男子学生は半数以下

(45.38%、46.92%)であった。 
欠損値分析では、男子学生では恋愛経験の有無で回答傾向に差はなかったが、女子学生

では、恋愛経験の有無で回答傾向に有意な差(p<.05～p<.001)があり、恋愛経験のある女子

学生は暴力への不快感についての質問に対して有意に回答しない傾向にあった。このこと

は、恋愛経験のある女子学生は自分たちの恋人関係の中で経験している事柄について言葉

にすることができなかったり、あるいは考えることができなかった可能性も考えられ、こ

れは不快感を意識することへの回避を表している可能性が考えられる。 
福森・小川(2005)は、精神的苦痛や心理的葛藤などの不快情動と直面することができず

に、あらかじめそれを回避しようとする傾向の強い青年の存在を指摘している。また、不

快な情動に気付かないこと(回避)と、自傷行為(安岡, 1996)、自殺(Baumeister, R.F., 1990)
との関連についても報告されており、今回の調査における欠損値は、暴力への不快感につ

いての回答ができなかっただけでなく、恋人から受ける行為について、女子学生の感情的

な葛藤を表している可能性を示唆するものであると考える。 
 
 
第 3 節 dating violence被害と、暴力認知、不快感情との関連 
 
6.3.1 研究目的 

Klein,R.(2004)は、加害者自身にとっての都合の良い判断は、周囲に加害者の立場を支

持する者が多いほど暴力が顕著になると報告している。暴力を暴力として認知しないとい

うことは、暴力容認する態度へとつながり、暴力被害を増加させる可能性が高い。そこで

暴力認知、暴力への不快感と暴力被害との関連を調べ、暴力防止教育などによる暴力への

認知教育が dating violence における暴力被害の低下につながる可能性を検討していく。な

お、暴力を暴力として認知できない行為についての感情を尋ねるには、最も未分化な不快

感情で質問紙を構成する必要がある。そこで本研究では、暴力に対する大学生の感情とし

て、「暴力への不快感」について調査を行なっている。 
 
6.3.2 研究方法 
6.3.2.1 研究対象者 

2009 年 1 月末～4 月。関東 3 県の 4 大学に通う大学生 421 名のうち、過去から現在に
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かけて恋人関係の経験があると回答した男女、かつ未婚者の学生 276 名（男 130 名、女

146 名）。年齢は、18 歳～29 歳（M=20.21, SD=1.57）。恋人がいることがないと回答した

学生 107名(男 36名、女 71名)、年齢 18～23歳（M=20.06, SD=1.13）。有効回答率は 90.97%。 
なお分析から除外されたデータは、性別不明者、恋愛経験の不明者、および結婚・離婚

経験者である。 
 
6.3.2.2 倫理的配慮 
 今回の調査には、被害体験や他者による暴力行為の目撃を想起する必要があり、心身へ

の負担が十分に予想できる。そのため、調査中に気分が悪くなった者への中止を促す配慮

はもちろんのこと、調査後に起こりうる各種のストレス反応への注意を喚起した上で、各

大学に設置してある保健管理センターや学生相談室、心理相談室への案内を呈示した。ま

た、調査への回答は無記名、中止したことによる不利益はない等を文書と口頭にて説明し、

実施した。同意については、調査用紙の提出をもって同意したこととみなすことを同様に

説明した。なお本調査は、筑波大学の倫理委員会において調査内容および調査実施方法に

ついて審査を受け実施された(平成 20 年 12 月 16 日付け記番号 851)。 
 
6.3.2.2 調査項目 
① 基本属性： 年齢、性別の他、恋人との年齢差、交際期間、現在の関係。 
② dating violence 被害項目： 第 5 章で作成した「言語的暴力」「身体的暴力」「性的暴

力」「経済的暴力」「メールチェックなどの携帯暴力」「携帯を破壊するなどの暴力」の 30
項目、および女子学生のみに回答してもらった「避妊への非協力」「中絶の強要」の 2 項

目を加えた 32 項目に対して、被害頻度「いつも(4 点)」「ときどき(3 点)」「たまに(2 点)」
「全くない(1 点)」の 4 件法、暴力への不快感情「とても不快(4 点)」「不快(3 点)」「まあ不

快(2 点)」「不快でない(1 点)」の 4 件法、同じく 32 項目に対して、「これを暴力と思いま

すか」という暴力認知に対して、「はい(1 点)」「いいえ(2 点)」の 2 件法で作成、回答を求

めている。 
 
6.3.2.3 分析方法 

各暴力項目の暴力認知には「はい(1 点)」、「いいえ(2 点)」で得点化を行なっているため、

得点が高いほど、暴力を認知していないことになることから、本論では、暴力を認知して

いないことを「暴力非認知」と表現している。また、暴力への不快感では「とても不快(4
点)」「不快(3 点)」「まあ不快(2 点)」「不快でない(1 点)」で得点化を行なっているため、得

点が高いほど、「暴力への不快感」が高いことを示す。同様に、暴力における被害頻度では

「いつも(4 点)」「ときどき(3 点)」「たまに(2 点)」「全くない(1 点)」で得点化をしているこ

とから、得点が高いほど「暴力被害」が多いことを示している。 
本論では、被害頻度による暴力への不快感、暴力認知(非認知)との関連を調べるため、
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男女別に Wilcoxon 検定、および重回帰分析を行った。統計解析ソフトは SPSS(19.0J) for 
Windows を用いた。 
 
6.3.3 結果 
6.3.3.1 それぞれの暴力被害有無による暴力への非認知得点(表 6-16) 
それぞれの暴力被害の有無による各暴力への非認知との関連を探るため、男女別に

Wilcoxon 検定を行なった。なお被害有は、性的暴力被害ではひとつでも「たまに」と回答

した者か、あるいは、それ言語的暴力、身体的暴力で「ときどき」「いつも」と回答した者。

被害無は、性的暴力被害では全ての項目で「全くない」と回答した者、あるいは、言語的

暴力、身体的暴力で「全くない」「一度でも(たまに)」と回答した者である。 
その結果、男子学生では「言語的暴力」(W= 3570.00, df=1, p<.05)、「三種類の暴力」(W= 

3030.00, df=1, p<.05)、「メールチェックなどの携帯暴力」(W= 1188.50, df=1, p<.05)で、

暴力被害の有無による有意な関連がみとめられた。女子学生では、「言語的暴力」(W= 
3862.00, df=1, p<.05)、「性的暴力」(W= 3494.50, df=1, p<.01)、「三種類の暴力」(W= 
3294.50, df=1, p<.05)で、暴力被害の有無による有意な関連がみとめられた。これにより

暴力被害のある男子学生は、被害のない者よりも「言語的暴力」を暴力として認知してお

らず、暴力被害のある女子学生は、被害のない者よりも「言語的暴力」および「性的暴力」

を暴力として認知していないことがわかった。 
 
6.3.3.2 それぞれの暴力被害有無による暴力への不快感得点(表 6-17) 
それぞれの暴力被害の有無による各暴力への不快感との関連を探るため、男女別に

Wilcoxon 検定を行なった。なお被害有は、性的暴力被害ではひとつでも「たまに」と回答

した者か、あるいは、それ言語的暴力、身体的暴力で「ときどき」「いつも」と回答した者。

被害無は、性的暴力被害では全ての項目で「全くない」と回答した者、あるいは、言語的

暴力、身体的暴力で「全くない」「一度でも(たまに)」と回答した者である。 
その結果、男子学生では「言語的暴力」(W=922.00, df=1, p<.05)、「性的暴力」(W= 780.00, 

df=1, p<.01)、「三種類の暴力」(W= 673.00, df=1, p<.01)、「経済的暴力」(W= 793.50, df=1, 
p<.01)で、暴力被害の有無による有意な関連がみとめられた。 

女子学生では、「言語的暴力」(W= 2448.50, df=1, p<.01)、「性的暴力」(W= 2458.50, df=1, 
p<.01)、「三種類の暴力」(W= 2054.50, df=1, p<.01) 、「携帯を破壊するなどの暴力」(W= 
3011.50, df=1, p<.05)で、暴力被害の有無による有意な関連がみとめられた。 

これにより男女とも暴力被害のある学生は被害のない者よりも、「言語的暴力」、「性的

暴力」への不快感が低いことがわかった。 
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6.3.3.3 暴力認知、暴力への不快感がdating violence被害に与える影響(図 6-1) 
暴力防止教育などによる暴力への認知教育が dating violence における暴力被害の低下

につながる可能性を検討するため、図 6-1 のようなパス・モデルを想定した。 
三種類の暴力「言語的暴力」「身体的暴力」「性的暴力」による被害を目的変数とし、三

種類の暴力への暴力非認知および不快感を説明変数としたそれぞれの暴力種別による１対

１のステップワイズ法による重回帰分析を、それぞれの暴力被害、認知、不快感の組み合

わせで行なった結果、男子学生では、各暴力への不快感から各暴力被害(言語的暴力・身体

的暴力・性的暴力)に対する標準偏回帰係数(β=-.37, p<.001; β=-.36, p<.001; β=-.28, p<.01 )
が有意であった。女子学生では、各暴力非認知から各暴力被害(言語的暴力・身体的暴力・

性的暴力)に対する標準偏回帰係数(β=.24, p<.05; β=.21, p<.05; β=-.20, p<.05 )が有意であ

った。 
以上のことから、男子学生では、暴力への不快感を持たないことが暴力被害につながり、

女子学生では、言語的暴力、身体的暴力については、暴力として認知しないことが、言語

的・身体的暴力被害につながるが、性的被害の場合は、性的暴力を暴力として認知するこ

とが、暴力被害へとつながっている可能性が明らかとなった。暴力被害への影響は、男子

学生では暴力への不快感、女子学生では暴力認知と、男女で異なる傾向にあった。 
 
6.3.3.4 暴力非認知および不快感が三種類の暴力被害、およびメールチェックなどの携帯

暴力被害に与える影響(表 6-18) 
携帯電話は、いまや重要なコミュニケーションツールであり、若い世代では相手の行動

を制約する道具として用いられている可能性が高いとして、2007 年の内閣府による調査か

らメールチェックなどの携帯電話を利用した暴力は導入されている。ここでは、メールチ

ェックなどの携帯暴力と三種類の暴力への暴力認知、暴力への不快感がそれぞれの暴力被

害に与える影響を確認するため、ステップワイズ法による重回帰分析を男女別に行った。 
なお説明変数は、「言語的暴力」「身体的暴力」「性的暴力」「メールチェックなどの携帯

暴力」それぞれの暴力非認知、および不快感とした。 
その結果、男子学生はメールチェックなどの携帯暴力への非認知から、「身体的暴力」

被害に対する標準偏回帰係数(β=-.61, p<.001)、および「性的暴力」被害に対する標準偏回

帰係数(β=-.52, p<.001)が有意であった。また、身体的暴力への不快感から「メールチェッ

クなどの携帯暴力」被害に対する標準偏回帰係数(β=-.23, p<.05)、および「言語的暴力」

被害に対する標準偏回帰係数(β=-.37, p<.01)、が有意であった。 
女子学生では、メールチェックなどの携帯暴力への不快感から、「身体的暴力」被害に

対する標準偏回帰係数(β=.20, p<.05)、および「性的暴力」被害に対する標準偏回帰係数

(β=.32, p<.01)が有意であった。他には、性的暴力への不快感から「性的暴力」被害に対す

る標準偏回帰係数(β=-.24, p<.05)。そして、言語的暴力への非認知から、「言語的暴力」被

害に対する標準偏回帰係数(β=.24, p<.05)、および「身体的暴力」被害に対する標準偏回帰
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係数(β=.30, p<.01)が有意であった。 
これにより、男子学生はメールチェックなどの携帯暴力を暴力と認知するほど、身体的

暴力被害、および性的暴力被害が増加すること、身体的暴力への不快感が低いほど、言語

的暴力被害、およびメールチェックなどの携帯暴力被害が増加することがわかった。 
女子学生では、メールチェックなどの携帯暴力への不快感が高いほど、身体的暴力被害、

および性的暴力被害が増加し、性的暴力への不快感が低いほど、性的暴力被害が増加する

ことがわかった。また、言語的暴力を暴力と認知しないほど、言語的暴力被害、および身

体的暴力被害が増加することがわかった。 
以上、メールチェックなどの携帯暴力への暴力認知や暴力への不快感で三種類の暴力被

害を予測することは可能であり、メールチェックなどの携帯暴力は、dating violence にお

けるひとつの形態であることが明らかとなった。 
 
6.3.4 考察 
男子学生は「言語的暴力」を暴力として認知していないほど、そして、「言語的暴力」、

「性的暴力」への不快感を持たないほど、その暴力被害多く受けていることがわかった。

女子学生では「言語的暴力」、「性的暴力」を暴力として認知していないほど、そして不快

感を持たないほど、言語的、性的暴力被害を受けていることがわかった。 
また、暴力防止教育などによる暴力への認知教育を想定したパス解析の結果、暴力被害

への影響は男女で異なることが明らかとなっている。男子学生では、暴力への不快感を持

たないことが暴力被害につながる可能性があり、女子学生では、言語的・身体的暴力を暴

力として認知しないことが、言語的・身体的暴力被害につながる可能性があり、性的暴力

被害の場合は、性的暴力を暴力として認知することが、かえって性的暴力被害へとつなが

る可能性があった。しかし暴力被害への影響は、被害者がどんなに暴力への知識を持った

としても、加害者が暴力を選択してしまえば避けることは難しいともいえる。 
大学生を対象に調査を行なった Miller, L.M.(2011)は、その約 85%は自分が身体的暴力

の被害者もしくは加害者であるという認識がなかったと報告しており、今回の結果である

男子学生の暴力への不快感を持たないことは、暴力による人の痛みに鈍感である可能性が

考えられ、女子学生の言語的・身体的暴力を認知しないことは、暴力を知らぬうちに振る

っている可能性を示唆するものである。青野・周・森永・葛西(2011)によれば、dating 
violence には「やられたらやりかえす」という特徴があり、Bookwala, J., Frieze, I.H., 
Smith, C., & Ryan, K.(1992)は、最初は軽いレベルの暴力が相互作用により､より激しいレ

ベルへとエスカレートしていき､最終的には死に至るような場合もありうると報告してい

る。また、女子学生の性的暴力を暴力として認知していることは、恋人からの嫌な要求に

答えないことにつながる可能性が高く、男子学生がそれでも欲求を満たそうとすれば、そ

れが性的暴力となっていることが考えられる。 
日比野・湯川・中村(2001)は衝動的な攻撃に対する抑制要因の分類を行なっている。そ
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れによると、抑制要因として周囲との関係性や相手との関係・共感が抽出され、相手への

配慮や共感性は、怒りの感情が攻撃的な表出につながることを防いでいたという。 
今回得られた、暴力被害への影響は男女で異なるという結果を加味すれば、このような

先行研究で示された暴力防止教育は、男子学生には感情的なアプローチが有効であり、女

子学生には知識教育的なアプローチが有効であるということができるだろう。 
また、メールチェックなどの携帯暴力への暴力認知や不快感で暴力被害を予測すること

が可能であるという今回の結果は、内閣府(2007)によって導入された携帯電話を利用した

暴力(メールチェックなど)も、dating violence におけるひとつの形態であることが裏づけ

られたと考える。今や携帯電話やスマートホンは若者文化に深く浸透しており、相手を無

視して勝手にメールチェックを行なったり、データを消去する行為は、相手の安全や尊厳

を脅かす力の行使であり、WHO(1997)が定義した「暴力」と考えることができるだろう。 
 
 
第 4 節 小括 
 
大学生における暴力認知 
 男子学生は、女子学生と比べて暴力を認知してないことが明らかとなった。 
特に男女差があったのは「性的暴力」「避妊に非協力」「中絶の強要」に関するものであり、

男女とも最も暴力として認知していたのは「身体的暴力」、男女とも最も暴力として認知し

ていなかったのは「メールチェックなどの携帯暴力」であった。 
 男子学生は女子学生と比べて暴力を暴力として認知しなかったが、「言語的暴力」「身体

的暴力」においては、21 歳以上になると、暴力として認知する傾向があることがわかった。

しかし、「メールチェックなどの携帯暴力」「性的暴力」については、男子学生の年齢があ

がっても改善されないことが明らかにされた。 
 女子学生は交際期間 30 ヶ月を越えると、「性的暴力」を暴力として認知しなくなること、

恋愛経験のない学生では、恋愛経験のある学生よりも暴力を認知していることがわかった。 
 
大学生における暴力への不快感 

 暴力への不快感でも、男子学生は女子学生よりも暴力に対して不快感を持たないこと、

恋愛経験のある学生よりも、恋愛経験のない者の方が暴力への不快感を持つことが明らか

となった。 
恋人と別れた男子学生は、恋人と交際中の者、交際と別れを繰り返している者よりも「言

語的暴力」「身体的暴力」への不快感が高いことが明らかとなり、男子学生においては、暴

力への不快感を持つことが暴力をふるう恋人からの離脱につながっている可能性があるが、

女子学生においては、暴力への不快感を持つことが別れる要因になっていない可能性が考

えられた。 
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男子学生の半数は、「恋人が物を破壊したり、叩きつけたり、ナイフを持ち出したりし

て怖い思いをさせられる」、「痛いほど掴まれたり、突き飛ばされたり、壁に叩きつけられ

たり、髪を掴まれるなど、恋人は乱暴に自分をあつかう」といった、客観的に見ても恐怖

や不快感をもつような項目であっても、不快感は低かった。特に差の大きかった項目は「避

妊に協力しない」「中絶を強要する」であった。しかし「携帯電話のカメラで裸などの写真

を撮られる」のような、同じ性的暴力被害であっても、自分の身に直接置き換えることの

できる内容では、男子学生でも 50％の者が「とても不快」と回答していた。 
 恋愛経験のある女子学生は、暴力への不快感について尋ねる質問に対し、有意に回答を

避ける傾向にあったことから、恋人から受ける行為について感情的な葛藤を抱えている可

能性も示唆された。 
 
暴力認知、暴力への不快感と暴力被害との関連 
 男子学生と女子学生では、暴力被害に影響する内容が異なることが明らかとなった。 

男子学生では、暴力への不快感を持たないことが暴力被害につながる可能性、女子学生

では、言語的・身体的暴力を暴力として認知しないことが言語的・身体的暴力被害につな

がる可能性、そして女子学生の性的暴力被害の場合は、性的暴力を暴力として認知するこ

とが性的暴力被害へとつながる可能性が明らかにされた。 
このことから暴力防止教育のアプローチ方法は、男子学生には感情的なアプローチ、女

子学生には知識教育的なアプローチが有効である可能性がある。また、内閣府(2007)によ

って導入された携帯電話を利用した暴力も、dating violence における暴力形態のひとつで

あることが裏づけられた。 
 
 



 

第 7 章 精神的健康度との関連(研究 3) 
 

Aron, A., Paris, M., & Aron, E. N.(1995) は、恋愛開始前よりも開始後の方が、自己概

念が多様化し、自己効力感や自尊心も増加すると示した一方で、Williams, S., Connolly, J., 
& Segal, Z.V.(2001) は、恋人との関係をあまり親密でないと認知している群は親密である

と認知している群よりも、否定的な信念が強くなることを示しており、Joyner, K., & Udry, 
J.R.(2000)は、恋人と深い関係をもつことが、精神的不健康を引き起こす可能性を示唆し

た。また、加茂(2004)は、身体的暴力より精神的暴力の方が脅威であり、無力化の根本で

あったと振り返る被害者は少なくないと報告している。本章では、恋愛関係と精神的健康

度、dating violence 被害と精神的健康度との関連を明らかにすることを目的としている。 
 
 
第１節 大学生における精神的健康度 
 
7.1.1 研究目的 
 本研究の目的は、大学生における dating violence と精神的健康度(GHQ-12)との関連を

把握する第一歩として、調査協力の得られた大学生の精神的健康度、および暮らし方や恋

愛形態による精神的健康度を確認することである。 
 
7.1.2 研究方法 
7.1.2.1 研究対象者 

2009 年 1 月末～4 月。関東 3 県の 4 大学に通う大学生 421 名のうち、過去から現在に

かけて恋人関係の経験があると回答した男女、かつ未婚者の学生 276 名（男 130 名、女

146 名）。年齢は、18 歳～29 歳（M=20.21, SD=1.57）。恋人がいることがないと回答した

学生 107名(男 36名、女 71名)、年齢 18～23歳（M=20.06, SD=1.13）。有効回答率は 90.97%。 
なお分析から除外されたデータは、性別不明者、恋愛経験の不明者、および結婚・離婚

経験者である。 
 
7.1.2.2 倫理的配慮 
 今回の調査には、被害体験や他者による暴力行為の目撃を想起する必要があり、心身へ

の負担が十分に予想できる。そのため、調査中に気分が悪くなった者への中止を促す配慮

はもちろんのこと、調査後に起こりうる各種のストレス反応への注意を喚起した上で、各

大学に設置してある保健管理センターや学生相談室、心理相談室への案内を呈示した。ま

た、調査への回答は無記名、中止したことによる不利益はない等を文書と口頭にて説明し、

実施した。同意については、調査用紙の提出をもって同意したこととみなすことを同様に

説明した。なお本調査は、筑波大学の倫理委員会において調査内容および調査実施方法に
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ついて審査を受け実施された(平成 20 年 12 月 16 日付け記番号 851)。 
 
7.1.2.3 調査項目 
① 基本属性： 年齢、性別の他、現在の恋人の有無を確認した後、問題の多かった恋人

との恋愛形態や現在の関係についても尋ねている。その際、複数の恋愛経験を持つ学生に

対しては、もっとも問題の多かった恋人を思い出して回答を求めた。 
② General Health Questionnaire 12 (GHQ-12: Goldberg, 1978; 中川・大坊, 1985） 
地域などでの精神的健康問題のスクリーニング目的で WHO が開発したもの。不安や抑

うつ、適応傷害などに関連する項目を 4 件法で回答する。得点が高いものほど精神的健康

に問題があるとみなされる。GHQ-12 のカットオフポイントは 4 点以上が奨励されている

（本田, 2001）。青年を対象とした場合、GHQ 得点は成人よりも高く、精神的健康度は通

常悪い結果を示す傾向があると指摘されている(精神科臨床評価マニュアル, 1999)。また

GHQ 得点は男性よりも女性で高得点になるとも報告されている(島, 2004)。本研究では、

Goldberg による GHQ 法(0-0-1-1)を用いて得点を算出した。 
 
7.1.2.4 分析方法 

男女差、恋愛経験の有無、現在の年齢における大学生の精神的健康度を確認するため、

相関分析、t 検定、ニ要因分散分析を行った。なお、統計解析ソフトは SPSS(19.0J) for 
Windows を用いた。 
  
7.1.3 結果 
7.1.3.1  基本属性(表 7-1) 
 分析対象者 383 名の基本属性を表 7-1 に示した。 恋愛経験のある学生は 276 名(男子学

生 130 名、女子学生 146 名)。平均年齢、男子学生 20.22 歳(SD=1.80)、女子学生 20.21 歳

(SD=1.34)。年齢幅、男子学生 18 歳～29 歳、女子学生 18 歳～26 歳。 
恋愛経験のない学生は 107 名(男子学生 36 名、女子学生 71 名)。平均年齢、男子学生 19.91

歳(SD=1.25)、女子学生 20.13 歳(SD=1.07)。年齢幅、男子学生 18 歳～23 歳、女子学生

18 歳～22 歳。 
 
7.1.3.2 恋愛経験有無による精神的健康度(表 7-2) 
男女別、および恋愛経験の有無ごとの t 検定を行なった。その結果、恋愛経験のない学

生の精神的健康度得点は、男子学生 6.44(SD=3.25)、女子学生 5.86(SD=2.86)であり、恋

愛経験のある学生の精神的健康度得点は、男子学生 5.13(SD=3.00)、女子学生

6.00(SD=2.97)、全体では男子学生 5.41(SD=3.10)、女子学生 5.95(SD=2.93)であった。 
t 検定の結果、恋愛経験のない学生では男女による有意な差(t(105)=.96, n.s.)はなかった。

恋愛経験のある学生においては、男女による有意な差(t(267)=2.40, p<.05 )がみとめられた。
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また、男子学生(164 名)女子学生(212 名)全体の差(t(374)=1.72, n.s.)はなかった。 
男女別に恋愛経験の有無による t 検定を行なった結果、男子学生の恋愛経験有群と無群

の間(t(162)=2.29, p<.05 )で有意な差がみとめられた。 
 
7.1.3.3 精神的健康度と年齢、年齢差、交際期間との関連(表 7-3) 
 おおまかな関連を確認するため、恋愛経験のある者の年齢、恋人との年齢差および交際

期間と、精神的健康度得点の相関係数を算出した。その結果を表 7-3 に示す。 
 その結果、男子学生の精神的健康度は、現在の年齢、恋人との年齢差、および交際期間

との間で有意な関連はなかった。女子学生においては、交際期間との間で正の有意な相関

(r=.17, p<.05)がみとめられた。このことにより、恋愛経験のある女子学生では、恋人との

交際期間が長くなるに従い、わずかであるが精神的に不健康になることがわかった。 
 
7.1.3.4 現在の年齢、恋人との年齢差、交際期間による精神的健康度(表 7-4) 
 上記の傾向をさらに詳しく検討するため、現在の年齢、恋人との年齢差、交際期間につ

いて平均値に基づいて群わけを行い、ニ要因分散分析を行った。結果を表 7-4 に示した。 
7.1.3.4.1 現在の年齢による精神的健康度 
 現在の年齢は第 5 章で確認された平均年齢(20.21 歳)を基準とし、20 歳以下と 21 歳以上

に群分けして分析を行っている。現在の年齢×男女のニ要因分散分析の結果、交互作用は

なく、性別による有意な主効果(F(1,265)=5.46, p<.05)がみとめられた。精神的健康度は、

年齢に関係なく、男子学生よりも女子学生の方が精神的に不健康であった。 
 
7.1.3.4.2 恋人との年齢差による精神的健康度 

恋人との年齢差は同じ年齢の者が圧倒的に多かったことから、0 歳、1～4 歳、5 歳以上

の 3 群にわけて分析を行った。恋人との年齢差×男女のニ要因分散分析の結果、交互作用

はなく、性別による有意な主効果(F(2,245)=4.85, p<.05)がみとめられた。精神的健康度は、

恋人との年齢差にも関連がなく、男子学生よりも女子学生の方が精神的に不健康であった。 
 

7.1.3.4.3 恋人との交際期間による精神的健康度 
恋人との交際期間については、第 5 章により男女差はなく平均 15.21 ヶ月(SD=15.28)

であったことから、15 ヶ月を基準とし、15 ヶ月まで、15～30 ヶ月まで、30 ヶ月以上の 3
群にわけ二要因分散分析を行っている。 

恋人との交際期間×男女のニ要因分散分析の結果、交互作用はなく、性別による有意な

主効果(F(2,245)=7.11, p<.01)がみとめられた。精神的健康度は、恋人との交際期間に関係

なく、男子学生よりも女子学生の方が精神的に不健康であった。 
 

7.1.3.4.4 現在の同居人による精神的健康度 

- 76 - 
 



 

現在同居している相手を基準としニ要因分散分析を行った。その結果、交互作用はなく、

同居相手による有意な主効果(F(3,257)=2.87, p<.05)がみとめられた。現在の同居相手によ

って精神的健康度に差のあることが明らかにされた。大学生は、家族と暮らしている者よ

りも一人で暮らしている者の方が、精神的に不健康であることがわかった。 
 
7.1.4 考察 
① 大学生の精神的健康度 

平均年齢 20 歳の大学生における精神的健康度(GHQ-12)は、男子学生 5.41(SD=3.10)、
女子学生 5.95(SD=2.93)であり、t 検定の結果、t(374)=1.72, n.s.で有意差はなかったが、

恋愛経験のある学生においては男女による有意な差(t(267)=2.40, p<.05 )があり、女子学生

の方が不健康であった。この男子学生よりも女子学生の方が精神的健康度は悪いという結

果は、中嶋(2008)、Doi, Y., & Minowa, M.(2003)などの先行研究を支持するものである。 
また、GHQ-12 を使用する際、本田(2001)は 4 点以上がスクリーニングの cut-off point

として最適であるとしているが、10 年前と比べて GHQ-30 の平均得点が高く、10 年の間

に学生の精神的健康状態がより悪くなっている(中嶋, 2008)との指摘から、大学に入学した

学生を調査した仙波・清水(2011)は、GHQ-12 で cut-off point 5/6 という基準が得られた

と報告している。cut-off point 5/6 を採用するならば、今回の調査結果は、妥当的な数値

といえる。 
そして恋愛経験のある大学生は、家族と暮らしている者よりも一人で暮らしている者の

方が、精神的に不健康であることがわかっている。大学生にとっては依然として家族の支

えが心の安定となっているものと考える。 
 
② 恋愛経験における精神的健康 

今回の調査結果、男子学生の恋愛経験のある者は、経験のない者よりも精神的に健康で

あった。これは、過去 3 年間恋愛関係をもったことがない人よりも、恋愛関係をもった人

の方が自己実現の程度が高いことを示した Dietch, J.(1978)の報告や、Long, B.(1983)によ

る恋愛関係にある者がない者より自尊心が高いという報告を支持したものである。 
女子学生の結果は、統計的な有意差はなかったものの、恋愛経験のある者は経験のない

者よりも精神的に不健康であった。このことは、恋人との関係をあまり親密でないと認知

している群は親密であると認知している群よりも否定的な信念が強くなることを示した

Williams, S., Connolly, J., & Segal, Z.V.(2001)による報告を支持するものであり、女子学

生たちが経験する恋愛関係には男子学生には見られない関係性が生じている可能性も示唆

していると考える。 
また相関分析の結果、恋愛経験のある女子学生では、恋人との交際期間が長くなるに従

い精神的に不健康になる傾向がわかっている。Joyner, K., & Udry, J. R.(2000)も、恋人と

深い関係をもつことが、精神的不健康を引き起こす可能性を示しており、松井(1990)によ
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る「恋愛行動の進展に関する模式図」では、進展する第 5 段階目に「殴った、殴られた」

を位置づけており、これが進展による健康悪化の要因になっていると考えることもできる。 
 
 
第 2 節 dating violence被害と精神的健康度との関連 
 
7.2.1 研究目的 
 パートナーからの暴力を受けた女性は、そうでない女性に比べ、抑うつ症状や身体的・

精神的慢性疾患の悪化等、健康状態の悪さを、より多く示すことを明らかにしている。 
(Coker, A., Davis, K., Arias, I., Desai, S., Sanderson, M., Brandt, H., & Smith, P., 2002)。 
そこで本研究の目的は、大学生における dating violence 被害が精神的健康度(GHQ-12)に
及ぼす影響を確認することである。 
 
7.2.2 研究方法 
7.2.2.1 研究対象者 

2009 年 1 月末～4 月。関東 3 県の 4 大学に通う大学生 421 名のうち、過去から現在に

かけて恋人関係の経験があると回答した男女、かつ未婚者の学生 276 名（男 130 名、女

146 名）。年齢は、18 歳～29 歳（M=20.21, SD=1.57）。有効回答率は 65.56%。 
なお分析から除外されたデータは、恋愛経験のない学生、性別不明者、恋愛経験の不明

者、および結婚・離婚経験者である。 
 
7.2.2.2 倫理的配慮 
 今回の調査には、被害体験や他者による暴力行為の目撃を想起する必要があり、心身へ

の負担が十分に予想できる。そのため、調査中に気分が悪くなった者への中止を促す配慮

はもちろんのこと、調査後に起こりうる各種のストレス反応への注意を喚起した上で、各

大学に設置してある保健管理センターや学生相談室、心理相談室への案内を呈示した。ま

た、調査への回答は無記名、中止したことによる不利益はない等を文書と口頭にて説明し、

実施した。同意については、調査用紙の提出をもって同意したこととみなすことを同様に

説明した。なお本調査は、筑波大学の倫理委員会において調査内容および調査実施方法に

ついて審査を受け実施された(平成 20 年 12 月 16 日付け記番号 851)。 
 
7.2.2.3 調査項目 
① 基本属性： 年齢、性別の他、現在の恋人の有無を確認した後、問題の多かった恋人

との恋愛形態や現在の関係についても尋ねている。その際、複数の恋愛経験を持つ学生に

対しては、もっとも問題の多かった恋人を思い出して回答を求めた。 
② General Health Questionnaire 12 (GHQ-12: Goldberg, 1978; 中川・大坊, 1985） 
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地域などでの精神的健康問題のスクリーニング目的で WHO が開発したもの。不安や抑

うつ、適応傷害などに関連する項目を 4 件法で回答する。得点が高いものほど精神的健康

に問題があるとみなされる。GHQ-12 のカットオフポイントは 4 点以上が奨励されている

（本田, 2001）。青年を対象とした場合、GHQ 得点は成人よりも高く、精神的健康度は通

常悪い結果を示す傾向があると指摘されている(精神科臨床評価マニュアル, 1999)。また

GHQ 得点は男性よりも女性で高得点になるとも報告されている(島, 2004)。本研究では、

Goldberg による GHQ 法(0-0-1-1)を用いて得点を算出した。 
③ dating violence 被害項目： 内閣府の調査(2007)を参考に、構成項目「言語的暴力」

「身体的暴力」「性的暴力」「経済的暴力」「携帯電話による暴力(メールチェックなどの携

帯暴力・携帯を破壊するなどの暴力)」に分け、過去に行われた内閣府調査(2006)、および

小西聖子の調査(1997)などを追加して 32 項目(うち中絶妊娠に関する 2 項目は女子学生の

みの回答)で構成した。その後、大学教員、研究者および専門家に内容的妥当性を検討して

もらった。回答方法は、「いつも(4 点)」「ときどき(3 点)」「たまに(2 点)」「全くない(1 点)」
の被害頻度を質問する 4 件法を用いた。 
 
7.2.2.4 分析方法 

男女別の被害の有無、被害の度合いによる関連を調べるため、統計解析ソフト

SPSS(19.0J) for Windows を用いて t 検定、ニ要因分散分析、および重回帰分析を行った。 
 
7.2.3 結果 
7.2.3.1 三種類の暴力被害の有無における精神的健康度(表 7-5) 
 三種類の暴力被害の有無による精神的健康度の差を検討するために「被害有群」「被害無

群」に分けて、男女別に t 検定を行った。なお「被害有群」とは、言語的暴力、身体的暴

力の項目中ひとつでも「ときどき」あるいは「いつも」と回答しているか、あるいは性的

暴力では「一度でも（たまに）」と回答している学生のことである。 
その結果、男子学生の精神的健康度得点は、被害無群で 4.88(SD=2.85)、被害有群で

5.37(SD=3.45)、女子学生の精神的健康度得点は、被害無群で 5.34(SD=2.75)、被害有群で

6.60(SD=3.10)であり、t 検定の結果、女子学生において有意な差(t(123)=2.41, p<.05)が明

らかとなった。 
 
7.2.3.2 三種類の暴力被害頻度による精神的健康度(表 7-6) 
 暴力被害頻度による精神的健康度の特徴を探るため、第 5 章 2 節の三種類の暴力で被害

がないと回答した学生(0 群)を除いた被害のパーセンタイル順位に基づき、対象者を 0%順

位≦被害得点≧25%順位を 1 群、25%順位＜被害得点≧50%順位を 2 群、50%順位＜被害

得点≧75%順位を 3 群、75%順位＜被害得点≧100%順位を 4 群に分けた。精神的健康度

を従属変数とした三種類の暴力被害頻度 0～5 郡×男女の二要因分散分析を行った。結果は
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表 7-6 に示した。 
三種類の暴力被害頻度 0～5 郡×男女の二要因分散分析の結果、有意な交互作用

(F(4,227)=3.85, p<.01)がみられた。交互作用が有意であったことから、単純主効果の検定

を行った。その結果、「1 群」「3 群」で性別による単純主効果(F(1,227)=5.96, p<.05 ; 
F(1,227)=7.08, p<.01)が有意であった。また、男子学生、女子学生において「被害頻度」

による単純主効果(F(4,227)=3.49, p<.01; F(4,227)=3.70, p<.01)が有意であった。 
これにより三種類の暴力被害頻度 1 群(0%順位≦被害得点≧25%順位)の学生では、女子

学生より男子学生の方が不健康であり、暴力被害頻度 3 群(50%順位＜被害得点≧75%順位)
の学生では、男子学生より女子学生の方が不健康であることがわかった。また、男女とも

暴力被害頻度 0 群(暴力被害なし)の学生よりも、暴力被害頻度 4 群(75%順位＜被害得点≧

100%順位)の学生の方が不健康であった。これにより、暴力被害がない、あるいは被害が

1-2 ポイント(1 群：0%順位≦被害得点≧25%順位)の学生の場合、男子学生よりも女子学生

の方が精神的に健康であったが、暴力被害が増えていくに従い女子学生は男子学生よりも

不健康になっていくことがわかった。 
 
7.2.3.3 三種類の暴力被害が精神的健康度に与える影響(表 7-7) 
三種類の暴力(言語的、身体的、性的)被害が、精神的健康度におよぼす影響を検討する

ために、男女別に重回帰分析を行った。なお重回帰分析にはステップワイズ法を用い、説

明変数は、言語的暴力被害、身体的暴力被害、性的暴力被害である。その結果を表 7-7 に

示した。 
男子学生では、精神的健康度に対する標準偏回帰係数が有意でなかったが、女子学生で

は、「言語的暴力」被害(β=.27, p<.01)から精神的健康度に対する標準偏回帰係数が有意で

あった。女子学生は、恋人から言語的暴力を受けるほど、精神的健康度が悪化していく傾

向が明らかになった。 
 
7.2.4 考察 
男女別に行った dating violence 被害の有無による精神的健康度は、女子学生においての

み統計的に有意な差(t(123)=2.41, p<.05)が明らかとなった。 
被害頻度を群わけした分析では、恋人からの暴力被害がない、あるいは被害が 1-2 ポイ

ント(1 群：0%順位≦被害得点≧25%順位)の学生の場合、男子学生よりも女子学生の方が

精神的に健康であったが、暴力被害が増えていくに従い女子学生は男子学生よりも不健康

になっていくことがわかった。 
男女別に、ステップワイズ法による重回帰分析を行なった結果でも、女子学生は「言語

的暴力」被害が高くなるほど、精神的健康度の悪化に影響する傾向があった。 
加茂(2004)は、身体的暴力より精神的暴力の方が脅威であり、無力化の根本であったと

振り返る被害者は少なくないと報告しており、海外においても、暴力のタイプでは、精神
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的暴力の方が健康状態の悪化との関連が強い(Coker, A., Davis, K., Arias, I., Desai, S., 
Sanderson, M., Brandt, H., & Smith, P., 2002)という報告や、身体的暴力に比べ、精神的

暴力による心理的ダメージはより大きい(Straight, E., Harper, F., & Arias, I., 2003)との

報告がある。加茂(2004)も指摘している通り、一般に身体的暴力の方が重大であると考え

られているが、精神的暴力についても決して軽んじるべきではない。 
 
 
第 3 節 暴力認知、および暴力への不快感と精神的健康度の関連 
 
7.3.1 研究目的 

DV および dating violence 被害者は、心身に重大な影響を及ぼしているにも関わらず、

恋人と別れないこと(Walker, L.E., 1979)が知られている。暴力関係にある恋人たちは、そ

の関係維持にため暴力を愛の証である(Henton, J.M., Cate, R., Koval., Lloyd, S., & 
Christopher, S., 1983)と考えることで、暴力行為や自身の精神的健康度の悪化を軽視する

ことにつながっていると考えられる。このことから精神的健康度は、直接、暴力認知や暴

力への不快感には関連がみられない可能性がある。そこで本研究の目的は、大学生におけ

る暴力への不快感、および暴力認知と精神的健康度(GHQ-12)との関連を明らかにし、暴力

認知や暴力への不快感が単純に精神的健康度によるものではないことを確認するものであ

る。 
 
7.3.2 研究方法 
7.3.2.1 研究対象者 

2009 年 1 月末～4 月。関東 3 県の 4 大学に通う大学生 421 名のうち、過去から現在に

かけて恋人関係の経験があると回答した男女、かつ未婚者の学生 276 名（男 130 名、女

146 名）。年齢は、18 歳～29 歳（M=20.21, SD=1.57）。恋人がいることがないと回答した

学生 107名(男 36名、女 71名)、年齢 18～23歳（M=20.06, SD=1.13）。有効回答率は 90.97%。 
なお分析から除外されたデータは、性別不明者、恋愛経験の不明者、および結婚・離婚

経験者である。 
 
7.3.2.2 倫理的配慮 
 今回の調査には、被害体験や他者による暴力行為の目撃を想起する必要があり、心身へ

の負担が十分に予想できる。そのため、調査中に気分が悪くなった者への中止を促す配慮

はもちろんのこと、調査後に起こりうる各種のストレス反応への注意を喚起した上で、各

大学に設置してある保健管理センターや学生相談室、心理相談室への案内を呈示した。ま

た、調査への回答は無記名、中止したことによる不利益はない等を文書と口頭にて説明し、

実施した。同意については、調査用紙の提出をもって同意したこととみなすことを同様に
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説明した。なお本調査は、筑波大学の倫理委員会において調査内容および調査実施方法に

ついて審査を受け実施された(平成 20 年 12 月 16 日付け記番号 851)。 
 
7.3.2.3 調査項目 
① 基本属性： 年齢、性別の他、現在の恋人の有無を確認した後、問題の多かった恋人

との恋愛形態や現在の関係についても尋ねている。その際、複数の恋愛経験を持つ学生に

対しては、もっとも問題の多かった恋人を思い出して回答を求めた。 
② General Health Questionnaire 12 (GHQ-12: Goldberg, 1978; 中川・大坊, 1985） 
地域などでの精神的健康問題のスクリーニング目的で WHO が開発したもの。不安や抑

うつ、適応傷害などに関連する項目を 4 件法で回答する。得点が高いものほど精神的健康

に問題があるとみなされる。GHQ-12 のカットオフポイントは 4 点以上が奨励されている

（本田, 2001）。青年を対象とした場合、GHQ 得点は成人よりも高く、精神的健康度は通

常悪い結果を示す傾向があると指摘されている(精神科臨床評価マニュアル, 1999)。また

GHQ 得点は男性よりも女性で高得点になるとも報告されている(島, 2004)。本研究では、

Goldberg による GHQ 法(0-0-1-1)を用いて得点を算出した。 
③ dating violence 被害項目： 第 5 章で作成した「言語的暴力」「身体的暴力」「性的暴

力」「経済的暴力」「メールチェックなどの携帯暴力」「携帯を破壊するなどの暴力」の 30
項目、および女子学生のみに回答してもらった「避妊への非協力」「中絶の強要」の 2 項

目を加えた 32 項目に対して、「とても不快(4 点)」「不快(3 点)」「まあ不快(2 点)」「不快で

ない(1 点)」の 4 件法で不快感について回答を求め、同じく 32 項目に対して、「これを暴

力と思いますか」という問いに対して、「はい(1 点)」「いいえ(2 点)」の 2 件法で作成、回

答を求めている。 
 
7.3.2.4 分析方法 

精神的健康度による暴力への不快感、および暴力認知との関連を調べるため、統計解析

ソフト SPSS(19.0J) for Windows を用いてニ要因分散分析を行った。 
なお暴力認知では、「はい(暴力)」1 点、「いいえ(暴力でない)」2 点で得点化を行なって

いるため、得点が高いほど、暴力を認知していないことになることから、本論では、暴力

を認知していないことを「暴力非認知」として分析を行なうことにした。 
 
7.3.3 結果 
7.3.3.1 恋愛経験、被害有無、精神的健康度による暴力認知 
恋愛関係のない者、被害のない者、被害のある者における精神的健康度が、それぞれの

暴力認知(非認知)に与える影響を確認するためニ要因分散分析を行った。 
「被害有群」とは、言語的暴力、身体的暴力の項目中ひとつでも「ときどき」あるいは

「いつも」と回答しているか、あるいは性的暴力では「一度でも（たまに）」と回答してい
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る学生のことである。精神的健康度は、第 1 節で確認された平均値(男子学生 5.41、女子

学生 5.95)を基準とし、5 点以下(低群)と 6 点以上(高群)に群分けをしている。また、第 2
節で男女差が明らかとなっていることから男女別で分析を行っている。 

なお、暴力認知については、得点が高いほど暴力を認知していないことから、ここでは

「暴力非認知」と表記している。 
 

7.3.3.1.1 男子学生における三種類の暴力非認知への影響(表 7-8) 
それぞれの暴力被害有無恋愛経験有無（恋愛経験なし群、被害あり群、被害なし群）×

精神的健康度(高群、低群)によるニ要因分散分析の結果、交互作用はなく、暴力非認知で

精神的健康度による有意な主効果はみとめられなかった。また、男子学生では「言語的暴

力」「身体的暴力」「性的暴力」「三種類の暴力」への暴力非認知において暴力被害有無恋愛

経験有無による有意な主効果(F(2,122)=5.45, p<.01; F(2,121)=5.09, p<.01; F(2,118)=3.51, 
p<.05; F(2,112)=4.36, p<.05)があった。男子学生の三種類の暴力への暴力非認知は、精神

的健康度では差があるとはいえないことがわかった。 
 

7.3.3.1.2 女子学生における三種類の暴力非認知への影響(表 7-8) 
それぞれの暴力被害有無恋愛経験有無（恋愛経験なし群、被害あり群、被害なし群）×

精神的健康度(高群、低群)によるニ要因分散分析の結果、交互作用はなく、暴力非認知で

精神的健康度による有意な主効果はみとめられなかった。また、女子学生では「言語的暴

力」「身体的暴力」「性的暴力」「三種類の暴力」への暴力非認知において暴力被害有無恋愛

経験有無による有意な主効果(F(2,179)=3.41, p<.05; F(2,181)=6.66, p<.01; F(2,172)=6.54, 
p<.01; F(2,166)=6.05, p<.051)があった。女子学生の三種類の暴力への暴力認知は、精神

的健康度では差があるとはいえないことがわかった。 
 

7.3.3.1.3 経済的暴力、携帯に関する暴力への暴力非認知(表 7-9) 
それぞれの暴力被害有無恋愛経験有無（恋愛経験なし群、被害あり群、被害なし群）×

精神的健康度(高群、低群)によるニ要因分散分析の結果、交互作用はなく、男女とも暴力

認知で精神的健康度による有意な主効果はみとめられなかった。また、男子学生では「メ

ールチェックなどの携帯暴力」「携帯を破壊するなどの暴力」への暴力非認知において、暴

力被害有無恋愛経験有無による有意な主効果(F(2,128)=7.45, p<.01; F(2,127)=5.86, 
p<.01)があった。女子学生では「メールチェックなどの携帯暴力」への暴力認知において、

暴力被害有無恋愛経験有無による有意な主効果(F(2,184)=3.72, p<.05)があった。 
「経済的暴力」「メールチェックなどの携帯暴力」「携帯を破壊するなどの暴力」への暴

力認知は、精神的健康度では差があるとはいえないことがわかった。 
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7.3.3.2 恋愛経験、被害有無、精神的健康度による三種類の暴力への不快感 
恋愛関係のない者、被害のない者、被害のある者における精神的健康度が、それぞれの

暴力への不快感に与える影響を確認するためニ要因分散分析を行った。 
「被害有群」とは、言語的暴力、身体的暴力の項目中ひとつでも「ときどき」あるいは

「いつも」と回答しているか、あるいは性的暴力では「一度でも（たまに）」と回答してい

る学生のことである。精神的健康度は、第 1 節で確認された平均値(男子学生 5.41、女子

学生 5.95)を基準とし、5 点以下(低群)と 6 点以上(高群)に群分けをしている。また、第 2
節で男女差が明らかとなっていることから男女別で分析を行っている。 

 
7.3.3.2.1 男子学生における三種類の暴力への不快感(表 7-10) 

それぞれの暴力被害有無恋愛経験有無（恋愛経験なし群、被害あり群、被害なし群）×
精神的健康度(高群、低群)によるニ要因分散分析の結果、交互作用はなく、精神的健康度

による有意な主効果はみとめられなかった。「言語的暴力」「身体的暴力」「三種類の暴力」

への不快感において暴力被害有無恋愛経験有無による有意な主効果(F(2,117)=11.16, 
p<.001; F(1,116)=4.67, p<.05; F(2,105)=3.91, p<.05)があった。男子学生における三種類

の暴力への不快感は、精神的健康度では差があるとはいえないことがわかった。 
 
7.3.3.2.2 女子学生における三種類の暴力への不快感(表 7-10) 

それぞれの暴力被害有無恋愛経験有無（恋愛経験なし群、被害あり群、被害なし群）×
精神的健康度(高群、低群)によるニ要因分散分析の結果、交互作用はなく、「言語的暴力」

および「三種類の暴力」への不快感で精神的健康度による有意な主効果(F(2,172)=4.39, 
p<.05 ; F (2,162)=3.96, p<.05 )がみとめられた。また、「言語的暴力」「身体的暴力」「性的

暴力」「三種類の暴力」への不快感において暴力被害有無恋愛経験有無による有意な主効果

(F (2,172)=4.18, p<.05; F (2,178)=5.20, p<.01; F (2,170)=7.87, p<.01; F (2,162)=5.05, 
p<.01 )があった。GHQ 得点 6 以上の女子学生は、GHQ5 得点以下の女子学生よりも「言

語的暴力」および「三種類の暴力」への不快感が高いことがわかった。 
 

7.3.3.2.3 経済的暴力、携帯に関する暴力への不快感(表 7-11) 
それぞれの暴力被害有無恋愛経験有無（恋愛経験なし群、被害あり群、被害なし群）×

精神的健康度(高群、低群)によるニ要因分散分析の結果、交互作用はなく、男女とも暴力

への不快感で精神的健康度による有意な主効果はみとめられなかった。 
また、男子学生では「メールチェックなどの携帯暴力」「携帯を破壊するなどの暴力」

への不快感において、暴力被害有無恋愛経験有無による有意な主効果(F(2,121)=3.96, 
p<.05; F(2,118)=3.87, p<.01)があった。女子学生では、「経済的暴力」「メールチェックな

どの携帯暴力」への不快感において、暴力被害有無恋愛経験有無による有意な主効果

(F(2,176)=4.82, p<.01; F(2,180)=8.72, p<.001)があった。 
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「経済的暴力」「メールチェックなどの携帯暴力」「携帯を破壊するなどの暴力」への不

快感は、精神的健康度では差があるとはいえないことがわかった。 
 
7.3.4 考察 
女子学生において、精神的に不健康な者(GHQ 得点 6 以上)の方が、そうでない学生

(GHQ5 得点以下)よりも「言語的暴力」および「三種類の暴力」への不快感が高いことが

わかった。男子学生では、精神的健康度による暴力への不快感に差はみとめられなかった。 
また、暴力認知と精神的健康度との間にも、男女とも統計的に有意な関連はみとめられて

いない。精神的健康度よりも関連があったのは、むしろ暴力被害の有無および恋愛経験の

有無の方であった。 
暴力認知(非認知)では、男女とも三種類の暴力すべてへの暴力認知において暴力被害の

有無および恋愛経験の有無による関連がみとめられ、暴力への不快感では、男子学生は「性

的暴力」以外の暴力への不快感には関連がみとめられ、女子学生では三種類の暴力すべて

への不快感で暴力被害の有無および恋愛経験の有無による関連がみとめられている。以上

のことから、大学生における暴力認知、および暴力への不快感は、精神的に健康的である

かどうかよりも、恋愛経験があるかどうかや暴力被害経験があるかどうかによる影響の方

が大きいということが示唆された。 
Miller, L.M.(2011)は、調査の約 85%は自分が身体的暴力の被害者もしくは加害者であ

るという認識がなかった報告しており、Henton, J.M., Cate, R., Koval., Lloyd, S., & 
Christopher, S.(1983)も被害者の 4 分の１、加害者の 3 分の１が、暴力は愛の証だと考え

ていたと報告している。健康的な若者にとって、恋人の行為は暴力と判断されにくく、閉

鎖的関係(the close relationship)においては、後の関係を維持するために、実態よりも過

剰に認知的に脚色する(Harvey, J.H., & Omarzu, J., 1997)必要があるのだろう。また、清

水・大坊(2004) は、恋人との関係を「不安定な」、「心配な」などと認知していることが精

神的不健康と関連すると報告していることから、大学生において、恋人との関係維持を望

む強さに応じて、恋人の行為を好意的に肯定的に受け止める認知的バイアス(蘭, 1990)が働

き、精神的健康度の悪化が暴力認知に影響を与えないものと考える。 
しかし女子学生は、暴力被害と受けることで精神的健康度を害し、そこに至ってはじめ

て今まで不快と思わなかった恋人からの行為(言語的暴力)を不快に感じるようになること

が明らかとなっている。 
恋人といった親密な関係の当事者の dating violence 被害の過小評価に影響する概念と

してポジティブ・イリュージョンがあげられている (Martz, J., M., Verette, J., Arriaga, 
X.B., Slovik, L., Cox, C., & Rusbult, C.E., 1998)。このポジティブ・イリュージョンは精

神的健康と結びついている (Taylor, S.E., & Brown, J.D., 1988）ことも指摘されている。 
今回の女子学生における精神健康度の悪化による暴力への不快感の増加は、dating 

violence 被害の過小評価というポジティブ・イリュージョンの崩壊を意味するものではな
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いだろうか。 
 
 
第 4 節 小括  
 
大学生の精神的健康度 

平均年齢 20 歳の大学生における精神的健康度(GHQ-12)は、男子学生 5.43(SD=3.05)、
女子学生 5.98(SD=2.95)であり、男女における統計的な有意差が明らかにされており、先

行研究の指摘通り、女子学生の方が健康度は悪く、10 年前の学生よりも悪化していること

がわかった。また恋愛経験のある大学生は依然として家族が身近にいることが重要であり、

それが心の安定につながっていた。 
 

恋愛経験における精神的健康 
大学生が恋愛経験をもつことは、男子学生では健康的になることであり、女子学生にと

っては健康悪化につながる傾向にあった。特に女子学生は、恋人との交際期間が長くなる

ことは、精神的健康度の悪化に統計的に有意な関連があった。女子学生の恋愛には、男子

学生には見られないなんらかの問題が生じている可能性が示唆された。 
 

dating violence 被害との関連 
女子大学生において、dating violence 被害の増加と精神的健康度の悪化との間に関連が

みられた。精神的健康度の悪化に特に影響するのは「言語的暴力」被害であり、言語的暴

力被害が多くなるほど、精神的健康度の悪化に影響する傾向にあった。一方、男子学生は

dating violence 被害を受けても精神的健康度には影響していなかった。 
 

暴力認知と暴力への不快感との関連 （三種類の暴力に限定した傾向） 
暴力認知と精神的健康度との間に、統計的に有意な関連はみとめられなかった。暴力へ

の不快感については、精神的健康度の悪い女子学生の方が、「言語的暴力」「三種類の暴力」

への不快感が高いことがわかった。これらのことにより、大学生における暴力認知、暴力

への不快感は、精神的に健康的であるかどうかよりも、恋愛経験があるかどうかや暴力被

害経験があるかどうかによる影響の方が大きいことが示唆された。 
 
 



 

第 8 章 大学生における支配的恋愛関係（研究 4） 
 

教育現場で最優先するべきはキャンパス（学校）内の安全であり、dating violence 被害

者の安全である(Wallace, H., 2004)。しかし現実に実施されている調査項目は、直接暴力

行為の有無を質問するものばかりであり、加害者を刺激する可能性が高く、教育現場の安

全性が保たれているとは言えない。暴力によって被害者が受ける心理的、身体的外傷の大

きさや、殺人にまで発展しうるリスクの高さから、dating violence は学校危機(School 
Crisis)の一つとして、学校が積極的に予防と介入を行うべき問題である(Brock, S.E., 
Lazarus, P.J., & Jimerson, S.R., 2002)。そこで本章では、暴力行為の有無を直接質問せ

ずに、教育現場で比較的安全に使用することができるチェックリストを開発することであ

る。 
 
 
第 1 節 支配的恋愛関係チェックリストの作成 
 
8.1.1 研究目的 

脅しや束縛といった非身体的な dating violence でも、10 代の若者の心身に重大な影響

を及ぼすことが報告されている(Amy, E.B., Melissa, L.A., Julianna, N., Frederick, P.R., 
& Cynthia, B., 2013)。dating violence の本質は「親密なパートナーとの間に起こる支配

関係(日本 DV 防止・情報センター, 2007)」と言われているが、現実に行われている調査の

ほとんどが暴力行為の有無である。思春期青年期における dating violence は、被害者加害

者が同じ学校内のすぐ隣にいる可能性が非常に高く、そんな中で直接的に暴力行為の有無

を尋ねることは、非常に危険な行為でもある。そこで本論では、dating violence の本質に

立ち戻り、「支配関係」に注目したチェックリストを作成することにある。 
 

8.1.2 研究方法 
8.1.2.1 研究対象者 

2009 年 1 月末～4 月。関東 3 県の 4 大学に通う大学生 421 名のうち、過去から現在に

かけて恋人関係の経験があると回答した男女、かつ未婚者の学生 276 名（男 130 名、女

146 名）。年齢は、18 歳～29 歳（M=20.21, SD=1.57）。有効回答率は 65.56%。 
なお分析から除外されたデータは、恋愛経験のない学生、性別不明者、恋愛経験の不明

者、および結婚・離婚経験者である。 
 
8.1.2.2 倫理的配慮 
 今回の調査には、被害体験や他者による暴力行為の目撃を想起する必要があり、心身へ

の負担が十分に予想できる。そのため、調査中に気分が悪くなった者への中止を促す配慮

- 87 - 
 



 

はもちろんのこと、調査後に起こりうる各種のストレス反応への注意を喚起した上で、各

大学に設置してある保健管理センターや学生相談室、心理相談室への案内を呈示した。ま

た、調査への回答は無記名、中止したことによる不利益はない等を文書と口頭にて説明し、

実施した。同意については、調査用紙の提出をもって同意したこととみなすことを同様に

説明した。なお本調査は、筑波大学の倫理委員会において調査内容および調査実施方法に

ついて審査を受け実施された(平成 20 年 12 月 16 日付け記番号 851)。 
 
8.1.2.3 調査項目 

DVならびに dating violence関連書籍などに掲載されたデータや理論などを参考に支配

関係を整理したのち、大学教員、研究者および専門家に内容的妥当性を検討、確認しても

らった。調査にあたり、「いつも(6 点)」「たいてい(5 点)」「ときどき(4 点)」「たまに(3 点)」
「ごくまれに(2 点)」「まったくない(1 点)」の 6 件法で構成している。 
 
8.1.2.3 分析方法 

因子構造を確認するため、統計解析ソフト SPSS(12.0J) for Windows を用いて因子分析

（主因子法、Promax 回転）を行い、信頼性分析には Cronbach の α係数を、内部のまと

まりを確認するため相関係数、および年齢差と男女差をみるためにニ要因分散分析を算出

した。 
 
8.1.3 結果 
8.1.3.1 支配的恋愛関係チェックリストの構成(表 8-1) 

dating violence による支配関係は「パワーとコントロールの車輪(Pence, E., & Paymar, 
M., 2004) 」(図 2-1)で説明されている。本研究では既存の調査とは別の角度で本質にせま

ることを目的としているため、まず「暴力（身体的、性的、精神的、経済的）」ならびに

dating violence とは関係ないと思われる「子どもを利用する」を除外した。のち、残った

5 項目「強制と脅迫」「威嚇」「孤立させる」「矮小化、否認、責任転嫁」「特権をふりかざ

す」を基盤とし、整理を行うこととした。行動制限などの「束縛」は特権意識がもたらす

ものだと考えられるため「特権をふりかざす」を「束縛」として置き換えた。「強制、脅迫」

「威嚇」は既存の身体的暴力や言語的暴力と差別化をはかるため、「強制、脅迫」「威嚇」

による被害者に与えた「インパクト」を確認することを重視した。また「孤立させる」は

孤立していないかを確認する項目として、「矮小化、否認、責任転嫁」は、2 人の関係性や

パートナー自身をどのように認知しているかを確認する項目として、暫定的な 20 項目を

用意した。用意した 20 項目は、大学教員、研究者および専門家に内容的妥当性を検討、

確認してもらい、「いつも(5 点)」「たいてい(4 点)」「ときどき(3 点)」「たまに(2 点)」「ごく

まれに(1 点)」「まったくない(0 点)」の 6 件法で構成した。 
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8.1.3.2 因子構造と信頼性の検討(表 8-2) 
 支配的恋愛関係チェックリストとして整理された 20 項目について、共通性の著しく低

かった 8 項目をのぞいた 12 項目を男女込みによる因子分析（主因子法、Promax 回転）

を行った。その結果、固有値の減衰状況および解釈の可能性を考慮して、2 因子（累積寄

与率 50.95%）が抽出された。表 8-2 に、Promax 回転後の因子パターンおよび回転後の因

子間相関を示す。第一因子には「私は、恋人に質問攻めにされたり、反論されたりして、

混乱させられる」「私は、恋人といるとビクビクする」「私は、恋人のすることや、言うこ

とに怖いと感じる」などに高い因子負荷量がみられた。これらは恋人との関係の困難さや

恐れを暗示させるようなものであるため、「緊張関係」因子と命名された。第二因子には、

「恋人は、嫉妬心が強い」「恋人は、誰と一緒なのか、誰と会うのか知りたがる」「恋人と

の関係は、自由がないような、束縛されたように感じる」などの項目で高い因子負荷量が

みられている。これらは恋人を支配し束縛しようとするものであるため、「被束縛感」因子

と命名された。内部一貫性を確認するため Cronbach の α係数を算出した。その結果、第

一因子は α=.80、第二因子は α=.75、支配的恋愛関係チェックリスト 12 項目全体では α=.84
であり、十分な内部一貫性がみとめられた。なお、共通性が低いと判定され除外された項

目は、「孤立させる」で用意した４項目、「矮小化・否認・責任転嫁」で用意した 3 項目、

および「特権をふりかざす」の１項目であった。 
 
8.1.3.3 内部相関(表 8-2) 
「緊張関係」と「被束縛感」との間に r=.54（男子学生 r=-.52, 女子学生 r=.56）の有意

な相関(p<.01)がみられ、ある程度のまとまりがあることがわかった。また、「支配的恋愛

関係チェックリスト」全項目と下位尺度との関連は、「緊張関係」r=.90（男子学生 r=-.91, 
女子学生 r=.89）「被束縛感」r=.86（男子学生 r=-.84, 女子学生 r=.87）の有意な相関(p<.01)
がみとめられた。 
 
8.1.3.4 男女差および年齢差（表 8-3） 
「支配的恋愛関係チェックリスト」の男女別の平均値は、「緊張関係」で男子学生

14.61(SD=6.62)、女子学生 14.50(SD=6.65)、「被束縛感」で男子学生 13.10(SD=4.96)、女

子学生 12.44(SD=6.02)、支配的恋愛関係全体では男子学生 27.65(SD=10.38)、女子学生

26.92(SD=11.35)であった。 
次に各下位尺度得点について、性別（男女）×年齢（20 歳以下、21 歳以上）の二要因の

分散分析を行った。結果は表 8-3 に示す。年齢の分類については、平均値が 20.23 歳だっ

たため 20 歳以下と 21 歳以上に分けて分析を行っている。その結果、交互作用および性別、

年齢別の主効果はともにみとめられなかった。 
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8.1.4 考察 
① 支配的恋愛関係チェックリストの構成について 

本研究の目的は、「被束縛感」をキーワードとした dating violence の支配関係をチェッ

クするリストを開発し、信頼性および妥当性を検証することである。「パワーとコントロー

ルの車輪(Pence, E., & Paymar, M., 2004)」を支える暴力から 5 要因を抜粋し構成し直し

た項目は、共通性の低い項目が除外されながら、因子分析によって互いに結合しあい、最

終的には 2 因子が抽出されることとなった。 
大学生における支配関係が「被束縛感」と「緊張関係」の２因子で構成されるという本

研究結果は、山下(2009)が行った調査結果とも一致するといえるかもしれない。山下(2009)
は大学生 45 名(男 22 名、女 23 名)に対して、「どんなことをしたらデート DV だと思いま

すか」という質問を提示し、思いつくままの事象を回答用紙に列挙してもらい KJ 法的手

法でカレゴリー化を行っている。その調査の結果で、無視などの「無干渉」とともに、攻

撃、制限という２つのカテゴリーをもつ「過干渉」に分類できた報告(山下, 2009)している。

その内容を精査してみれば、本研究における「被束縛感」は、山下(2009)がまとめた「制

限カテゴリー」にあてはまると言え、さらに本研究の「緊張関係」は多種多様な暴力行為

の結果生じる被害者の恐怖感や困惑で構成されているため、山下(2009)のいう「攻撃カテ

ゴリー」の結果生じたものということもできると思われる。本研究は dating violence 関連

書籍などに掲載された被害者のインタビューデータや理論などを参考に構成した、いわば

トップダウン的方式のものであるが、それが大学生から直接ボトムアップで構成した内容

と一致するという結果は、非常に興味深く、意義あるものだといえるだろう。 
 
② 信頼性 
 信頼性の確認には、Cronbach の α係数は因子ごとに算出した。結果、第一因子「緊張

関係」は α=.80、第二因子「被束縛感」は α=.75、支配的恋愛関係チェックリスト 12 項目

全体では α=.84 であり、内部一貫性があると判断できる数値が得られている。 
 
③ 男女差、年齢差の吟味 

男女および年齢差（20 歳以下、21 歳以上）による支配的恋愛関係チェックリストの平

均得点を算出した結果、男女および年齢差に有意差はみとめられなかった。また下位尺度

間の内部相関においても、男女差による相関に大きな差はみとめられなかった。よって大

学生の男女においては区別なく使用することが可能であると考えられる。 
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第 2 節 検査―再検査による信頼性の検討 
 
8.2.1 研究目的 
 本論の目的は、第 1 節で作成した支配的恋愛関係チェックリストの質問紙としての信頼

性を確認することにある。 
 
8.2.2 研究方法 
8.2.2.1 研究対象者 

調査時期、2010 年 6 月。関東近県の某大学学生（１回目 257 名 ２回目 238 名）のう

ち、欠席者、回答に不備のある者および、恋人を持った経験のない者を除外後、１回目、

２回目の同一回答者 91 名（男子学生 36 名、女子学生 55 名）を分析の対象とした。有効

回答率は 1 回目 35.41%、2 回目 38.24%である。 
 

8.2.2.2 倫理的配慮 
 今回の調査には、被害体験や他者による暴力行為の目撃を想起する必要があり、心身へ

の負担が十分に予想できる。そのため、調査中に気分が悪くなった者への中止を促す配慮

はもちろんのこと、調査後に起こりうる各種のストレス反応への注意を喚起した上で、各

大学に設置してある保健管理センターや学生相談室、心理相談室への案内を呈示した。ま

た、調査への回答は無記名、中止したことによる不利益はない等を文書と口頭にて説明し、

実施した。同意については、調査用紙の提出をもって同意したこととみなすことを同様に

説明した。なお本調査は、筑波大学の倫理委員会において調査内容および調査実施方法に

ついて審査を受け実施された(平成 20 年 12 月 16 日付け記番号 851)。 
 
8.2.2.3 調査項目 
① 支配的恋愛関係チェックリスト(被束縛感 5 項目、緊張関係 7 項目)： 第 1 節で作成

した支配的恋愛関係チェックリストに対し、「いつも(6 点)」「たいてい(5 点)」「ときどき(4
点)」「たまに(3 点)」「ごくまれに(2 点)」「まったくない(1 点)」で回答する 6 件法。 
② 基本属性： 性別、学生番号、恋人の有無。 
 
8.2.2.4 分析方法 

支配的恋愛関係チェックリストの質問紙としての信頼性を確認するため、統計解析ソフ

ト SPSS(12.0J) for Windows を用いて相関分析を行った。 
 
8.2.3 結果 
検査―再検査による信頼性を確認するため、同チェックリストを同じ学生を対象に 2 週
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間の間隔をあけて２回実施した結果の有効回答率は、１回目 35.4%、2 回目 38.2%であっ

た。また、検査―再検査間の相関係数(p<.001)は、「緊張関係」得点で r=.81、「被束縛感」

得点で r=.87、「支配的恋愛関係チェックリスト」全体で r=.85 であった。したがって本チ

ェックリストは、高い信頼性があることが明らかとなった。 
 
8.2.4 考察 
 尺度の作成において信頼性を検討することは大切である。本論で作成したチェックリス

トでは、信頼性係数を算出し、検査―再検査法による検討を行った。 
前節で内部一貫性があると判断できる数値が得られていることから、信頼性の確認には、

検査―再検査法を 2 週間の間隔で実施し、その結果、非常に良好で「緊張関係」r=.81 
(p<.001)、「被束縛感」r=.87 (p<.001)という高い安定性がみとめられた。 
 
 
第 3 節 DVSIを基準とした併存的妥当性の検討 
 
8.3.1 研究目的 
 本論の目的は、作成した支配的恋愛関係チェックリストの有用性を確認するため、DV
簡易スクリーニング尺度（DVSI：Domestic Violence Screening Inventory)を規準として

妥当性を検討することである。 
 
8.3.2 研究方法 
8.3.2.1 研究対象者 

2009 年 1 月末～4 月。関東 3 県の 4 大学に通う大学生 421 名のうち、過去から現在に

かけて恋人関係の経験があると回答した男女、かつ未婚者の学生 276 名（男 130 名、女

146 名）。年齢は、18 歳～29 歳（M=20.21, SD=1.57）。有効回答率は 65.56%。 
なお分析から除外されたデータは、恋愛経験のない学生、性別不明者、恋愛経験の不明

者、および結婚・離婚経験者である。 
 
8.3.2.2 倫理的配慮 
 今回の調査には、被害体験や他者による暴力行為の目撃を想起する必要があり、心身へ

の負担が十分に予想できる。そのため、調査中に気分が悪くなった者への中止を促す配慮

はもちろんのこと、調査後に起こりうる各種のストレス反応への注意を喚起した上で、各

大学に設置してある保健管理センターや学生相談室、心理相談室への案内を呈示した。ま

た、調査への回答は無記名、中止したことによる不利益はない等を文書と口頭にて説明し、

実施した。同意については、調査用紙の提出をもって同意したこととみなすことを同様に

説明した。なお本調査は、筑波大学の倫理委員会において調査内容および調査実施方法に
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ついて審査を受け実施された(平成 20 年 12 月 16 日付け記番号 851)。 
 
8.3.2.3 調査項目 
① 支配的恋愛関係チェックリスト(被束縛感 5 項目、緊張関係 7 項目)： 第 1 節で作成

した支配的恋愛関係チェックリストに対し、「いつも(6 点)」「たいてい(5 点)」「ときどき(4
点)」「たまに(3 点)」「ごくまれに(2 点)」「まったくない(1 点)」で回答する 6 件法。 
② DV 簡易スクリーニング尺度（短縮日本語版 DVSI）： 

DV調査および dating violence調査において世界で広く使用されている改訂葛藤戦術尺

度(CTS2: The Revised Conflict Tactics Scales(Straus MA, 1979))の日本語版 CTS2 を石

井・飛鳥井・木村・永末・黒崎(2002)が作成した後、それを土台として開発されたより簡

便な DV 簡易スクリーニング尺度（DVSI：Domestic Violence Screening Inventory)を用

いる。DVSI は「身体的暴行障害」8 項目、「性的強要」4 項目、「心理的攻撃」3 項目で構

成されており、石井らにより DV 評価尺度として高い信頼性と妥当性が確認されている(石
井・飛鳥井・木村・永末・黒崎・岸本, 2003)。各項目の回数の程度を「1 回：1 点」、「2
回：2 点」、「3-5 回：3 点」、「6-10 回：4 点」、「11-20 回：5 点」、「20 回以上：6 点」、「最

近 1 年にはなかったが、それ以前にはあった：7 点」、「過去に 1 度もなかった：0 点」と

し、8 段階の尺度で評価するものである(石井, 2005)。以下、DV 簡易スクリーニング尺度

（DVSI：Domestic Violence Screening Inventory)は DVSI と記す。 
③ 基本属性： 属性（性別、学生番号、恋人の有無）。 
 
8.3.2.4 分析方法 

DV 簡易スクリーニング尺度（DVSI：Domestic Violence Screening Inventory)を規準

として、支配的恋愛関係チェックリストの併存的妥当性（基準関連妥当性）の検討を行な

うため、信頼性分析には Cronbach の α係数を、内部のまとまりを確認するため相関係数

を算出した。また、男女の差を確認するために、t 検定を行なっている。 
併存的妥当性（基準関連妥当性）の検討は、DVSI の各下位因子得点が 0 点の者を被害

なし群、1 点以上だった者を被害あり群として t 検定を行った。 
なお、統計解析ソフトは、SPSS(12.0J; 19.0J) for Windows を用いている。 

 
8.3.3 結果 
8.3.3.1 DVSIの内的整合性の検討 
石井ら(石井・飛鳥井・木村・永末・黒崎・岸本, 2003)の下位因子、「身体的暴行傷害」

「性的強要」「心理的攻撃」に対して Cronbach の α係数を求めたところ、「心理的攻撃」

α=.80、「身体的暴行障害」α=.97、「性的強要」α=.94 と非常に高い値を示した。 
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8.3.3.2 大学生におけるDVSI得点(表 8-4) 
大学生における DVSI 得点を表 8-4 に示す。 
DVSI の各下位尺度の平均値は、「心理的攻撃」2.28(男子学生 1.85, 女子学生 2.67)、「身

体的暴行傷害」0.51(男子学生 0.58, 女子学生 0.44)、「性的強要」0.3(男子学生 0.22, 女子

学生 0.38)、DVSI 総合では 2.97(男子学生 2.67, 女子学生 3.25)であった。t 検定の結果、

男女差はなかった。標準偏差を確認すると、「心理的攻撃」SD=3.61(男子学生 3.07, 女子

学生 4.01)、「身体的暴行傷害」SD=2.69(男子学生 3.12, 女子学生 2.24)、「性的強要」

SD=1.39(男子学生 1.33, 女子学生 1.45)、DVSI 総合では SD=5.36(男子学生 5.92, 女子学

生 4.8)であったことから、DVSI 得点自体は低いものの、「心理的攻撃」や男子学生の「身

体的暴行傷害」の標準偏差は大きく、分布が広がっていることがわかった。 
 
8.3.3.3 支配的恋愛関係チェックリストの妥当性(表 8-5・表 8-6) 
大学生における DVSI 得点には統計的な有意な差はなかったため、男女を分けず、被害

あり群、被害なし群における t 検定を行なった。なお、DVSI の下位因子ごとの得点が 0
点だった者を被害なし群、1 点以上だった者を被害あり群としている。 

その結果、全ての下位因子において、被害あり群と被害なし群との間で有意な差(p<.01
～p<.001)みられ、「被害なし群」よりも「被害あり群」の方が有意に高くなっていた。 

また、男女別の支配的恋愛関係チェックリストの各下位尺度得点と、DVSI の各下位尺

度得点との相関係数を算出した結果を表 8-6 に示した。男子学生においては、支配的恋愛

関係チェックリスト「緊張関係」との相関係数は、「心理的攻撃」r=.41 (p<.01)、「身体的

暴行傷害」r=.33 (p<.01)、「性的強要」r=.34 (p<.01)、DVSI 全体では r=.42 (p<.01)、の有

意な正の相関がみとめられた。また、「被束縛感」との相関係数は、「心理的攻撃」r=.33 
(p<.01)、「身体的暴行傷害」r=.26 (p<.01)、「性的強要」r=.26 (p<.01)、DVSI 全体では r=.33 
(p<.01)、の有意な正の相関がみとめられている。 

女子学生に関して「緊張関係」との相関係数を算出してみると、「心理的攻撃」r=.58 
(p<.01)、「性的強要」r=.37 (p<.01)、DVSI 全体では r=.66 (p<.01)、においては有意な正

の相関がみとめられているが、「緊張関係」と「身体的暴行傷害」との間では r=.15 とほと

んど相関がみられないことがわかった。また、「被束縛感」との相関係数は、「心理的攻撃」

r=.41 (p<.01)、「身体的暴行傷害」r=.23 (p<.01)、「性的強要」r=.28 (p<.01)、DVSI 全体

では r=.47 (p<.01)、の有意な正の相関がみとめられている。 
一般的に中程度以上といわれている相関係数(.40 以上)がみとめられたのは、男子学生で

は「緊張関係」と「心理的攻撃」「DVSI 全体」との間であった。女子学生に関しては、「緊

張関係」「被束縛感」共に、「心理的攻撃」「DVSI 全体」との間であった。 
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8.3.4 考察 
① 大学生における DVSI 得点 

大学生における DVSI 得点は、男子学生 2.67(SD=5.92)、女子学生 3.25(SD=4.80)であ

った。 
石井ら(2003; 2004-2007)は、DV 被害群と対象群を比較した結果、一般的な DVSI の平

均得点は 2.8(SD=5.6)に対し、DV 被害群の平均得点は 29.6(SD=21.6)であったと報告して

おり、今回の調査結果は、大学生においても支持されたと考える。 
また、ほとんどの大学生が被害なしと回答している一方で、石井ら(2003; 2004-2007)

による DV 被害群と同レベルで報告している学生もいることから、大学生でも重大な

dating violence 被害に遭っている可能性も示唆されたことになる。 
 
② 支配的恋愛関係チェックリストの妥当性 

DVSI を指標として「被害あり群」と「被害なし群」との差の分析においても、すべて

の下位尺度において「被害あり群」と「被害なし群」との間で有意な差(p<.01～p<.001)
がみられ、かなりの精度で支配的恋愛関係からなんらかの被害を予測できると考える。 

妥当性の検討では、DVSI と支配的恋愛関係チェックリストの下位尺度において、ほと

んどの項目において有意な相関関係（男子学生 r=.26～.43, p<.01、女子学生 r=.21～.66, 
p<.01）が見出されている。DVSI の下位尺度 3 因子による内部相関が、「心理的攻撃」「身

体的暴行傷害」の間で男子学生 r=.32 (p<.01)、女子学生 r=.16、「心理的攻撃」「性的強要」

男子学生 r=.30 (p<.01)、女子学生 r=.09、「身体的暴行傷害」「性的強要」男子学生 r=.98 
(p<.01)、女子学生 r=.52 (p<.01)であったことから鑑みれば、本支配的恋愛関係チェックリ

ストは、非常に強く誘引するような暴力行為は見られず、ゆるやかなアプローチで dating 
violence の本質に近づくことに成功しているようにみうける。 

思春期青年期における dating violence は、被害者加害者が同じ学校内のすぐ隣にいる可

能性が非常に高い。そんな中で直接的に暴力行為の有無を尋ねることは、非常に危険な行

為である。もちろん直接暴力行為の有無を尋ねることの重要性は誰もが認めることではあ

るが、Wallace, H.(2004)も指摘している通り、最優先をするべきはキャンパス（学校）内

の安全であり、dating violence 被害者の安全(Wallace, H., 2004)である。Miller, E.(2008)
もまた、2008 年に行われた特別講演「早期発見・予防へ助言」の中で「暴力を受けた経験

はある？」と直接的に聞くのではなく、「友だちと連絡できてる？」など、やわらかく恋人

に行動を支配されているのかどうかチェックする必要があり、被害を受けていることも知

られたがらないのだ(Miller, E., 2008)とも指摘していることである。 
また、妥当性の検討において有意な相関関係がなかったのは、女子学生における支配的

恋愛関係チェックリストの「緊張関係」と DVSI の「身体的暴行傷害」のみであり、反対

に最も強い相関関係を示したものは「緊張関係」と「DVSI 全体の得点」r=.66 (p<.01)、
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そして「心理的攻撃」r=.58 (p<.01)であった。支配的恋愛関係における「緊張関係」と「身

体的暴行障害」に関連がみられなかったことは、女子学生における恋人同士の緊張関係に

は身体的暴力は関連がないことを示しており、女子学生においては、「心理的攻撃」いわゆ

る「心理的暴力」が緊張を生み出している可能性があり、これは身体的暴力に比べ、精神

的暴力による心理的ダメージはより大きい(Straight, E., Harper, F., & Arias, I., 2003)と
いう報告をも支持するものといえる。 
 
 
第 4 節 精神的健康度との関連 
 
8.4.1 研究目的 
 本論の目的は、支配的恋愛関係チェックリストと精神的健康度との関連を確認し、支配

的恋愛関係における男女の差を明らかにすることである。 
 
8.4.2 研究方法 
8.4.2.1 研究対象者 

2009 年 1 月末～4 月。関東 3 県の 4 大学に通う大学生 421 名のうち、過去から現在に

かけて恋人関係の経験があると回答した男女、かつ未婚者の学生 276 名（男 130 名、女

146 名）。年齢は、18 歳～29 歳（M=20.21, SD=1.57）。有効回答率は 65.56%。 
なお分析から除外されたデータは、恋愛経験のない学生、性別不明者、恋愛経験の不明

者、および結婚・離婚経験者である。 
 
8.4.2.2 倫理的配慮 
 今回の調査には、被害体験や他者による暴力行為の目撃を想起する必要があり、心身へ

の負担が十分に予想できる。そのため、調査中に気分が悪くなった者への中止を促す配慮

はもちろんのこと、調査後に起こりうる各種のストレス反応への注意を喚起した上で、各

大学に設置してある保健管理センターや学生相談室、心理相談室への案内を呈示した。ま

た、調査への回答は無記名、中止したことによる不利益はない等を文書と口頭にて説明し、

実施した。同意については、調査用紙の提出をもって同意したこととみなすことを同様に

説明した。なお本調査は、筑波大学の倫理委員会において調査内容および調査実施方法に

ついて審査を受け実施された(平成 20 年 12 月 16 日付け記番号 851)。 
 
8.4.2.3 調査項目 
① General Health Questionnaire 12 (GHQ-12: Goldberg, 1978; 中川・大坊, 1985） 
地域などでの精神的健康問題のスクリーニング目的で WHO が開発したもの。不安や抑

うつ、適応傷害などに関連する項目を 4 件法で回答する。得点が高いものほど精神的健康
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に問題があるとみなされる。GHQ-12 のカットオフポイントは４点以上が奨励されている

（本田, 2001）。青年を対象とした場合、GHQ 得点は成人よりも高く、精神的健康度は通

常悪い結果を示す傾向があると指摘されている(精神科臨床評価マニュアル, 1999)。また

GHQ 得点は男子学生よりも女子学生で高得点になるとも報告されている(島, 2004)。本研

究では、Goldberg による GHQ 法(0-0-1-1)を用いて得点を算出した。 
② 支配的恋愛関係チェックリスト(被束縛感 5 項目、緊張関係 7 項目)： 第 1 節で作成

した支配的恋愛関係チェックリストに対し、「いつも(6 点)」「たいてい(5 点)」「ときどき(4
点)」「たまに(3 点)」「ごくまれに(2 点)」「まったくない(1 点)」で回答する 6 件法。 
③ 基本属性： 属性（性別、学生番号、恋人の有無）ならびに、基本属性としては年齢、

性別の他、現在の恋人の有無を確認した後、問題の多かった恋人との恋愛形態についても

尋ねている。その際、複数の恋愛経験を持つ学生に対しては、もっとも問題の多かった恋

人を思い出して回答を求めた。 
 
8.4.2.4 分析方法 

支配的恋愛関係による精神的健康度への影響を調べるため、統計解析ソフト

SPSS(19.0J) for Windows を用いて相関分析、および、ステップワイズ法による重回帰分

析を行った。 
 
8.4.3 結果 
男女別の支配的恋愛関係の各下位尺度得点と、精神的健康度(GHQ12)における相関係数

を算出した結果を表 8-6 に示した。その結果、女子学生の「支配的恋愛関係」全体および

「緊張関係」と精神的健康度との間で統計的に有意な正の相関関係(r=.18, p<.05; r=.21, 
p<.05 )があった。しかし男子学生において有意な相関関係はみられなかった。 
 また、支配的恋愛関係の下位尺度得点が精神的健康度(GHQ-12)に与える影響を検討する

ために、説明変数を「緊張関係」「被束縛感」として、男女別にステップワイズ法による重

回帰分析を行った。結果を表 8-7 に示す。女子学生では「緊張関係」から精神的健康度に

対する標準偏回帰係数が有意(β=.21, p<.05 )であった。男子学生では「緊張関係」「被束縛

感」ともに有意ではなかった。 
 
8.4.4 考察 
支配的恋愛関係と精神的健康度との関連では、女子学生は恋人を怖いと感じたり、ビク

ビクしたりする「緊張関係」が高まれば高まるほど、精神的健康を害するおそれがあるこ

とがわかった。「緊張関係」は、第 3 節により「心理的攻撃」との関連がみとめられてい

ることから、「心理的暴力」と精神的健康との関連が示唆されたともいえる。 
今回の結果は、精神的暴力の方が健康状態の悪化との関連が強い(Coker, A., Davis, K., 

Arias, I., Desai, S., Sanderson, M., Brandt, H., & Smith, P., 2002)とする報告を支持する
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ものであり、支配的恋愛関係チェックリストが、DV の本質に近づけたことを示唆できた

と考える。しかしその一方で男子学生は、恋人との緊張関係や被束縛感といった支配的関

係が精神的健康に影響しないことが明らかとなり、この点において男女の差がはっきりと

明らかになったといえる。 
 
 
第 5 節 支配的恋愛関係チェックリストによる予測 
 
8.5.1 研究目的 
被害者加害者が同じ学校内のすぐ隣にいる可能性が非常に高い dating violence におい

て、直接暴力行為の有無を尋ねることは危険が伴う。そこで、dating violence の本質であ

る「支配関係」に着目して、若者たちの関係をより安全に確認する目的で、支配的恋愛関

係チェックリスト(被束縛感 5 項目、緊張関係 7 項目)は作成された。 
本論での目的は、作成された支配的恋愛関係チェックリストにおいて、従来の暴力行為

の有無を具体的に質問する dating violence 調査にどこまで近づけ、被害予測することがで

きるかを検証することにある。 
 
8.5.2 研究方法 
8.5.2.1 研究対象者 

2009 年 1 月末～4 月。関東 3 県の 4 大学に通う大学生 421 名のうち、過去から現在に

かけて恋人関係の経験があると回答した男女、かつ未婚者の学生 276 名（男 130 名、女

146 名）。年齢は、18 歳～29 歳（M=20.21, SD=1.57）。有効回答率は 65.56%。 
なお分析から除外されたデータは、恋愛経験のない学生、性別不明者、恋愛経験の不明

者、および結婚・離婚経験者である。 
 
8.5.2.2 倫理的配慮 
 今回の調査には、被害体験や他者による暴力行為の目撃を想起する必要があり、心身へ

の負担が十分に予想できる。そのため、調査中に気分が悪くなった者への中止を促す配慮

はもちろんのこと、調査後に起こりうる各種のストレス反応への注意を喚起した上で、各

大学に設置してある保健管理センターや学生相談室、心理相談室への案内を呈示した。ま

た、調査への回答は無記名、中止したことによる不利益はない等を文書と口頭にて説明し、

実施した。同意については、調査用紙の提出をもって同意したこととみなすことを同様に

説明した。なお本調査は、筑波大学の倫理委員会において調査内容および調査実施方法に

ついて審査を受け実施された(平成 20 年 12 月 16 日付け記番号 851)。 
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8.5.2.3 調査項目 
① 支配的恋愛関係チェックリスト(被束縛感 5 項目、緊張関係 7 項目)： 第 1 節で作成

した支配的恋愛関係チェックリストに対し、「いつも(6 点)」「たいてい(5 点)」「ときどき(4
点)」「たまに(3 点)」「ごくまれに(2 点)」「まったくない(1 点)」で回答する 6 件法。 
② dating violence 被害項目： 内閣府の調査(2007)を参考に、構成項目「言語的暴力」

「身体的暴力」「性的暴力」「経済的暴力」「携帯電話による暴力(メールチェックなどの携

帯暴力・携帯を破壊するなどの暴力)」に分け、過去に行われた内閣府調査(2006)、および

小西聖子の調査(1997)などを追加して 32 項目(うち中絶妊娠に関する 2 項目は女子学生の

みの回答)で構成した。その後、大学教員、研究者および専門家に内容的妥当性を検討して

もらった。回答方法は、「いつも(4 点)」「ときどき(3 点)」「たまに(2 点)」「全くない(1 点)」
の被害頻度を質問する 4 件法を用いた。 
③ 基本属性： 属性（性別、学生番号、恋人の有無）ならびに被害の経験時期、交際以

前の関係、現在の関係。回答の際、複数の恋愛経験を持つ学生に対しては、もっとも問題

の多かった恋人を思い出して回答を求めている。 
 
8.5.2.4 分析方法 

dating violence 被害の有無による恋人との支配的恋愛関係の差を確認するために男女

別に t 検定、およびステップワイズ法による重回帰分析を行なった。また、支配的恋愛関

係を経験した時期、持続期間、交際以前の状況については、Mann-Whitney 検定を行った。

なお、統計解析ソフトは、SPSS(19.0J) for Windows を用いた。 
 
8.5.3 結果 
8.5.3.1 支配的恋愛関係の得点(表 8-8) 

dating violence 被害の有無による差を確認するため、言語的暴力、身体的暴力の項目中

ひとつでも「ときどき」「いつも」と回答するか、あるいは性的暴力では「一度でも（たま

に）」と回答している者を「被害有群」、全てに全くないと答えた者、あるいは言語的暴力、

身体的暴力の項目で「たまに」とだけ回答している者を「被害無群」として、支配的恋愛

関係の下位尺度ごと、男女別に t 検定を行なった。その結果、男女とも「緊張関係」「被束

縛感」「支配的関係」で、被害有無による有意な差がみとめられた。 
これにより dating violence 被害有群は被害無群と比較して、有意に恋人との間で緊張関

係、および被束縛感を持っていることが明らかとなった。 
 
8.5.3.2 dating violence被害予測(表 8-9) 
支配的恋愛関係の下位因子が「三種類の暴力(言語的暴力・身体的暴力・性的暴力)およ

び「メールチェックなどの携帯暴力」における dating violence 被害に与える影響を検討

するために、「緊張関係」「被束縛感」を説明変数としたステップワイズ法による重回帰分
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析を男女別に行った。 
その結果、男子学生は恋人との「緊張関係」から「言語的暴力」被害に対する標準偏回

帰係数(β=.35, p<.001)、および恋人からの「被束縛感」から「メールチェックなどの携帯

暴力」被害に対する標準偏回帰係数(β=.47, p<.001)が有意であった。女子学生では、恋人

との「緊張関係」から「メールチェックなどの携帯暴力」「言語的暴力」「身体的暴力」「性

的暴力」被害に対する標準偏回帰係数(β=.25, p<.01; β=.70, p<.001; β=.44, p<.001; β=.48, 
p<.001)、および恋人からの「被束縛感」から「メールチェックなどの携帯暴力」被害に対

する標準偏回帰係数(β=.47, p<.001)が有意であった。 
これにより、男子学生は恋人との緊張関係が高まるほど、言語的暴力被害が増加する可

能性(R2=.12, p<.001)があること、恋人からの被束縛感が高まるほど、携帯メールチェック

などの携帯暴力被害が増加する可能性(R2=.22, p<.001)があることがわかった。また、女子

学生は恋人との緊張関係が高まるほど、携帯メールチェックなどの携帯暴力被害(R2=.43, 
p<.001)、言語的暴力被害(R2=.49, p<.001)、身体的暴力被害(R2=.19, p<.001)、性的暴力被

害(R2=.23, p<.001)が増加する可能性があること、そして恋人からの被束縛感が高まるほど、

携帯メールチェックなどの携帯暴力被害が増加する可能性があることがわかった。 
 
8.5.3.3 支配的恋愛関係に関する経験有無・時期・期間(表 8-10) 
支配的恋愛関係に対する経験の有無、経験した時期、継続期間、交際前の状況の男女差

を確認するために Mann-Whitney 検定を実施した。その結果を表 8-10 に示す。 
Mann-Whitney 検定の結果、男女の差があったのは、支配的恋愛関係についての相談相

手の有無であり、男子学生よりも女子学生で、相談相手が有意に多いと回答していた。 
 支配的恋愛関係を経験した時期として最も多かったのは、男女ともに「中学卒業～19 歳」

で 57.2%(男子学生 59.2%, 女子学生 55.5%)。支配的恋愛関係の持続期間で最も多かった

のは、男子学生で「半年～1 年」20.8%で、女子学生で「1～3 ヶ月」17.8%であった。ま

た支配的恋愛関係についての相談相手の有無で最も多かったのは、男子学生で「一応いる」

47.7%、女子学生で「確実にいる」48.6%であった。また交際以前の支配的関係の状況に

ついて尋ねたところ、経験していないと回答した学生は 40.2%(男子学生 35.4%, 女子学生

44.5%)、「経験していた」から「経験していたかもしれない」までを含めた学生の割合は、

59.8%(男子学生 64.6%, 女子学生 55.5%)であった。 
 
8.5.3.4 支配的恋愛関係を基準としたdating violence生起率、離脱率 
 支配的恋愛関係を経験した学生に、その恋人との交際以前の関係について尋ねたところ、

6 割を超える学生が、交際以前にも「支配的恋愛関係」のような経験をしていたことがわ

かったことから、①交際以前の支配的関係の有無（過去）、②支配的恋愛関係の有無、③三

種類の暴力による dating violence 被害の有無、④その恋人との現在の関係(交際中・別れ

た)で整理することにした。なお、三種類の暴力による dating violence 被害の有無と、現
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在の関係(交際中・別れた)についてはχ2検定を行い、その関連を確認した。 
その結果、①一般的な大学生は恋愛関係になる以前にも 55.24%(男子学生 61.98%、女子

学生 48.82%)の学生が将来恋人となる相手との間で、緊張したり、束縛されたように感じ

る経験をしており(表 8-10)、②恋愛関係になると、ほぼ全員の学生(99.20%)がなんらかの

支配的恋愛関係(緊張したり、束縛されたり)を「たまに」でも経験することになる。③そ

の中で、三種類の暴力による dating violence を経験している者(表 5-4)は 48.55%(男子学

生 40.77%、女子学生 55.48%)であり、④その後、三種類の暴力による dating violence 被

害経験のない学生と経験のある学生は、同率(χ2(3) =.461,n.s.)でその恋人との関係から離

脱しており、現在も交際中で、三種類の暴力による dating violence を経験している者は男

子学生 18 名(13.85%)、女子学生 27 名(18.49%)である(表 5-14)ことが明らかとなった。 
 
8.5.4 考察 
支配的恋愛関係をチェックするだけでも十分に dating violence 被害を予測することが

可能であることが明らかとなった。なお、恋人を怖いと感じるなどの「緊張関係」は、男

子学生では言語的暴力被害を予測(R2=.12, p<.001)することができ、女子学生では三種類の

暴力被害を予測(R2=.49～.19, p<.001)することができた。 
また、結婚以前の DV の存在は Rosenbaum, A., & O’Leary, K.D.(1981)によっても報告

されているが、支配的関係に注目することによって、恋人関係になる以前にも支配的関係

が存在することが明らかとなった。 
恋人関係になることで支配的恋愛関係の 1 項目でもチェックに入る学生が 99.2%におよ

ぶことは、恋愛関係の影響に「他者交流の制限、時間的制約（高坂, 2011）」や「内閉（詫

摩, 1973）」があり、それらが「被束縛感」と一致しているからだと考えられる。反対に、

99.2%の学生がチェックすることのできる支配的恋愛関係リストは、支配的関係が自分た

ちにとって身近な問題であることを学生たちに知らせる機会となる。 
若者たちに dating violence に関する当事者意識がないことは、Stein, A.L., Tran, G.Q., 

& Fisher, B.S.(2009)も、名古屋学院大学デート DV 研究会(2010)も指摘しているところで

ある。信田(2002)は被害者性という言葉を使わず、「当事者性」として取り上げ、「当事者

性をもたなければ外部に援助を求めることは困難である。援助者の側も、求められなけれ

ば従来は動けなかった。しかしそのような姿勢が被害者に対して重大な人権と生命危機を

もたらすことは、すでに多くの事件で明らかになっている」と述べており、自分とは関係

ないとする態度をいかに脱却するかも、暴力防止の観点から重要である。 
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第 7 節 小括 
 
支配的恋愛関係チェックリスト 

本チェックリストの「緊張関係」は、どのような種類の暴力があったかはあまり問題と

はせず、支配関係の中で生じたインパクトを中心として構成されたものである。これらの

ことから導き出せることは、男子学生にとってはどれかひとつの暴力が「緊張関係」を生

み出すわけではないけれど、女子学生にとっては「心理的攻撃」が「緊張関係」を生み出

す可能性が高いということ。そして、女子学生と男子学生で同じような被害を同じように

訴えていたとしても、精神的な健康被害にまで影響するのは女子学生のみであり、dating 
violence 被害における訴えを男女の差を考慮せずに扱うべきではない。 

「恋人にののしられたり、大声で怒鳴られている女子学生は、恋人との間で発生した問

題を解決できないまま、恋人の言動にビクビクと怯え、束縛され、支配されていく」、そん

な図式を「支配的恋愛関係チェックリスト」は描き出しているのかもしれない。 
 
dating violence と婚姻関係にある Domestic violence(DV)との相違について 

チェックリスト作成にあたり使用した「パワーとコントロールの車輪」(図 2-1)は、一般

的な DV の支配関係にも使われているものである。日本 DV 防止・情報センター(2007)も
dating violence と DV の違いについて、婚姻関係があるかないかの違いであり、暴力をふ

るう理由も要因も DV と共通しているとしている。しかし作成した質問項目は因子分析の

結果、多くの項目で共通性が低いと判定され除外されてしまっている。このことから、

dating violence は婚姻関係のある DV 被害よりも、恋人への強制的な行動制限や極端な認

知的なゆがみは生じにくい可能性が示唆されたように思われる。これは、家族、友人たち

との接触や、周囲の教職員たちの教育支援の眼差しが若者たちの守りとなっているからだ

と考える。しかし一方で、極端な認知のゆがみを持つ若者や恋人への執拗な行動制限を行

おうとする若者も少なからず存在することも事実であろう。それら若者をいかに早期にピ

ックアップし、介入へとつなげていけるかも、今後の課題として残されている。 
 
 教育現場での利用方法の提案 

今回、若者たちの支配的関係に注目することによって、若者たちの間には恋人関係にな

る以前にも支配的関係が存在することが明らかとなり、暴力防止教育等を実施する場合、

小学校、中学校の早い段階で実施することが望ましいことが確認された。 
暴力防止教育を進めていくにあたり問題となるのは、若者たち自身に dating violence

に関する当事者意識がないことである(Stein, A.L., Tran, G.Q., & Fisher, B.S., 2009; 名
古屋学院大学デート DV 研究会, 2010)。当事者性をもたなければ外部に援助を求めること

も、支援の手が届くこともない(信田, 2002)。 
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学生のほとんどの者が一項目でもチェックすることになる支配的恋愛関係チェックリ

ストは、自分たちの恋愛関係が支配である可能性を示すものであり、dating violence を自

分たちの問題として考えはじめる機会になると考える。 
しかし橋本(2010)は、配偶者虐待が深刻化する要因として、暴力等のリスクアセスメン

トが適切ではなかったり、一回限りのアセスメントしか行なわず、アフターフォローがな

されなかったために事態の深刻化を見落とされてしまうケースもあったと報告しているこ

とから、継続的に学生たちに学習する場と、自分たちの関係を見直す機会を作っていくこ

とが重要だと考える。 
 
 
 
 

 



 

第 9 章 全体考察 
 
 
1B第 1 節 dating violence被害の現状 
 

身体的暴力、性的暴力における dating violence 被害は、男子学生より女子学生の方が有

意に被害に遭遇しており、特に 20 歳以下の学生よりも 21 歳以上の学生の方が、有意に

dating violence 被害を経験していることが明らかとなった。東京都生活文化局(2013)は、

初めて被害を受けた時期は「大学生のとき」、「就職した後」の順で多かったとし、女性は

特に年齢が高くなるほど被害に遭遇する割合が高くなると報告している。 
男子学生は主に「メールチェックなどの携帯暴力」や「言語的暴力」被害を受けており、

女子学生は「言語的暴力」の他、「身体的暴力」、「性的暴力」といった複数の暴力被害を受

けていた。数字的には、男子学生の 4 人に 1 人は「メールチェックなどの携帯暴力」を中

心とした被害を受けており、5 人に 1 人は「言語的暴力」を中心とした被害、それ以外の

暴力被害を受けているのは 5 人に 1 人であった。女子学生の場合は、「メールチェックな

どの携帯暴力」を中心とした被害、および「言語的暴力」を中心とした被害を受けている

のはそれぞれ 10 人に 1 人。そして三種類の暴力(言語的・身体的・性的)全ての被害を受け

ている女子学生も 10 人に 1 人(11.64%)、それ以外の複合的な暴力被害を受けているのは

10 人に 3 人であった。 
三種類の複合的な暴力被害を受けている状況的に深刻な者が 10 人のうち 1 人という本

調査の結果は、重篤な暴力被害は 1 割程度であるとする先行研究(Straus, M.A., 2008; 松
野・秋山, 2009; Howard, D.E., Debnam, K.J., & Wang, M.Q., 2013)と一致するものであ

る。 
本調査で女子学生より男子学生の被害が多かったのは「言語的暴力」による単独被害(男

子学生 19.23%、女子学生 12.33%)だけであり、男子学生は相手の方が自分より言語的攻撃

が多いと回答する(森永・青野・葛西・Irene,H.F., Man,yu,Li., 2010)との報告を支持して

いる。しかし現実は、男性による加害経験は性的暴力であり(土肥, 2005; 小泉･吉武, 2008)、
｢命の危険を感じたことがある｣と答えるのも女性である(李･塚本, 2005; 内閣府, 2006)。
今回の調査でも、複合的な暴力被害を受けているのは女子学生に集中しており、以前とし

て危険な状況にあるのは女子学生の方であることがわかった。 
 
 

2B第 2 節 dating violence被害を受ける時期 
 

言語的暴力・身体的暴力・性的暴力・経済的暴力・メールチェックなどの携帯暴力・携

帯を破壊するなどの暴力について、被害の内容を限定せずに、被害を受けた最初の時期を
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尋ねたところ、最も多かったのは「中学卒業～19 歳まで」の時期であり、高校から大学の

時期に半数以上の学生が被害を受けはじめることがわかった。「中学校」および「中学卒業

～19 歳まで」までの時期に大学生の 8 割がはじめて恋人ができたと回答していたことから、

多くの学生が交際を開始した早い段階で被害を受けていることがわかる。ドメスティッ

ク・バイオレンス調査を行なった Rosenbaum, A., & O’Leary, K.D.(1981)は、暴力被害は

比較的早い時期に経験することを報告しており、今回の調査で、若者たちの dating 
violence も交際開始の早い段階で発生していることが明らかとなった。 
また、Rosenbaum, A., & O’Leary, K.D.(1981)は、夫による暴力を経験している妻の中に

は、結婚前にもすでに夫(当時は恋人)による暴力を経験している者が 15%いたと報告して

いることから、本調査でも、恋愛経験のある学生に対して恋人との支配的関係について質

問している。 
日本 DV 防止・情報センター(2007)によれば、DV の本質は「支配関係」にあり、女性

の場合、暴力を用いられることで容易に支配される関係に陥るとしており、本調査におけ

る支配的恋愛関係とは、恋人といるとビクビクする、恋人のすることや、言うことに怖い

と感じるといった「緊張関係」と、恋人は嫉妬心が強い、恋人は誰と一緒なのか、誰と会

うのか知りたがるといった「被束縛感」の 2 因子で構成された質問紙である。 
その結果、恋人との支配的関係は、交際前にさかのぼることができ、これから恋人関係

になる相手と支配的関係を「経験していた」「経験していたかもしれない」学生の割合は、

59.8%(男子学生 64.6%, 女子学生 55.5%)であった。また、「緊張関係」「被束縛感」のどれ

か 1 項目でも「ごくまれに」と答えた学生は全体の 99.2%にのぼっている。 
アメリカの調査では、80～90%が 16 歳でデートをし始めることが示されており、基本

的には予防や早期の介入はこの年代に有効である(Avery-Leaf, S., Cascardl, M., O’Leary, 
K.D., & Cano, A., 1997)とされている。しかし今回の調査結果は、暴力項目を使った質問

紙における dating violence 被害の多くは「中学卒業～19 歳まで」にはじまっていること、

将来恋人となる相手との「緊張したり」「束縛されたり」といった支配的な関係は、恋人関

係になる以前の友達関係のときから発生していることを考慮すれば、dating violence に関

する防止教育は小学校などの早い時点で学ぶ必要があることを示したことになる。 
 
 
3B第 3 節 dating violence被害における交際の継続についての男女差 

 
恋人と別れと交際を繰り返している男子学生の母数が 4 名と少ないため、ごく一部の学

生の傾向でしかないが、恋人と別れと交際を繰り返している男子学生は、その他の者より

も、言語的暴力被害、身体的暴力被害、性的暴力被害を多く受けている傾向が明らかとな

った。また、統計的に有意ではなかったものの、恋人と別れと交際を繰り返している女子

学生は、恋人と別れた女子学生よりも、恋人からの暴力被害が少ない傾向にあることがわ
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かった。 
これらのことから、恋人との関係を続けるにあたって、女子学生は自分に対して暴力を

ふるわない相手を選ぶ傾向があり、暴力をふるわれない関係を作っていける可能性のある

相手であれば、別れたとしても再び交際し、関係を継続させていくと考えられた。 
その一方で男子学生は、恋人からの暴力被害が女子学生よりも少なくても別れている者

がおり、暴力被害の多さが恋人との別れにつながらない傾向にあった。むしろ、ごく一部

の男子学生では、恋人からの暴力被害が多いことと、別れた後でも交際を再開させるなど

の関係を続ける行為には関連がみとめられていた。 
森永・青野・葛西・Irene,H.F., Man,yu,Li.(2010)の調査によると、加害頻度と被害頻度

の相関はいずれも高く、自分から暴力をふるう場合には相手からも暴力を受けていると回

答する傾向が報告されている。Murray, A. S.(2008)もまた、暴力は双方向であるとしてい

ることから、恋人からの暴力被害を多く訴えている男子学生は、自身も恋人に対して暴力

をふるっている可能性が高いと考えられ、そのため恋人から別れを突きつけられたとして

も、暴力を振るっているのはお互い様であり、むしろ暴力を受けているのは自分の方(森
永・青野・葛西・Irene,H.F., Man,yu,Li., 2010)なのだから、男子学生自身は関係を続ける

ことに対してなんら問題を感じていないのではないかと推測できる。 
また、“からかい”も日常的に親しい関係性の間でかわされるものであるが(Kowalski, 

R.M., 2000; Endo, Y., 2007)、からかいはその対象者に向けられた言語的攻撃行動であると

の指摘もあり、有害な帰結をもたらすものである(Roberts, Jr. W., & Coursol, D.H., 1996)。
そして受け手と送り手の間には大きな隔たりがある(Kowalski, R.M., 2000)と言われてい

る。そして武内・小坂(2011)は、加害男性に対しても自己主張力の高い女性は、別れても

再び交際し、交際期間が長くなる傾向を指摘している。男子学生による無神経なからかい

や女子学生による自己主張が一種の攻撃であると相手に受け取られているならば、恋人関

係内における互いの認識のズレが、暴力関係の継続につながっている可能性も考えられる。 
 
 
4B第 4 節 暴力認知と暴力への不快感 

 
 男子学生は、女子学生と比べて暴力を暴力として認知してないこと、暴力に対して不快

感を持たないことが明らかとなった。また、恋愛経験のある学生は、恋愛経験のない学生

よりも暴力を暴力として認知せず、暴力に対して不快感も持たないことが明らかとなった。 
特に男女差があったのは「性的暴力」「避妊に非協力」「中絶の強要」に関するものであ

り、これらの項目に対して男子学生は暴力と認知する者も不快に感じる者も限られていた。

また、男女とも最も暴力として認知していたのは「身体的暴力」であり、男女とも最も暴

力として認知していなかったのは「メールチェックなどの携帯暴力」であった。女子学生

は、「メールチェックなどの携帯暴力」への不快感も低くなっていた。 
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なお、男子学生は「身体的暴力」について比較的暴力と認知する者が多かったのにもか

かわらず、「恋人が物を破壊したり、叩きつけたり、ナイフを持ち出したりして怖い思いを

させられる」、「痛いほど掴まれたり、突き飛ばされたり、壁に叩きつけられたり、髪を掴

まれるなど、恋人は乱暴に自分をあつかう」といった客観的に見ても恐怖や不快感をもつ

ような項目であっても、「とても不快」と回答した男子学生は半数以下(45.38%、46.92%)
であった。男子学生は、暴力であると回答している項目でも、「とても不快」と回答してい

る者は限られた者だけである。一方女子学生は、暴力認知についての質問には答えていた

が、暴力への不快感についての質問には恋愛経験の有無で回答傾向に有意な差(p<.05～
p<.001)があり、1 項目を除いた全ての項目で、回答自体をしていなかった者(13.70～
18.49%)がいたことがわかっている。 

通常認知と感情には関連がある(Lazarus, R. S., & Folkman, S., 1984)ことから、恋人か

らの暴力を暴力と認知するのであれば、その行為は不快と感じられるはずである。しかし

恋人関係の場合、関係性の維持にはポジティブ・イリュージョンが影響しているとの指摘

もあり(外山, 2002)、また dating violence 被害を過小評価する心理として、夫婦や恋人と

いった親密な関係の当事者は相手に対して、あるいは、相手との関係そのものをかなり肯

定的に評価する傾向がある(Martz, J.M., Verette, J., Arriaga, X.B., Slovik, L., Cox, C., & 
Rusbult, C.E., 1998)。本調査でも、恋人と別れた学生の方が有意に「言語的暴力」「身体

的暴力」への不快感を持っており、不快感を持つことが別れる可能性を高めていたことか

ら、恋人関係の維持を重視するなら、恋人からの行為を暴力と認めることができても、感

情レベルで「暴力＝不快」という通常の図式は成り立ちにくいものと考える。 
男子学生では恋愛経験の有無で回答の偏りはなかったことから、恋愛経験のある女子学

生における 1 割～2 割の欠損値は、恋人から受ける行為についての女子学生の感情的な混

乱が要因となっている可能性が考えられる。 
 
 
6B第 5 節 女子学生のリスク 
 

今回の調査で「妊娠した／させた」と回答したのは男子学生 3 名、女子学生 3 名である。 
大学生に対する意識調査を行なった疋田(2008)によると、「恋愛相手をいつも結婚相手と

見ていますか」という質問に対して、「はい」と回答した女子学生は約 2 割、男子学生で

約 3 割であり、彼ら 6 名が望んで妊娠しようと思ったり、妊娠させようと思ったりしたと

は考えがたい。しかし彼らは「妊娠した／させた」と回答しながらも、女子学生 3 名中 2
名(男子学生も同様)が性的暴力被害は「全くない」と回答していた。 

男子学生は、自分の身に置き換えることのできる「携帯電話のカメラで裸などの写真を

撮られる」では半数の者が「とても不快」と回答していたが、それ以外の「性的暴力」「避

妊に非協力」「中絶の強要」に関する項目に関しては、他人事のように、統計的に有意に暴
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力として認知しておらず、不快感も持ってはいなかったことを考えれば、妊娠させたこと

に対し、暴力を振るったという意識はないものと考える。 
しかし女子学生の方は、調査の結果、性暴力に関する暴力認知も、暴力への不快感も有

意に高い傾向にあった。けれど、その傾向は非常に流動的であり、恋愛経験のない女子学

生よりも有意に低く、質問への回答を拒否する傾向も統計的に有意に多くなっていた。 
そして女子学生は、交際期間(30 ヶ月以上)が長くなると「性的暴力」を暴力として認知

しなくなることも明らかとなっており、暴力認知と被害との関連では、女子学生が性的暴

力を暴力として認知していることが、かえって暴力被害の増加へとつながる傾向も明らか

となっている。性的暴力を暴力として認知し、恋人からの嫌な要求を拒否することが性的

暴力被害を高めているのであれば、長く交際を続けている間に、暴力を暴力として認知し

ないことの方が受ける傷は少ないと学習した可能性は否定できない。 
赤澤(2006)は、男性の否定的行動「殴る」「バカにする」が、女性の「食事や弁当を作る」

「相手の部屋の掃除をする」などの献身的な行動を高めていることを示しており、小西聖

子(2001)は、どんなに対処をしても、うまく逃げられる道がないという状況にずっと置か

れていると、人は絶望して学習性無力感が形成されると説明している。 
また被害に遭う女子学生たちは、「恋人を失うのではないか」「恋人に見捨てられるので

はないか」という不安を抱えていることも明らかとなっているが、McKibbin, W.F., Goetz, 
A.T., Shackelford, T.K., Schipper, L., Starratt, V.G., & Williams, S.S.(2007) によれば、

カップル間の暴力では、精神的な暴力により自分を好きになる人はほかにいないと思わさ

れることで、相手から離れにくくなると指摘されている。 
米国小児科学会(2007)は恋人との年齢差が広がるほど性的暴力被害のリスクが増すとの

注意喚起をしているが、今回の調査では恋人との年齢差による性的暴力被害は明らかにさ

れなかった。しかし恋人との年齢差が広がると身体的暴力被害が増加する傾向が明らかと

なっており女子学生におけるリスクの高さは明らかである。 
 
 
7B第 6 節 dating violenceにおける影響 
 

本調査の結果、恋愛経験をもつことと、男子学生では精神的に健康であること、女子学

生では精神的な健康の悪化との間に関連がみられている。特に女子学生は、恋人との交際

期間が長くなることと、精神的健康度の悪化との間に統計的に有意な関連があった。 
過去 3 年間恋愛関係をもったことがない人よりも、恋愛関係をもった人の方が自己実現

の程度が高いことを報告した Dietch, J.(1978)のように、一般に恋愛することは良いこと

のように受け取られがちであるが、女子学生においては、恋人と深い関係をもつことが、

精神的不健康を引き起こす可能性を示した Joyner, K., & Udry, J. R.(2000)の結果を支持

するものであった。土田(2007)は、「身体的暴力」「いやな性的行為」「無理やりセックス」
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「つきあいチェック」の被害は、「デートまで」「キスまで」「性交まで」という性的関係の

深さに応じて多くなっていたと報告しており、交際期間が長さと精神的健康度の悪化の関

連に、dating violence が関与している可能性は否定できない。 
実際、三種類の暴力における dating violence 被害による精神的健康度の影響について分

析してみたところ、暴力被害と精神的な健康被害との関連は女子学生にみられていた。特

に「言語的暴力」被害が精神的健康の悪化を招く傾向があり、身体的暴力に比べ、精神的

暴力による心理的ダメージはより大きい(Straight, E., Harper, F., & Arias, I., 2003)とい

う報告を支持するものであった。しかし言語的暴力被害を訴えている男子学生の精神的健

康度は、恋愛経験のない男子学生よりも精神的に健康であり、身体的暴力より精神的暴力

の方が脅威であり、無力化の根本であったと振り返っている DV 被害者自身の意見(加茂, 
2004)とは一致していなかった。 

男子学生は、恋人から暴力被害を受けていても精神的には健康であり、その暴力を不快

であると感じれば暴力をふるう恋人と別れる傾向がみとめられている。その一方で暴力被

害を受けている女子学生は、精神的に不健康であり、交際期間が長くなれば暴力を暴力と

して認知しなくなる傾向がみられ、恋人からうける暴力を不快に感じることがあっても別

れない傾向があった。これらのことからも男女の違いは明らかである。 
 
 
8B第 7 節 被害への対処行動と援助ニーズ 
  

dating violence 被害への相談状況は内閣府調査と同様に、「友達に相談する」が 4 割を

越え、「誰にも相談していない」が 1 割を超えている。誰にも相談しない理由には、暴力

を受けた経験のある被害者の多くが、自分さえ我慢すればよい、自分にも悪いところがあ

る(内閣府, 2006)などの要因や、dating violence 被害を友人に打ち明けても、友人たちに

問題を回避されたり、軽視されたりする(Weisz, A.N., Tolman, R.M., Callahan, M.R., 
Saunders, D.G., & Black, B.M., 2007)という要因が関係しているものと考える。 

調査の結果、相談しなかった理由には、「話してもムダ」「話したくない」の他、「いや

がらせをされていた」「話しだしにくい」などや、「1 回や 2 回しかなかったから」「相談す

るほどのことでもない」なども明らかになっている。 
日比野・湯川(2004)によれば「たいしたことではない」という認識は、攻撃行動を受け

たときの一般的な認知のひとつであり、「たいしたことではない」と思うことで被害を受け

たことによる怒りの鎮静化を行なっているという。今回の「1 回や 2 回しかなかったから」

「相談するほどのことでもない」といった学生たちの理由は、恋人からの暴力行為を自分

の中でそれなりに処理した結果と考えられ、恋人からの暴力行為を問題にしないことの表

れとも考えることができる。その一方で、被害について「話せない」「話したくない」と回

答した学生も 4 割を超えており、被害を受けても誰にも相談できずにいる学生は多い
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(Ashley, S.O., & Foshee, A.V., 2005; Black, M.B., & Weisz, N.A., 2003)。 
そして相談しようにも「いやがらせをされていた」、「相談相手がいない」学生も半数程

度存在し、アドバイスや支援を望む回答は約 7 割である。また、嫌がらせを受けているな

どの理由は、加害者からのプレッシャーとも考えることができるため、早急に解決しなけ

ればならない問題である。 
 
 
9B第 8 節 支配的恋愛関係チェックリスト 
 

思春期青年期における Dating violence は、被害者加害者が同じ学校内のすぐ隣にいる

可能性が非常に高い。そんな中で直接的に暴力行為の有無を尋ねることは、非常に危険な

行為である。本チェックリストは、恋愛経験の有無に関係なく、教育現場でより安全に実

施でき、教育的にも役立つことを目的として作成された。 
その結果、支配的恋愛関係をチェックするだけでも dating violence 被害を予測すること

が可能であることが明らかとなった。なお、恋人を怖いと感じるなどの「緊張関係」は、

男子学生では言語的暴力被害(R2=.12, p<.001)を予測することができ、女子学生では三種類

の暴力被害全般(R2=.49～.19, p<.001)を予測することができた。 
学校現場への期待について友田(2006)は、暴力被害者によっては口頭で話せないことも

紙には書ける場合があり、とくに思春期の子どもたちにはその傾向が強い。そしてスクリ

ーニングから介入に移るためには、当事者と直接関わっていることが大原則であり、医療

機関での介入はもとより、日常的に接する機会のある学校現場は、スクリーニングを行う

にしても、暴力防止教育を行うにしても、これ以上にふさわしい場所はないだろうとまと

めている。その一方で多忙を極めている学校現場では、①児童生徒に心理的抵抗を与えな

いこと。②実施・集計が教師ひとりでできて、かつ簡便であること。③教師の力量を評価

させる内容ではないことが求められている(河村・田上, 1997)。このことからも、今回開発

した「支配的恋愛関係チェックリスト(12 項目、6 件法)」は、学校現場にも生徒学生たち

にも受け入れやすいものになったのではないかと思われる。特に「緊張関係」では、支配

的関係の中で生じたインパクトを中心として構成されていることから、内閣府などが行っ

ている「暴力行為の種類や頻度の調査」を併用することによって、「暴力を多く受けている」

と回答しながらも、平均程度しか「恐れや混乱」を感じていない者、あるいはその反対に

「恐れや混乱、不安感など」を非常に抱えている者をスクリーニングするのにも役立つと

考える。 
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5B第 9 節 暴力防止教育への指針 

 
若者たちの支配的関係に注目することによって、若者たちの間には恋人関係になる以前

にも将来恋人となる相手との関係で「緊張したり」「束縛されたり」するような関係が存在

することが明らかとなり、暴力防止教育等を実施する場合、小学校、中学校のより早い段

階で実施することが望ましいことが明らかとなった。 
また、男子学生と女子学生では暴力被害に影響する内容が異なる傾向がみられたことか

ら、暴力防止教育では、男子学生には感情的なアプローチ、女子学生には知識教育的なア

プローチに力点をおくなどの工夫が求められるだろう。 
そして内閣府(2007)によって導入された携帯電話を利用した暴力(メールチェックなど)

も、dating violence における暴力形態のひとつである可能性がみとめられたことから、ど

んな小さな兆候 (Bookwala, J., Frieze, I.H., Smith, C., & Ryan, K., 1992) であっても軽

んじるべきではない。 
暴力防止教育を進めていくにあたり問題となるのは、若者たち自身に dating violence

に関する当事者意識がないことである(Stein, A.L., Tran, G.Q., & Fisher, B.S., 2009; 名
古屋学院大学デート DV 研究会, 2010)。当事者性をもたなければ外部に援助を求めること

も、支援の手が届くこともない(信田, 2002)。これらのことから、学生のほとんどの者が一

項目でもチェックすることのできる支配的恋愛関係チェックリストは、自分たちの恋愛関

係が支配である可能性を教えるものであり、dating violence を自分たちの問題として考え

はじめる機会になると考える。 
短大・大学などの教育現場での役割は、各関係機関の連携はもとより、若い男女が「女

性に対する暴力」について学ぶ場を提供することである(Wallace, H., 2004)。 
若い彼らに dating violence を身近に感じてもらい、当事者意識を持ってもらうためには、

継続的に学生たちに学習する場と、自分たちの関係を見直す機会を作っていくことが重要

であると考える。 
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11B第 10 章 結語 

 
 

身体的暴力、性的暴力における dating violence 被害は、男子学生より女子学生の方が有

意に被害に遭遇しており、特に 20 歳以下の学生よりも 21 歳以上の女子学生の方が、有意

に dating violence 被害を経験していること、恋人との年齢差が広がると身体的暴力被害が

増加する傾向があることが明らかとなった。 
また、dating violence 被害と精神的健康度の悪化との関連は、女子学生にのみにみられ、

特に「言語的暴力」被害が精神的健康の悪化を招く傾向にある。 
さらに男子学生は暴力被害を受けていても精神的には健康であり、暴力を不快だと思え

ば恋人と別れる傾向があった。しかし暴力被害を受けている女子学生は精神的に不健康で

あり、交際期間が長くなれば暴力を認知しなくなる傾向があり、恋人からうける暴力を不

快に感じることがあっても別れない傾向にあり、より深刻であった。 
多少の不快感があっても耐えるべき(Miller, L.M., 2011)と考えている可能性があった。 
被害を受けた最初の時期は「中学卒業～19 歳まで」の時期であり、高校から大学の時期

に半数以上の学生が被害を受けはじめていた。しかし将来恋人となる相手との間では、恋

人関係になる以前の友達関係のときから「緊張したり」「束縛されたり」の関係にあった。 
暴力に対する認知および不快感では、男子学生は、女子学生と比べて暴力を暴力として

認知してないこと、暴力に対して不快感を持たないことが明らかとなり、恋愛経験のある

学生は、恋愛経験のない学生よりも暴力を暴力として認知せず、暴力に対して不快感も持

たないことも明らかとなっている。また、暴力を認知しない学生、あるいは暴力への不快

感を持たない学生は、暴力被害を有意に多く受けていることがわかった。恋愛経験のある

女子学生の暴力認知や暴力への不快感は非常に流動的であり、恋愛経験のない女子学生よ

りも有意に低く、質問に回答していない傾向も統計的に有意に多くなっていた。これらの

ことから、恋人から受ける行為について、女子学生は感情的に混乱していることが考えら

れた。 
dating violence への支援状況として、学生たちには相談できる相手のいる者が多かった。

しかし被害について相談する者は半数以下であり、「話せない」「話したくない」と回答し

た学生がおよそ 4 割。そして 7 割の学生がアドバイスや支援を望んでおり、「いやがらせ

をされていた」「話しだしにくい」などの要因も明らかとなっている。 
以上のことから、被害者への支援体制の充実は急務であり、暴力防止教育等を実施する

場合、小学校、中学校のより早い段階で実施することが望ましいこと、教育におけるアプ

ローチ方法は、男子学生には感情的なアプローチ、女子学生には知識教育的なアプローチ

が有効である可能性が高いことも明らかとなっている。 
また、被害に遭いながらも当事者意識の薄い大学生たちへのアプローチとして、支配的
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恋愛関係チェックリストを作成した。本チェックリストは、ほとんどの学生がチェックす

ることから、支配的関係が自分たちにとって身近な問題であることを学生たちに知らせる

ことができる。また、dating violence 被害を予測することも可能である。教育現場で実施

する場合、継続的に学習する場と、自分たちの関係を見直す機会を作っていくことも重要

となる。 
そして、大学生にとっては依然として家族の支えが心の安定となっていたことから、

dating violence について教育現場だけで対応するのではなく、家族も巻き込む必要がある。 
 
 

限界 
 本研究は、被害者の近くに加害者もいることを想定し、安全性への配慮や調査による心

理的負担に対するフォローを十分に行なえるように縁故法を採用している。そのため、心

理学に関連する授業を受講している大学生を対象に実施することになっており、一般の大

学生とは、dating violence などの暴力問題に対する知識や興味の持ち方などに差が見られ

る可能性が考えられる。しかし恋人からの暴力被害などの経験は、恋愛経験のある学生で

あれば、心理学への興味の有無による影響は少ないと考えられ、今回の調査によって作成

された「支配的恋愛関係チェックリスト」は、一般の大学生にも十分に適用できると考え

る。今後は、被害者加害者への心理的ストレスを少なくする目的で作成した「支配的恋愛

関係チェックリスト」を用いることで、ランダムサンプリングによる幅広い調査が可能と

なることから、恋愛経験を持つ以前の時期からの縦断的調査を実施し、dating violence に

関連する因果関係を明らかにしていきたいと考える。 
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図2-1　パワーとコントロールの車輪（波田あい子訳）
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図5-2　三種類の暴力被害の度数分布

0

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 25 26 29 30 32 41 48



言語的暴力 男子

女子

身体的暴力 男子

女子

W=12574***

W=14373*

性的暴力 男子

女子

W=12574

図5‐3  三種類の暴力被害ごとの男女差
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Wilcoxon検定
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図5‐4 三種類の暴力被害有無による親密性の回避、見捨てられ不安



⾔語的暴⼒ 20歳以下
21歳以上

⾝体的暴⼒ 20歳以下
21歳以上

W=4206**

⼥⼦学⽣

性的暴⼒ 20歳以下
21歳以上

男⼦学⽣： 有意差なし

**p<.01
Wilcoxon検定

図5‐5  現在の年齢における男女別の暴力被害得点（女子学生）
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図5‐6 恋人との年齢差における男女別の暴力被害得点（女子学生）
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図5‐7 恋人との交際期間における男女別の暴力被害得点
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図5‐8 恋人との現在の関係における男女別の暴力被害得点
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図6-1 パス・モデル
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図6‐2 暴力種別ごとへの非認知・不快感の男女差
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図6‐3 現在の年齢による暴力非認知（言語的・身体的暴力）

*p<.05; **p<.01
Wilcoxon検定
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図6‐4 恋人との交際期間による暴力非認知（言語的・性的暴力）
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図6‐5 恋人との現在の関係における暴力への不快感（言語的・身体的暴力）
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被害なし： 性的暴力被害以外は、「なし」「一度でも(たまに)」と回答した者

図6‐6 それぞれの暴力被害有無による暴力への非認知得点(男子学生)
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図6‐7 それぞれの暴力被害有無による暴力への非認知得点(女子学生)
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図6‐8 それぞれの暴力被害有無による暴力への不快感得点(男子学生)
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被害あり： 性的暴力被害ではひとつでも「たまに」と回答した者。それ以外の暴力では「ときどき」「いつも」と回答した者。

被害なし： 性的暴力被害以外は、「なし」「一度でも(たまに)」と回答した者

図6‐9 それぞれの暴力被害有無による暴力への不快感得点(女子学生)



表5-1  基本属性（恋人経験あり学生）
n=276　単位= 人(%)

全体 男 女

276 (100) 130 (47.10) 146 (52.90) t値 or χ2値 or U値
恋人経験

現在いる 129 (46.74) 56 (43.08) 73 (50.00) χ2(1)=1.324, n.s.
過去いた 147 (53.26) 74 (56.92) 73 (50.00)

欠損値
年齢

平均年齢(SD) 20.21 (1.57) 20.22 (1.80) 20.21 (1.34) t(274)=.09, n.s.
Min - Max (n) 18 - 29 (276) 18 - 29 (130) 18 - 26 (146)

欠損値欠損値
現在の暮らし方

恋人と同居 4 (1.45) 1 (0.77) 3 (2.05) U(3)=8577, n.s.
家族と同居 208 (75.36) 94 (72.31) 114 (78.08)
一人暮らし 49 (17.75) 26 (20.00) 23 (15.75)
その他(友人などと同居) 7 (2.54) 3 (2.31) 4 (2.74)

欠損値 8 (2.90) 6 (4.62) 2 (1.37)
はじめで恋人ができたのは

小学校 38 (13.77) 22 (16.92) 16 (10.96)
中学校 114 (41.30) 51 (39.23) 63 (43.15) U(4)=8858, n.s.
中卒～19歳 109 (39.49) 48 (36.92) 61 (41.78)
20～24歳 12 (4.35) 6 (4.62) 6 (4.11)
25歳以上 1 (0.36) 1 (0.77)

欠損値 2 (0.72) 2 (1.54)
検定：　t検定 or χ2検定 or Mann-Whitney



表5-2　問題の多かった恋人との恋愛形態
n=276　単位= 人(%)

全体 男 女

276 (100) 130 (47.10) 146 (52.90) t値 or χ2値 or U値
恋人との年齢差(絶対値)

年齢差平均(SD) 1.36 (3.02) 0.83 (2.08) 1.82 (3.60) t(223)=2.72**
Min - Max (n) 0-20 (257) 0-19 (120) 0-20 (137)

欠損値
恋愛関係の継続期間

交際月数平均(SD) 15.21 (15.28) 14.02 (11.08) 16.26 (18.16) t(229)=1.21, n.s.
Min - Max (n) 0.17-108 (257) 0.17-46 (120) 0.23-108 (137)

欠損値
暮らし方

実家 176 (63.77) 86 (66.15) 90 (61.64) χ2(1)=0.88, n.s.
一人暮らし(両方、一方) 62 (22.46) 26 (20.00) 36 (24.66)

欠損値 38 (13.77) 18 (13.85) 20 (13.70)
恋人と会う頻度

毎日 ほぼ毎日毎日、ほぼ毎日 109109 (39 49)(39.49) 4747 (36 15)(36.15) 6262 (42 47)(42.47)
週に数回 86 (31.16) 52 (40.00) 34 (23.29) U(3)=7411*
月に数回 59 (21.38) 22 (16.92) 37 (25.34)
年に数回 10 (3.62) 4 (3.08) 6 (4.11)

欠損値 12 (4.35) 5 (3.85) 7 (4.79)
関係の深度

キス 38 (13.77) 20 (15.38) 18 (12.33)
ペッティング 33 (11.96) 13 (10.00) 20 (13.70) U(3)=7013, n.s.
性交渉あり 148 (53.62) 69 (53.08) 79 (54.11)
妊娠した/させた 6 (2.17) 3 (2.31) 3 (2.05)

欠損値 51 (18.48) 25 (19.23) 26 (17.81)
現在の関係

現在交際中 68 (24.64) 32 (24.62) 36 (24.66)
別れた 158 (57.25) 78 (60.00) 80 (54.79) U(4)=7132, n.s.
別れと交際繰り返し 19 (6.88) 4 (3.08) 15 (10.27)
友人 6 (2.17) 1 (0.77) 5 (3.42)
その他 5 (1.81) 4 (3.08) 1 (0.68)

欠損値 20 (7.25) 11 (8.46) 9 (6.16)
検定：　t検定 or χ2検定 or Mann-Whitney
*p<.05, **p<.01



表5-3　dating violence被害項目ごとの回答分布（男女比較）
n=276　単位：人(%)

恋人経験あり
(男n=130、女n=146) いつも ときどき たまに 被害なし 欠損値 U 値

（携帯を利用した内容：携帯を利用した暴力）

1 恋人にメールや着信、発信履歴を見られる。 男 5 (3.85) 9 (6.92) 28 (21.54) 80 (61.54) 8 (6.15) 8184 n.s.
女 5 (3.42) 13 (8.90) 26 (17.81) 92 (63.01) 10 (6.85)

2 恋人は、携帯電話がつながらない、すぐにメール返信しないと怒り
だす。

男 1 (0.77) 11 (8.46) 45 (34.62) 65 (50.00) 8 (6.15) 8042 n.s.
女 6 (4.11) 16 (10.96) 32 (21.92) 82 (56.16) 10 (6.85)

3 恋人に、１日に何度も定期的に電話やメールで行動を報告するよ
う言われる。

男 3 (2.31) 3 (2.31) 19 (14.62) 96 (73.85) 9 (6.92) 7826 n.s.
女 8 (5.48) 7 (4.79) 17 (11.64) 103 (70.55) 11 (7.53)

4 恋人に、携帯電話を故意に壊されたり、わざとデータを破壊された
りする。

男 2 (1.54) 1 (0.77) 2 (1.54) 115 (88.46) 10 (7.69) 8058 n.s.
女 2 (1.37) 3 (2.05) 130 (89.04) 11 (7.53)

5 恋人に、携帯電話のカメラで裸などの写真を撮られ、それを使って
嫌な思いをさせられる。

男 1 (0.77) 1 (0.77) 4 (3.08) 114 (87.69) 10 (7.69) 8031 n.s.
女 1 (0.68) 7 (4.79) 127 (86.99) 11 (7.53)

6 恋人に、GPS機能を使って居場所を何度か確認される。 男 1 (0.77) 2 (1.54) 117 (90.00) 10 (7.69) 8003 n.s.
女 4 (2.74) 130 (89.04) 12 (8.22)

（言葉や態度に関する内容：言語的暴力）
7 自分勝手、自己中などと言われたり、気持ち悪い（キモイ）、臭い、

死ねなど、罵声を浴びせる。
男 3 (2.31) 4 (3.08) 21 (16.15) 92 (70.77) 10 (7.69) 7760 n.s.
女 3 (2.05) 15 (10.27) 16 (10.96) 100 (68.49) 12 (8.22)

8 恥ずかしいことを人前で言われたり、人前で恥をかかせられる。 男 2 (1.54) 2 (1.54) 15 (11.54) 101 (77.69) 10 (7.69) 7768 n.s.
女 3 (2.05) 22 (15.07) 108 (73.97) 13 (8.90)

9 自分の好きなこと、興味あることを恋人はバカにしたり、自分の意
見や存在を否定したり、自信喪失するようなことを言う。

男 1 (0.77) 6 (4.62) 11 (8.46) 102 (78.46) 10 (7.69) 7309 n.s.
女 3 (2.05) 11 (7.53) 18 (12.33) 102 (69.86) 12 (8.22)

10 「おまえが変だ」「おかしい」などと言って、恋人は自分の考えや感
情を認めない。

男 2 (1.54) 5 (3.85) 17 (13.08) 95 (73.08) 11 (8.46) 7163 n.s.
女 7 (4.79) 7 (4.79) 26 (17.81) 94 (64.38) 12 (8.22)

11 無視したり、ため息をついたり、あるいは、何日も口をきいてくれな
い。

男 2 (1.54) 3 (2.31) 22 (16.92) 92 (70.77) 11 (8.46) 7918 n.s.
女 3 (2.05) 9 (6.16) 16 (10.96) 106 (72.60) 12 (8.22)

12 大声で怒鳴ったり、脅すようなことを言う。 男 2 (1.54) 1 (0.77) 8 (6.15) 109 (83.85) 10 (7.69) 7457 n.s.
女 1 (0.68) 6 (4.11) 15 (10.27) 112 (76.71) 12 (8.22)

13 問題が発生すると、責任を押しつけられたり、被害者意識を持つな
などと言われる。

男 1 (0.77) 2 (1.54) 8 (6.15) 108 (83.08) 11 (8.46) 7151 *
女 4 (2.74) 5 (3.42) 17 (11.64) 108 (73.97) 12 (8.22)

14 恋人は、軽蔑するような視線、バカにしたような態度、冷笑などを
自分にむける。

男 1 (0.77) 5 (3.85) 12 (9.23) 102 (78.46) 10 (7.69) 7772 n.s.
女 3 (2.05) 7 (4.79) 13 (8.90) 110 (75.34) 13 (8.90)

15 恋人は、自分の存在を否定したり、ひどく傷つけたりするような態
度をする。

男 2 (1.54) 3 (2.31) 5 (3.85) 110 (84.62) 10 (7.69) 7359 *
女 2 (1.37) 4 (2.74) 17 (11.64) 111 (76.03) 12 (8.22)

（経済的な内容：経済的暴力）
16 恋人に、お金を貸しても返してくれない。 男 1 (0.77) 1 (0.77) 5 (3.85) 113 (86.92) 10 (7.69) 7720 n.s.

女 1 (0.68) 6 (4.11) 6 (4.11) 121 (82.88) 12 (8.22)

17 恋人に、自分のお金（小遣い、バイト料など）をとられる。 男 1 (0.77) 1 (0.77) 1 (0.77) 117 (90.00) 10 (7.69) 8005 n.s.
女 4 (2.74) 130 (89.04) 12 (8.22)

18 デートなどの支払いは、いつも自分が支払わされている。 男 3 (2.31) 10 (7.69) 26 (20.00) 81 (62.31) 10 (7.69) 6926 *
女 6 (4.11) 20 (13.70) 108 (73.97) 12 (8.22)

19 恋人の経済的な問題（ギャンブル、借金）などで、嫌な思いや困る
ことがある。

男 1 (0.77) 3 (2.31) 116 (89.23) 10 (7.69) 7042 **
女 2 (1.37) 7 (4.79) 11 (7.53) 113 (77.40) 13 (8.90)

（身体的攻撃をともなう内容：身体的暴力）
20 恋人は、気に入らないことがあると、壁や机を叩いたり、物に当

たったりする。
男 2 (1.54) 2 (1.54) 8 (6.15) 108 (83.08) 10 (7.69) 7186 *
女 2 (1.37) 4 (2.74) 22 (15.07) 106 (72.60) 12 (8.22)

21 痛いほど掴まれたり、突き飛ばされたり、壁に叩きつけられたり、
髪を掴まれるなど、恋人は乱暴に自分をあつかう。

男 2 (1.54) 1 (0.77) 1 (0.77) 116 (89.23) 10 (7.69) 7779 n.s.
女 3 (2.05) 6 (4.11) 125 (85.62) 12 (8.22)

22 恋人は、自分にものを投げたり、投げつける素振り、殴る素振りを
して、脅かす。

男 1 (0.77) 2 (1.54) 3 (2.31) 114 (87.69) 10 (7.69) 7911 n.s.
女 2 (1.37) 7 (4.79) 125 (85.62) 12 (8.22)

23 恋人が、物を破壊したり、叩きつけたり、ナイフを持ち出したりして
怖い思いをさせられる。

男 1 (0.77) 1 (0.77) 2 (1.54) 116 (89.23) 10 (7.69) 7952 n.s.
女 1 (0.68) 3 (2.05) 129 (88.36) 13 (8.90)

24 乱暴（無謀）な運転で怖い思いをさせられたり、危険な場所や知ら
ない場所に、置き去りにされる。

男 2 (1.54) 1 (0.77) 2 (1.54) 115 (88.46) 10 (7.69) 7845 n.s.
女 8 (5.48) 125 (85.62) 13 (8.90)

25 恋人に、お腹や脚など、身体を蹴られたり、殴られたりする。 男 1 (0.77) 3 (2.31) 6 (4.62) 110 (84.62) 10 (7.69) 7730 n.s.
女 2 (1.37) 5 (3.42) 126 (86.30) 13 (8.90)

（性に関する内容：性的暴力）
26 見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌を見せられたり、聞きた

くもないのに性的な内容の話を聞かされる。
男 1 (0.77) 1 (0.77) 6 (4.62) 109 (83.85) 13 (10.00) 7210 n.s.
女 3 (2.05) 16 (10.96) 114 (78.08) 13 (8.90)

27 嫌がっているのにキスや触るなどの性的行為を恋人は強要する。 男 1 (0.77) 2 (1.54) 4 (3.08) 109 (83.85) 14 (10.77) 6297 ***
女 2 (1.37) 3 (2.05) 28 (19.18) 100 (68.49) 13 (8.90)

28 自分の意に反して、恋人に性器を見せられた。 男 1 (0.77) 1 (0.77) 3 (2.31) 111 (85.38) 14 (10.77) 7243 n.s.
女 3 (2.05) 11 (7.53) 119 (81.51) 13 (8.90)

29 自分の意に反して、恋人に性交されたり、されそうになった。 男 2 (1.54) 2 (1.54) 2 (1.54) 110 (84.62) 14 (10.77) 6700 **
女 4 (2.74) 20 (13.70) 108 (73.97) 14 (9.59)

30 恋人との性交渉の後、後悔したり、自己嫌悪に陥ったりする。 男 2 (1.54) 3 (2.31) 11 (8.46) 99 (76.15) 15 (11.54) 7148 n.s.
女 2 (1.37) 7 (4.79) 17 (11.64) 106 (72.60) 14 (9.59)

31 恋人は、避妊に協力しない。 女 3 (2.05) 4 (2.74) 14 (9.59) 111 (76.03) 14 (9.59)

32 恋人は、中絶を強要する。 女 1 (0.68) 1 (0.68) 130 (89.04) 14 (9.59)

検定 M Whit検定：　Mann-Whitney
*p<.05, **p<.01, ***p<.001



表5-4  暴力種類ごとの被害

n=276　単位= 人(%)

言語的暴力被害 身体的暴力被害 性的暴力被害 経済的暴力被害

メールチェックなど
の

携帯暴力被害
携帯を破壊するな

どの暴力被害

人 (%) 人 (%) 人 (%) 人 (%) 人 (%) 人 (%)
＜男子学生＞
項目中ひとつでも「ときどき」と回答
した学生数 20 (15.38) 6 (4.62) 9 (6.92) 14 (10.77) 27 (20.77) 4 (3.08)
「ときどき」と回答した項目はなく、
ひとつでも「たまに」と回答した学 29 (22.31) 10 (6.85) 12 (9.23) 28 (19.18) 50 (38.46) 3 (2.05)

全く被害がないと回答した学生数 69 (53.08) 104 (71.23) 94 (72.31) 78 (53.42) 44 (33.85) 113 (77.40)
欠損値 12 (9.23) 10 (6.85) 15 (11.54) 10 (6.85) 9 (6.92) 10 (6.85)

＜女子学生＞
項目中ひとつでも「ときどき」と回答
した学生数 26 (17.81) 9 (6.16) 13 (8.90) 18 (12.33) 39 (26.71) 2 (1.37)
「ときどき」と回答した項目はなく、
ひとつでも「たまに」と回答した学 40 (27.40) 24 (16.44) 40 (27.40) 21 (14.38) 32 (21.92) 8 (5.48)

全く被害がないと回答した学生数 66 (45.21) 100 (68.49) 78 (53.42) 94 (64.38) 64 (43.84) 124 (84.93)
欠損値 14 (9.59) 13 (8.90) 15 (10.27) 13 (8.90) 11 (7.53) 12 (8.22)



表5-5  三種類の暴力被害の組合せ

n=276　単位= 人(%)

三種の暴力被害一度でも（ に）たま 以上 三種の暴力被害ときどき以上
三種の暴力被害ときどき以上

(性被害一度でも含む)

三種類の暴力 合計(276) 男(130) 女(146) 男(130) 女(146) 男(130) 女(146)
言語 身体 性 人 (%) 人 (%) 人 (%) 人 (%) 人 (%) 人 (%) 人 (%)

被害なし 108 (39.13) 61 (46.92) 47 (32.19) 90 (69.23) 95 (65.07) 84 (64.62) 68 (46.58)

一種類

言語 43 (15.58) 25 (19.23) 18 (12.33) 10 (7.69) 3 (2.05) 10 (7.69) 3 (2.05)
身体 4 (1.45) 2 (1.54) 2 (1.37)

性 15 (5.43) 5 (3.85) 10 (6.85) 3 (2.31) 1 (0.68) 5 (3.85) 10 (6.85)
合計 62 (22.46) 32 (24.62) 30 (20.55) 13 (10.00) 4 (2.74) 15 (11.54) 13 (8.90)

二種類

言語 身体 16 (5.80) 6 (4.62) 10 (6.85) 6 (4.11) 6 (4.11)
言語 性 30 (10.87) 9 (6.92) 21 (14.38) 6 (4.62) 9 (6.16) 9 (6.92) 21 (14.38)

身体 性 3 (1.09) 3 (2.05) 3 (2.05)
合計 49 (17.75) 15 (11.54) 34 (23.29) 6 (4.62) 15 (10.27) 9 (6.92) 30 (20.55)

三種類

言語 身体 性 23 (8.33) 6 (4.62) 17 (11.64) 5 (3.85) 14 (9.59) 6 (4.62) 17 (11.64)

被害あり全体 134 (48.55) 53 (40.77) 81 (55.48) 24 (18.46) 33 (22.60) 30 (23.08) 60 (41.10)
被害なし 108 (39.13) 61 (46.92) 47 (32.19) 90 (69.23) 95 (65.07) 84 (64.62) 68 (46.58)

欠損値 34 (12.32) 16 (12.31) 18 (12.33) 16 (12.31) 18 (12.33) 16 (12.31) 18 (12.33)
言語：　言語的暴力
身体：　身体的暴力
性：　性的暴力



表5-6  暴力被害の組合せ（6種類の暴力を一度でも受けたことのある学生数）
n=276　単位= 人(%)

暴力組み合わせ 6種の被害度数
携帯電話利用 合計(276) 男(130) 女(146)
ﾒｰﾙ 破壊 言語 経済 身体 性 人 (%) 人 (%) 人 (%)

被害なし 61 (22.10) 27 (20.77) 34 (23.29)

１種類
ﾒｰﾙ 30 (10.87) 21 (16.15) 9 (6.16)

言語 7 (2.54) 4 (3.08) 3 (2.05)
経済 2 (0.72) 2 (1.54)

身体 2 (0.72) 1 (0.77) 1 (0.68)
性 7 (2.54) 1 (0.77) 6 (4.11)

合計 48 (17.39) 29 (22.31) 19 (13.01)
２種類

ﾒｰﾙ 言語 13 (4.71) 7 (5.38) 6 (4.11)
ﾒｰﾙ 経済 15 (5.43) 11 (8.46) 4 (2.74)
ﾒｰﾙ 身体 2 (0.72) 1 (0.77) 1 (0.68)
ﾒｰﾙ 性 4 (1.45) 2 (1.54) 2 (1.37)

言語 経済 8 (2.90) 4 (3.08) 4 (2.74)
言語 身体 3 (1.09) 3 (2.05)
言語 性 8 (2.90) 2 (1.54) 6 (4.11)

経済 性 2 (0.72) 1 (0.77) 1 (0.68)
合計 55 (19.93) 28 (21.54) 27 (18.49)

３種類
ﾒｰﾙ 破壊 言語 3 (1.09) 2 (1.54) 1 (0.68)
ﾒｰﾙ 言語 経済 10 (3.62) 8 (6.15) 2 (1.37)
ﾒｰﾙ 言語 身体 6 (2.17) 4 (3.08) 2 (1.37)
ﾒｰﾙ 言語 性 8 (2.90) 2 (1.54) 6 (4.11)
ﾒｰﾙ 経済 性 2 (0.72) 1 (0.77) 1 (0.68)
ﾒｰﾙ 身体 性 2 (0.72) 2 (1.37)

破壊 言語 経済 1 (0.36) 1 (0.68)
言語言語 経済経済 身体身体 2 (0.72) 1( ) (0.77) 1( ) (0.68)( )
言語 経済 性 1 (0.36) 1 (0.68)

合計 35 (12.68) 18 (13.85) 17 (11.64)
４種類

ﾒｰﾙ 破壊 言語 経済 1 (0.36) 1 (0.68)
ﾒｰﾙ 破壊 言語 性 1 (0.36) 1 (0.68)
ﾒｰﾙ 言語 経済 身体 5 (1.81) 1 (0.77) 4 (2.74)
ﾒｰﾙ 言語 経済 性 10 (3.62) 5 (3.85) 5 (3.42)
ﾒｰﾙ 言語 身体 性 8 (2.90) 8 (5.48)
ﾒｰﾙ 経済 身体 性 1 (0.36) 1 (0.68)

破壊 言語 身体 性 1 (0.36) 1 (0.77)
合計 27 (9.78) 7 (5.38) 20 (13.70)

５種類
ﾒｰﾙ 破壊 言語 経済 性 2 (0.72) 2 (1.37)
ﾒｰﾙ 破壊 言語 身体 性 1 (0.36) 1 (0.68)
ﾒｰﾙ 言語 経済 身体 性 7 (2.54) 2 (1.54) 5 (3.42)
合計 10 (3.62) 2 (1.54) 8 (5.48)

６種類
ﾒｰﾙ 破壊 言語 経済 身体 性 5 (1.81) 3 (2.31) 2 (1.37)

被害あり全体 180 (65.22) 87 (66.92) 93 (63.70)
被害なし 61 (22.10) 27 (20.77) 34 (23.29)

欠損値 35 (12.68) 16 (12.31) 19 (13.01)
ﾒｰﾙ：　メールチェックなどの携帯暴力
破壊：　携帯を破壊するなどの暴力
言語：　言語的暴力
経済：　経済的暴力
身体：　身体的暴力
性：　性的暴力



表5-7　dating violence被害の時期、頻度、持続期間
n=276　単位= 人(%)

交際経験あり 全体 男 女

276 (100) 130 (47.10) 146 (52.90)
行為を最初に受けた時期は？

小学校 2 (0.72) 2 (1.54)
中学校 19 (6.88) 10 (7.69) 9 (6.16)
中学卒業～19歳 111 (40.22) 58 (44.62) 53 (36.30)
20歳～24歳 29 (10.51) 9 (6.92) 20 (13.70)

欠損値 115 (41.67) 51 (39.23) 64 (43.84)
行為の頻度

今までに1－2回 33 (11.96) 17 (13.08) 16 (10.96)
年に数回 25 (9.06) 14 (10.77) 11 (7.53)
月に数回 38 (13.77) 12 (9.23) 26 (17.81)
週に数回 10 (3.62) 5 (3.85) 5 (3.42)
ほぼ毎日 2 (0.72) 1 (0.77) 1 (0.68)
わからないわからない 4242 (15 22)(15.22) 2525 (19 23)(19.23) 1717 (11 64)(11.64)

欠損値 126 (45.65) 56 (43.08) 70 (47.95)
行為の持続期間

１日 46 (16.67) 22 (16.92) 24 (16.44)
数日 28 (10.14) 19 (14.62) 9 (6.16)
数週間 9 (3.26) 4 (3.08) 5 (3.42)
1～3ヶ月 18 (6.52) 4 (3.08) 14 (9.59)
3～6ヶ月 13 (4.71) 8 (6.15) 5 (3.42)
半年～１年 17 (6.16) 8 (6.15) 9 (6.16)
1年～2年 6 (2.17) 2 (1.54) 4 (2.74)
2年～3年 5 (1.81) 2 (1.54) 3 (2.05)
3年以上 2 (0.72) 1 (0.77) 1 (0.68)

欠損値 132 (47.83) 60 (46.15) 72 (49.32)
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表5-8　dating violence被害を相談した相手、相談した機関
n=276　単位= 人(%)

交際経験あり 全体 男 女

276 (100) 130 (47.10) 146 (52.90)

友達 112 (40.58) 53 (40.77) 59 (40.41)

家族 9 (3.26) 2 (1.54) 7 (4.79)
親戚 1 (0.36) 1 (0.68)

アルバイト関係者アルバイト関係者 1212 (4.35)(4.35) 6 (4.62) 6( ) (4.11)( )
学校関係者 8 (2.90) 6 (4.62) 2 (1.37)
医療関係者
警察 1 (0.36) 1 (0.77)
警察以外の公共機関 1 (0.36) 1 (0.77)

誰にも相談していない 36 (13.04) 16 (12.31) 20 (13.70)
その他 5 (1.81) 2 (1.54) 3 (2.05)

欠損値 91 (32.97) 43 (33.08) 48 (29.45)



1 1

表5-9　dating violence被害についての相談しなかった理由、したときの対応
n=276　単位：(%)

被害があったときの相談しない理由、したときの対応 男 女 計

n=130 n=146 n=276 %
相談しない理由

マイナス要因 女 しても意味がない。結局は自分が決める。 1 1
言いたくなかった。話してもムダ 2 2

男 なんとなく。めんどくさい。 3 3
話したくない。話さない。したことない。 3 3
性に関する問題は話したくない。そういう話が好きじゃないから。 2 2
私は相談することも基本的にしないので 1 1

合計 9 3 12 (24.49)
環境的問題

女 いやがらせされていた 1 1
恋人いるということが言いづらいから。話し出しにくい。 2 2
話せる人が近くにいなかったため 1 1
不倫関係だったから。相手が既婚者。 1 1

男 話す相手もいなかったし、小学生だったから。 1 1

合計 1 5 6 (12.24)
問題意識なし

女 相談する必要ないから 2 2
１回や２回しかなかったから。 1 1
即日あやまってくれて、その後、そんなことないから、必要ない。 1 1

男 必要じゃないから 2 2
特に問題はなく相談するほどでもない特に問題はなく相談するほどでもない 1 1

合計 3 4 7 (14.29)
問題自体なし

女 されてない。されたことがない 4 4
全くあてはまらないから 1 1
全く困っていないから 1 1
つきあっている相手が同性で、自分の方が「男性側の立場」であ
るため、苦に感じた事がなかったから。

1 1

男 特にない。問題ない。悩みない。 3 3
私は深く考えない性格なので、フラれたらもち前の明るさで、ほ
とんど忘れます。 1 1

合計 4 7 11 (22.45)
相談したときの対応

女 グチをきいてくれる。話を最後まで聞いてくれた。 4 4
別れた方が良いよ、と言われました。 2 2
彼は、変わらないと思うとも言われました。 1 1
逃げ場の提供。 1 1
私の話に共感してくれた。 1 1
悩みを理解してくれた。 1 1

男 意見、アドバイスをしてくれた。 2 2
話を聞いてくれました 1 1

合計 3 10 13 (26.53)

総計 20 29 49 (17.75)
欠損値 110 117 227 (82.25)

(84.62) (80.14)



7 8

表5-10　dating violence被害についての相談相手の有無、援助ニーズ
n=276　単位= 人(%)

恋愛経験あり 全体 男 女

276 (100) 130 (47.10) 146 (52.90) U値

行為を受けたとき話せるか？
話せる 151 (63.98) 76 (67.86) 75 (60.48)
話せない 30 (12.71) 14 (12.50) 16 (12.90) 6377 n.s.
話したくない 55 (23.31) 22 (19.64) 33 (26.61)

合計 236 112 124
相談相手の有無

確実にいる 89 (44.50) 39 (41.05) 50 (47.62)
一応いる 80 (40.00) 41 (43.16) 39 (37.14) 4692 n.s.
いないいない 1515 (7.50) 7( ) (7.37) 8( ) (7.62)( )
いても話せない 16 (8.00) 8 (8.42) 8 (7.62)

合計 200 95 105
援助などをしてくれる人は必要ですか

すぐに必要 22 (10.84) 11 (11.00) 11 (10.68)
必要 43 (21.18) 25 (25.00) 18 (17.48) 4573 n.s.
まあまあ必要 71 (34.98) 36 (36.00) 35 (33.98)
あまり必要でない 67 (33.00) 28 (28.00) 39 (37.86)

合計 203 100 103



表5-11  暴力種類別の内部一貫性

n=276
各項目の範囲分布 因子得点

内容名 ｎ 平均値 SD α係数 平均値 SD
＜三種類の暴力＞

言葉的暴力 250 1.18 - 1.38 0.53 - 0.75 0.95 11.31 (4.26)
身体的暴力 253 1.06 - 1.23 0.34 - 0.59 0.95 6.59 (1.97)
性的暴力 246 1.12 - 1.26 0.44 - 0.62 0.93 5.85 (1.92)

三種類の暴力 242 1.04 - 1.35 0.27 - 0.72 0.93 23.67 (6.95)

経済的暴力 253 1.05 - 1.36 0.33 - 0.68 0.84 4.65 (1.39)
メールチェックなどの携帯暴力 256 1.36 - 1.61 0.77 - 0.84 0.91 4.44 (1.81)
携帯を破壊するなどの暴力 254 1.05 - 1.09 0.30 - 0.45 0.78 3.16 (0.72)



1 2

表5-12  三種類の暴力被害による群分け

男(n=130) 女(n=146) 男女込み四分位

被害 人数 % 四分位 人数 % 四分位 (被害なし群のぞく)

0 61 (46.92) 47 (32.19) 0群 被害なし
計 61 47 計 108 (39.13)

1 12 (9.23) 15 (10.27)
2 6 (4.62) 25% 13 (8.90) 25% 1群 25パーセントタイル

計 18 28 計 46 (16.67)

3 11 (8.46) 50% 11 (7.53) 2群 50パーセントタイル
計 11 11 計 22 (7.97)

4 3 (2.31) 7 (4.79) 50%
5 9 (6.92) 75% 6 (4.11)
6 2 (1.54) 3 (2.05)
7 2 (1.54) 2 (1.37) 3群 75パーセントタイル

計 16 18 計 34 (12.32)

8 2 (1.37)
9 1 (0.77) 2 (1.37) 75%

10 2 (1.37)
11 1 (0.77)
12 1 (0.77) 2 (1.37)
13 3 (2.05)
14 2 (1.37)
1515 1 (0.77)(0.77) 2 (1.37)(1.37)

19 2 (1.37)
20 1 (0.68)
21 1 (0.68)
22 1 (0.68)
23
24
25 1 (0.68)
26 1 (0.68)
27
28
29 1 (0.77)
30 1 (0.77) 1 (0.68)
31
32 1 (0.77)

41 1 (0.68)

48 1 (0.77) 4群
計 8 24 計 32 (11.59)

被害なし 61 (46.92) 47 (32.19) 108 (39.13)
被害あり 53 (40.77) 81 (55.48) 134 (48.55)
欠損値 16 (12.31) 18 (12.33) 34 (12.32)

総計 130 146 総計 276



表5-13　暴力種別ごとの男女差 n=276
男 女

被害得点
n 25パーセ

ンタイル
50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル

n 25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル W値

＜三種類の暴力＞

言語的暴力 118 9.00 9.00 12.00 132 9.00 9.50 12.00 14114.00 n.s
身体的暴力 120 6.00 6.00 6.00 133 6.00 6.00 6.50 14373.50 *
性的暴力 115 5.00 5.00 5.00 131 5.00 5.00 6.00 12574.50 ***

三種類の暴力三種類の暴力 114114 20 0020.00 20 0020.00 23 0023.00 128128 20 0020.00 22 0022.00 25 0025.00 12432 0012432.00 **

経済的暴力 120 4.00 4.00 5.00 133 4.00 4.00 5.00 16560.00 n.s
 メールチェックなどの携帯暴力 121 3.00 4.00 5.00 135 3.00 4.00 6.00 17063.50 n.s

 携帯を破壊するなどの暴力 120 3.00 3.00 3.00 134 3.00 3.00 3.00 15187.50 n.s

検定：　Wilcoxon検定
*p<.05, **p<.01, ***p<.001



人

χ χ

表5-14　三種類の暴力被害有無に関連する要因
n=276　単位= 人(%)

男　130人 女 146
被害無 被害有 被害無 被害有

84 (64.6) 30 (23.1) t値 or χ2
値 68 (46.6) 60 (41.1) t値 or χ2

値
＜基本属性＞

年齢
平均年齢(SD) 20.14 (1.53) 19.93 (1.26) t(112)=.67, n.s. 20.03 (1.09) 20.38 (1.51) t(106.22)=1.50, n.s.
Min - Max 18 - 28 18 - 22 18 - 22 18 - 26

現在の暮らし方
恋人と同居 1 (0.77) 1 1 (0.68)
家族と同居 67 (51.54) 15 (11.54) χ2(2)=13.42** 59 (40.41) 43 (29.45) χ2(2)=5.22, n.s.
一人暮らし 11 (8.46) 12 (9.23) 6 (4.11) 14 (9.59)

恋人経験

現在いる 38 (29.23) 10 (7.69) χ2(1)=.26, n.s. 35 (23.97) 29 (19.86) χ2(1)=.13, n.s.
過去いた 46 (35.38) 20 (15.38) 33 (22.60) 31 (21.23)

はじめで恋人ができたのは
小学校 18 (13.85) 2 (1.54) 10 (6.85) 5 (3.42)
中学校 28 (21.54) 16 (12.31) χ2(3)=5.51, n.s. 32 (21.92) 25 (17.12) χ2(3)=3.86, n.s.
中卒～19歳 32 (24.62) 10 (7.69) 25 (17.12) 26 (17.81)
20～24歳/25歳以上 5 (3.85) 1 (0.77) 1 (0.68) 4 (2.74)

＜問題の多かった相手との恋愛形態＞
恋人との年齢差(絶対値)

年齢差平均(SD) 0.67 (1.20) 1.48 (3.82) t(27.74)=1 ..09, n.s 1.73 (3.55) 1.93 (3.75) t(119)=.30, n.s.
Min - Max (n) 0-6 (81) 0-19 (27) 0-20 (66) 0-19 (55)

交際期間
交際月数平均(SD) 14.31 (11.38) 13.13 (10.63) t(107)=.48, n.s. 14.47 (14.91) 17.41 (20.38) t(118)=.91, n.s.
Min - Max (n) 0.17-46.0 (81) 1.0-36.0 (28) 0.23-68.0 (62) 0.23-108 (58)

暮らし方

実家 62 (47.69) 18( ) (13.85)( ) χ2(1)=4.57*(1) 4.57 46 (31.51) 38( ) (26.03)( ) χ2(1)=.37, n.s.(1) .37, n.s.
一人暮らし(両方、一方) 12 (9.23) 10 (7.69) 16 (10.96) 17 (11.64)

恋人と会う頻度
毎日、ほぼ毎日 31 (23.85) 14 (10.77) 27 (18.49) 26 (17.81)
週に数回 32 (24.62) 10 (7.69) χ2(2)=1.15, n.s. 17 (11.64) 14 (9.59) χ2(2)=1.12, n.s.
月に数回/年に数回 21 (16.15) 5 (3.85) 21 (14.38) 19 (13.01)

関係の深度
キス 17 (13.08) 3 (2.31) 8 (5.48) 7 (4.79)
ペッティング 7 (5.38) 3 (2.31) χ2(3)=1.49, n.s. 12 (8.22) 8 (5.48) χ2(3)=.87, n.s.
性交渉あり 45 (34.62) 17 (13.08) 35 (23.97) 35 (23.97)
妊娠したさせた 2 (1.54) 1 (0.77) 2 (1.37) 1 (0.68)

現在の関係
現在交際中 22 (16.92) 6 (4.62) 18 (12.33) 14 (9.59)
別れた 57 (43.85) 16 (12.31) χ2(2)=6.01* 35 (23.97) 35 (23.97) χ2(2)=1.10, n.s.
別れと交際繰り返し 1 (0.77) 3 (2.31) 9 (6.16) 5 (3.42)

＜相談相手、援助ニーズ＞
行為を受けたとき話せるか？

話せる 50 (38.46) 20 (15.38) 42 (28.77) 31 (21.23)
話せない 9 (6.92) 5 (3.85) χ2(2)=2.36, n.s. 8 (5.48) 6 (4.11) χ2(2)=6.74*
話したくない 18 (13.85) 3 (2.31) 9 (6.16) 21 (14.38)

相談相手の有無
確実にいる 24 (18.46) 13 (10.00) 29 (19.86) 20 (13.70)
一応いる 28 (21.54) 10 (7.69) χ2(3)=.81, n.s. 15 (10.27) 22 (15.07) χ2(3)=7.65, n.s.
いない 5 (3.85) 2 (1.54) 1 (0.68) 7 (4.79)
いても話せない 6 (4.62) 2 (1.54) 3 (2.05) 5 (3.42)

援助などをしてくれる人は必要ですか
すぐに必要 9 (6.92) 2 (1.54) 7 (4.79) 4 (2.74)
必要 17 (13.08) 8 (6.15) χ2(3)=.73, n.s. 8 (5.48) 9 (6.16) χ2(3)=5.81, n.s.
まあまあ必要 25 (19.23) 10 (7.69) 10 (6.85) 24 (16.44)
あまり必要でない 17 (13.08) 7 (5.38) 20 (13.70) 18 (12.33)

被害有：三種類の暴力被害ときどき以上（性暴力被害一度でも含む)の学生

検定：　t検定 or χ2
検定

*p<.05, **p<.01



表5-15　三種類の暴力被害有無による親密性の回避、見捨てられ不安
n=276

被害無 被害有(注)

愛着スタイル n 25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル

n 25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル W値

＜男子学生＞
親密性の回避 94 3.00 4.00 6.00 27 3.00 6.00 8.00 5508.00 n.s
見捨てられ不安 94 3.00 6.00 8.00 27 5.00 9.00 13.00 5350.00 *

＜女子学生＞＜女子学生＞
親密性の回避 78 3.00 4.00 8.00 58 4.00 6.00 8.00 4866.00 *
見捨てられ不安 77 4.00 6.00 10.00 58 5.00 9.00 13.25 4704.00 *

（注）被害有：性的暴力被害ではひとつでも「たまに」と回答した者。それ以外の暴力では「ときどき」「いつも」と回答した者。
被害無：　性的暴力被害以外は、「なし」「一度でも(たまに)」と回答した者
検定：　Wilcoxon検定
*p<.05



表5-16　現在の年齢における男女別の暴力被害得点
n=276

20歳以下 21歳以上

被害得点
n 25パーセ

ンタイル
50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル

n 25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル W値

＜男子学生＞
言語的暴力 71 9.00 9.00 11.00 47 9.00 9.00 12.00 4137.50 n.s
身体的暴力 71 6.00 6.00 6.00 49 6.00 6.00 6.00 2878.00 n.s
性的暴力 68 5.00 5.00 5.00 47 5.00 5.00 5.00 3918.50 n.s

三種類の暴力 68 20.00 20.00 23.00 46 20.00 20.00 23.00 2645.00 n.s

経済的暴力 71 4.00 4.00 5.00 49 4.00 4.00 5.00 4159.50 n.s
 メールチェックなどの携帯暴力 71 3.00 4.00 5.00 50 3.00 4.00 5.25 4119.00 n.s

 携帯を破壊するなどの暴力 71 3.00 3.00 3.00 49 3.00 3.00 3.00 2918.00 n.s

＜女子学生＞
言語的暴力 72 9.00 9.00 11.00 60 9.00 10.00 13.75 4206.50 **
身体的暴力 72 6.00 6.00 6.00 61 6.00 6.00 7.00 4516.50 n.s
性的暴力 72 5.00 5.00 6.00 59 5.00 5.00 7.00 4503.50 n.s

三種類の暴力 70 20.00 21.00 24.00 58 20.00 23.00 26.25 4050.00 *

経済的暴力 73 4.00 4.00 4.50 60 4.00 4.00 5.00 4662.00 n.s
 メールチェックなどの携帯暴力 74 3.00 3.00 5.00 61 3.00 4.00 6.00 4781.00 n.s

 携帯を破壊するなどの暴力 74 3.00 3.00 3.00 60 3.00 3.00 3.00 4760.00 *

検定：　Wilcoxon検定
*p<.05, **p<.01



表5-17　恋人との年齢差における男女別の暴力被害得点
n=276

年齢差 0歳 年齢差 1-4歳 年齢差 5歳以上

被害得点
n 25パーセ

ンタイル
50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル

n 25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル

n 25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル χ2値

＜男子学生＞
言語的暴力 71 9.00 9.00 11.00 35 9.00 10.00 12.00 4 9.00 10.00 11.75 2.27 n.s
身体的暴力 72 6.00 6.00 6.00 36 6.00 6.00 6.00 4 6.00 6.00 6.00 0.69 n.s
性的暴力 69 5.00 5.00 5.00 36 5.00 5.00 5.00 4 5.00 5.00 5.00 0.96 n.s

三種類の暴力 69 20.00 20.00 22.50 35 20.00 21.00 24.00 4 20.00 21.00 22.75 2.16 n.s

経済的暴力 72 4.00 4.00 5.00 36 4.00 4.00 5.00 4 4.00 4.00 4.00 3.11 n.s
 メールチェックなどの携帯暴力 72 3.00 4.00 5.00 37 3.00 4.00 6.00 4 3.00 3.00 6.75 1.05 n.s

 携帯を破壊するなどの暴力 72 3.00 3.00 3.00 36 3.00 3.00 3.00 4 3.00 3.00 4.50 3.00 n.s

＜女子学生＞＜女子学生＞
言語的暴力 67 9.00 9.00 11.00 43 9.00 9.00 13.00 14 9.75 11.00 18.25 4.92 n.s
身体的暴力 68 6.00 6.00 6.00 44 6.00 6.00 7.00 14 6.00 6.00 7.25 6.54 *
性的暴力 66 5.00 5.00 6.00 43 5.00 5.00 7.00 14 5.00 5.00 8.25 1.18 n.s

三種類の暴力 65 20.00 21.00 24.00 42 20.00 22.00 26.00 14 20.75 24.00 34.50 3.85 n.s

経済的暴力 67 4.00 4.00 5.00 44 4.00 4.00 5.00 14 4.00 4.00 5.25 0.94 n.s
 メールチェックなどの携帯暴力 68 3.00 3.50 5.00 44 3.00 4.00 6.00 15 3.00 5.00 7.00 2.35 n.s

 携帯を破壊するなどの暴力 68 3.00 3.00 3.00 43 3.00 3.00 3.00 15 3.00 3.00 3.00 1.23 n.s

検定：　Kruskal-Wallis検定
*p<.05



表5-18　恋人との交際期間における男女別の暴力被害得点
n=276

交際期間 15ヶ月まで 交際期間 15～30ヶ月まで 交際期間 30ヶ月以上

被害得点
n 25パーセ

ンタイル
50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル

n 25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル

n 25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル χ2値

＜男子学生＞
言語的暴力 69 9.00 9.00 11.00 28 9.00 9.50 12.00 13 9.00 9.00 10.50 1.75 n.s
身体的暴力 70 6.00 6.00 6.00 28 6.00 6.00 6.75 14 6.00 6.00 6.00 6.02 *
性的暴力 69 5.00 5.00 5.00 28 5.00 5.00 5.00 13 5.00 5.00 5.50 1.29 n.s

三種類の暴力 68 20.00 20.00 23.00 28 20.00 21.00 24.00 13 20.00 20.00 22.00 1.95 n.s

経済的暴力 70 4.00 4.00 5.00 28 4.00 4.00 5.00 14 4.00 4.00 4.25 0.77 n.s
 メールチェックなどの携帯暴力 71 3.00 4.00 5.00 28 3.00 4.50 6.00 14 4.00 4.00 6.00 6.93 *

 携帯を破壊するなどの暴力 70 3.00 3.00 3.00 28 3.00 3.00 3.00 14 3.00 3.00 3.00 0.25 n.s

＜女子学生＞＜女子学生＞
言語的暴力 79 9.00 9.00 11.00 28 9.25 10.50 16.50 17 9.00 10.00 15.50 8.06 *
身体的暴力 80 6.00 6.00 6.00 28 6.00 6.00 7.75 17 6.00 6.00 6.00 6.38 *
性的暴力 80 5.00 5.00 6.75 28 5.00 5.00 6.00 15 5.00 6.00 7.00 2.44 n.s

三種類の暴力 77 20.00 21.00 24.00 28 21.00 23.00 29.75 15 20.00 23.00 27.00 4.63 n.s

経済的暴力 80 4.00 4.00 5.00 28 4.00 4.00 5.00 17 4.00 4.00 5.50 0.63 n.s
 メールチェックなどの携帯暴力 81 3.00 4.00 6.00 29 3.00 5.00 6.00 17 3.00 4.00 5.00 0.46 n.s

 携帯を破壊するなどの暴力 80 3.00 3.00 3.00 29 3.00 3.00 3.00 17 3.00 3.00 3.00 0.74 n.s

検定：　Kruskal-Wallis検定
*p<.05



表5-19　恋人との現在の関係における男女別の暴力被害得点
n=276

交際中 別れた 別れと交際の繰り返し

被害得点
n 25パーセ

ンタイル
50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル

n 25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル

n 25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル χ2値

＜男子学生＞
言語的暴力 29 9.00 10.00 12.00 74 9.00 9.00 10.00 4 9.75 13.50 28.50 7.58 *
身体的暴力 29 6.00 6.00 6.00 76 6.00 6.00 6.00 4 6.25 7.50 9.50 15.98 ***
性的暴力 28 5.00 5.00 5.00 74 5.00 5.00 5.00 4 5.50 7.00 8.50 10.30 **

三種類の暴力 28 20.00 20.50 23.75 73 20.00 20.00 22.00 4 22.00 28.50 45.50 8.81 **

経済的暴力 29 4.00 4.00 4.50 76 4.00 4.00 5.00 4 4.00 4.50 6.50 2.26 n.s
 メールチェックなどの携帯暴力 29 3.00 4.00 5.00 76 3.00 4.00 5.00 4 3.25 5.50 10.75 1.37 n.s

 携帯を破壊するなどの暴力 29 3.00 3.00 3.00 76 3.00 3.00 3.00 4 3.00 3.00 5.25 3.66 n.s

＜女子学生＞
言語的暴力 33 9.00 9.00 12.00 73 9.00 10.00 12.00 14 9.00 9.50 11.25 0.51 n.s
身体的暴力 35 6.00 6.00 7.00 72 6.00 6.00 7.00 14 6.00 6.00 6.00 0.97 n.s
性的暴力 34 5.00 5.00 7.00 71 5.00 5.00 7.00 14 5.00 5.00 6.00 1.68 n.s

三種類の暴力 32 20.00 21.50 24.75 70 20.00 22.00 25.25 14 20.00 20.50 24.00 1.66 n.s

経済的暴力 34 4.00 4.00 5.00 73 4.00 4.00 5.00 14 4.00 4.00 6.25 2.20 n.s
 メールチェックなどの携帯暴力 35 3.00 4.00 6.00 73 3.00 4.00 5.50 14 3.00 4.00 6.25 0.48 n.s

 携帯を破壊するなどの暴力 35 3.00 3.00 3.00 72 3.00 3.00 3.00 14 3.00 3.00 3.00 0.53 n.s

検定：　Kruskal-Wallis検定
*p<.05, **p<.01, ***p<.001



表5-20　恋人との現在の関係による親密性の回避、見捨てられ不安
n=276

交際中 別れた 別れと交際の繰り返し

n 25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル

n 25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル

n 25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル χ2値

＜男子学生＞
親密性の回避 30 3.00 4.00 7.25 76 3.00 4.00 7.00 4 3.25 7.50 14.00 1.29 n.s
見捨てられ不安 30 3.00 6.00 9.25 76 3.00 6.00 10.75 4 5.00 8.50 13.50 1.27 n.s

＜女子学生＞
親密性の回避 36 3.00 3.00 4.00 74 4.00 6.00 9.00 15 3.00 3.00 5.00 23.91 ***
見捨てられ不安 36 4.00 5.50 9.00 73 5.00 8.00 13.00 15 4.00 6.00 8.00 5.61 n.s

検定：　Kruskal-Wallis検定
***p<.001



表6-1  基本属性
n=383　単位= 人(%)

恋人経験あり(n=276)

130 (47.10) 146 (52.90) 36 (33.64) 71 (66.36) 107 (100.0)

年齢
平均年齢(SD) 20.22 (1.80) 20.21 (1.34) 19.91 (1.25) 20.13 (1.07) 20.06 (1.13)

Min - Max (年齢)

欠損値 1 (2.78) 1 (0.93)

現在の暮らし方
恋人と同居 3 (2.31) 3 (2.05)

家族と同居 94 (72.31) 114 (78.08) 32 (88.89) 60 (84.51) 92 (85.98)

一人暮らし 26 (20.00) 23 (15.75) 4 (11.11) 9 (12.68) 13 (12.15)

その他(友人などと同居) 4 (3.08) 5 (3.42)

欠損値 5 (3.85) 1 (0.68) 2 (2.63) 2 (1.87)

恋人経験なし(n=107) 経験なし全体

18 - 23

男 女 男 女

18 - 29 18 - 26 18 - 23 18 - 22



表6-2　dating violence 32項目ごとの暴力認知の回答分布（恋愛経験あり）
n=276　単位：人(%)

恋愛経験あり
(男n=130、女n=146) オッズ比

（携帯を利用した内容：携帯を利用した暴力）
1 恋人にメールや着信、発信履歴を見られる。 男 6 (4.62) 101 (77.69) 23 (17.69) 1.13 n.s. 0.58

女 12 (8.22) 117 (80.14) 17 (11.64)

2 男 3 (2.31) 103 (79.23) 24 (18.46) 19.10 *** 0.10

女 29 (19.86) 100 (68.49) 17 (11.64)

3 男 9 (6.92) 96 (73.85) 25 (19.23) 10.10 ** 0.29

女 31 (21.23) 96 (65.75) 19 (13.01)

4 男 55 (42.31) 49 (37.69) 26 (20.00) 19.08 *** 0.28

女 100 (68.49) 25 (17.12) 21 (14.38)

5 男 60 (46.15) 43 (33.08) 27 (20.77) 21.55 *** 0.23

女 107 (73.29) 18 (12.33) 21 (14.38)

6 恋人に、GPS機能を使って居場所を何度か確認される。 男 42 (32.31) 61 (46.92) 27 (20.77) 4.95 * 0.55

女 70 (47.95) 56 (38.36) 20 (13.70)

（言葉や態度に関する内容：言語的暴力）
7 男 67 (51.54) 38 (29.23) 25 (19.23) 6.92 ** 0.46

女 100 (68.49) 26 (17.81) 20 (13.70)

8 恥ずかしいことを人前で言われたり、人前で恥をかかせられる。 男 58 (44.62) 46 (35.38) 26 (20.00) 5.66 * 0.52

女 90 (61.64) 37 (25.34) 19 (13.01)

9 男 51 (39.23) 53 (40.77) 26 (20.00) 3.11 n.s. 0.62

女 77 (52.74) 50 (34.25) 19 (13.01)

10 男 44 (33.85) 59 (45.38) 27 (20.77) 1.63 n.s. 0.71

女 65 (44.52) 62 (42.47) 19 (13.01)

11 無視したり、ため息をついたり、あるいは、何日も口をきいてくれない。 男 34 (26.15) 69 (53.08) 27 (20.77) 5.24 * 0.53

女 60 (41.10) 65 (44.52) 21 (14.38)

12 大声で怒鳴ったり、脅すようなことを言う。 男 58 (44.62) 45 (34.62) 27 (20.77) 17.56 *** 0.29

女 103 (70.55) 23 (15.75) 20 (13.70)

13 男 36 (27.69) 66 (50.77) 28 (21.54) 7.28 ** 0.48

女 67 (45.89) 59 (40.41) 20 (13.70)

14 男 43 (33.08) 61 (46.92) 26 (20.00) 4.88 * 0.55

女 70 (47.95) 55 (37.67) 21 (14.38)

15 男 58 (44.62) 45 (34.62) 27 (20.77) 5.27 * 0.53

女 88 (60.27) 36 (24.66) 22 (15.07)

（経済的な内容：経済的暴力）
16 恋人に、お金を貸しても返してくれない。 男 26 (20.00) 77 (59.23) 27 (20.77) 4.64 * 0.53

女 48 (32.88) 76 (52.05) 22 (15.07)

17 恋人に、自分のお金（小遣い、バイト料など）をとられる。 男 37 (28.46) 66 (50.77) 27 (20.77) 19.48 *** 0.30

女 81 (55.48) 43 (29.45) 22 (15.07)

18 デートなどの支払いは、いつも自分が支払わされている。 男 20 (15.38) 83 (63.85) 27 (20.77) 5.16 * 0.49

女 41 (28.08) 84 (57.53) 21 (14.38)

19 男 35 (26.92) 68 (52.31) 27 (20.77) 0.43 n.s. 0.83

女 47 (32.19) 76 (52.05) 23 (15.75)

（身体的攻撃をともなう内容：身体的暴力）
20 男 63 (48.46) 40 (30.77) 27 (20.77) 0.98 n.s. 0.76

女 85 (58.22) 41 (28.08) 20 (13.70)

21 男 88 (67.69) 14 (10.77) 28 (21.54) 2.56 n.s. 0.49

女 115 (78.77) 9 (6.16) 22 (15.07)

22 男 81 (62.31) 21 (16.15) 28 (21.54) 6.32 * 0.38

女 113 (77.40) 11 (7.53) 22 (15.07)

23 男 87 (66.92) 16 (12.31) 27 (20.77) 3.85 n.s. 0.43

女 114 (78.08) 9 (6.16) 23 (15.75)

24 男 84 (64.62) 19 (14.62) 27 (20.77) 4.30 * 0.44

女 111 (76.03) 11 (7.53) 24 (16.44)

25 恋人に、お腹や脚など、身体を蹴られたり、殴られたりする。 男 89 (68.46) 14 (10.77) 27 (20.77) 4.23 * 0.38

女 117 (80.14) 7 (4.79) 22 (15.07)

（性に関する内容：性的暴力）
26 男 46 (35.38) 52 (40.00) 32 (24.62) 4.86 * 0.55

女 76 (52.05) 47 (32.19) 23 (15.75)

27 嫌がっているのにキスや触るなどの性的行為を恋人は強要する。 男 59 (45.38) 40 (30.77) 31 (23.85) 3.50 n.s. 0.59

女 88 (60.27) 35 (23.97) 23 (15.75)

28 自分の意に反して、恋人に性器を見せられた。 男 48 (36.92) 51 (39.23) 31 (23.85) 4.44 * 0.56

女 77 (52.74) 46 (31.51) 23 (15.75)

29 自分の意に反して、恋人に性交されたり、されそうになった。 男 57 (43.85) 42 (32.31) 31 (23.85) 12.71 *** 0.35

女 98 (67.12) 25 (17.12) 23 (15.75)

30 恋人との性交渉の後、後悔したり、自己嫌悪に陥ったりする。 男 36 (27.69) 63 (48.46) 31 (23.85) 2.75 n.s. 0.63

女 57 (39.04) 63 (43.15) 26 (17.81)

31 恋人は、避妊に協力しない。 男 46 (35.38) 52 (40.00) 32 (24.62) 19.58 *** 0.28

女 94 (64.38) 30 (20.55) 22 (15.07)

32 恋人は、中絶を強要する。 男 44 (33.85) 54 (41.54) 32 (24.62) 24.03 *** 0.24

女 94 (64.38) 28 (19.18) 24 (16.44)

検定：　χ2検定
*p<.05, **p<.01, ***p<.001

乱暴（無謀）な運転で怖い思いをさせられたり、危険な場所や知らない場
所に、置き去りにされる。

見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌を見せられたり、聞きたくもない
のに性的な内容の話を聞かされる。

恋人は、自分の存在を否定したり、ひどく傷つけたりするような態度をす
る。

恋人の経済的な問題（ギャンブル、借金）などで、嫌な思いや困ることがあ
る。

恋人は、気に入らないことがあると、壁や机を叩いたり、物に当たったりす
る。

痛いほど掴まれたり、突き飛ばされたり、壁に叩きつけられたり、髪を掴ま
れるなど、恋人は乱暴に自分をあつかう。

恋人は、自分にものを投げたり、投げつける素振り、殴る素振りをして、脅
かす。

恋人が、物を破壊したり、叩きつけたり、ナイフを持ち出したりして怖い思
いをさせられる。

χ
2
 値

恋人は、軽蔑するような視線、バカにしたような態度、冷笑などを自分にむ
ける。

暴力認知 暴力非認知 欠損値

恋人は、携帯電話がつながらない、すぐにメール返信しないと怒りだす。

恋人に、１日に何度も定期的に電話やメールで行動を報告するよう言われ
る。

恋人に、携帯電話を故意に壊されたり、わざとデータを破壊されたりする。

恋人に、携帯電話のカメラで裸などの写真を撮られ、それを使って嫌な思
いをさせられる。

自分勝手、自己中などと言われたり、気持ち悪い（キモイ）、臭い、死ねな
ど、罵声を浴びせる。

自分の好きなこと、興味あることを恋人はバカにしたり、自分の意見や存
在を否定したり、自信喪失するようなことを言う。

「おまえが変だ」「おかしい」などと言って、恋人は自分の考えや感情を認
めない。

問題が発生すると、責任を押しつけられたり、被害者意識を持つななどと
言われる。



表6-3　dating violence 32項目ごとの暴力認知の回答分布（恋愛経験なし）
n=107　単位：人(%)

恋愛経験なし
(男n=36、女n=71) オッズ比

（携帯を利用した内容：携帯を利用した暴力）
1 恋人にメールや着信、発信履歴を見られる。 男 5 (13.89) 27 (75.00) 4 (11.11)

女 13 (18.31) 55 (77.46) 3 (4.23) 0.18 n.s. 0.78

2 男 10 (27.78) 22 (61.11) 4 (11.11)

女 27 (38.03) 41 (57.75) 3 (4.23) 0.67 n.s. 0.69

3 男 9 (25.00) 23 (63.89) 4 (11.11)

女 27 (38.03) 39 (54.93) 5 (7.04) 1.52 n.s. 0.57

4 男 26 (72.22) 6 (16.67) 4 (11.11)

女 61 (85.92) 6 (8.45) 4 (5.63) 1.95 n.s. 0.43

5 男 29 (80.56) 3 (8.33) 4 (11.11)

女 65 (91.55) 3 (4.23) 3 (4.23) 0.95 n.s. 0.45

6 恋人に、GPS機能を使って居場所を何度か確認される。 男 17 (47.22) 15 (41.67) 4 (11.11)

女 36 (50.70) 32 (45.07) 3 (4.23) 0.00 n.s. 1.01

（言葉や態度に関する内容：言語的暴力）
7 男 24 (66.67) 7 (19.44) 5 (13.89)

女 67 (94.37) 1 (1.41) 3 (4.23) 12.78 *** 0.05

8 恥ずかしいことを人前で言われたり、人前で恥をかかせられる。 男 22 (61.11) 9 (25.00) 5 (13.89)

女 57 (80.28) 11 (15.49) 3 (4.23) 2.18 n.s. 0.47

9 男 25 (69.44) 6 (16.67) 5 (13.89)

女 49 (69.01) 18 (25.35) 4 (5.63) 0.65 n.s. 1.53

10 男 15 (41.67) 16 (44.44) 5 (13.89)

女 43 (60.56) 24 (33.80) 4 (5.63) 2.19 n.s. 0.52

11 無視したり、ため息をついたり、あるいは、何日も口をきいてくれない。 男 14 (38.89) 17 (47.22) 5 (13.89)

女 35 (49.30) 33 (46.48) 3 (4.23) 0.34 n.s. 0.78

12 大声で怒鳴ったり、脅すようなことを言う。 男 22 (61.11) 9 (25.00) 5 (13.89)

女 67 (94.37) 1 (1.41) 3 (4.23) 17.81 *** 0.04

13 男 13 (36.11) 17 (47.22) 6 (16.67)

女 40 (56.34) 27 (38.03) 4 (5.63) 2.24 n.s. 0.52

14 男 18 (50.00) 11 (30.56) 7 (19.44)

女 45 (63.38) 23 (32.39) 3 (4.23) 0.15 n.s. 0.84

15 男 19 (52.78) 10 (27.78) 7 (19.44)

女 53 (74.65) 15 (21.13) 3 (4.23) 1.64 n.s. 0.54

（経済的な内容：経済的暴力）
16 恋人に、お金を貸しても返してくれない。 男 9 (25.00) 19 (52.78) 8 (22.22)

女 25 (35.21) 43 (60.56) 3 (4.23) 0.19 n.s. 0.81

17 恋人に、自分のお金（小遣い、バイト料など）をとられる。 男 20 (55.56) 8 (22.22) 8 (22.22)

女 50 (70.42) 18 (25.35) 3 (4.23) 0.04 n.s. 0.90

18 デートなどの支払いは、いつも自分が支払わされている。 男 8 (22.22) 20 (55.56) 8 (22.22)

女 24 (33.80) 44 (61.97) 3 (4.23) 0.40 n.s. 0.73

19 男 13 (36.11) 15 (41.67) 8 (22.22)

女 39 (54.93) 29 (40.85) 3 (4.23) 0.95 n.s. 0.64

（身体的攻撃をともなう内容：身体的暴力）
20 男 20 (55.56) 9 (25.00) 7 (19.44)

女 54 (76.06) 14 (19.72) 3 (4.23) 1.23 n.s. 0.58

21 男 25 (69.44) 3 (8.33) 8 (22.22)

女 68 (95.77) 3 (4.23) 7.52 **

22 男 27 (75.00) 2 (5.56) 7 (19.44)

女 66 (92.96) 2 (2.82) 3 (4.23) 0.80 n.s. 0.41

23 男 27 (75.00) 2 (5.56) 7 (19.44)

女 67 (94.37) 1 (1.41) 3 (4.23) 2.00 n.s. 0.20

24 男 26 (72.22) 3 (8.33) 7 (19.44)

女 68 (95.77) 3 (4.23) 7.26 **

25 恋人に、お腹や脚など、身体を蹴られたり、殴られたりする。 男 28 (77.78) 1 (2.78) 7 (19.44)

女 68 (95.77) 3 (4.23) 2.37 n.s.

（性に関する内容：性的暴力）
26 男 18 (50.00) 10 (27.78) 8 (22.22)

女 45 (63.38) 21 (29.58) 5 (7.04) 0.14 n.s. 0.84

27 嫌がっているのにキスや触るなどの性的行為を恋人は強要する。 男 24 (66.67) 5 (13.89) 7 (19.44)

女 58 (81.69) 9 (12.68) 4 (5.63) 0.24 n.s. 0.74

28 自分の意に反して、恋人に性器を見せられた。 男 21 (58.33) 7 (19.44) 8 (22.22)

女 51 (71.83) 16 (22.54) 4 (5.63) 0.01 n.s. 0.94

29 自分の意に反して、恋人に性交されたり、されそうになった。 男 20 (55.56) 8 (22.22) 8 (22.22)

女 63 (88.73) 4 (5.63) 4 (5.63) 9.14 ** 0.16

30 恋人との性交渉の後、後悔したり、自己嫌悪に陥ったりする。 男 11 (30.56) 18 (50.00) 7 (19.44)

女 31 (43.66) 31 (43.66) 9 (12.68) 1.16 n.s. 0.61

31 恋人は、避妊に協力しない。 男 15 (41.67) 13 (36.11) 8 (22.22)

女 56 (78.87) 11 (15.49) 4 (5.63) 9.42 ** 0.23

32 恋人は、中絶を強要する。 男 16 (44.44) 10 (27.78) 10 (27.78)

女 50 (70.42) 15 (21.13) 6 (8.45) 2.21 n.s. 0.48

検定：　χ2検定
*p<.05, **p<.01, ***p<.001

恋人が、物を破壊したり、叩きつけたり、ナイフを持ち出したりして怖い思
いをさせられる。

乱暴（無謀）な運転で怖い思いをさせられたり、危険な場所や知らない場
所に、置き去りにされる。

見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌を見せられたり、聞きたくもない
のに性的な内容の話を聞かされる。

恋人は、軽蔑するような視線、バカにしたような態度、冷笑などを自分にむ
ける。

恋人は、自分の存在を否定したり、ひどく傷つけたりするような態度をす
る。

恋人の経済的な問題（ギャンブル、借金）などで、嫌な思いや困ることがあ
る。

恋人は、気に入らないことがあると、壁や机を叩いたり、物に当たったりす
る。

痛いほど掴まれたり、突き飛ばされたり、壁に叩きつけられたり、髪を掴ま
れるなど、恋人は乱暴に自分をあつかう。

恋人は、自分にものを投げたり、投げつける素振り、殴る素振りをして、脅
かす。

問題が発生すると、責任を押しつけられたり、被害者意識を持つななどと
言われる。

暴力認知 暴力非認知 欠損値 χ
2値

恋人は、携帯電話がつながらない、すぐにメール返信しないと怒りだす。

恋人に、１日に何度も定期的に電話やメールで行動を報告するよう言われ
る。

恋人に、携帯電話を故意に壊されたり、わざとデータを破壊されたりする。

恋人に、携帯電話のカメラで裸などの写真を撮られ、それを使って嫌な思
いをさせられる。

自分勝手、自己中などと言われたり、気持ち悪い（キモイ）、臭い、死ねな
ど、罵声を浴びせる。

自分の好きなこと、興味あることを恋人はバカにしたり、自分の意見や存
在を否定したり、自信喪失するようなことを言う。

「おまえが変だ」「おかしい」などと言って、恋人は自分の考えや感情を認
めない。



表6-4　暴力種別ごとへの非認知得点の男女差

n=276

暴力種別ごとの非認知得点
n

25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル

n
25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル W値

＜三種類の暴力＞

言語的暴力 101 10.00 14.00 17.50 122 9.00 12.00 15.00 12116.50 **

身体的暴力 101 6.00 6.00 7.00 122 6.00 6.00 7.00 13082.00 n.s

性的暴力 98 5.00 7.50 10.00 120 5.00 6.00 8.00 11863.00 **

三種類の暴力 94 22.75 28.00 33.25 115 21.00 25.00 29.00 10756.00 **

経済的暴力 103 6.00 7.00 8.00 123 5.00 7.00 8.00 12587.50 **

メールチェックなどの
携帯暴力 104 6.00 6.00 6.00 127 5.00 6.00 6.00 13152.50 ***

携帯を破壊するなどの
暴力 103 3.00 4.00 6.00 124 3.00 4.00 4.00 12247.50 ***

検定：　Wilcoxon検定
*p<.05, **p<.01, ***p<.001

男 女



表6-5　現在の年齢による暴力非認知
n=276

暴力種別ごとの非認知得点
n

25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル

n
25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル W値

＜男子学生＞
言語的暴力 60 11.25 14.50 18.00 41 9.00 12.00 16.00 1712.00 **

身体的暴力 60 6.00 6.50 8.00 41 6.00 6.00 7.00 1808.00 *

性的暴力 55 6.00 8.00 10.00 43 5.00 7.00 9.00 1914.50 n.s

三種類の暴力 55 25.00 29.00 34.00 39 21.00 25.00 31.00 1531.50 *

経済的暴力 60 6.00 8.00 8.00 43 6.00 7.00 8.00 1974.00 n.s

メールチェックなどの
携帯暴力 60 6.00 6.00 6.00 44 6.00 6.00 6.00 3120.50 n.s

携帯を破壊するなどの
暴力 60 3.00 5.00 6.00 43 3.00 4.00 5.00 1893.00 *

＜女子学生＞
言語的暴力 64 9.00 11.50 14.00 58 9.00 12.00 16.00 3788.50 n.s

身体的暴力 66 6.00 6.00 7.00 56 6.00 6.00 7.00 3887.00 n.s

性的暴力 64 5.00 6.00 8.00 56 5.00 6.00 8.00 3840.00 n.s

三種類の暴力 61 20.00 25.00 29.00 54 22.00 25.00 29.25 3416.50 n.s

経済的暴力 66 4.00 6.00 8.00 57 5.00 7.00 8.00 3852.50 n.s

メールチェックなどの
携帯暴力 69 5.00 6.00 6.00 58 5.00 6.00 6.00 3533.50 n.s

携帯を破壊するなどの
暴力 66 3.00 4.00 4.00 58 3.00 3.00 4.00 3482.50 n.s

検定：　Wilcoxon検定
*p<.05, **p<.01

20歳以下 21歳以上



表6-6　恋人との年齢差による暴力非認知
n=276

暴力種別ごとの非認知得点
n

25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル

n
25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル

n
25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル χ

2
値

＜男子学生＞
言語的暴力 60 10.00 14.00 17.00 30 10.00 13.00 17.25 3 9.00 18.00 . 0.53 n.s

身体的暴力 60 6.00 6.00 7.00 31 6.00 6.00 7.00 3 6.00 6.00 . 0.18 n.s

性的暴力 58 5.00 7.00 10.00 31 6.00 8.00 10.00 3 5.00 10.00 . 0.79 n.s

三種類の暴力 56 22.25 28.00 32.75 30 22.75 26.00 33.25 3 20.00 34.00 . 0.46 n.s

経済的暴力 61 6.00 7.00 8.00 31 6.00 7.00 8.00 3 4.00 8.00 . 0.15 n.s

メールチェックなどの
携帯暴力 62 6.00 6.00 6.00 31 6.00 6.00 6.00 3 6.00 6.00 6.00 0.41 n.s

携帯を破壊するなどの
暴力 61 3.00 4.00 6.00 31 3.00 4.00 5.00 3 3.00 6.00 . 0.80 n.s

＜女子学生＞
言語的暴力 65 9.00 12.00 15.00 36 9.00 11.00 14.75 14 9.00 12.00 16.00 0.25 n.s

身体的暴力 64 6.00 6.00 7.00 36 6.00 6.00 7.00 14 6.00 6.50 7.00 1.10 n.s

性的暴力 63 5.00 6.00 8.00 36 5.00 6.00 8.00 14 5.00 6.00 9.00 0.58 n.s

三種類の暴力 60 20.25 25.00 29.00 35 20.00 24.00 29.00 14 21.50 24.00 30.25 0.38 n.s

経済的暴力 65 5.00 7.00 8.00 37 4.00 6.00 8.00 14 5.00 7.00 8.00 0.83 n.s

メールチェックなどの
携帯暴力 66 5.00 6.00 6.00 38 5.75 6.00 6.00 15 5.00 6.00 6.00 1.46 n.s

携帯を破壊するなどの
暴力 65 3.00 4.00 4.00 36 3.00 4.00 4.00 15 3.00 3.00 4.00 1.85 n.s

検定：　Kruskal-Wallis検定

年齢差 0歳 年齢差 1-4歳 年齢差 5歳以上



表6-7　恋人との交際期間による暴力非認知
n=276

暴力種別ごとの非認知得点
n

25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル

n
25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル

n
25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル χ

2値

＜男子学生＞
言語的暴力 59 10.00 14.00 18.00 23 10.00 14.00 18.00 10 9.00 11.00 17.00 1.38 n.s

身体的暴力 59 6.00 6.00 7.00 23 6.00 6.00 7.00 11 6.00 6.00 6.00 5.61 n.s

性的暴力 59 6.00 8.00 10.00 23 5.00 8.00 10.00 11 5.00 5.00 9.00 3.96 n.s

三種類の暴力 57 23.50 28.00 34.00 23 22.00 28.00 34.00 10 20.00 24.50 29.25 3.14 n.s

経済的暴力 60 6.25 8.00 8.00 23 6.00 7.00 8.00 11 4.00 6.00 8.00 2.11 n.s

メールチェックなどの
携帯暴力 61 6.00 6.00 6.00 23 6.00 6.00 6.00 11 6.00 6.00 6.00 1.41 n.s

携帯を破壊するなどの
暴力 60 3.00 5.00 6.00 23 3.00 4.00 6.00 11 3.00 4.00 5.00 1.07 n.s

＜女子学生＞
言語的暴力 71 9.00 11.00 15.00 26 9.00 12.00 16.00 17 9.00 12.00 14.00 0.65 n.s

身体的暴力 73 6.00 6.00 7.00 25 6.00 6.00 7.00 16 6.00 6.00 7.00 1.46 n.s

性的暴力 71 5.00 6.00 8.00 25 5.00 5.00 7.00 16 5.25 8.00 9.00 7.35 *

三種類の暴力 67 22.00 24.00 29.00 24 20.25 26.00 29.75 16 22.25 26.00 29.50 0.44 n.s

経済的暴力 72 5.00 7.00 8.00 26 4.75 6.00 7.00 17 5.00 7.00 8.00 1.71 n.s

メールチェックなどの
携帯暴力 74 5.00 6.00 6.00 28 5.00 6.00 6.00 17 5.00 6.00 6.00 0.37 n.s

携帯を破壊するなどの
暴力 73 3.00 4.00 4.00 26 3.00 3.50 4.00 17 3.00 3.00 4.00 1.44 n.s

検定：　Kruskal-Wallis検定
*p<.05

交際期間 15ヶ月まで 交際期間 15～30ヶ月まで 交際期間 30ヶ月以上



表6-8　恋人との現在の関係における暴力非認知
n=276

暴力種別ごとの非認知得点
n

25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル

n
25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル

n
25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル χ

2
値

＜男子学生＞
言語的暴力 26 10.75 16.00 18.00 62 10.00 12.50 16.25 4 9.25 12.00 17.00 3.52 n.s

身体的暴力 25 6.00 7.00 9.00 64 6.00 6.00 7.00 4 6.00 6.00 10.50 4.35 n.s

性的暴力 25 5.00 8.00 10.00 62 5.00 7.00 10.00 4 5.25 8.00 10.00 0.37 n.s

三種類の暴力 24 23.75 32.00 34.75 60 22.00 26.00 32.00 4 20.50 26.00 37.50 3.16 n.s

経済的暴力 26 6.00 7.00 8.00 64 6.00 7.00 8.00 4 4.25 6.00 7.75 1.20 n.s

メールチェックなどの
携帯暴力 26 6.00 6.00 6.00 65 6.00 6.00 6.00 3 6.00 6.00 6.00 0.75 n.s

携帯を破壊するなどの
暴力 26 3.00 4.00 6.00 64 3.00 4.00 6.00 4 3.00 3.50 5.50 0.67 n.s

＜女子学生＞
言語的暴力 31 9.00 12.00 16.00 66 9.00 11.00 15.00 14 9.00 13.00 15.25 0.61 n.s

身体的暴力 30 6.00 6.00 7.00 67 6.00 6.00 7.00 13 6.00 6.00 8.00 1.82 n.s

性的暴力 30 5.00 7.00 8.00 65 5.00 6.00 8.50 14 5.00 7.00 9.25 0.86 n.s

三種類の暴力 28 20.25 24.50 31.00 64 21.00 24.50 29.00 13 22.50 27.00 31.50 0.93 n.s

経済的暴力 31 5.00 6.00 8.00 67 5.00 7.00 8.00 14 4.75 8.00 8.00 1.86 n.s

メールチェックなどの
携帯暴力 32 5.00 6.00 6.00 68 5.00 6.00 6.00 14 5.00 6.00 6.00 0.62 n.s

携帯を破壊するなどの
暴力 31 3.00 4.00 4.00 66 3.00 4.00 4.00 14 3.00 3.50 4.00 0.18 n.s

検定：　Kruskal-Wallis検定

交際中 別れた 別れと交際の繰り返し



表6-9　dating violence 32項目ごとの不快感における回答分布(恋愛経験あり)

n=276　単位：人(%)

恋人経験あり
(男n=130、女n=146) U 値

（携帯を利用した内容：携帯を利用した暴力）
1 恋人にメールや着信、発信履歴を見られる。 男 29 (22.31) 17 (13.08) 31 (23.85) 26 (20.00) 27 (20.77) 5669 n.s.

女 38 (26.03) 37 (25.34) 27 (18.49) 23 (15.75) 21 (14.38)

2 男 12 (9.23) 26 (20.00) 34 (26.15) 30 (23.08) 28 (21.54) 4713 ***

女 33 (22.60) 36 (24.66) 42 (28.77) 15 (10.27) 20 (13.70)

3 男 25 (19.23) 27 (20.77) 19 (14.62) 29 (22.31) 30 (23.08) 5302 n.s.

女 40 (27.40) 33 (22.60) 31 (21.23) 19 (13.01) 23 (15.75)

4 男 62 (47.69) 19 (14.62) 5 (3.85) 10 (7.69) 34 (26.15) 5108 *

女 95 (65.07) 19 (13.01) 2 (1.37) 7 (4.79) 23 (15.75)

5 男 65 (50.00) 17 (13.08) 6 (4.62) 8 (6.15) 34 (26.15) 5054 *

女 99 (67.81) 14 (9.59) 3 (2.05) 6 (4.11) 24 (16.44)

6 恋人に、GPS機能を使って居場所を何度か確認される。 男 44 (33.85) 28 (21.54) 8 (6.15) 15 (11.54) 35 (26.92) 4470 **

女 83 (56.85) 21 (14.38) 13 (8.90) 5 (3.42) 24 (16.44)

（言葉や態度に関する内容：言語的暴力）
7 男 49 (37.69) 28 (21.54) 13 (10.00) 10 (7.69) 30 (23.08) 5329 n.s.

女 75 (51.37) 21 (14.38) 18 (12.33) 7 (4.79) 25 (17.12)

8 恥ずかしいことを人前で言われたり、人前で恥をかかせられる。 男 48 (36.92) 28 (21.54) 17 (13.08) 5 (3.85) 32 (24.62) 5462 n.s.

女 72 (49.32) 30 (20.55) 12 (8.22) 9 (6.16) 23 (15.75)

9 男 46 (35.38) 32 (24.62) 10 (7.69) 10 (7.69) 32 (24.62) 5090 *

女 76 (52.05) 29 (19.86) 13 (8.90) 5 (3.42) 23 (15.75)

10 男 36 (27.69) 37 (28.46) 11 (8.46) 13 (10.00) 33 (25.38) 4705 **

女 72 (49.32) 25 (17.12) 18 (12.33) 7 (4.79) 24 (16.44)

11 男 35 (26.92) 34 (26.15) 20 (15.38) 7 (5.38) 34 (26.15) 4372 **

女 76 (52.05) 21 (14.38) 20 (13.70) 4 (2.74) 25 (17.12)

12 大声で怒鳴ったり、脅すようなことを言う。 男 45 (34.62) 29 (22.31) 12 (9.23) 11 (8.46) 33 (25.38) 4457 **

女 84 (57.53) 22 (15.07) 10 (6.85) 5 (3.42) 25 (17.12)

13 男 40 (30.77) 33 (25.38) 16 (12.31) 7 (5.38) 34 (26.15) 4739 **

女 72 (49.32) 33 (22.60) 12 (8.22) 5 (3.42) 24 (16.44)

14 男 36 (27.69) 36 (27.69) 15 (11.54) 11 (8.46) 32 (24.62) 4271 ***

女 77 (52.74) 25 (17.12) 10 (6.85) 8 (5.48) 26 (17.81)

15 男 51 (39.23) 26 (20.00) 11 (8.46) 9 (6.92) 33 (25.38) 4792 *

女 84 (57.53) 20 (13.70) 11 (7.53) 5 (3.42) 26 (17.81)

（経済的な内容：経済的暴力）
16 恋人に、お金を貸しても返してくれない。 男 44 (33.85) 23 (17.69) 16 (12.31) 13 (10.00) 34 (26.15) 5372 n.s.

女 61 (41.78) 37 (25.34) 18 (12.33) 7 (4.79) 23 (15.75)

17 恋人に、自分のお金（小遣い、バイト料など）をとられる。 男 55 (42.31) 25 (19.23) 7 (5.38) 9 (6.92) 34 (26.15) 4992 *

女 85 (58.22) 24 (16.44) 8 (5.48) 4 (2.74) 25 (17.12)

18 デートなどの支払いは、いつも自分が支払わされている。 男 26 (20.00) 15 (11.54) 28 (21.54) 28 (21.54) 33 (25.38) 3987 ***

女 54 (36.99) 38 (26.03) 23 (15.75) 9 (6.16) 22 (15.07)

19 男 40 (30.77) 26 (20.00) 18 (13.85) 11 (8.46) 35 (26.92) 4612 *

女 68 (46.58) 30 (20.55) 15 (10.27) 6 (4.11) 27 (18.49)

（身体的攻撃をともなう内容：身体的暴力）
20 男 48 (36.92) 25 (19.23) 18 (13.85) 7 (5.38) 32 (24.62) 4986 *

女 79 (54.11) 27 (18.49) 12 (8.22) 5 (3.42) 23 (15.75)

21 男 59 (45.38) 23 (17.69) 8 (6.15) 7 (5.38) 33 (25.38) 4764 **

女 96 (65.75) 16 (10.96) 5 (3.42) 4 (2.74) 25 (17.12)

22 男 53 (40.77) 25 (19.23) 9 (6.92) 9 (6.92) 34 (26.15) 4332 ***

女 97 (66.44) 15 (10.27) 5 (3.42) 4 (2.74) 25 (17.12)

23 男 61 (46.92) 21 (16.15) 8 (6.15) 6 (4.62) 34 (26.15) 4510 ***

女 104 (71.23) 11 (7.53) 1 (0.68) 5 (3.42) 25 (17.12)

24 男 62 (47.69) 22 (16.92) 7 (5.38) 6 (4.62) 33 (25.38) 4644 **

女 100 (68.49) 10 (6.85) 5 (3.42) 4 (2.74) 27 (18.49)

25 恋人に、お腹や脚など、身体を蹴られたり、殴られたりする。 男 65 (50.00) 17 (13.08) 6 (4.62) 8 (6.15) 34 (26.15) 4809 **

女 103 (70.55) 9 (6.16) 4 (2.74) 5 (3.42) 25 (17.12)

（性に関する内容：性的暴力）
26 男 34 (26.15) 28 (21.54) 17 (13.08) 14 (10.77) 37 (28.46) 4371 **

女 63 (43.15) 35 (23.97) 12 (8.22) 9 (6.16) 27 (18.49)

27 男 37 (28.46) 26 (20.00) 15 (11.54) 15 (11.54) 37 (28.46) 4502 **

女 67 (45.89) 29 (19.86) 16 (10.96) 8 (5.48) 26 (17.81)

28 自分の意に反して、恋人に性器を見せられた。 男 37 (28.46) 26 (20.00) 13 (10.00) 16 (12.31) 38 (29.23) 4197 **

女 71 (48.63) 32 (21.92) 10 (6.85) 7 (4.79) 26 (17.81)

29 自分の意に反して、恋人に性交されたり、されそうになった。 男 39 (30.00) 25 (19.23) 14 (10.77) 14 (10.77) 38 (29.23) 4257 **

女 74 (50.68) 26 (17.81) 10 (6.85) 9 (6.16) 27 (18.49)

30 恋人との性交渉の後、後悔したり、自己嫌悪に陥ったりする。 男 35 (26.92) 30 (23.08) 13 (10.00) 15 (11.54) 37 (28.46) 4620 *

女 64 (43.84) 26 (17.81) 20 (13.70) 9 (6.16) 27 (18.49)

31 恋人は、避妊に協力しない。 男 34 (26.15) 32 (24.62) 12 (9.23) 14 (10.77) 38 (29.23) 3427 ***

女 89 (60.96) 18 (12.33) 7 (4.79) 6 (4.11) 26 (17.81)

32 恋人は、中絶を強要する。 男 43 (33.08) 18 (13.85) 11 (8.46) 19 (14.62) 39 (30.00) 3602 ***

女 93 (63.70) 16 (10.96) 3 (2.05) 7 (4.79) 27 (18.49)

検定：　Mann-Whitney
*p<.05, **p<.01, ***p<.001

不快 まあ不快 不快でない 欠損値

恋人は、携帯電話がつながらない、すぐにメール返信しないと
怒りだす。

恋人に、１日に何度も定期的に電話やメールで行動を報告する
よう言われる。

恋人に、携帯電話を故意に壊されたり、わざとデータを破壊され
たりする。

恋人に、携帯電話のカメラで裸などの写真を撮られ、それを
使って嫌な思いをさせられる。

自分勝手、自己中などと言われたり、気持ち悪い（キモイ）、臭
い、死ねなど、罵声を浴びせる。

とても不快

嫌がっているのにキスや触るなどの性的行為を恋人は強要す
る。

恋人の経済的な問題（ギャンブル、借金）などで、嫌な思いや困
ることがある。

恋人は、気に入らないことがあると、壁や机を叩いたり、物に当
たったりする。

恋人は、自分にものを投げたり、投げつける素振り、殴る素振り
をして、脅かす。

「おまえが変だ」「おかしい」などと言って、恋人は自分の考えや
感情を認めない。

無視したり、ため息をついたり、あるいは、何日も口をきいてくれ
ない。

問題が発生すると、責任を押しつけられたり、被害者意識を持
つななどと言われる。

恋人は、軽蔑するような視線、バカにしたような態度、冷笑など
を自分にむける。

恋人は、自分の存在を否定したり、ひどく傷つけたりするような
態度をする。

自分の好きなこと、興味あることを恋人はバカにしたり、自分の
意見や存在を否定したり、自信喪失するようなことを言う。

痛いほど掴まれたり、突き飛ばされたり、壁に叩きつけられた
り、髪を掴まれるなど、恋人は乱暴に自分をあつかう。

見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌を見せられたり、聞き
たくもないのに性的な内容の話を聞かされる。

恋人が、物を破壊したり、叩きつけたり、ナイフを持ち出したりし
て怖い思いをさせられる。

乱暴（無謀）な運転で怖い思いをさせられたり、危険な場所や知
らない場所に、置き去りにされる。



表6-10　dating violence 32項目ごとの不快感における回答分布(恋愛経験なし)

n=107　単位：人(%)

恋愛経験なし

(男n=36、女n=71) U 値

（携帯を利用した内容：携帯を利用した暴力）

1 恋人にメールや着信、発信履歴を見られる。 男 5 (13.89) 11 (30.56) 11 (30.56) 5 (13.89) 4 (11.11)

女 18 (25.35) 28 (39.44) 18 (25.35) 4 (5.63) 3 (4.23) 844 n.s.

2 男 10 (27.78) 8 (22.22) 8 (22.22) 6 (16.67) 4 (11.11)

女 29 (40.85) 27 (38.03) 11 (15.49) 1 (1.41) 3 (4.23) 794 *

3 男 15 (41.67) 10 (27.78) 6 (16.67) 1 (2.78) 4 (11.11)

女 37 (52.11) 20 (28.17) 10 (14.08) 4 (5.63) 958 n.s.

4 男 25 (69.44) 5 (13.89) 2 (5.56) 4 (11.11)

女 54 (76.06) 13 (18.31) 1 (1.41) 3 (4.23) 1064 n.s.

5 男 24 (66.67) 6 (16.67) 1 (2.78) 1 (2.78) 4 (11.11)

女 61 (85.92) 7 (9.86) 3 (4.23) 921 *

6 恋人に、GPS機能を使って居場所を何度か確認される。 男 16 (44.44) 8 (22.22) 4 (11.11) 4 (11.11) 4 (11.11)

女 41 (57.75) 22 (30.99) 4 (5.63) 1 (1.41) 3 (4.23) 902 n.s.

（言葉や態度に関する内容：言語的暴力）

7 男 18 (50.00) 7 (19.44) 3 (8.33) 4 (11.11) 4 (11.11)

女 56 (78.87) 10 (14.08) 1 (1.41) 4 (5.63) 746 **

8 恥ずかしいことを人前で言われたり、人前で恥をかかせられる。 男 15 (41.67) 10 (27.78) 5 (13.89) 2 (5.56) 4 (11.11)

女 50 (70.42) 16 (22.54) 1 (1.41) 4 (5.63) 723 **

9 男 18 (50.00) 8 (22.22) 4 (11.11) 2 (5.56) 4 (11.11)

女 50 (70.42) 12 (16.90) 5 (7.04) 1 (1.41) 3 (4.23) 885 n.s.

10 男 9 (25.00) 12 (33.33) 7 (19.44) 4 (11.11) 4 (11.11)

女 46 (64.79) 13 (18.31) 9 (12.68) 3 (4.23) 623 ***

11 男 9 (25.00) 12 (33.33) 10 (27.78) 1 (2.78) 4 (11.11)

女 39 (54.93) 18 (25.35) 10 (14.08) 1 (1.41) 3 (4.23) 737 **

12 大声で怒鳴ったり、脅すようなことを言う。 男 15 (41.67) 9 (25.00) 4 (11.11) 3 (8.33) 5 (13.89)

女 57 (80.28) 10 (14.08) 1 (1.41) 3 (4.23) 649 ***

13 男 11 (30.56) 11 (30.56) 7 (19.44) 2 (5.56) 5 (13.89)

女 46 (64.79) 18 (25.35) 2 (2.82) 2 (2.82) 3 (4.23) 661 **

14 男 11 (30.56) 9 (25.00) 8 (22.22) 2 (5.56) 6 (16.67)

女 48 (67.61) 16 (22.54) 4 (5.63) 3 (4.23) 608 ***

15 男 15 (41.67) 9 (25.00) 5 (13.89) 1 (2.78) 6 (16.67)

女 56 (78.87) 9 (12.68) 3 (4.23) 3 (4.23) 675 **

（経済的な内容：経済的暴力）

16 恋人に、お金を貸しても返してくれない。 男 9 (25.00) 11 (30.56) 7 (19.44) 3 (8.33) 6 (16.67)

女 36 (50.70) 26 (36.62) 6 (8.45) 3 (4.23) 680 **

17 恋人に、自分のお金（小遣い、バイト料など）をとられる。 男 18 (50.00) 9 (25.00) 2 (5.56) 1 (2.78) 6 (16.67)

女 61 (85.92) 6 (8.45) 1 (1.41) 3 (4.23) 712 **

18 デートなどの支払いは、いつも自分が支払わされている。 男 4 (11.11) 7 (19.44) 15 (41.67) 4 (11.11) 6 (16.67)

女 37 (52.11) 25 (35.21) 5 (7.04) 1 (1.41) 3 (4.23) 382 ***

19 男 15 (41.67) 8 (22.22) 7 (19.44) 6 (16.67)

女 54 (76.06) 14 (19.72) 3 (4.23) 671 **

（身体的攻撃をともなう内容：身体的暴力）

20 男 14 (38.89) 5 (13.89) 8 (22.22) 3 (8.33) 6 (16.67)

女 44 (61.97) 21 (29.58) 3 (4.23) 3 (4.23) 724 **

21 男 21 (58.33) 5 (13.89) 3 (8.33) 1 (2.78) 6 (16.67)

女 64 (90.14) 4 (5.63) 3 (4.23) 766 **

22 男 18 (50.00) 7 (19.44) 4 (11.11) 1 (2.78) 6 (16.67)

女 56 (78.87) 12 (16.90) 3 (4.23) 762 **

23 男 22 (61.11) 2 (5.56) 5 (13.89) 1 (2.78) 6 (16.67)

女 66 (92.96) 2 (2.82) 3 (4.23) 772 ***

24 男 21 (58.33) 4 (11.11) 4 (11.11) 1 (2.78) 6 (16.67)

女 64 (90.14) 4 (5.63) 3 (4.23) 764 **

25 恋人に、お腹や脚など、身体を蹴られたり、殴られたりする。 男 21 (58.33) 4 (11.11) 3 (8.33) 2 (5.56) 6 (16.67)

女 65 (91.55) 3 (4.23) 3 (4.23) 752 ***

（性に関する内容：性的暴力）

26 男 13 (36.11) 8 (22.22) 7 (19.44) 1 (2.78) 7 (19.44)

女 44 (61.97) 19 (26.76) 3 (4.23) 1 (1.41) 4 (5.63) 711 *

27 男 13 (36.11) 8 (22.22) 7 (19.44) 1 (2.78) 7 (19.44)

女 52 (73.24) 13 (18.31) 2 (2.82) 1 (1.41) 3 (4.23) 637 **

28 自分の意に反して、恋人に性器を見せられた。 男 15 (41.67) 6 (16.67) 6 (16.67) 1 (2.78) 8 (22.22)

女 54 (76.06) 10 (14.08) 4 (5.63) 3 (4.23) 681 **

29 自分の意に反して、恋人に性交されたり、されそうになった。 男 16 (44.44) 5 (13.89) 5 (13.89) 2 (5.56) 8 (22.22)

女 60 (84.51) 6 (8.45) 2 (2.82) 3 (4.23) 638 ***

30 恋人との性交渉の後、後悔したり、自己嫌悪に陥ったりする。 男 8 (22.22) 10 (27.78) 8 (22.22) 2 (5.56) 8 (22.22)

女 37 (52.11) 23 (32.39) 4 (5.63) 7 (9.86) 535 **

31 恋人は、避妊に協力しない。 男 13 (36.11) 8 (22.22) 5 (13.89) 2 (5.56) 8 (22.22)

女 63 (88.73) 5 (7.04) 3 (4.23) 495 ***

32 恋人は、中絶を強要する。 男 14 (38.89) 6 (16.67) 4 (11.11) 2 (5.56) 10 (27.78)

女 60 (84.51) 4 (5.63) 3 (4.23) 4 (5.63) 554 ***

検定：　Mann-Whitney

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

欠損値

恋人は、携帯電話がつながらない、すぐにメール返信しないと怒りだす。

「おまえが変だ」「おかしい」などと言って、恋人は自分の考えや感情を認めな
い。

とても不快 不快 まあ不快 不快でない

恋人に、１日に何度も定期的に電話やメールで行動を報告するよう言われる。

恋人に、携帯電話を故意に壊されたり、わざとデータを破壊されたりする。

恋人に、携帯電話のカメラで裸などの写真を撮られ、それを使って嫌な思いをさ
せられる。

自分勝手、自己中などと言われたり、気持ち悪い（キモイ）、臭い、死ねなど、罵
声を浴びせる。

自分の好きなこと、興味あることを恋人はバカにしたり、自分の意見や存在を否
定したり、自信喪失するようなことを言う。

嫌がっているのにキスや触るなどの性的行為を恋人は強要する。

無視したり、ため息をついたり、あるいは、何日も口をきいてくれない。

問題が発生すると、責任を押しつけられたり、被害者意識を持つななどと言われ
る。

恋人は、軽蔑するような視線、バカにしたような態度、冷笑などを自分にむける。

恋人は、自分の存在を否定したり、ひどく傷つけたりするような態度をする。

恋人の経済的な問題（ギャンブル、借金）などで、嫌な思いや困ることがある。

恋人は、気に入らないことがあると、壁や机を叩いたり、物に当たったりする。

痛いほど掴まれたり、突き飛ばされたり、壁に叩きつけられたり、髪を掴まれるな
ど、恋人は乱暴に自分をあつかう。

恋人は、自分にものを投げたり、投げつける素振り、殴る素振りをして、脅かす。

恋人が、物を破壊したり、叩きつけたり、ナイフを持ち出したりして怖い思いをさ
せられる。

乱暴（無謀）な運転で怖い思いをさせられたり、危険な場所や知らない場所に、
置き去りにされる。

見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌を見せられたり、聞きたくもないのに性
的な内容の話を聞かされる。



表6-11　暴力種別ごとへの不快感得点の男女差

n=276

暴力種別ごとの不快感得点 n
25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル

n
25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル W値

＜三種類の暴力＞

言語的暴力 95 24.00 29.00 36.00 114 27.00 34.00 36.00 8725.50 **

身体的暴力 93 18.00 23.00 24.00 119 22.00 24.00 24.00 8665.00 **

性的暴力 92 11.00 15.00 19.75 116 15.00 18.00 20.00 8350.00 **

三種類の暴力 86 58.00 66.50 77.00 109 63.50 75.00 80.00 7180.00 **

経済的暴力 95 9.00 12.00 15.00 117 12.00 14.00 16.00 8649.50 **

メールチェックなどの
携帯暴力 97 5.00 7.00 9.00 122 6.00 8.00 10.00 9459.50 **

携帯を破壊するなどの
暴力 94 9.00 11.00 12.00 121 10.00 12.00 12.00 8851.50 **

検定：　Wilcoxon検定
**p<.01

男 女



表6-12　現在の年齢による暴力への不快感
n=276

暴力種別ごとの不快感得点
n

25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル

n
25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル W値

＜男子学生＞
言語的暴力 56 24.25 29.00 36.00 39 24.00 28.00 36.00 1851.00 n.s

身体的暴力 56 18.00 21.50 24.00 37 18.00 23.00 24.00 2540.50 n.s

性的暴力 52 10.00 15.00 20.00 40 11.25 15.00 19.00 2405.50 n.s

三種類の暴力 52 56.75 63.50 77.00 34 58.00 67.00 75.50 1478.00 n.s

経済的暴力 54 9.00 12.50 15.25 41 10.00 12.00 14.00 2580.50 n.s

メールチェックなどの
携帯暴力 55 4.00 7.00 9.00 42 5.00 7.00 9.00 2038.00 n.s

携帯を破壊するなどの
暴力 53 9.00 11.00 12.00 41 9.00 11.00 12.00 2394.50 n.s

＜女子学生＞
言語的暴力 60 27.25 35.00 36.00 54 26.75 33.50 36.00 3036.00 n.s

身体的暴力 64 22.00 24.00 24.00 55 22.00 24.00 24.00 3241.50 n.s

性的暴力 60 15.00 18.00 20.00 56 15.00 18.00 20.00 3220.50 n.s

三種類の暴力 56 65.25 74.50 80.00 53 60.50 75.00 79.50 2856.50 n.s

経済的暴力 63 12.00 14.00 16.00 54 12.00 14.00 16.00 3146.50 n.s

メールチェックなどの
携帯暴力 66 6.75 8.00 10.25 56 6.00 8.00 10.00 3392.50 n.s

携帯を破壊するなどの
暴力 65 10.00 12.00 12.00 56 10.00 12.00 12.00 3879.00 n.s

検定：　Wilcoxon検定

20歳以下 21歳以上



表6-13　恋人との年齢差による暴力への不快感
n=276

暴力種別ごとの不快感得点
n

25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル

n
25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル

n
25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル χ

2
値

＜男子学生＞
言語的暴力 56 23.25 29.00 36.00 28 27.00 30.00 35.50 3 11.00 27.00 . 2.37 n.s

身体的暴力 54 19.75 23.50 24.00 28 17.25 21.00 24.00 3 6.00 18.00 . 5.86 n.s

性的暴力 54 11.00 15.00 20.00 29 11.50 15.00 19.50 3 5.00 15.00 . 1.17 n.s

三種類の暴力 50 57.50 67.00 78.00 27 60.00 67.00 77.00 3 22.00 60.00 . 2.94 n.s

経済的暴力 56 9.00 12.00 15.75 29 9.50 13.00 14.50 2 12.00 12.00 12.00 0.23 n.s

メールチェックなどの
携帯暴力 57 4.00 7.00 9.00 29 4.50 7.00 9.00 3 5.00 8.00 . 0.19 n.s

携帯を破壊するなどの
暴力 56 9.00 11.00 12.00 28 9.00 11.00 12.00 2 8.00 8.50 . 2.79 n.s

＜女子学生＞
言語的暴力 59 26.00 33.00 36.00 36 30.00 35.50 36.00 13 30.00 34.00 35.50 1.56 n.s

身体的暴力 63 22.00 24.00 24.00 36 23.00 24.00 24.00 13 21.00 24.00 24.00 0.61 n.s

性的暴力 62 15.00 18.00 20.00 34 15.00 19.00 20.00 13 15.50 19.00 20.00 1.81 n.s

三種類の暴力 58 62.75 73.50 79.25 33 70.00 77.00 80.00 12 63.00 76.00 79.25 2.62 n.s

経済的暴力 59 12.00 14.00 16.00 37 12.00 14.00 16.00 14 10.50 14.50 16.00 0.01 n.s

メールチェックなどの
携帯暴力 63 6.00 7.00 10.00 38 6.75 9.00 11.25 14 5.75 8.50 10.25 1.74 n.s

携帯を破壊するなどの
暴力 62 10.00 11.50 12.00 37 11.00 12.00 12.00 15 10.00 12.00 12.00 3.03 n.s

検定：　Kruskal-Wallis検定

年齢差 0歳 年齢差 1-4歳 年齢差 5歳以上



表6-14　恋人との交際期間による暴力への不快感
n=276

暴力種別ごとの不快感得点
n

25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル

n
25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル

n
25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル χ

2値

＜男子学生＞
言語的暴力 56 24.25 29.00 36.00 22 24.50 27.50 31.50 9 29.50 36.00 36.00 4.37 n.s

身体的暴力 54 18.00 22.50 24.00 21 19.00 22.00 24.00 10 23.75 24.00 24.00 4.50 n.s

性的暴力 56 11.00 15.00 18.75 21 10.50 15.00 19.50 10 16.75 19.50 20.00 4.51 n.s

三種類の暴力 52 56.75 65.50 77.00 20 55.25 66.50 72.50 9 66.50 79.00 80.00 4.27 n.s

経済的暴力 56 9.00 12.00 14.00 21 8.00 12.00 14.50 10 12.75 14.50 16.00 5.02 n.s

メールチェックなどの
携帯暴力 57 4.50 7.00 9.00 22 5.75 7.00 9.00 10 4.00 6.50 10.50 0.05 n.s

携帯を破壊するなどの
暴力 55 8.00 11.00 12.00 21 9.00 10.00 11.50 10 11.75 12.00 12.00 8.02 *

＜女子学生＞
言語的暴力 65 28.50 33.00 36.00 25 27.50 35.00 36.00 16 27.00 34.50 36.00 0.80 n.s

身体的暴力 71 23.00 24.00 24.00 26 22.00 24.00 24.00 14 22.00 24.00 24.00 0.12 n.s

性的暴力 67 14.00 18.00 20.00 26 15.00 19.50 20.00 15 13.00 18.00 20.00 1.41 n.s

三種類の暴力 62 64.75 74.00 79.25 25 65.00 76.00 80.00 14 58.75 74.00 80.00 0.56 n.s

経済的暴力 69 12.00 14.00 16.00 26 12.00 14.50 16.00 14 11.50 14.50 16.00 0.55 n.s

メールチェックなどの
携帯暴力 71 6.00 8.00 10.00 27 6.00 9.00 12.00 16 6.00 8.50 9.75 1.56 n.s

携帯を破壊するなどの
暴力 71 10.00 12.00 12.00 26 9.75 12.00 12.00 16 10.25 12.00 12.00 0.23 n.s

検定：　Kruskal-Wallis検定
*p<.05

交際期間 15ヶ月まで 交際期間 15～30ヶ月まで 交際期間 30ヶ月以上



表6-15　恋人との現在の関係における暴力への不快感
n=276

暴力種別ごとの不快感得点
n

25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル

n
25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル

n
25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル χ

2値

＜男子学生＞
言語的暴力 26 19.75 25.00 28.00 58 27.00 32.00 36.00 3 27.00 27.00 . 15.89 ***

身体的暴力 24 16.25 19.00 23.75 59 18.00 24.00 24.00 3 17.00 18.00 . 8.13 *

性的暴力 25 9.00 15.00 18.50 58 12.00 15.00 20.00 3 10.00 17.00 . 1.59 n.s

三種類の暴力 23 50.00 59.00 71.00 55 62.00 69.00 78.00 3 59.00 61.00 . 9.23 *

経済的暴力 25 9.00 11.00 12.50 59 10.00 13.00 16.00 3 9.00 12.00 . 5.66 n.s

メールチェックなどの
携帯暴力 26 4.00 5.50 9.00 60 6.00 7.00 9.75 2 6.00 7.50 . 3.71 n.s

携帯を破壊するなどの
暴力 25 8.50 9.00 11.50 58 10.00 11.00 12.00 3 9.00 9.00 . 6.30 *

＜女子学生＞
言語的暴力 30 27.75 34.50 36.00 62 26.75 32.00 36.00 12 32.25 35.50 36.00 2.89 n.s

身体的暴力 31 22.00 24.00 24.00 65 22.00 24.00 24.00 12 22.25 24.00 24.00 0.30 n.s

性的暴力 29 15.00 18.00 20.00 64 14.00 18.00 20.00 12 15.00 19.50 20.00 0.59 n.s

三種類の暴力 27 67.00 76.00 80.00 60 61.25 73.00 78.75 12 65.00 77.50 80.00 1.88 n.s

経済的暴力 30 11.75 14.00 16.00 64 12.00 14.00 16.00 12 12.00 14.50 16.00 0.09 n.s

メールチェックなどの
携帯暴力 32 5.25 7.50 10.00 66 7.00 8.00 10.25 12 4.75 8.50 11.00 2.71 n.s

携帯を破壊するなどの
暴力 32 9.25 12.00 12.00 65 10.00 12.00 12.00 12 12.00 12.00 12.00 3.59 n.s

検定：　Kruskal-Wallis検定
*p<.05, **p<.01, ***p<.001

交際中 別れた 別れと交際の繰り返し



表6-16　それぞれの暴力被害有無による暴力への非認知得点
n=276

暴力への非認知得点
n

25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル

n
25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル W値

＜男子学生＞
言語的暴力 70 10.00 12.00 16.25 26 11.00 16.50 18.00 3570.00 *

身体的暴力 69 6.00 6.00 7.00 26 6.00 6.00 10.25 3769.00 n.s

性的暴力 69 5.00 7.00 10.00 25 5.50 9.00 10.00 3407.50 n.s

三種類の暴力 68 22.00 26.00 32.75 25 25.50 31.00 36.50 3030.00 *

経済的暴力 70 6.00 7.00 8.00 26 6.75 7.50 8.00 3941.00 n.s

メールチェックなどの
携帯暴力 70 6.00 6.00 6.00 26 5.75 6.00 6.00 1188.50 *

携帯を破壊するなどの
暴力 70 3.00 4.00 6.00 26 3.00 5.00 6.00 3856.00 n.s

＜女子学生＞
言語的暴力 62 9.00 11.00 14.00 53 10.00 13.00 16.00 3862.00 *

身体的暴力 62 6.00 6.00 7.00 54 6.00 6.00 7.00 3913.00 n.s

性的暴力 61 5.00 6.00 8.00 54 5.00 7.00 9.00 3494.50 **

三種類の暴力 61 20.00 24.00 27.50 51 22.00 27.00 30.00 3294.50 *

経済的暴力 62 4.00 6.50 8.00 54 5.00 7.00 8.00 4031.00 n.s

メールチェックなどの
携帯暴力 62 5.00 6.00 6.00 56 5.00 6.00 6.00 3514.50 n.s

携帯を破壊するなどの
暴力 61 3.00 4.00 4.00 55 3.00 4.00 4.00 4241.00 n.s

（注）被害有：性的暴力被害ではひとつでも「たまに」と回答した者。それ以外の暴力では「ときどき」「いつも」と回答した者。
被害無：　性的暴力被害以外は、「なし」「一度でも(たまに)」と回答した者
検定：　Wilcoxon検定
*p<.05, **p<.01

被害無 被害有(注)



表6-17　それぞれの暴力被害有無による暴力への不快感得点
n=276

暴力への不快感得点 n
25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル

n
25パーセ
ンタイル

50パーセ
ンタイル

75パーセ
ンタイル W値

＜男子学生＞
言語的暴力 65 27.00 31.00 36.00 25 19.00 27.00 29.50 922.00 *

身体的暴力 63 18.00 23.00 24.00 23 17.00 21.00 24.00 957.50 n.s

性的暴力 64 13.25 15.50 20.00 24 7.25 10.50 16.50 780.00 **

三種類の暴力 62 60.00 68.50 77.25 22 47.75 59.00 67.25 673.00 **

経済的暴力 65 10.00 13.00 16.00 23 7.00 11.00 12.00 793.50 **

メールチェックなどの
携帯暴力 65 4.00 7.00 9.00 24 5.00 7.00 9.75 3511.00 n.s

携帯を破壊するなどの
暴力 64 9.00 11.00 12.00 23 9.00 11.00 12.00 1075.50 n.s

＜女子学生＞
言語的暴力 59 28.00 36.00 36.00 51 26.00 32.00 35.00 2448.50 **

身体的暴力 60 23.00 24.00 24.00 54 22.00 23.00 24.00 2991.00 n.s

性的暴力 59 15.00 20.00 20.00 52 14.00 16.50 19.00 2458.50 **

三種類の暴力 59 66.00 77.00 80.00 47 60.00 72.00 76.00 2054.50 **

経済的暴力 60 12.00 15.00 16.00 53 12.00 13.00 16.00 2857.50 n.s

メールチェックなどの
携帯暴力 60 6.00 8.00 11.00 55 6.00 8.00 10.00 3309.00 n.s

携帯を破壊するなどの
暴力 59 11.00 12.00 12.00 55 10.00 11.00 12.00 3011.50 *

（注）被害有：性的暴力被害ではひとつでも「たまに」と回答した者。それ以外の暴力では「ときどき」「いつも」と回答した者。
被害無：　性的暴力被害以外は、「なし」「一度でも(たまに)」と回答した者
検定：　Wilcoxon検定
*p<.05, **p<.01

被害無 被害有(注)



表6-18　暴力非認知および不快感が三種類の暴力被害、およびメールチェックなどの携帯暴力被害に与える影響

目的変数：　暴力被害
男子学生 女子学生

説明変数

暴
力

メールチェックなどの
携帯暴力 -0.61 *** -0.52 ***

非 言語的暴力 0.24 * 0.30 **

認 身体的暴力
知 性的暴力

暴
力

メールチェックなどの
携帯暴力 0.20 * 0.32 **

不 言語的暴力
快 身体的暴力 -0.23 * -0.37 **

感 性的暴力 -0.24 *

R
2 0.05 * 0.14 ** 0.37 *** 0.27 *** 0.06 * 0.11 ** 0.09 *

ステップワイズ法
β：標準偏回帰係数
*p<.05, **p<.01, ***p<.001

身体的暴力 性的暴力性的暴力
メールチェッ

クなどの
携帯暴力

言語的暴力 身体的暴力
メール

チェックなど
の

言語的暴力



表7-1  基本属性
n=383　単位= 人(%)

恋人経験あり(n=276)

130 (47.10) 146 (52.90) 36 (33.64) 71 (66.36) 107 (100.0)

年齢
平均年齢(SD) 20.22 (1.80) 20.21 (1.34) 19.91 (1.25) 20.13 (1.07) 20.06 (1.13)

Min - Max (年齢)

欠損値 1 (2.78) 1 (0.93)

現在の暮らし方
恋人と同居 3 (2.31) 3 (2.05)

家族と同居 94 (72.31) 114 (78.08) 32 (88.89) 60 (84.51) 92 (85.98)

一人暮らし 26 (20.00) 23 (15.75) 4 (11.11) 9 (12.68) 13 (12.15)

その他(友人などと同居) 4 (3.08) 5 (3.42)

欠損値 5 (3.85) 1 (0.68) 2 (2.63) 2 (1.87)

経験なし全体

18 - 29 18 - 26 18 - 23 18 - 22 18 - 23

男 女 男 女

恋人経験なし(n=107)



表7-2　恋愛経験有無による精神的健康度

精神的健康度 t値

GHQ-12(SD) 5.41 (3.10) 5.95 (2.93) t(374)=1.72, n.s.

Min - Max

t値

GHQ-12(SD) 5.13 (3.00) 6.44 (3.25) t(162)=2.29*

Min - Max

女(n=212)

t値

GHQ-12(SD) 6.00 (2.97) 5.86 (2.86) t(210)=.33, n.s.

Min - Max

t値

GHQ-12(SD) 6.44 (3.25) 5.86 (2.86) t(105)=.96, n.s.

Min - Max

恋愛経験有 276人

t値

GHQ-12(SD) 5.13 (3.00) 6.00 (2.97) t(267)=2.40*

Min - Max

検定：　t検定

*p<.05

0 - 12 0 - 12

恋愛有無込み全体(n=376)

男　164人 女 212人

0 - 12 0 - 12

男(n=164)

恋愛経験あり
n=128

恋愛経験なし
n=36

恋愛経験あり
n=141

恋愛経験なし
n=71

0 - 12 1 - 12

0 - 12 0 - 12

恋愛経験無 107人

男　36人 女 71人

1 - 12 0 - 12

男　128人 女 141人



表7-3　精神的健康度と年齢、年齢差、交際期間との関連

GHQ法総得点 年齢
恋人との
年齢差

交際期間
(月)

男 相関係数 0.08 -0.07 -0.05

N 128 118 118

女 相関係数 -0.03 0.11 .172
*

N 141 133 133

検定：　Pearson

*p<.05



表7-4　現在の年齢、恋人との年齢差、交際期間、現在の同居人による精神的健康度（男女×要因）
n=276

全体 男 女 多重比較
N Mean SD N Mean SD N Mean SD

現在の年齢
(1, 265) 20歳以下 154 5.49 2.90 76 5.04 2.90 78 5.92 2.85 5.46 * 0.27 n.s. 0.00 n.s. 男＜女

21歳以上 115 5.71 3.16 52 5.25 3.17 63 6.10 3.12

恋人との年齢差
(2, 245) 0歳 147 5.51 2.83 75 5.13 3.06 72 5.90 2.52 4.85 * 1.14 n.s. 0.94 n.s. 男＜女

1～4歳 84 5.18 3.24 39 4.95 2.86 45 5.38 3.55
5歳以上 20 7.30 3.05 4 5.00 3.27 16 7.88 2.80

恋人との交際期間
(2, 245) 15ヶ月まで 160 5.51 2.99 76 5.37 2.93 84 5.64 3.07 7.11 ** 0.27 n.s. 1.62 n.s. 男＜女

15～30ヶ月まで 59 5.54 3.06 29 4.79 3.08 30 6.27 2.92
30ヶ月以上 32 6.13 3.12 13 4.92 3.20 19 6.95 2.86

現在の同居人
(3, 257) 恋人 4 3.25 1.71 1 3.00 . 3 3.33 2.08

家族 201 5.39 2.99 92 4.85 3.11 109 5.85 2.81 0.21 n.s. 2.87 * 0.43 n.s. 家族＜一人暮らし
一人暮らし 49 6.51 2.99 26 5.88 2.55 23 7.22 3.34
友人知人 11 5.27 3.00 6 5.67 2.66 5 4.80 3.63

検定：　ニ要因分散分析
*p<.05, **p<.01

主効果 交互作用
性別 要因



表7-5  三種類の暴力被害の有無における精神的健康度
n=276　単位= 人(%)

84 (64.6) 30 (23.1) t値 68 (46.6) 60 (41.1) t値

精神的健康度
GHQ-12(SD) 4.88 (2.85) 5.37 (3.45) t(110)=.76, n.s. 5.34 (2.75) 6.60 (3.10) t(123)=2.41*

Min - Max (n)

注）被害有：三種類の暴力被害ときどき以上（性暴力被害一度でも含む)の学生
検定：　t検定

*p<.05

3 - 11 (82) 3 - 12 (30) 0 - 11 (65) 0 - 12 (60)

男　130人 女 146人

被害無 被害有(注) 被害無 被害有(注)



表7-6　三種類の暴力被害頻度による精神的健康度（男女×被害頻度・現在の関係）
n=276

精神的健康度（GHQ-12) 全体 男 女 多重比較
N Mean SD N Mean SD N Mean SD

三種類の暴力
(4, 227) 0群 106 4.94 2.76 60 4.57 2.76 46 5.43 2.72 1群：　男＞女

1群 45 5.60 3.15 17 6.94 3.44 28 4.79 2.71 3.17 n.s. 2.91 * 3.85 ** 3群：　男＜女
2群 20 5.00 2.92 11 4.09 2.51 9 6.11 3.14

3群 34 5.76 3.01 16 4.38 2.99 18 7.00 2.50 男子：　0群＜4群
4群 32 7.25 3.22 8 6.75 2.92 24 7.42 3.36 女子：　0群＜4群

検定：　ニ要因分散分析 *p<.05, **p<.01
0群：暴力被害なし

1群：0%順位≦被害得点≧25%順位
2群：25%順位＜被害得点≧50%順位
3群：50%順位＜被害得点≧75%順位
4群：75%順位＜被害得点≧100%順位

主効果 交互作用
性別 要因



表7-7　三種類の暴力被害が精神的健康度に与える影響

(従属変数：精神的健康度)

言語的・身体的・性的

言語的暴力 0.27 **

R
2 0.07 **

ステップワイズ法

β：標準偏回帰係数

**p<.01

β β

男 女



表7-8　恋愛経験、被害有無、精神的健康度による三種類の暴力認知（GHQ×被害恋愛有無）

n=383

＜暴力への暴力非認知＞ 全体 GHQ5点以下 GHQ6点以上 多重比較

N Mean SD N Mean SD N Mean SD

＜男子学生＞

言語的暴力

(2, 122) 被害なし 83 13.29 3.40 55 13.11 3.30 28 13.64 3.63 1.06 n.s. 5.45 ** 0.15 n.s. 被害なし＜被害あり

被害あり 16 15.75 2.98 10 15.20 3.43 6 16.67 1.97 被害あり＞恋愛経験なし

恋愛経験なし 29 12.48 3.17 11 12.27 2.97 18 12.61 3.36

身体的暴力

(2, 121) 被害なし 94 7.12 1.91 61 7.00 1.73 33 7.33 2.20 2.35 n.s. 5.09 ** 0.63 n.s. 被害なし＜被害あり

被害あり 5 9.40 2.70 4 9.00 2.94 1 11.00 . 被害あり＞恋愛経験なし

恋愛経験なし 28 6.71 1.33 11 6.09 0.30 17 7.12 1.58

性的暴力

(2, 118) 被害なし 77 7.38 2.06 48 7.02 2.02 29 7.97 2.04 0.02 n.s. 3.51 * 1.58 n.s. 被害あり＞恋愛経験なし

被害あり 19 8.42 1.92 13 8.69 1.89 6 7.83 2.04

恋愛経験なし 28 6.68 1.72 10 6.60 1.78 18 6.72 1.74

三種類の暴力

(2, 112) 被害なし 67 27.54 5.94 45 26.71 5.58 22 29.23 6.41 1.48 n.s. 4.36 * 0.41 n.s. 被害あり＞恋愛経験なし

被害あり 25 30.72 6.48 16 30.75 6.19 9 30.67 7.37

恋愛経験なし 27 26.00 5.02 10 24.70 4.37 17 26.76 5.33

＜女子学生＞

言語的暴力

(2, 179) 被害なし 97 11.96 3.19 48 12.17 3.36 49 11.76 3.05 0.08 n.s. 3.41 * 0.79 n.s. 被害あり＞恋愛経験なし

被害あり 22 13.50 2.86 6 12.50 3.27 16 13.88 2.70

恋愛経験なし 66 11.21 2.30 29 11.48 2.21 37 11.00 2.37

身体的暴力

(2, 181) 被害なし 113 6.68 1.42 52 6.77 1.46 61 6.61 1.38 3.76 n.s. 6.66 ** 1.73 n.s. 被害あり＞恋愛経験なし

被害あり 6 7.67 2.25 2 9.00 4.24 4 7.00 0.82

恋愛経験なし 68 6.25 0.53 29 6.24 0.44 39 6.26 0.59

性的暴力

(2, 172) 被害なし 67 6.31 1.68 33 6.42 1.79 34 6.21 1.59 0.15 n.s. 6.54 ** 1.30 n.s. 被害なし＜被害あり

被害あり 50 7.40 1.81 18 6.94 2.07 32 7.66 1.62 被害あり＞恋愛経験なし

恋愛経験なし 61 6.21 1.51 28 6.32 1.44 33 6.12 1.58

三種類の暴力

(2, 166) 被害なし 61 24.82 5.21 31 25.84 5.83 30 23.77 4.33 0.46 n.s. 6.05 ** 2.14 n.s. 被害なし＜被害あり

被害あり 51 26.90 5.15 20 25.95 6.10 31 27.52 4.44 被害あり＞恋愛経験なし

恋愛経験なし 60 23.60 3.47 28 24.11 3.31 32 23.16 3.60

（注）被害有：性的暴力被害ではひとつでも「たまに」と回答した者。それ以外の暴力では「ときどき」「いつも」と回答した者。

被害無：　性的暴力被害以外は、「なし」「一度でも(たまに)」と回答した者

検定：　ニ要因分散分析

*p<.05, **p<.01

主効果 交互作用

GHQ-12 被害恋愛有無



表7-9　恋愛経験、被害有無、精神的健康度によるその他の暴力への暴力認知（GHQ×被害恋愛有無）

n=383

＜その他の暴力への暴力非認知＞ 全体 GHQ5点以下 GHQ6点以上 多重比較

N Mean SD N Mean SD N Mean SD

＜男子学生＞

経済的暴力

(2, 123) 被害なし 89 6.82 1.43 56 6.64 1.51 33 7.12 1.24 0.00 n.s. 2.66 n.s. 1.12 n.s.

被害あり 12 7.08 1.24 9 7.33 1.32 3 6.33 0.58

恋愛経験なし 28 6.21 1.52 10 5.90 1.45 18 6.39 1.58

メールチェックなどの携帯暴力

(2, 128) 被害なし 79 5.89 0.42 48 5.83 0.52 31 5.97 0.18 1.65 n.s. 7.45 ** 2.48 n.s. 経験なし＞恋愛経験なし

被害あり 23 5.70 0.76 19 5.74 0.73 4 5.50 1.00

恋愛経験なし 32 5.25 1.14 12 5.58 1.00 20 5.05 1.19

携帯を破壊するなどの暴力

(2, 127) 被害なし 98 4.46 1.26 64 4.30 1.23 34 4.76 1.28 0.16 n.s. 5.86 ** 0.27 n.s. 経験なし＞恋愛経験なし

被害あり 3 5.00 1.00 1 5.00 . 2 5.00 1.41

恋愛経験なし 32 3.75 0.72 12 3.67 0.65 20 3.80 0.77

＜女子学生＞

経済的暴力

(2, 182) 被害なし 105 6.18 1.61 46 5.98 1.69 59 6.34 1.54 0.13 n.s. 0.76 n.s. 0.98 n.s.

被害あり 15 6.53 1.46 8 6.75 1.49 7 6.29 1.50

恋愛経験なし 68 5.97 1.48 29 6.10 1.57 39 5.87 1.42

メールチェックなどの携帯暴力

(2, 184) 被害なし 88 5.38 0.93 40 5.25 1.01 48 5.48 0.85 0.77 n.s. 3.72 * 2.60 n.s. 経験なし＞恋愛経験なし

被害あり 36 5.53 0.91 15 5.60 0.91 21 5.48 0.93 経験あり＞恋愛経験なし

恋愛経験なし 66 4.98 1.16 29 5.28 1.03 37 4.76 1.21

携帯を破壊するなどの暴力

(1, 184) 被害なし 121 3.79 0.96 54 3.94 1.05 67 3.66 0.86 2.58 n.s. 2.08 n.s. 0.31 n.s.

被害あり

恋愛経験なし 67 3.60 0.68 28 3.68 0.77 39 3.54 0.60

（注）被害有：性的暴力被害ではひとつでも「たまに」と回答した者。それ以外の暴力では「ときどき」「いつも」と回答した者。

被害無：　性的暴力被害以外は、「なし」「一度でも(たまに)」と回答した者

検定：　ニ要因分散分析

*p<.05, **p<.01

主効果 交互作用

GHQ-12 被害恋愛有無



表7-10　恋愛経験、被害有無、精神的健康度による三種類の暴力への不快感（GHQ×被害恋愛有無）

n=383

＜暴力への不快感＞ 全体 GHQ5点以下 GHQ6点以上 多重比較

N Mean SD N Mean SD N Mean SD

＜男子学生＞

言語的暴力

(2, 117) 被害なし 78 29.45 6.98 51 30.22 6.28 27 28.00 8.07 2.98 n.s. 11.16 *** 0.07 n.s. 被害なし＞被害あり

被害あり 15 20.20 5.05 9 21.67 5.10 6 18.00 4.47 被害あり＜恋愛経験なし

恋愛経験なし 30 27.77 7.14 12 29.08 5.65 18 26.89 8.02

身体的暴力

(1, 116) 被害なし 87 20.48 4.89 55 21.15 4.01 32 19.34 6.02 2.94 n.s. 4.67 * 0.00 n.s. 被害なし＞被害あり

被害あり 4 13.50 5.74 4 13.50 5.74 被害あり＜恋愛経験なし

恋愛経験なし 30 20.40 4.92 12 21.50 3.75 18 19.67 5.54

性的暴力

(2, 111) 被害なし 72 15.07 4.89 44 16.00 4.17 28 13.61 5.61 0.66 n.s. 2.93 n.s. 2.54 n.s.

被害あり 18 12.22 4.80 12 11.25 4.73 6 14.17 4.71

恋愛経験なし 27 15.74 3.85 9 17.78 1.99 18 14.72 4.18

三種類の暴力

(2, 105) 被害なし 62 66.13 13.64 41 68.59 10.56 21 61.33 17.55 3.22 n.s. 3.91 * 0.78 n.s. 被害なし＞被害あり

被害あり 22 55.41 17.37 14 55.29 15.14 8 55.63 21.89

恋愛経験なし 27 64.67 14.60 9 71.44 7.86 18 61.28 16.13

＜女子学生＞

言語的暴力

(2, 172) 被害なし 89 31.55 6.46 42 30.52 7.86 47 32.47 4.81 4.39 * 4.18 * 0.51 n.s. 5以下＜6以上

被害あり 22 29.73 5.52 6 27.00 5.37 16 30.75 5.39 被害あり＜恋愛経験なし

恋愛経験なし 67 33.03 3.76 29 32.52 4.45 38 33.42 3.14

身体的暴力

(2, 178) 被害なし 111 22.30 3.59 48 21.94 4.50 63 22.57 2.71 0.11 n.s. 5.20 ** 0.06 n.s. 被害あり＜恋愛経験なし

被害あり 5 19.00 6.56 2 19.00 7.07 3 19.00 7.81

恋愛経験なし 68 23.24 1.29 29 23.03 1.30 39 23.38 1.29

性的暴力

(2, 170) 被害なし 65 17.51 4.04 31 16.77 5.02 34 18.18 2.79 0.80 n.s. 7.87 ** 0.94 n.s. 被害なし＞被害あり

被害あり 48 15.65 3.58 17 15.88 3.84 31 15.52 3.49 被害あり＜恋愛経験なし

恋愛経験なし 63 18.35 2.32 28 18.14 2.41 35 18.51 2.27

三種類の暴力

(2, 162) 被害なし 59 71.61 14.34 29 69.14 18.23 30 74.00 8.86 3.96 * 5.05 ** 0.34 n.s. 5以下＜6以上

被害あり 47 68.19 9.89 17 66.00 11.51 30 69.43 8.80 被害あり＜恋愛経験なし

恋愛経験なし 62 74.47 6.05 28 73.54 6.93 34 75.24 5.19

（注）被害有：性的暴力被害ではひとつでも「たまに」と回答した者。それ以外の暴力では「ときどき」「いつも」と回答した者。

被害無：　性的暴力被害以外は、「なし」「一度でも(たまに)」と回答した者

検定：　ニ要因分散分析

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

主効果 交互作用

GHQ-12 被害恋愛有無



表7-11　恋愛経験、被害有無、精神的健康度によるその他の暴力への不快感（GHQ×被害恋愛有無）

n=383

＜その他の暴力への不快感＞ 全体 GHQ5点以下 GHQ6点以上 多重比較

N Mean SD N Mean SD N Mean SD

＜男子学生＞

経済的暴力

(2, 117) 被害なし 81 11.93 3.46 50 12.30 3.14 31 11.32 3.90 0.20 n.s. 0.89 n.s. 0.22 n.s.

被害あり 12 10.25 2.96 9 10.11 3.26 3 10.67 2.31

恋愛経験なし 30 11.97 2.92 12 12.42 2.35 18 11.67 3.27

メールチェックなどの携帯暴力

(2, 121) 被害なし 73 7.34 2.86 43 7.53 2.90 30 7.07 2.84 0.79 n.s. 3.96 * 1.07 n.s. 被害あり＜恋愛経験なし

被害あり 22 6.50 2.43 18 6.83 2.48 4 5.00 1.63

恋愛経験なし 32 8.41 2.18 12 8.00 2.00 20 8.65 2.30

携帯を破壊するなどの暴力

(2, 118) 被害なし 90 10.02 2.44 57 10.30 1.98 33 9.55 3.06 0.11 n.s. 3.87 ** 0.52 n.s. 被害なし＞被害あり

被害あり 2 6.00 1.41 1 5.00 . 1 7.00 . 被害あり＜恋愛経験なし

恋愛経験なし 32 10.50 1.78 12 10.58 1.56 20 10.45 1.93

＜女子学生＞

経済的暴力

(2, 176) 被害なし 100 13.36 2.99 41 12.90 3.63 59 13.68 2.43 0.28 n.s. 4.82 ** 0.45 n.s. 被害なし＜恋愛経験なし

被害あり 14 13.57 2.31 7 13.86 2.19 7 13.29 2.56

恋愛経験なし 68 14.56 1.53 29 14.21 1.84 39 14.82 1.21

メールチェックなどの携帯暴力

(2, 180) 被害なし 85 8.58 2.47 36 8.58 2.38 49 8.57 2.56 2.79 n.s. 8.72 *** 1.08 n.s. 被害なし＜恋愛経験なし

被害あり 34 7.50 2.63 15 7.07 2.66 19 7.84 2.63 被害あり＜恋愛経験なし

恋愛経験なし 67 9.54 1.87 29 8.93 2.17 38 10.00 1.47

携帯を破壊するなどの暴力

(1, 181) 被害なし 117 10.92 1.88 50 10.66 2.27 67 11.12 1.50 2.44 n.s. 1.47 n.s. 0.06 n.s.

被害あり 1 9.00 . 1 9.00 .

恋愛経験なし 68 11.19 1.16 29 11.00 1.36 39 11.33 0.98

（注）被害有：性的暴力被害ではひとつでも「たまに」と回答した者。それ以外の暴力では「ときどき」「いつも」と回答した者。

被害無：　性的暴力被害以外は、「なし」「一度でも(たまに)」と回答した者

検定：　ニ要因分散分析

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

主効果 交互作用

GHQ-12 被害恋愛有無



表8-1　支配的恋愛関係チェックリストの構成

用意された質問項目
特権（束縛）

× 1 恋人といるとき、自分の好きな服装ができたり、化粧、髪型など自由におしゃれができている。
4 恋人は、実家や友人とつきあうのを制限したり、電話や手紙を細かくチェックしたりする。
8 恋人との関係は、自由がないような、束縛されたように感じる。

13 恋人は、誰と一緒なのか、誰と会うのか知りたがる。
12 恋人は、嫉妬心が強い。

孤立化（孤立）
× 2 恋人といるとき、友達（異性同性含む）や先輩後輩などと、いつでも連絡ができ、気軽に会うことができる。
× 3 恋人といるとき、親きょうだい、親戚など、いつでも連絡ができ、いつでも帰ることができる。
× 10 私は、恋人とのことを、誰かに話したり、相談したりしている。
× 5 私は、恋人に嫌なことは嫌と、ＮＯを言えている。(逆)

過小評価（認知）
6 恋人との間で問題が起こったときに、解決が難しい。

× 9 私は、恋人が怒るのは、自分が悪いせいだと感じる。
11 恋人は、突然怒り出す。

× 17 恋人は、怒らなければ、とてもいい人だ。
× 18 ヒドイことをした後、恋人は謝ってくれたり、優しくしてくれる。

強制威嚇（インパクト）
7 恋人との関係は、安心でき、安全な感じがする。(逆)

14 私は、恋人のすることや、言うことに怖いと感じる。
15 恋人の声が、頭の中で、いつも聞こえるような気がする。
19 私は、恋人といると、ビクビクする。
20 私は、恋人に質問攻めにされたり、反論されたりして、混乱させられる。
16 自分がいないと、恋人がどうなるか不安だ。

番号は質問項目の番号をあらわす。
×印は、因子分析の結果削除された項目



表8-2  因子構造と信頼性の検討（主因子法、プロマックス回転後）

　●支配的恋愛関係チェックリスト　　α＝.84 Ⅰ Ⅱ
第一因子：　「緊張関係」因子　　α＝.80
　19私は、恋人といると、ビクビクする。 0.88 -0.19
　20私は、恋人に質問攻めにされたり、反論されたりして、混乱させられる。 0.79 -0.04
　14私は、恋人のすることや、言うことに怖いと感じる。 0.68 0.14
　7恋人との関係は、安心でき、安全な感じがする。（逆転項目） 0.50 -0.15
　6恋人との間で問題が起こったときに、解決が難しい。 0.46 0.07
　11恋人は、突然怒り出す。 0.45 0.26
　15恋人の声が、頭の中で、いつも聞こえるような気がする。 0.39 0.18
第二因子：　「被束縛感」因子　　α＝.75
　12恋人は、嫉妬心が強い。 -0.11 0.83
　13恋人は、誰と一緒なのか、誰と会うのか知りたがる。 -0.04 0.78
　16自分がいないと、恋人がどうなるか不安だ。 -0.12 0.50
　4恋人は、実家や友人とつきあうのを制限したり、電話や手紙を細かくチェックしたりする。0.15 0.47
　8恋人との関係は、自由がないような、束縛されたように感じる。 0.37 0.37

寄与率（％） 38.68 12.27
累積寄与率（％） 38.68 50.95
因子間相関　Ⅰ
　　　　　　　　Ⅱ .54**

支配的恋愛関係 .90** .86**
番号は質問項目の番号をあらわす。
**p<.01



表8-3　男女差および年齢差（性別×年齢）
n=276

全体 男 女 主効果
N Mean SD N Mean SD N Mean SD

緊張関係
(1, 252) 20歳以下 147 14.63 6.48 71 14.59 6.21 76 14.66 6.76 0.21 n.s. 0.69 n.s. 0.14 n.s.

21歳以上 109 13.98 6.23 50 13.62 5.87 59 14.29 6.55

被束縛感
(1, 249) 20歳以下 145 12.86 5.23 70 13.23 4.79 75 12.52 5.63 0.29 n.s. 0.53 n.s. 0.22 n.s.

21歳以上 108 12.36 5.79 49 12.39 4.80 59 12.34 6.54

支配的恋愛関係
(1, 249) 20歳以下 145 27.48 10.41 70 27.83 9.81 75 27.15 10.99 0.00 n.s. 0.88 n.s. 0.31 n.s.

21歳以上 108 26.26 10.70 49 25.82 9.17 59 26.63 11.89

検定：　ニ要因分散分析

交互作用
性別 年齢



表8-4　大学生におけるDVSI得点（男女差) n=276

全体 男 女

n Mean SD n Mean SD n Mean SD t値

＜DVSI＞

心理的攻撃 247 2.28 3.61 118 1.85 3.07 129 2.67 4.01 -1.81 n.s.

身体的暴行傷害 247 0.51 2.69 117 0.58 3.12 130 0.44 2.24 0.42 n.s.

性的強要 247 0.30 1.39 117 0.22 1.33 130 0.38 1.45 -0.87 n.s.

DVSI総合 245 2.97 5.36 117 2.67 5.92 128 3.25 4.80 -0.84 n.s.

DVSI総合性ぬき 246 2.71 4.59 117 2.45 4.85 129 2.94 4.36 -0.84 n.s.

検定：　t検定



表8-5　大学生におけるDVSI得点（被害有無) n=276

被害有 被害無

支配的恋愛関係 DVSI n Mean SD n Mean SD t値

　緊張関係 心理的攻撃 115 16.55 6.93 128 12.38 5.15 5.27 ***

身体的暴行傷害 21 20.90 8.18 225 13.73 5.83 3.93 **

性的強要 17 20.88 7.23 229 13.92 6.10 4.48 ***

DVSI総合 117 16.68 6.94 124 12.21 5.01 5.70 ***

　被束縛感 心理的攻撃 114 14.38 5.68 126 11.17 4.78 4.71 ***

身体的暴行傷害 21 18.52 6.46 222 12.13 5.04 4.41 ***

性的強要 17 16.94 5.58 226 12.39 5.33 3.38 **

DVSI総合 116 14.47 5.72 122 11.05 4.67 5.05 ***

検定：　t検定

**p<.01, ***p<.001



表8-6　支配的恋愛関係チェックリストの妥当性（男女別相関)

男 女
緊張関係 被束縛感 支配的関係 緊張関係 被束縛感 支配的関係

n=124 n=122 n=122 n=135 n=134 n=134

精神的健康度
GHQ-12 -0.03 -0.07 -0.07 0.21* 0.12 0.18*

簡易ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞDVSI

心理的攻撃 0.41** 0.33** 0.42** 0.58** 0.41** 0.56**

身体的暴行傷害 0.33** 0.26** 0.34** 0.15 0.23** 0.21*

性的強要 0.34** 0.26** 0.34** 0.37** 0.28** 0.36**

DVSI総合 0.42** 0.33** 0.43** 0.66** 0.47** 0.64**

検定：　Pearson　両側検定

*p<.05, **p<.01



表8-7　支配的恋愛関係が精神的健康度におよぼす影響

(従属変数：GHQ-12)

緊張関係 0.21 *

R
2 0.04 *

ステップワイズ法

β：標準偏回帰係数

*p<.05

男 女

β β



表8-8　三種類の暴力被害有無による支配的恋愛関係の得点
n=276　単位= 人(%)

84 (64.62) 30 (23.08) t値 68 (46.58) 60 (41.10) t値

支配的恋愛関係
緊張関係(SD) 12.62 (4.18) 17.11 (8.24) 2.76 ** 12.34 (4.81) 16.76 (7.87) 3.69 ***

Min - Max (n)

被束縛感(SD) 11.94 (4.09) 14.21 (5.34) 2.06 * 10.17 (4.99) 14.62 (6.27) 4.29 ***

Min - Max (n)

支配的関係(SD) 24.54 (6.63) 31.32 (12.71) 2.70 * 22.44 (8.31) 31.38 (12.89) 4.49 ***

Min - Max (n)

被害有：三種類の暴力被害ときどき以上（性暴力被害一度でも含む)の学生
検定：　t検定
*p<.05, **p<.01, ***p<.001

男　130人 女 146人

被害無 被害有 被害無 被害有

14 - 43 (81) 16 - 59 (28) 12 - 51 (63) 14 - 62 (58)

7 - 26 (82) 7 - 39 (28) 7 - 30 (64) 8 - 38 (58)

5 - 24 (81) 5 - 24 (28) 5 - 25 (63) 5 - 27 (58)



表8-9　支配的恋愛関係が三種類の暴力被害およびメールチェックなどの携帯暴力被害におよぼす影響

目的変数：　暴力被害
男 女

説明変数

緊張関係 0.35 *** 0.25 ** 0.70 *** 0.44 *** 0.48 ***

被束縛感 0.47 *** 0.47 ***

R
2 0.22 *** 0.12 *** 0.43 *** 0.49 *** 0.19 *** 0.23 ***

ステップワイズ法
β：標準偏回帰係数
**p<.01, ***p<.001

身体的暴力性的暴力
メールチェッ

クなどの
携帯暴力

言語的暴力身体的暴力 性的暴力
メールチェッ

クなどの
携帯暴力

言語的暴力



表8-10　支配的恋愛関係に関する経験有無・時期・期間（男女別）

N % N % N % U値

＜支配的恋愛＞
支配的恋愛関係を経験した時期

小学校 6 (2.37) 4 (3.23) 2 (1.55)
中学校 44 (17.39) 24 (19.35) 20 (15.50) 7131 n.s
中卒～19歳 158 (62.45) 77 (62.10) 81 (62.79)
20～24歳 44 (17.39) 18 (14.52) 26 (20.16)
25歳以上 1 (0.40) 1 (0.81)

合計 253 124 129

支配的恋愛関係の持続期間
数日 41 (16.94) 20 (16.67) 21 (17.21)
数週間 15 (6.20) 10 (8.33) 5 (4.10) 6510 n.s
1～3ヶ月 41 (16.94) 15 (12.50) 26 (21.31)
3～6ヶ月 36 (14.88) 13 (10.83) 23 (18.85)
半年～1年 46 (19.01) 27 (22.50) 19 (15.57)

1年～2年 34 (14.05) 19 (15.83) 15 (12.30)

2年～3年 18 (7.44) 9 (7.50) 9 (7.38)

3年以上 11 (4.55) 7 (5.83) 4 (3.28)

合計 242 120 122

支配的恋愛関係の相談相手の有無
確実にいる 115 (45.28) 44 (35.48) 71 (54.62)
一応いる 112 (44.09) 62 (50.00) 50 (38.46) 6268 **
いない 14 (5.51) 9 (7.26) 5 (3.85)
いても話せない 13 (5.12) 9 (7.26) 4 (3.08)

合計 254 124 130

交際以前の支配的関係の状況
経験していた 17 (6.85) 7 (5.79) 10 (7.87)
経験していたと思う 45 (18.15) 26 (21.49) 19 (14.96) 6641 n.s.
経験していたかもしれない 75 (30.24) 42 (34.71) 33 (25.98)
経験していない 111 (44.76) 46 (38.02) 65 (51.18)

合計 248 121 127

検定：　Mann-Whitney

**p<.01

全体(276) 男(130) 女(146)
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 大切な恋人との関係をより良いものにするために、アンケートにご協力ください。 

 
 
現在の若者における恋人関係のあり方が、携帯電話などの普及や対人関係の経験不足などによって、むずかしくなったと感

じている人が多く、また、それによって悩んでいると言われています。  
このアンケートは、現代の若者が、自分にとって大切な人、あるいは、大切にしたい人との関係を見直し、より良い恋人関

係を考えていく基本情報をえるためのアンケート調査です。 
 
大切な恋人との関係を見直していく必要があるため、アンケート内容には、一部、答えにくいような質問や、思い出したく

もないような質問が含まれておりますが、より良い関係を考え、作りあげていくためには、大切な質問項目となっております

ので、できる限りの質問にご協力いただきたいと思います。 
 
調査用紙の提出をもってアンケートへの協力に同意したこととみなしますが、質問に答えている最中に答えたくないと感じ

た場合は、その場で中止することもできます。中止した際、そのことによる不利益を受けることはありません。アンケート回

答後、過去の嫌なことを思い出して眠れなくなったりした場合は、各大学に設置してある保健管理センターや学生相談室、心

理相談室などで相談することをお勧めしております。 
 
名前を記入する必要はありません。回収されたアンケートは、個人が特定できないようにコード化し、厳重な管理の下に保

管し、統計処理以外の目的で使用したり、他にもらしたりすることはありません。 
 

 
恋人との交際経験のある人、また、あった人は、もっとも良い関係が持てず、問題が多かったと感じた思相手を思い出し、

回答してください。 
 
また、恋人との交際経験のない人は、これからできるであろう大切な人との関係を考える機会と考えていただき、該当する

項目（問９以外）に回答してください。 
 

 
大切な人（恋人）とのより良い関係作りは、誰もがそうありたいと望んでいるものです。 

 
ですが実際は、大変むずかしく、簡単なことではありません。 

 
大切な人（恋人）との関係に悩んでいても、それを打ち明けられない人、 

 
どうしていいか、わからない人は、あなたの隣にもいるかもしれません。 

 
あなたの経験と、あなたのお考えをお聞かせください。 

 
 
注意） 恋人とは、自分が恋人だと感じている相手のことをいいます。 

 
恋人との問題とは、恋人との関係を続けていく上で発生した、困ったことや 

どうしていいかわからないようなことを言います。 
 

問題の多かったときの恋人とは、関係を続けていく中で、非常に気をつかったり、悩んだり、迷ったり、 
落ち込んだりといったことが、最も多かった関係の恋人のことを言います。 
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＊ まず、ご自身についておたずねします。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
問１ 現在のあなたの年齢を記入してください。 
              
 
問２ あなたに、あてはまるものに○をつけてください。 
 
   

問３ 現在のあなたに、あてはまるものに○をつけてください。 
 

   
問４ あなたは、現在どなたといっしょに暮らしていますか？ あてはまるものに○をつけてください。 
 

①恋人   ②配偶者   ③親、兄弟、姉妹   ④子ども   ⑤知人、友人       
⑥一人暮らし    ⑦その他（                  ） 

 
問５ 現在のあなたの健康状態について、おたずねします。 
あなた自身に、以下のことが、ここ１ヶ月にどれくらいあったかを、ひとつ○をつけてお答えください。 

 ここ１ヶ月に一度もなければ、「まったくなかった」に○をつけてください。 
 
  0.まったく 

なかった 
1.たまに 
あった 

2.ときどき 
あった 

3.しばしば 
あった 

例 頭痛があった ０     １     ２     ３ 

1 ものごとに集中できなかった ０     １     ２     ３ 

2 心配事のためによく眠れなかった ０     １     ２     ３ 

3 いつもより生きがいを感じた ０     １     ２     ３ 

4 いつもより容易にものごとを決められた ０     １     ２     ３ 

5 ストレスを感じた ０     １     ２     ３ 

6 問題を解決できなくてこまった ０     １     ２     ３ 

7 日常生活を楽しくすごせた ０     １     ２     ３ 

8 問題を積極的に解決しようと思った ０     １     ２     ３ 

9 気が重くて ゆううつになった ０     １     ２     ３ 

10 自信をうしなった ０     １     ２     ３ 

11 自分は役に立たない人間だと感じた ０     １     ２     ３ 

12 いつもより幸せだと感じた ０     １     ２     ３ 

①未婚   ②結婚   ③離婚経験あり 

①男   ②女   ③どちらでもない 

（       ）歳 
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＊ 恋人についておたずねします。 
 
問６ あなたに、恋人はいますか？ どれかひとつに○をつけてください 
 

①現在いる  ②過去にいた  ③過去も現在もいる  ④いることがない  ⑤わからない 
 
問７ 交際経験のある人におたずねします。 

はじめて恋人ができたのは、いつでしたか？ どれかひとつに○をつけてください 
 

①小学校以前  ②小学校  ③中学校  ④中学卒業～19歳  ⑤20歳～24歳  ⑥25歳以上   
 
問８ 恋人のいる（または、いた）と回答した人は、どのような形の交際をしていましたか？ 

複数の経験をお持ちの人は、もっとも問題の多かったときの相手（恋人）を思い出し、回答してください。 
選択肢のあるものには、あてはまるもの、ひとつに○をつけてください 

 

（１）その恋人との年齢差 ・・・（およそ    歳）  年上だったのは、（ 恋人 ・ 自分 ） 

（２）その恋人との関係の継続期間 ・・・（    年   ヶ月   日間くらい ） 

記入例： （ １年 ３ヶ月）あるいは、（ 10日間 ）など 
 
（３）その恋人との問題が多かった関係の時期の形態（実家とは、親や保護者の家を指します） 
 

①両者実家住まい  ②一方、または両方の一人暮らし（一人暮らしだったのは、 自分 ・ 相手 ）   
③同棲（同棲していたのは、 実家 ・ 実家以外。 同棲期間は、およそ       ヶ月 ・ 年 ） 

 
（４）その恋人と会う頻度 
 

①毎日会う  ②ほぼ毎日会う  ③週に数回程度  ④月に数回程度  ⑤年に数回程度 
 
（５）その恋人との関係の深度 
 

①キス程度   ②ペッティング（性交渉なしの身体接触）   ③性交渉あり   
④妊娠した（させた）経験あり   ⑤その他（                 ） 

 
（６）問題が多かった恋人との現在の関係 
 

①現在も交際中   ②別れた   ③別れたが、また交際をはじめた   ④別れと交際を繰り返している 
⑤その他（                    ） 

 
 
 それでは、次の質問から、あなたが経験したことのある恋人との関係についての見直しをしていきます。 

 
もっとも問題を感じた恋人との経験をよく思いだし、続けて→ 問９にご回答ください。 
 
また、恋人との交際経験のない人は、→ 問１０へ進み、あなたのお考えをお聞かせください。 

 
 



恋人との交際経験のある、または、あった方におたずねします。

0.いつ
も

1.たい
てい

2.とき
どき

3.たま
に

4.ごくま
れに

5.まっ
たくな
い

1
恋人といるとき、自分の好きな服装ができたり、化粧、髪型など自由におしゃれが

できている。
0 1 2 3 4 5

2
恋人といるとき、友達（異性同性含む）や先輩後輩などと、いつでも連絡ができ、

気軽に会うことができる。
0 1 2 3 4 5

3
恋人といるとき、親きょうだい、親戚など、いつでも連絡ができ、いつでも帰ること

ができる。
0 1 2 3 4 5

4
恋人は、実家や友人とつきあうのを制限したり、電話や手紙を細かくチェックした

りする。
0 1 2 3 4 5

5
私は、恋人に嫌なことは嫌と、ＮＯを言えている。 0 1 2 3 4 5

6
恋人との間で問題が起こったときに、解決が難しい。 0 1 2 3 4 5

7
恋人との関係は、安心でき、安全な感じがする。 0 1 2 3 4 5

8
恋人との関係は、自由がないような、束縛されたように感じる。 0 1 2 3 4 5

9
私は、恋人が怒るのは、自分が悪いせいだと感じる。 0 1 2 3 4 5

10
私は、恋人とのことを、誰かに話したり、相談したりしている。 0 1 2 3 4 5

11
恋人は、突然怒り出す。 0 1 2 3 4 5

12
恋人は、嫉妬心が強い。 0 1 2 3 4 5

13
恋人は、誰と一緒なのか、誰と会うのか知りたがる。 0 1 2 3 4 5

14
私は、恋人のすることや、言うことに怖いと感じる。 0 1 2 3 4 5

15
恋人の声が、頭の中で、いつも聞こえるような気がする。 0 1 2 3 4 5

16
自分がいないと、恋人がどうなるか不安だ。 0 1 2 3 4 5

17
恋人は、怒らなければ、とてもいい人だ。 0 1 2 3 4 5

18
ヒドイことをした後、恋人は謝ってくれたり、優しくしてくれる。 0 1 2 3 4 5

19
私は、恋人といると、ビクビクする。 0 1 2 3 4 5

20
私は、恋人に質問攻めにされたり、反論されたりして、混乱させられる。 0 1 2 3 4 5

問9-2　恋人からの上記のような経験を最初にしたのはいつですか？　どれかひとつに○をつけてください

　　小学校以前　　小学校　　中学校　　中学卒業～19歳　　20歳～24歳　　25歳以上　

問9-3　上記のような行為は、長いものでどのくらい続きましたか？　どれかひとつに○をつけてください

　　数日　　数週間　　１～３ヶ月　　３～６ヶ月　　半年～１年　　１年～２年　　　２～３年　　３年以上

問9-4　上記のような行為を相談したり、話たりできる相手はいますか？　どれかひとつに○をつけてください

　　確実にいる　　　一応いる　　　いない　　　いても話せない

問9-5　上記のようなことは、この恋人との交際以前にも、この恋人との間で経験していたと思いますか？

　　経験していた　　　経験していたと思う　　　経験したかもしれない　　　経験していない

問9-1　交際中の状況や、恋人との関係がどのようなものだったか、見直しながらお答えください。

　　　複数の経験をお持ちの人は、もっとも問題の多かったときの恋人を思い出し、回答してください。
　　　「いつも」から「まったくない」の中で、あてはまるものひとつに○をつけてください



問9-6　恋人との関係で、あてはまるもの、ひとつに○をつけてください

0.いつ
も

1.たい
てい

2.とき
どき

3.たま
に

4.ごくま
れに

5.まっ
たくな
い

1
0 1 2 3 4 5

2
0 1 2 3 4 5

3
0 1 2 3 4 5

4
0 1 2 3 4 5

5
0 1 2 3 4 5

6
0 1 2 3 4 5
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＝
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５
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1
1
回

～
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0
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６
＝

2
0
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以
上

７
＝

１
年

以
上

前
に

は
あ

っ
た

1
相手は、私に何かいやがらせをした。 0 1 2 3 4 5 6 7

2
相手は、私を屈辱したり、ののしったりした。 0 1 2 3 4 5 6 7

3
相手は、私に対して大声で怒鳴った。 0 1 2 3 4 5 6 7

4
相手は、私を言葉で脅して性交させた。 0 1 2 3 4 5 6 7

5
相手は、私にナイフや凶器を向けたことがある。 0 1 2 3 4 5 6 7

6
私は、相手とケンカ中に頭を叩かれ、気が遠くなったことがある。 0 1 2 3 4 5 6 7

7

私は、相手とのケンカが原因で医者にかかる必要があったが、そうしな
かった。

0 1 2 3 4 5 6 7

8
相手は、私を言葉で脅して口内性交や肛門性交をさせた。 0 1 2 3 4 5 6 7

9

相手は、ケガさせるかもしれないような物で私を殴ったり、たたいたりし
た。

0 1 2 3 4 5 6 7

10
相手は、私の首をしめた。 0 1 2 3 4 5 6 7

11
私は、相手とのケンカが原因で医者にかかった。 0 1 2 3 4 5 6 7

12
相手は、私に性交を（殴ったり、押えたり、凶器で脅して）強制した。 0 1 2 3 4 5 6 7

13
相手は、私をさんざん殴りつけた。 0 1 2 3 4 5 6 7

14
私は、相手とのケンカで骨折した。 0 1 2 3 4 5 6 7

15

相手は、私に口内性交や肛門性交を（殴ったり、押えたり、凶器で脅し
て）強制した。

0 1 2 3 4 5 6 7

私は、恋人を失うのではないかとけっこう心配している。

私が、恋人のことを大切に思うほどには、恋人が私のことを大切に思ってないのではな
いかと心配する。

私は、恋人に心を開くのに抵抗を感じる。

私は、恋人とあまりに親密になることが、どちらかというと好きではない。

私は、恋人に見捨てられるのではないかと心配だ。

私は、恋人とあまり親密にならないようにしている。

問9-7　仲の良い恋人同士でも、イライラしたり、おたがい望んでいることが違うと、「いきちがい」や「ケンカ」となるこ
とがあります。　　おたがいの食い違いを解決しようとする方法はさまざまです。
　　以下の項目は、恋人同士に食い違いが生じた時に、起こりうることです。
　　最近１年間に、恋人は、どれくらいの回数で、以下のような行為をしましたか？
　　あてはまる数字に○をつけてください。
　　もし最近１年間はしなかったが、それ以前はしていた場合は、７に○をつけてください。

　　１＝1回、　２＝2回、　３＝３～５回、　４＝６～10回、　５＝11回～20回、　６＝20回以上、　７＝１年以上前にはあった、
　　０＝これまでに１度もない



 恋人との交際経験のある、または、あった人は、（１）～（３）全てにご回答ください。

交際経験のない人は、（２）～（３）にお答えください。

恋人がした行為、　自分がされた行為 (2)これを暴力
と思いますか

1
恋人にメールや着信、発信履歴を見られる。 いつも

とき
どき

たまに
全く
ない

不快
でない

まあ
不快

不快
とても
不快

はい　　いいえ

2
恋人は、携帯電話がつながらない、すぐにメール返信しないと怒りだす。 いつも

とき
どき

たまに
全く
ない

不快
でない

まあ
不快

不快
とても
不快

はい　　いいえ

3
恋人に、１日に何度も定期的に電話やメールで行動を報告するよう言われる。 いつも

とき
どき

たまに
全く
ない

不快
でない

まあ
不快

不快
とても
不快

はい　　いいえ

4
恋人に、携帯電話を故意に壊されたり、わざとデータを破壊されたりする。 いつも

とき
どき

たまに
全く
ない

不快
でない

まあ
不快

不快
とても
不快

はい　　いいえ

5
恋人に、携帯電話のカメラで裸などの写真を撮られ、それを使って嫌な思いをさせられる。 いつも

とき
どき

たまに
全く
ない

不快
でない

まあ
不快

不快
とても
不快

はい　　いいえ

6
恋人に、GPS機能を使って居場所を何度か確認される。 いつも

とき
どき

たまに
全く
ない

不快
でない

まあ
不快

不快
とても
不快

はい　　いいえ

（恋人の態度や言葉に関する内容）

7

自分勝手、自己中などと言われたり、気持ち悪い（キモイ）、臭い、死ねなど、罵声を浴び
せる。

いつも
とき
どき

たまに
全く
ない

不快
でない

まあ
不快

不快
とても
不快

はい　　いいえ

8
恥ずかしいことを人前で言われたり、人前で恥をかかせられる。 いつも

とき
どき

たまに
全く
ない

不快
でない

まあ
不快

不快
とても
不快

はい　　いいえ

9

自分の好きなこと、興味あることを恋人はバカにしたり、自分の意見や存在を否定したり、
自信喪失するようなことを言う。

いつも
とき
どき

たまに
全く
ない

不快
でない

まあ
不快

不快
とても
不快

はい　　いいえ

10
「おまえが変だ」「おかしい」などと言って、恋人は自分の考えや感情を認めない。 いつも

とき
どき

たまに
全く
ない

不快
でない

まあ
不快

不快
とても
不快

はい　　いいえ

11
無視したり、ため息をついたり、あるいは、何日も口をきいてくれない。 いつも

とき
どき

たまに
全く
ない

不快
でない

まあ
不快

不快
とても
不快

はい　　いいえ

12
大声で怒鳴ったり、脅すようなことを言う。 いつも

とき
どき

たまに
全く
ない

不快
でない

まあ
不快

不快
とても
不快

はい　　いいえ

13
問題が発生すると、責任を押しつけられたり、被害者意識を持つななどと言われる。 いつも

とき
どき

たまに
全く
ない

不快
でない

まあ
不快

不快
とても
不快

はい　　いいえ

14
恋人は、軽蔑するような視線、バカにしたような態度、冷笑などを自分にむける。 いつも

とき
どき

たまに
全く
ない

不快
でない

まあ
不快

不快
とても
不快

はい　　いいえ

15
恋人は、自分の存在を否定したり、ひどく傷つけたりするような態度をする。 いつも

とき
どき

たまに
全く
ない

不快
でない

まあ
不快

不快
とても
不快

はい　　いいえ

（経済的な内容）

16
恋人に、お金を貸しても返してくれない。 いつも

とき
どき

たまに
全く
ない

不快
でない

まあ
不快

不快
とても
不快

はい　　いいえ

17
恋人に、自分のお金（小遣い、バイト料など）をとられる。 いつも

とき
どき

たまに
全く
ない

不快
でない

まあ
不快

不快
とても
不快

はい　　いいえ

18
デートなどの支払いは、いつも自分が支払わされている。 いつも

とき
どき

たまに
全く
ない

不快
でない

まあ
不快

不快
とても
不快

はい　　いいえ

19
恋人の経済的な問題（ギャンブル、借金）などで、嫌な思いや困ることがある。 いつも

とき
どき

たまに
全く
ない

不快
でない

まあ
不快

不快
とても
不快

はい　　いいえ

（暴力をともなう内容）

20
恋人は、気に入らないことがあると、壁や机を叩いたり、物に当たったりする。 いつも

とき
どき

たまに
全く
ない

不快
でない

まあ
不快

不快
とても
不快

はい　　いいえ

21

痛いほど掴まれたり、突き飛ばされたり、壁に叩きつけられたり、髪を掴まれるなど、恋人
は乱暴に自分をあつかう。

いつも
とき
どき

たまに
全く
ない

不快
でない

まあ
不快

不快
とても
不快

はい　　いいえ

22
恋人は、自分にものを投げたり、投げつける素振り、殴る素振りをして、脅かす。 いつも

とき
どき

たまに
全く
ない

不快
でない

まあ
不快

不快
とても
不快

はい　　いいえ

23
恋人が、物を破壊したり、叩きつけたり、ナイフを持ち出したりして怖い思いをさせられる。 いつも

とき
どき

たまに
全く
ない

不快
でない

まあ
不快

不快
とても
不快

はい　　いいえ

24

乱暴（無謀）な運転で怖い思いをさせられたり、危険な場所や知らない場所に、置き去りに
される。

いつも
とき
どき

たまに
全く
ない

不快
でない

まあ
不快

不快
とても
不快

はい　　いいえ

25
恋人に、お腹や脚など、身体を蹴られたり、殴られたりする。 いつも

とき
どき

たまに
全く
ない

不快
でない

まあ
不快

不快
とても
不快

はい　　いいえ

(3)この行為を受けたとき、

（経験のない人は、受けたとしたら、）
どのように感じましたか？

(1) この行為の頻度

問10　あなたは、恋人から次の行為をされたことがありますか？

（１）　交際経験のある人は、この行為の頻度を「いつも」から「全くない」の中で、
     あてはまるものひとつに○をつけてください。

（２）　経験ありの人は、交際中、この行為を受けた時、どのように感じましたか？
　　　「不快でない」から「とても不快」の中で、あてはまるものひとつの○をつけてください。
　
　　　　交際経験のない人は、将来の恋人からこの行為を受けた時、どのように感じるかをお答えください。
　　　今の考えを「不快でない」から「とても不快」の中から、ひとつを選んで○をつけてください。

（３）　この行為を、暴力であると思いますか？　　「はい」「いいえ」のどちらかに○をつけてください。

交際経験のない人は、

（２）と（３）のみ

回答ください。

交際経験のある人は、

（１）～（３）

すべてに回答ください。



（性に関する内容）

26

見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌を見せられたり、聞きたくもないのに性的な内容
の話を聞かされる。

いつも
とき
どき

たまに
全く
ない

不快
でない

まあ
不快

不快
とても
不快

はい　　いいえ

27
嫌がっているのにキスや触るなどの性的行為を恋人は強要する。 いつも

とき
どき

たまに
全く
ない

不快
でない

まあ
不快

不快
とても
不快

はい　　いいえ

28
自分の意に反して、恋人に性器を見せられた。 いつも

とき
どき

たまに
全く
ない

不快
でない

まあ
不快

不快
とても
不快

はい　　いいえ

29
自分の意に反して、恋人に性交されたり、されそうになった。 いつも

とき
どき

たまに
全く
ない

不快
でない

まあ
不快

不快
とても
不快

はい　　いいえ

30
恋人との性交渉の後、後悔したり、自己嫌悪に陥ったりする。 いつも

とき
どき

たまに
全く
ない

不快
でない

まあ
不快

不快
とても
不快

はい　　いいえ

31
恋人は、避妊に協力しない。 いつも

とき
どき

たまに
全く
ない

不快
でない

まあ
不快

不快
とても
不快

はい　　いいえ

32
恋人は、中絶を強要する。 いつも

とき
どき

たまに
全く
ない

不快
でない

まあ
不快

不快
とても
不快

はい　　いいえ

問10-1　上記のような行為を恋人から受けたとき、誰かに相談したり、話したりできますか？

　　話せる　　　話せない　　　話したくない　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問10-2　恋人からの上記のような行為を最初に受けたのはいつですか？　どれかひとつに○をつけてください

　　小学校以前　　小学校　　中学校　　中学卒業～19歳　　20歳～24歳 　25歳以上

問10-3　上記のような行為のあったのは、全てトータルすると、どのくらいありましたか？　どれかひとつに○をつけてください。

　　今までに１～２回　　　年に１～２回　　　年に数回　　　月に１～２回 　　月に数回 　　週に１～２回 　　週に数回

　　毎日、ほぼ毎日　　　　　わからない　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問10-4　上記のような行為は、長いものでどのくらい続きましたか？　どれかひとつに○をつけてください

　　１日　　数日　　数週間　　１～３ヶ月　　３～６ヶ月　　半年～１年　　１年～２年 　　２～３年 　３年以上

問10-5　上記のような行為を相談したり、話たりできる相手はいますか？　どれかひとつに○をつけてください

　　確実にいる　　　一応いる　　　いない　　　いても話せない

問10-6　今のあなたは、恋人との関係において、援助やアドバイスしてくれる人が必要だと感じていますか？　どれかひとつに○をつけてください

　　すぐに必要　　　必要　　　まあまあ必要　　　あまり必要でない

問10-7　恋人からされた上記のような行為について相談しましたか？　全てに○をつけてください（複数回答可）

　　友達　　家族（親、きょうだい）　　職場、アルバイトの関係者　　親戚 　学校や大学の関係者 　警察 　医療関係者

　　民間の専門機関　　警察以外の公的機関 　誰にも相談していない 　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問10-8　誰にも相談していない人は、しなかった理由をご記入ください。　　また、相談した経験のある人は、どのような対応をしてくれましたか、記入してください。 

　　　　　　　　　　　*********************************************************************
　この研究は筑波大学人間総合科学研究科研究倫理委員会の承認を得て、皆様に不利益がないよう万全の注意を払って行われています。
　研究への協力に際してご意見ご質問などございましたら、気軽に実施責任者（中谷陽二）または実施分担者（西村香）にお尋ね下さい。
　あるいは、人間総合科学研究科研究倫理委員会までご相談ください。
　実施責任者：中谷陽二、人間総合科学研究科ヒューマン・ケア科学専攻　社会精神保健学分野、連絡先（電話：029-853-3099、e-mail：）
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　　　　　　　　　　　　　　研究へのご協力どうもありがとうございました。

　　　　　　　　　　　*********************************************************************

　
　　アンケート調査にご協力ありがとうございました。

　　この調査で使用しました質問項目は、大切な人との関係を考え、見直すための重要なポイントとなっております。

　　ぜひ、今回のアンケート調査をよい機会と考えて、大切な人との関係を見直してみるのもいいでしょう。

　　その際、学生相談室や、心理相談室は、よき相談相手となってくれるハズです。　　ぜひ、ご利用してみてください。

　　　　　　　　　　　*********************************************************************
　この研究は筑波大学人間総合科学研究科研究倫理委員会の承認を得て、皆様に不利益がないよう万全の注意を払って行われています。
　研究への協力に際してご意見ご質問などございましたら、気軽に実施責任者（森田展彰）または実施分担者（西村香）にお尋ね下さい。
　あるいは、人間総合科学研究科研究倫理委員会までご相談ください。
　実施責任者：森田展彰、人間総合科学研究科ヒューマン・ケア科学専攻　社会精神保健学分野、連絡先（電話：029-853-3099、e-mail：nobuakim@nifty.com）
　実施分担者：西村香、人間総合科学研究科ヒューマン・ケア科学専攻　社会精神保健学分野、連絡先（電話：029-853-3099、e-mail：s200730289@hcs.tsukuba.ac.jp）
　人間総合科学研究科研究倫理委員会【電話：029-853-2571　(人間総合科学等支援室 体芸支援室 研究支援担当),　e-mail：hitorinri@sec.tsukuba.ac.jp 】
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